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Ⅰ．自動車分解整備事業の業務について

1 ．自動車の分解整備について

　道路運送車両法に自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び
分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならないとされています。
　また、自動車分解整備事業者は分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは分解整備の概要等
を記載した分解整備記録簿の写しを当該自動車の使用者に交付しなければならないとされていま
す。

　 参　考

　　分解整備記録簿書式例



―  10  ―

○　関　係　法　令

　道路運送車両法

　道路運送車両法

　道路運送車両法施行規則

（認　証） 

第78条	 自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整

備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。	

2 	 自動車分解整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲

を限定して行うことができる。	

3 	 自動車分解整備事業の認証には、条件を附し、又はこれを変更することができる。	

4 	 前項の条件は、自動車分解整備事業の認証を受けた者（以下「自動車分解整備事業者」

という。）が行う自動車の分解整備が適切に行われるために必要とする最小限度のもの

に限り、且つ、当該自動車分解整備事業者に不当な義務を課することとならないもので

なければならない。	

（分解整備記録簿） 

第91条 自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに次

に掲げる事項を記載しなければならない。	

⑴　登録自動車にあっては自動車登録番号、第60条第 1項後段の車両番号の指定を受

けた自動車にあっては車両番号、その他の自動車にあっては車台番号	

⑵　分解整備の概要	

⑶　分解整備を完了した年月日	

⑷　依頼者の氏名又は名称及び住所	

⑸　その他国土交通省令で定める事項	

2 	 自動車分解整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した分

解整備記録簿の写しを交付しなければならない。	

3 		 分解整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。	

（分解整備記録簿の記載事項）

第62条の 2　法第91条第 1項第 5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

⑴　分解整備時の総走行距離　

⑵　第62条の 2の 2第 1項第 5号に規定する整備主任者の氏名

⑶　自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号
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（ 1 ）分解整備の定義

　自動車の分解整備は、道路運送車両法施行規則により 7 つの種類に分けられ、それらの装置を取
り外して行う整備又は改造を分解整備として定義されています。

次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

⑴
　
原
　
動
　
機

シリンダブロック。（二輪にあってはクランクケース。また、シリンダブロッ
クの取り外しを伴うフライホイールを含む。）
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⑵
　
動
　
力
　
伝
　
達
　
装
　
置

①
ク
ラ
ッ
チ
関
係

レリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイヤフラムスプリング、クラッチ
ディスク、クラッチカバー、プレッシャースプリング。（二輪の小型自動車は
除く。）

②
ギ
ヤ
関
係

マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トルク
コンバータ（CVTを含む。）、トランスファ、トランスアクスル、デファレン
シャル、差動制限装置、ファイナルギヤ。
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③
推
進
軸
・
駆
動
軸
関
係

プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブ
シャフト、等速ジョイント。

⑶
　
走
　
行
　
装
　
置

懸
架
・
回
転
関
係

フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリン
グ、フロントキングピン、前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナック
ルスピンドル、ホイールベアリング、キングピン、リヤアクスルシャフト。（二
輪の小型自動車は除く。）

⑷
　
か
　
じ
　
取
　
り
　
装
　
置

①
ス
テ
ア
リ
ン
グ
関
係

かじ取りフォーク。
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②
ス
テ
ア
リ
ン
グ
ギ
ヤ
関
係

ギヤボックス。

③
リ
ン
ク
機
構
関
係

ドラックリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレー
ロッド、アイドラアーム、ナックルアーム、ベルクランク、センターアーム、
リンクロッド、スレーブレバー。

⑸
　
制
　
動
　
装
　
置

①
ド
ラ
ム
ブ
レ
ー
キ
関
係

ブレーキドラム（二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く。）、ブレーキ
シュー、ホイールシリンダ、バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキス
プリング。

②
デ
ィ
ス
ク
ブ
レ
ー
キ
関
係

ブレーキキャリパ（ブレーキキャリパの取り外しに伴うブレーキパッドを含
む。）シリンダ、ピストン、ブレーキディスク。
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③
ホ
ー
ス
・
パ
イ
プ
・
バ
ル
ブ
関
係

ホース、パイプ、リレーバルブ、チェクバルブ、ダブルチェクバルブ、プロポー
ショニングバルブ、セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバ
ルブ、レギュレータバルブ、ABS アクチュエータ、ABS モジュレータ、ASR
モジュレータ。

④
分
配
・
倍
力
関
係

マスタシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置。

⑹
　
緩
　
衝
　
装
　
置

リーフスプリング、エアスプリング。

⑺
　
連
　
結
　
装
　
置

キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフック。
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○　関　係　法　令　

　道路運送車両法施行規則

　関係通達

（分解整備の定義）

第 3条	 法49条第 2項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

⑴　原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

⑵　動力伝達装置のクラッチ（二輪の小型自動車のクラッチを除く。）、トランスミッ

ション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又

は改造

⑶　走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置（ストラットを除く。）又はリ

ア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車（二輪の小型自動車を除く。）の整

備又は改造

⑷　かじ取り装置のギア・ボックス、リンク装置の連結部、又はかじ取りホークを取り

外して行う自動車の整備又は改造

⑸　制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・

チャンバ、ブレーキ・ドラム（二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。）若し

くはディスク・ブレーキのキャリパを取外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ラ

イニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

⑹　緩衝装置のシャシばね（コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。）を

取り外して行う自動車の整備又は改造

⑺　けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置（トレーラ・ヒッチ及びボール・カプ

ラを除く。）を取り外して行う自動車の整備又は改造

分解整備の定義に関する照会について

〔自整第252号　平成 7年10月25日〕

　標記について、下記 1のとおり照会があり、下記 2のとおり申立者に対し回答をしたので、

通知します。

記

1．照会内容

　⑴　カムシャフトは形状によって、分解整備に該当するか。

　⑵　ターボチャージャーの追加又は交換は、分解整備に該当するか。

2．回答内容

　⑴　形状に係わらず、原動機の脱着を伴わない単なるカムシャフトの交換は、分解整備に該

当しない。しかしながら、交換の際、原動機の脱着を伴う場合は分解整備に該当する。

　⑵　原動機の脱着を伴わない単なるターボチャージャーの追加又は交換は、分解整備に該当

しない。しかしながら、追加又は交換の際、原動機の脱着を伴う場合は分解整備に該当する。
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　関係通達

　

　 参　考　　　　　　道路運送車両法施行規則一部改正により分解整備の定義から除外されたもの
〔運輸省令第58号　平成 7 年10月20日〕

分解整備の定義に関する照会について

〔自整第24号　平成 8年 1月29日〕

　標記について、下記 1のとおり照会があり、下記 2のとおり申立者に対し回答をしたので、

通知します。

記

1．照会内容

　⑴　重要保安部品 4品目（ショック・アブソーバ（これに付随するコイルばねを含む。）、

ストラット（これに付随するコイルばねを含む。）、パワー・ステアリング及びトレーラ・

ヒッチ）が分解整備の定義から削除されたのはいつからか。

　⑵　重要保安部品 4品目（ショック・アブソーバ（これに付随するコイルばねを含む）ス

トラット（これに付随するコイルばねを含む。）パワー・ステアリング及びトレーラ・ヒッ

チ）を取り外す際に、他の分解整備の定義に該当する部位を取り外して行う作業は分解整

備に該当するか。

　⑶　ディスク・ブレーキのキャリパを取り外さずに、ブレーキパッドを交換する作業は、分

解整備に該当するか。

　⑷　リア・ブレーキ・ドラムを取り外し、再度組付けるという作業はそれだけで分解整備に

該当するか。

2．回答内容

　⑴　平成 7年10月20日

　⑵　該当する。

　⑶　該当しない。しかしながら、キャリパの一部を取り外して行う場合は、分解整備に該当

する。

　⑷　該当する。
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　関係通達

道路運送車両法施行規則第 3条「分解整備の定義」の解釈について

〔自整第151号　平成 8年 8月20日〕

　平成 7年 8月に最終決着した自動車及び同部品分野に関する日米包括経済協議において分

解整備の定義を全般的に見直すこととされたことから、自動車技術、整備作業の実態等が変

化したこと等を踏まえ、道路運送車両法施行規則第 3条の分解整備の定義を安全確保上及び

公害防止上支障のない範囲で見直し、平成 8年 8月20日以降は、スタビライザ、トルクロッ

ド、トーションバー・スプリング、クラッチ（二輪の小型自動車に限る）が分解整備の定義

から除外されることとなったところである。

　今般、同協議の決着事項を踏まえ、この分解整備の定義の透明性の向上を図るため、標記

について下記の通りとすることとしたので、これについて了知するとともに、関係者に周知

徹底を図り、今後はこれにより遺漏なきよう取り扱われたい。

記

1．分解整備に該当する作業の範囲

　自動車の構造及び装置は自動車によって異なることから、以下では、分解整備に該当する

主要な作業を例示する。

　なお、ここでいう「取り外し」には、作業の過程における、自動車を保安基準に適合しな

い状態に至らしめる行為も含まれる。

　また、「整備又は改造」とは、自動車について何らかの変化を施す作業全般をいう。特に、

整備とは、給油脂、調整、部品交換、修理、その他の自動車の構造又は装置の機能を正常に

保つ又は正常に復するための作業（行為）をいう。

　⑴　原動機

　　　原動機について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

①　原動機関係

　シリンダブロック（ただし、二輪にあってはクランクケース。また、シリンダブロッ

クの取り外しを伴うフライホイールを含む。）

　⑵　動力伝達装置

　　　動力伝達装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

①　クラッチ関係（二輪の小型自動車は除く。）

　クラッチのレリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイヤフラムスプリング、ク

ラッチディスク、クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプリング

②　ギヤ関係

　マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トルクコン

バータ（ＣＶＴを含む。）、トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、差

動制限装置、ファイナルギヤ

③　推進軸・駆動軸関係

　プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブシャフト、
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等速ジョイント

　⑶　走行装置（二輪の小型自動車を除く。）

　　　走行装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

①　懸架・回転関係

　フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング及

びフロントキングピン並びに前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナックルス

ピンドル、ホイールベアリング及びキングピン並びにリヤアクスルシャフト

　⑷　かじ取り装置

　　　かじ取り装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

①　ステアリング操作機構関係

　かじ取りフォーク

②　ステアリングギヤ機構関係

　ギヤボックス

③　リンク機構関係

　ドラックリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロッド、ア

イドラアーム、ナックルアーム、ベルクランク、セクタアーム、リンクロッド、スレーブレバー

　⑸　制動装置

　　　制動装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

①　ドラムブレーキ関係

　ブレーキドラム（二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く。）、ブレーキシユー、ホ

イールシリンダ　バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキスプリング

②　ディスクブレーキ関係

　ブレーキキャリパ（ブレーキキャリバの取り外しを伴うブレーキパッドを含む。）、シ

リンダ、ピストン、ブレーキディスク

③　ホース、パイプ、バルブ関係

　ホース、パイプ、リレーバルブ、チェックバルブ、ダブルチェックバルブ、プロポー

ショニングバルブ、セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバルブ、レ

ギュレータバルブ、ＡＢＳアクチュエータ、ＡＢＳモジュレータ、ＡＳＲモジュレータ

④　分配・倍力関係

　マスタシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置

　⑹　緩衝装置

　　　緩衝装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

①　緩衝関係

　リーフスプリング、エアスプリング

　⑺　連結装置

　　　連結装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

①　連結装置関係

　キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフック
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　⑻　付随作業が分解整備に該当するもの

①　ストラットを取り外して自動車を整備又は改造する際にブレーキホースを取り外し

て自動車を整備又は改造するもの。

②　パワーステアリング装置を取り外して自動車を整備又は改造する際にギヤボックス

を取り外して自動車を整備又は改造するもの。

2．分解整備の定義に関する要望・苦情等処理窓口

　この通達に示した作業は一般的な例であるため、全ての整備作業を網羅したものではない。

したがって、この他不明な点については分解整備の定義に関する要望・苦情等処理窓口にお

いて対応することとする。

（窓口の連絡先）

国土交通省自動車交通局技術安全部整備課整備係

住　　　所：〒100－8918　東京都千代田区霞が関 2－ 1－ 3

電 話 番 号：03－5253－8111

ＦＡＸ番号：03－5253－1639

　 参　考　　　　　　道路運送車両法施行規則一部改正により分解整備の定義から除外されたもの
〔運輸省令第47号　平成 8 年 8 月20日〕
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　関係通達

分解整備の定義に関する照会について

〔自整第172号　平成 9年10月 6日〕

　標記について、平成 8年から平成 9年 7月までの主な照会内容及び回答内容を別紙のとお

りまとめましたので、通知します。

別　紙

分解整備の定義に関する主な照会内容等一覧

照会事項 回答内容

1．シリンダヘッドの交換は分解整備に該当するか 1．該当しない

2．タイミングベルトの交換は分解整備に該当するか 2．該当しない

3．ストラットの交換は分解整備に該当するか 3．該当しない

4．ギヤボックスの交換は分解整備に該当するか 4．該当する

5．パワーステアリングの交換は分解整備に該当するか 5．該当しない

6．ストラットの交換の際、タイロットエンドを取り外して行う場合は
分解整備に該当するか

6．該当する

7．ドラムブレーキを取り外して、再度組み付ける作業は分解整備に該
当するか

7．該当する

8．ショックアブソーバを交換する際に、ブレーキキャリパを外さなけ
ればならないものは分解整備に該当するか

8．該当する

9．ブレーキキャリパの一方を持ち上げて、ブレーキパッドを交換する
ことは分解整備に該当するか

9．該当する

10．ブレーキキャリパを取り外さずに、ブレーキパッドを交換した場合分
解整備に該当するか

10．該当しない
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2 ．不正改造車の排除について

　毎年、 6 月 1 日から 6 月30日までの 1 ヶ月間を強化月間として国土交通省が実施主体となり「不
正改造車を排除する運動」が全国的に展開されているところです。
　しかしながら、部品の取付けや取外しによって保安基準に適合しなくなっても、違法であるとの
認識がないままに改造を行っている使用者も見受けられることから、国の認証を受けている自動車
整備工場においては、定期点検等の車両入庫時など日頃から使用者に対し、不正改造車となること
がないようにアドバイス等を行うよう努めてください。

1　不正改造車を排除する取組みについて

（ 1）適正な整備・改造の推進

①　担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等、適正化に努め
る。（別紙 1 参照）

②　不正な改造となるような整備等の依頼があった場合には、自動車使用者に対して「不正改造
となり、犯罪であること」を理解してもらうよう努めるとともに、そのような依頼を受けない
よう、従業員に啓発する。

③　不正な二次架装を行った車両が入庫した場合には、復元するか、記載変更又は構造等変更の
手続きが必要であることや、手続きについて車両を購入した販売店又は車両を架装したメー
カー等に相談するべきことを使用者に対して周知する。

（ 2）従業員に対する指導等

　整備事業者は不正改造の防止に係る整備主任者、自動車検査員等に対する指導を実施する。
（ 3）自主点検の実施

　事業場ごとに担当者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両の状況（不正改造の有
無）、不正改造防止についての事業場内の管理体制、不正改造車への対応と措置等について点検
票（別紙 2 参照）などによる自主点検の実施に努める。
　なお、自主点検を実施する担当者は、各事業場において事業場の代表者等の従業員を監督する
地位を有する者の中から選任する。



―  23  ―

別紙 1
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別紙 2
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2　不正改造に関する罰則等について



―  26  ―

整備命令標章（則34条第 7 号様式の 2 ）
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₃　不正改造事例について
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4　平成25年度「不正改造車を排除する運動」実施結果

1 ．街頭検査の実施結果（関東運輸局管内）

　関東運輸局管内の各運輸支局では、深夜・休日等の特別街頭検査 5 回を含む23回の街頭検査・
指導を実施しました。
　この街頭検査で、1922台の車両について検査を行った結果、149台に保安基準に不適合な箇所
が確認されました。このうち不正改造車37台、整備不良車 9 台の車両に対し、必要な整備を命令
する「整備命令書」を交付しました。

（検査実施車両数：1,922台中37台が不正改造車）

着色フィルムの貼付 1台

回転部分突出 8台

灯光の色が不適切な灯火 7台

マフラー改造等による近接排気騒音基準値超過 12台

突入防止装置不良 5台

ダンプ荷台差し枠取付 6台

最低地上高不良 10台

その他 63台

※　複数計上あり

2 ．迷惑改造車相談窓口（不正改造車110番）へ寄せられた主な情報（関東運輸局管内）

　関東運輸局及び管内運輸支局の「不正改造110番」窓口へ寄せられた不正改造車に関する情報
は116件でした。このうち必要な調査等を実施し、事実が確認できた55台に対して、不適合個所
を保安基準に適合させるよう、はがきにより通知しました。

（不正改造車に関する情報（116件）このうち55台にはがき送付）

マフラーの騒音 92件

回転部分突出 4件

灯火装置不良 6件

最低地上高不足 3件

その他 11件



―  32  ―

 

 
平成２５年８月６日 

自 動 車 局 
 

「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・ 

キャンペーン」強化月間（６月）における街頭検査の実施結果 
～不正改造車２１４台に整備命令を発令～ 

 

●国土交通省は、６月を「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン

・キャンペーン」の強化月間としています。 

 

●この期間中に警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会等の協力を得

て、不正改造車の摘発と自動車ユーザーへの啓発に重点を置いた街頭検査を全国

で１９０回（昨年比＋１８回）、１８,４２９台（昨年比－２９１台）に対して

行いました。 

   

●その結果、約７．３％の１,３４８台（昨年比 

－３１台）に保安基準不適合箇所などがあった 

ことから自動車ユーザーに対し改善の指導を行い 

ました。 

 

●このうち、窓ガラスへの着色フィルムの貼付、 

灯光色違いの灯火器の取付けなどの不正な改造 

を行っていた車両は２６６台（昨年比－４４台） 

あり、その場で改善措置を講じた車両以外の２ 

１４台（昨年比＋３台）に整備命令書を交付 

し、必要な整備を命じました。 

 

●整備命令書を交付した２１４台の主な不正改造 

内容は、以下のとおりです。 

  ○不適切な灯火器       ： ５８件 

  ○着色フィルム等の貼付    ： ４６件 

  ○基準不適合マフラーの装着  ： ３７件 

 

●また、硫黄分濃度分析器による燃料に関する検査については１８１台（昨年比－

６５台）実施（特に関東・近畿地区においては、当該検査を重点項目として４０

台実施）しました。 

 

●このうち、不正軽油（規格外の軽油）の使用が判明した２台（昨年比＋１台）に

ついて適正な燃料を使用するよう警告をしました。 

 

国土交通省では今後とも関係機関と協力し、不正改造車及び不正軽油の排除を

積極的に推進してまいります。 

        

 

＜街頭検査実施状況＞ 

<問い合わせ先> 

国土交通省 自動車局  整備課 山本・島 

 TEL：03-5253-8111 (内線:42412)  03-5253-8599 (直通)  FAX：03-5253-1639 

環境政策課 吉田・河村 

TEL：03-5253-8111 (内線:42523)  03-5253-8604 (直通)  FAX：03-5253-1639 
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Ⅱ．自動車分解整備事業者の立入検査結果等

1 ．自動車分解整備事業者の立入検査結果（平成24年度）

　平成24年度における関東運輸局管内の運輸支局において実施した自動車分解整備事業者に対する
立入検査結果は、次のとおりです。

　⑴　立入検査事業場数

　立入検査事業場数は、1,125事業場でした。
　立入検査は、新規認証工場（事前審査を含む。）、移転工場、対象自動車の追加工場、整備主任
者研修を受講していない工場、警察当局等からの通報や苦情があった工場、所在が不明な工場等
について実施しました。
　また、過去 5 年間における立入検査の実施状況は〈表Ⅱ－ 1 〉のとおりです。

〈表Ⅱ－ 1〉過去 5年間の自動車分解整備事業者の立入検査状況

項目
年度

新　規 移転追加 所在不明
整備主任者
研修未受講

苦　情 表　彰 その他 計

20 650 207 69  1 79 215 583 1,804 

21 683 244 75  1 55 180 335 1,573 

22 399 183 15 15 20 170 231 1,033 

23 327 150 14  8 32 228 228   987 

24 347 162  9 11 20 140 436 1,125 

　⑵　立入検査結果に基づく行政処分状況

　立入検査の結果、道路運送車両法等関係法令に違反する重大な事実が認められた事業場に対し
ては、道路運送車両法第93条の規定に基づき、事業の停止等の行政処分を行っていますが、平成
24年度の処分状況は〈表Ⅱ－ 2 〉のとおりです。
　また、過去 5 年間における運輸局長処分は〈表Ⅱ－ 3 〉のとおりです。
　なお、平成24年度は事業者所在不明に係る取消処分がありました。事業廃業後、廃止届出を
行っていなかったことが原因と思われます。

〈表Ⅱ－ 2〉自動車分解整備事業者の処分状況

運輸局長処分等 運輸支局長処分等

認証取消 事業停止 文書警告 改善命令 文書警告 口頭警告

件数 3 11 1 1 37 18

注）表中「文書警告」は、処分基準に基づく場合のみ計上している。
　　（事業停止等に伴う改善報告は含まず）
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〈表Ⅱ－ 3〉過去 5年間の自動車分解整備事業者の運輸局長処分

項目
年度

立入検査
件　　数

処　　 分
事業場数

処分等の内訳 認　証
工場数認証取消 事業停止 改善命令 警告 計

20 1,804 30 3 27 0 0 30 24,357 

21 1,573 23 1 22 0 1 24 24,499 

22 1,033 17 3 10 0 4 17 24,587 

23   987 17 0 15 0 2 17 24,594 

24 1,125 15 3 11 0 1 15 24,601 
注 1 ）複数の処分を受けている事業場があるため、処分事業場数と処分件数は相違する。
注 2 ）認証工場数は各年度とも 3 月末の数値を示す。
注 3 ）20年度より「文書警告」は、処分基準に基づく場合のみ計上している。
　　　 （事業停止等に伴う改善報告は含まず）

　
　⑶　法令違反指示事項等

　過去 5 年間における法令違反の指摘状況は、〈表Ⅱ－ 4 〉のとおりです。

〈表Ⅱ－ 4〉過去 5年間の法令違反指摘内容

年　度
指摘事項

20 21 22 23 24

整備主任者の業務に関するもの
 3  3  1  2  1

（3.8%） （4.1%） （3.2%） （4.9%） （3.4%）

認証基準に関するもの
 2  5  1  1  0

（2.6%） （6.8%） （3.2%） （2.4%） （0.0%）

遵守事項に関するもの
20 13  6  8 12

（25.6%） （17.6%） （19.4%） （19.5%） （41.4%）

変更届等に関するもの
 9  3  2  0  2

（11.5%） （4.1%） （6.5%） （0.0%） （6.9%）

分解整備記録簿等に関するもの
16 33 13 13  5

（20.5%） （44.6%） （41.9%） （31.7%） （17.2%）

その他法令違反に関するもの
28 17  8 17  9

（35.9%） （23.0%） （25.8%） （41.5%） （31.0%）

合　　　　　　計
78 74 31 41 29

（100%） （100%） （100%） （100%） （100%）
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2 ．自動車分解整備事業の廃止理由調査結果

　平成24年度中に関東運輸局管内において、自動車分解整備事業の廃止届のあった事業場数は335
工場であり、主な廃止理由は、自己都合が94件（28.1％）、事業合理化が73件（21.8％）、次いで後
継者難が61件（18.2％）、以下〈表Ⅱ－ 5 〉の順となっています。
　また、過去 5 年間における廃止理由状況は、〈表Ⅱ－ 6 〉のとおりです。

〈表Ⅱ－ 5〉自動車分解整備事業者の廃止理由調査結果

項目

支局別

廃　　止　　理　　由

計経営
不振

倒産
工員
不足

後継
者難

事　業
合理化

移転
立退

転業 合併
組合
参加

自己
都合

その他

東　京 10 3 4 7 18 14 2 2 0 36 13 109

神奈川 7 0 2 5 10 5 0 1 0 10 3 43

埼　玉 6 2 1 20 16 6 1 0 0 11 3 66

群　馬 2 0 0 9 3 1 0 0 0 4 1 20

千　葉 1 0 2 5 16 4 0 0 0 15 1 44

茨　城 0 0 0 3 2 1 0 0 0 13 4 23

栃　木 0 2 0 6 5 0 0 0 0 4 0 17

山　梨 1 0 1 6 3 0 0 0 0 1 1 13

局　計 27 7 10 61 73 31 3 3 0 94 26 335

構成比（％） 8.1% 2.1% 3.0% 18.2% 21.8% 9.3% 0.9% 0.9% 0.0% 28.1% 7.8% 100.0%

〈表Ⅱ－ 6〉過去 5年間の自動車分解整備事業の廃止理由調査結果

項目
年度

廃　　　　　止　　　　　理　　　　　由

計経営　　　　
不振

倒産
工員　　　　
不足

後継者難
事業者
死　亡

事　業　　　　
合理化

移転　　　　
立退

転業 合併
組合　　　　
参加

自己都合
及び

その他

20 37 11 10 79 111 41 5 6 8 141 449

21 46 19 15 49 165 30 10 4 0 139 477

22 32 6 7 44 88 26 2 4 0 101 310

23 41 7 11 54 71 16 3 3 0 117 323

24 27 7 10 61 73 31 3 3 0 120 335
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3 ．自動車分解整備事業者の違反事例

　最近の関東運輸局管内の自動車分解整備事業者の法令違反等による行政処分を例示します。

【その 1】指定整備事業者に不正改造状態で車検の依頼したこと

　ペーパー車検の疑いのある指定整備事業者に対し、特別監査で立ち入ったところ、取引事業
者である分解整備事業者から車検の依頼がされている事実が判明した事から、当該事業場に立
ち入り検査を実施し、関係帳票類の提示を求め調査したところ、不正改造状態で車検の依頼を
していた等の法令違反が確認された。

1 ．事業場の概要及び組織

　平成 4 年に認証を取得した専業工場である。
　監査時の工員数は 3 名で、その内整備主任者は 2 名である。

2 ．行政処分の内容

　自動車分解整備事業の停止（25日間）

3 ．法令違反の内容

　⑴　分解整備記録簿の（不正改造状態）記載をしなかったこと。
　　　（道路運送車両法第91条第 1 項違反）
　⑵　分解整備記録簿を（不正改造状態） 2 年間保存していなかったこと。
　　　（道路運送車両法第91条第 3 項違反）
　⑶　概算見積書を交付していなかったこと。
　　　（道路運送車両法第91条の 3 違反）
　⑷　違反行為の依頼を（不正改造状態での車検依頼）したこと。
　　　（道路運送車両法第91条の 3 違反）

4 ．法令違反に至った原因

　整備事業者として自動車分解整備事業に対する認識が甘く、関係法令に対する遵法精神が著しく
欠如していた。

5 ．その他

　整備事業者は、他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼若しくは唆し、又は他人が違反
行為をすることを助けないこと。
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【その 2】分解整備作業に重大な瑕疵があったこと

　事業者から、当該事業場において行った整備の不備により納車後、ドライブシャフトごと車
輪が脱落し、使用者が単独事故を起こしてしまった旨の申告があった。
　申告に基づき、当該事業場に立ち入り、関係帳票類の提示を求め調査したところ、左後軸リ
ヤアクスルシャフト部のオイルシールを交換する際に必要なベアリングの脱着作業を行ってい
たが、これを組み付ける際のベアリング緩み止めシムの取付けビスの締め付け不足が原因で、
ドライブシャフトごと車輪が脱落し走行不能となったことが確認された。
　その他、認証の対象とする自動車の種類以外の車両に対して分解整備を行ったこと及び整備
主任者として分解整備等に関する統括管理が出来ていなかったことなどが確認された。

1 ．事業場の概要及び組織

　平成10年に認証を取得した専業工場である。
　監査時の工員数は 3 名で、その内整備主任者は 1 名である。

2 ．行政処分の内容

　自動車分解整備事業の停止（15日間）

3 ．法令違反の内容

　⑴　分解整備作業に重大な瑕疵があったこと。
　　　（道路運送車両法第90条違反）
　⑵　対象とする自動車の種類以外を分解整備したこと。
　　　（道路運送車両法第93条第 2 項違反）
　⑶　分解整備記録簿の虚偽記載をしたこと。
　　　（道路運送車両法第91条第 1 項違反）
　⑷　分解整備記録簿の一部に記載漏れがあったこと。
　　　（道路運送車両法第91条第 1 項違反）
　⑸　整備主任者の分解整備等に関する統括管理に不備があったこと。
　　　（道路運送車両法第91条の 3 違反）

4 ．法令違反に至った原因

⑴　取付けビスを締め付ける際の締め付け不足。
⑵　分解整備後の出来映え確認を行っておらず、締め付け不足を発見できなかった。
⑶　整備主任者であるにもかかわらず、事業場の認証内容を把握していなかった。
⑷　分解整備記録簿の重要性の認識が甘く、記載について工員への指導やチェック体制の甘さが

あり、虚偽記載や記載漏れを発見できなかった。
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5 ．その他

　整備事業者は、分解整備を行った際には、所要の事項について分解整備記録簿に記載しなければ
ならない。

【その 3】指定整備事業者に不正改造状態で車検の依頼をしたこと

　不正車検の情報提供から、指定整備事業者に特別監査で立ち入ったところ、分解整備事業者
より不正車検を依頼している事実が判明したので、当該事業場に特別監査で立ち入り、関係帳
票類の提示を求め調査したところ、不正改造状態で車検の依頼をしたこと等の法令違反が確認
された。

1 ．事業場の概要及び組織

　平成17年に認証を取得した専業工場である。
　監査時の工員数は 2 名で、その内整備主任者は 1 名である。

2 ．行政処分の内容

　自動車分解整備事業の停止（25日間）

3 ．法令違反の内容

　⑴　概算見積書を交付していなかったこと。
　　　（道路運送車両法第91条の 3 違反）
　⑵　整備料金表を掲示していなかったこと。
　　　（道路運送車両法第91条の 3 違反）
　⑶　分解整備記録簿を交付していなかったこと。
　　　（道路運送車両法第91条第 2 項違反）
　⑷　標識の掲示をしていなかったこと。
　　　（道路運送車両法第89条違反）
　⑸　設備が認証基準の要件を満たしていなかったこと。
　　　（道路運送車両法第91条の 2 違反）
　⑹　違反行為の依頼を（不正改造状態で車検依頼）したこと。
　　　（道路運送車両法第91条の 3 違反）

4 ．法令違反に至った原因

⑴　分解整備事業者の遵守事項の欠如。
⑵　整備事業者として自動車分解整備事業に対する認識が甘く、関係法令に対する遵法精神が著

しく欠如していた。
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5 ．その他

　整備事業者は、従業員はもとより、使用者に対しても不正改造等に関する認識の向上を図るとと
もに、積極的な排除を呼びかけること。

【その 4】不正改造を実施したこと

　不正改造状態の車両の車検を行っていると匿名の通報があり、特別監査で当該事業場に立ち
入り、関係帳票類の提示を求め調査したところ、当該事業場において不正改造（電子ホーン取
付）を実施した車両の継続検査を行ったことが確認された。

1 ．事業場の概要及び組織

　昭和39年に認証を取得したディーラー工場である。
　監査時の工員数は 5 名で、その内整備主任者は 4 名である。

2 ．行政処分の内容

　自動車分解整備事業の停止（15日間）

3 ．法令違反の内容

　⑴　不正改造を（電子ホーン取付）実施したこと。
　　　（道路運送車両法第99条の 2 違反）
　⑵　整備主任者の分解整備等に関する統括管理に不備があったこと。
　　　（道路運送車両法第91条の 3 違反）

4 ．法令違反に至った原因

　分解整備事業者の遵守事項に対する認識が欠如していた。

5 ．その他

　整備事業者は、従業員はもとより、使用者に対しても不正改造等に関する認識の向上を図るとと
もに、積極的な排除を呼びかけること。





Ⅲ．最近の主要通達等
Ⅲ
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関自整第３４７号の２

平成２５年 １月 ９日

自動車整備振興会

関東ブロック連絡協議会

会長 河田 守晃 殿

関東運輸局自動車技術安全部長

佐 橋 真 人

「動力式トルク制御レンチの性能基準」及び「動力式トルク制御レンチの

型式性能試験に関する規定｣の報告について

標記について、自動車局整備課長から別添のとおり通知があり、今般、一般社団法人

日本自動車機械工具協会（以下、「協会」という。）より動力式トルク制御レンチの性能

基準及び規定を制定し、これらに基づき協会が実施する型式性能試験に適合した動力式

トルク制御レンチについては、トルクレンチと同等の性能である旨の報告がありました

ので、貴会傘下会員に対し周知方お願いいたします。
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関 自 整 第 １ ５ 号の２

平成２５年４月３０日

自動車整備振興会

関東ブロック連絡協議会

会長 河 田 守 晃 殿

関東運輸局長

内 波 謙 一

受検代行業者及び自動車整備事業者の継続検査に係る

広告等の適正化について

標記について、自動車局長から別紙（平成２５年３月２５日付け、国自

整第２２０号）のとおり通知があったので了知されるとともに、受検代行

業者及び自動車整備事業者の継続検査に係る広告、チラシ、ＨＰ等の料金

表示の適正化を図るため、下記の取り組みを実施されるようお願いします。

なお、管内各運輸支局に対し、別添のとおり通知したので申し添えます。

記

１．日整連作成の「車検整備のＰＲチラシ等作成時の留意事項（平成１８

年７月）及び消費者保護推進パンフレット（平成２１年８月）」に基づ

く研修等を自動車整備事業者に対し実施し、継続検査に係る手数料等の

広告、チラシ、ＨＰ等の料金表示の適正化に努めるとともに、振興会の

イントラネットへ掲載することにより周知を図ること。

２．運輸支局等が行う自動車整備事業者の監査において、継続検査に係る

手数料等の広告、チラシ、ＨＰ等に関する料金表示に不適切な表示があ

ることを指摘された場合には、運輸支局等と連携を図って改善に向けた

指導を行うこと。

※自動車局長からの別紙については、省略しました。
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関 自 整 第 １ ５ 号

平 成 ２５年 ４ 月 ３ ０日

各運輸 支局長 殿

関東運輸局長

(押印省略）

受検代行業者及び自 動 車 整 備 事 業 者 の継続検査に係る

広告等の適正化につ い て

標 記 に つ い て 、 自 動 車 局 長 か ら 別 紙（ 平 成 ２ ５年 ３ 月 ２ ５ 日 付 け、 国 自

整 第 ２ ２ ０ 号 ） の と お り 通 知が あ っ たの で 了 知 され る と と も に 、 受検 代 行

業 者 及 び 自 動 車 整 備 事 業 者 の継 続 検 査に 係 る 広 告、 チ ラ シ 、 Ｈ Ｐ 等の 料 金

表示の適 正化を図るため、下記の 取 り 組 み を 実 施されたい。

な お 、 自 動 車 整 備 振 興 会 関 東 ブ ロ ック 連 絡 協 議会 会 長 に 対 し 、 別添 の と

おり協力 を依頼したので申し添え る 。

記

１．受検 代行業者に対する指導等

（ １ ） 優 良 誤 認 、 有 利 誤 認 をユ ー ザ ー に 与 え な い よ う 、 受検 代 行 業 者 の 継

続 検 査 等 の 機 会 を と ら え 、「 別 添 １ 景 品 表 示 法 ガ イ ド ブ ッ ク 」、 及 び

「 別 添 ２ 車 検 整 備 に 関 す る 実 態 調査 に つ い て」 を 運 輸 支 局 等 の窓 口 に

掲 示 す る と と も に 、「 別 添 ３ 料 金 及 び 作 業 内 容 に 関 す る 好 ま し く な い

表示 例について」を配布するなどの指導を 行 い 周 知 を 図 る こ と 。

（２）広 告、チラシ及びＨＰ等 に「国土交通省 公認」、「国土交通省認可」、

「 国 土 交 通 省 届 出 」 等 そ の 事 実 がな い に も かか わ ら ず 、 そ の 旨を 表 示

して いる情報や、継続検査に係る手数料等 に関す る 料 金 表 示 に つ いて、

不 適 切 な 表 示 を し て い る 情 報 を 得た 場 合 に は、 ユ ー ザ ー に 誤 解を 与 え

る こ と が な い よ う な 表 現 と す る よう 指 導 す ると と も に 、 消 費 者庁 表 示

対策 課に通報すること。

※「別添 1 景品表示法ガイドブック」「別添 2 車検整備に関する実態調査について」などに
ついては、省略しました。
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（ ３ ） 未 認 証 事 業 者 で あ り なが ら 、 認証 工 場 の よう に 分 解 整 備 が でき る か

の よ う に 広 告 、 チ ラ シ 及 び Ｈ Ｐ 等 を 表 示 し て い る な どの 具 体 的 な 情 報

を 得 た 場 合 に は 、 消 費 者 庁 表 示 対 策 課 に 通 報 す る と とも に 、 未 認 証 行

為 が 行 わ れ て い な い か 、 当 該 事 業 場 に 対 し 、 積 極 的 に立 入 調 査 を 行 う

こと 。

２．自動 車整備事業者に対する 指 導 等

（ １ ） 有 利 誤 認 を ユ ー ザ ー に与 え な いよ う 、 自 動車 整 備 事 業 者 の 講習 会 、

研修 等の機会をとらえ、「別添１景品表示法ガイド ブ ッ ク 」、及び「別

添２ 車検整備に関する実態調査について」を活用 し て 指 導 を 行 う こと。

（ ２ ） 広 告 、 チ ラ シ 及 び Ｈ Ｐ等 に 、 継続 検 査 に 係る 手 数 料 等 に 関 する 料 金

表 示 に つ い て 、 不 適 切 な 表 示 を し て い る 情 報 を 得 た 場合 に は 、 自 動 車

整備 振興会と連携を図って改善に向けた指 導 を 行 う こ と 。

（３）自 動車整 備事業者の監査において、継 続 検 査 に 係る手数料等の広告、

チ ラ シ 、 Ｈ Ｐ 等 に 関 す る 料 金 表 示 の 確 認 を 行 い 、 不 適切 な 表 示 が 認 め

ら れ た 場 合 に は 、 自 動 車 整 備 振 興 会 連 携 を 図 っ て 改 善に 向 け た 指 導 を

行う こと。

３．指導 状況等の報告

指 導 状 況 件 数 （ 回 数 ） に つ い て は 、別 紙 に よ り集 計 し 、 毎 年 度 末に 自 動

車技術安 全部整備課事業係あて に 電 子 メ ー ル で 報告すること。

（参考）

消費者 庁表示対策課 情報管 理 担 当

〒 100 － 6178 千 代田区永田町 2 － 11 － 1 山 王 パ ー ク タ ワ ー 5 階

℡ 03 － 3507 － 8800
消費者 庁景品表示法違反被疑情報提供フォー ム

http://www.caa.go.jp/representation/disobey_form.html
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（
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有
利
誤
認
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・
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の
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引
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つ
い
て
の
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当
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ー
ム

３
．
措
置
命
令
に
つ
い
て

（
１
）
違
反
行
為
に
対
し
て
は
、
措
置
命
令
が
出
さ
れ
ま
す
。

景
品
表
示
法
に
違
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
場
合
、
消
費
者
庁
は
、
関
連
資
料
の
収
集
、
事
業
者
へ
の
事
情
聴
取
な
ど
の
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

消
費
者
庁
は
、
調
査
の
結
果
、
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
と
、
事
業
者
に
弁
明
の
機
会
を
付
与
し
た
上
で
、
違
反
行
為
の
差
止
め
な
ど
必
要
に
応
じ
た
｢措
置
命
令
｣

を
行
い
ま
す
。

②
取
引
条
件
に
つ
い
て
、
競
争
事
業
者
に
係
る
も
の
よ
り
も
取
引
の
相
手
方
に
著
し
く
有
利
で
あ
る
と
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る
表
示

一
般
か
ら
の

情
報
提
供
・

職
権
に
よ
る

探
知

調
査
※

弁
明
の
機
会

の
付
与

指
導

措
置
命
令

※
公
正
取
引
委
員
会
も
、
調
査
の
た
め
の
権
限
を
消
費
者
庁
長
官
か
ら
委
任
さ
れ
て
い
ま
す
。

確
定

不
服
申
立
て
（
異
議
申
立
て

ま
た
は
取
消
訴
訟
）

《
参
考
》
詳
し
く
は
、
消
費
者
庁
の
景
品
表
示
法
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「

ht
tp
://
w
w
w
.c
aa

.g
o.
jp
/re

pr
es

en
ta
tio

n/
in
de

x.
ht
m
l
」
を
ご
確
認
下
さ
い
。
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関自技第６６４号の３

関自整第４５号の３

平成２５年５月１４日

自動車整備振興会

関東ブロック連絡協議会

会長 河 田 守 晃 殿

関東運輸局自動車技術安全部長

佐 橋 真 人

「自動車のかじ取り車輪の横すべり量の取扱いについて」の一部改正について

標記について、国土交通省自動車局審査・リコール課長及び整備課長から別添（平

成２５年５月１４日付け、国自審第１９８号、国自整第４１号）のとおり通知があり、

今般、自動車製作者等が指定する横すべり量について、国産自動車にあっても輸入自

動車と同様なシステムを有する自動車があることから、別添新旧対照表のとおり改正

したので、了知されますようお願いいたします。
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別
添

「
自

動
車

の
か

じ
取

り
車

輪
の

横
す

べ
り

量
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
（

平
成

４
年

４
月

１
０

日
付

自
技

第
６

２
号

、
自

審
第

３
９

２
号

）
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

新
旧

対
照

表

改
正

平
成

２
５

年
５

月
１

４
日

付
国

自
審

第
１

９
８

号

国
自

整
第

４
１

号

新
旧

自
動

車
の

か
じ

取
り

車
輪

の
横

す
べ

り
量

の
取

扱
い

に
つ

い
て

自
動

車
の

か
じ

取
り

車
輪

の
横

す
べ

り
量

の
取

扱
い

に
つ

い
て

別
添

別
添

か
じ

取
り

車
輪

の
横

す
べ

り
量

の
例

外
的

取
扱

要
領

か
じ

取
り

車
輪

の
横

す
べ

り
量

の
例

外
的

取
扱

要
領

Ⅰ
（

略
）

Ⅰ
（

略
）

Ⅱ
検

査
時

に
お

け
る

取
扱

い
Ⅱ

検
査

時
に

お
け

る
取

扱
い

検
査

に
あ

た
っ

て
は

、
サ

イ
ド

ス
リ

ッ
プ

・
テ

ス
タ

を
用

い
て

計
測

し
た

場
合

の
横

す
べ

輸
入

自
動

車
の

検
査

に
あ

た
っ

て
は

、
サ

イ
ド

ス
リ

ッ
プ

・
テ

ス
タ

を
用

い
て

計
測

し
た

り
量

が
、

各
型

式
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
メ

ー
カ

ー
の

推
奨

す
る

横
す

べ
り

量
の

範
囲

（
概

要
場

合
の

横
す

べ
り

量
が

、
各

型
式

に
つ

い
て

そ
れ

ぞ
れ

メ
ー

カ
ー

の
推

奨
す

る
横

す
べ

り
量

説
明

書
又

は
別

表
の

横
す

べ
り

量
の

例
外

的
取

扱
い

車
両

一
覧

表
で

確
認

）
内

に
あ

る
場

合
の

範
囲

（
概

要
説

明
書

又
は

別
表

の
横

す
べ

り
量

の
例

外
的

取
扱

い
車

両
一

覧
表

で
確

認
）

に
は

、
細

目
告

示
第

９
１

条
第

１
項

第
１

号
（

細
目

告
示

第
１

６
１

条
第

１
項

各
号

に
掲

げ
内

に
あ

る
場

合
に

は
、

細
目

告
示

第
９

１
条

第
１

項
第

１
号

（
細

目
告

示
第

１
６

１
条

第
１

る
場

合
に

あ
っ

て
は

第
１

６
９

条
第

１
項

第
１

号
）

に
定

め
る

基
準

に
適

合
し

て
い

る
も

の
項

各
号

に
掲

げ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
第

１
６

９
条

第
１

項
第

１
号

）
に

定
め

る
基

準
に

適
合

と
し

て
取

り
扱

っ
て

差
し

支
え

な
い

も
の

と
す

る
。

し
て

い
る

も
の

と
し

て
取

り
扱

っ
て

差
し

支
え

な
い

も
の

と
す

る
。

な
お

、
横

す
べ

り
量

が
サ

イ
ド

ス
リ

ッ
プ

・
テ

ス
タ

を
用

い
て

計
測

で
き

な
い

場
合

（
横

な
お

、
横

す
べ

り
量

が
サ

イ
ド

ス
リ

ッ
プ

・
テ

ス
タ

を
用

い
て

計
測

で
き

な
い

場
合

（
横

す
べ

り
量

が
サ

イ
ド

ス
リ

ッ
プ

・
テ

ス
タ

の
目

盛
り

を
超

え
た

場
合

等
）

で
あ

っ
て

も
、

ト
す

べ
り

量
が

サ
イ

ド
ス

リ
ッ

プ
・

テ
ス

タ
の

目
盛

り
を

超
え

た
場

合
等

）
で

あ
っ

て
も

、
ト

ー
イ

ン
、

キ
ャ

ン
バ

、
キ

ャ
ス

タ
の

値
が

各
型

式
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
メ

ー
カ

ー
の

設
計

基
ー

イ
ン

、
キ

ャ
ン

バ
、

キ
ャ

ス
タ

の
値

が
各

型
式

に
つ

い
て

そ
れ

ぞ
れ

メ
ー

カ
ー

の
設

計
基

準
値

（
概

要
説

明
書

、
諸

元
表

又
は

別
表

の
横

す
べ

り
量

の
例

外
的

取
扱

い
車

両
一

覧
表

で
準

値
（

概
要

説
明

書
、

諸
元

表
又

は
別

表
の

横
す

べ
り

量
の

例
外

的
取

扱
い

車
両

一
覧

表
で

確
認

）
内

に
あ

る
場

合
に

は
、

細
目

告
示

第
９

１
条

第
１

項
第

１
号

（
細

目
告

示
第

１
６

１
確

認
）

内
に

あ
る

場
合

に
は

、
細

目
告

示
第

９
１

条
第

１
項

第
１

号
（

細
目

告
示

第
１

６
１

条
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
第

１
６

９
条

第
１

項
第

１
号

）
に

定
め

る
基

準
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

第
１

６
９

条
第

１
項

第
１

号
）

に
定

め
る

基
準

に
適

合
し

て
い

る
も

の
と

し
て

取
り

扱
っ

て
差

し
支

え
な

い
も

の
と

す
る

。
に

適
合

し
て

い
る

も
の

と
し

て
取

り
扱

っ
て

差
し

支
え

な
い

も
の

と
す

る
。

別
表

の
横

す
べ

り
量

の
例

外
的

取
扱

い
車

両
一

覧
表

に
つ

い
て

は
、

日
本

自
動

車
輸

入
組

別
表

の
横

す
べ

り
量

の
例

外
的

取
扱

い
車

両
一

覧
表

に
つ

い
て

は
、

日
本

自
動

車
輸

入
組

合
及

び
一

般
社

団
法

人
日

本
自

動
車

工
業

会
が

毎
年

度
末

時
点

で
更

新
し

、
そ

れ
ぞ

れ
自

動
合

が
毎

年
度

末
時

点
で

更
新

し
、

自
動

車
交

通
局

技
術

安
全

部
審

査
課

に
提

出
す

る
も

の
を

車
局

審
査

・
リ

コ
ー

ル
課

に
提

出
す

る
も

の
を

翌
年

度
５

月
中

に
地

方
運

輸
局

自
動

車
技

術
翌

年
度

５
月

中
に

地
方

運
輸

局
自

動
車

技
術

安
全

部
（

沖
縄

総
合

事
務

局
運

輸
部

を
含

む
。
）
、

安
全

部
（

沖
縄

総
合

事
務

局
運

輸
部

を
含

む
。
）
、

自
動

車
検

査
独

立
行

政
法

人
及

び
一

般
社

自
動

車
検

査
独

立
行

政
法

人
及

び
（

社
）

日
本

自
動

車
整

備
振

興
会

連
合

会
に

送
付

す
る

こ

団
法

人
日

本
自

動
車

整
備

振
興

会
連

合
会

に
送

付
す

る
こ

と
と

す
る

。
と

と
す

る
。

別
表

（
略

）
別

表
（

略
）

附
則 こ

の
改

正
は

、
平

成
２

５
年

５
月

１
４

日
か

ら
施

行
す

る
。
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 「自動車のかじ取り車輪の横すべり量の取扱いについて」 

の一部改正について 

 

平成２５年５月 

自動車局審査・リコール課 

整備課 

 

 

 自動車製作者等が指定する横すべり量について、国産自動車にあっても輸入自動車と同様

なシステムを有する自動車があることから、標記通達の改正を行う。 

 

 

１．改正概要 

   標記通達の検査時における取扱いにおいて、国産自動車も対象とする。それに伴い、

別表の横すべり量の例外的取扱い車両一覧表の提出者に一般社団法人日本自動車工業会

を追加する。その他、所要の改正を行う。 

 

２．施行日 

平成２５年５月１４日から施行する。 
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プレスリリース
平成24年 9 月21日

　審査方法の明確化を行い、統一的な審査を実施するために審査事務規程の一部改正を行い、平成
24年10月 1 日から施行します。
　主な改正の概要は、次のとおりです。

1 ．審査終了後、不正に使用する蓋然性が高い状態を（タイヤの取外しにより、軸数を減ずるもの
又は複輪を単輪にするもの）明確化し、不適切な補修等の規程に追加します。

　（ 2 － 4 ）
2 ．試作車・組立車審査結果通知書による現車確認について、提示があった自動車と試作車・組立

車審査結果通知書（本紙又は写しとする。）、外観図、各装置の詳細図及びその他特に指示された
資料に記載されている自動車との同一性確認事項を明確化し規定します。

　（ 2 －11－ 5 ）
3 ．新規検査、予備検査及び構造等変更検査の審査において、提示された自動車の画像を 3 次元測

定・画像取得装置を用いて、改造部位等の画像の取得及び保存について規定します。
　（ 2 －21－ 2 ）
4 ．改造自動車審査要領における車枠及び車体の測定方法の明確化

　改造自動車審査要領において、改造自動車の範囲とする際、車枠車体が 2 分の 1 以上残されて
いることが必須としているところであり、その判断方法について明確にします。

（別添 1  2 ．（1）（3））
5 ．改造自動車審査要領における能力強度等の基準の明確化

　改造自動車審査要領において、改造した装置の能力強度等の基準の検討する際、装置に負荷さ
れる荷重について、現状の例に加え、技術上適当と考えられるものを追加します。

（別添 1  7 ．（1） 別表 3 ）
6 ．その他

　審査事務規程項ずれを訂正するため、所要の改正を行った。

―審査事務規程の第59次改正―
・試作車・組立車の審査方法の明確化等の改正

・新規検査、予備検査及び構造等変更検査の審査において、提示された自動車の改造部位等の

画像保存等の改正

・改造自動車の審査方法の明確化等の改正
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新旧対照表－1－ 

「審査事務規程」（平成 14年７月１日検査法人規程第１１号）第５９次改正新旧対照表 

                                             平成２４年９月１９日改正 

新 旧 

 

第２章 

２－４ 不適切な補修等 

次の各号に掲げる補修等を行った自動車は、保安基準に適合しないものとする。 

①～⑪(略) 

⑫ タイヤの取り外しにより、軸数を減ずるもの又は複輪を単輪にするもの 

 

 

２－11 書面の提示等 

２－11－１～２－11－４ (略) 

２－11－５ 試作車・組立車審査結果通知書 

(1) 試作車及び組立車の審査は、提示があった自動車と「改造自動車等の取扱いについ

て」記６.(２)に定められた試作車・組立車審査結果通知書（本紙又は写しとする。）、

外観図、各装置の詳細図及びその他特に指示された資料（以下「試作車・組立車審査

結果通知書等」という。）に記載されている自動車との同一性を確認の上、これらの

資料を参考として審査するものとする。この場合において、書面等その他適切な方法

により審査する項目については、これらの資料と同一であり、かつ、その機能を損な

うおそれのある損傷のないものは、基準に適合しているものとして取り扱う。 

(2) 提示があった自動車と、試作車・組立車審査結果通知書等に記載されている自動車

との同一性を確認する際に許容される製作誤差は、別添１「改造自動車審査要領」別

表 4（製作誤差の範囲）に定める範囲とする。この場合において、提示があった自動

車の長手方向、横手方向及び高さ方向の各寸法並びに重量に係る製作誤差は、それぞ

れ、同別表 4の「長さ」、「幅」及び「高さ」並びに「車両重量」の範囲を準用する。

以下、別添１「改造自動車審査要領」9.(3)前段の改造自動車の製作誤差の範囲につ

いても同じ。 

 ただし、この寸法及び重量に係る製作誤差の範囲を超えるものであっても、試作

車・組立車審査結果通知書等に記載されている内容（装置の概要欄に記載されている

項目）に変更がなく、長さ、幅、高さ、車両重量及び最大積載量（試作車・組立車審

査結果通知書の最大積載量を超えない範囲に限る。）並びに車両総重量については、

試作車又は組立車の提示があった自動車を確認することにより保安基準の適合性の

判定が可能なものにあっては、この限りでない。 

(3) 提示があった自動車と試作車・組立車審査結果通知書等に記載されている内容（長

さ、幅、高さ、車両重量及び最大積載量並びに車両総重量を除く。）を確認した結果、

同一でないと認められるときは、受検者に対し審査できない旨を口頭で通告する。 

 

 

第２章 

２－４ 不適切な補修等 

次の各号に掲げる補修等を行った自動車は、保安基準に適合しないものとする。 

①～⑪(略)  

（新設）  

 

 

２－11 書面の提示等 

２－11－１～２－11－４ (略) 

２－11－５ 試作車・組立車審査結果通知書 

試作車及び組立車の審査は、提示のあった試作車・組立車審査結果通知書（本紙又は
写しとする。）、外観図、装置の詳細図及びその他必要となる資料を参考として審査
するものとする。この場合において、書面等その他適切な方法により審査する項目に
ついては、これらの資料と同一であり、かつ、その機能を損なうおそれのある損傷の
ないものは、基準に適合しているものとして取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－2－ 

 
２－21  画像の取得及び保存  

２－21－１  画像の取得及び保存 

新規検査、予備検査及び構造等変更検査の審査において、提示された自動車（型式

指定自動車若しくは法第16条の規定により一時抹消登録を受けた自動車又は法第69

条第 4 項の規定により自動車検査証が返納された自動車であって、当該自動車に係る

構造等に関する事項が完成検査終了証若しくは登録識別情報等通知書又は自動車検

査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものを除く。）の画像

を３次元測定・画像取得装置を用いて、その取得及び保存を行うものとする。 

また、画像の取得に際して、受検者が画像の撮影を拒否した場合には、受検者に対

し審査できない旨を口頭で通告する。 

 

２－21－２ 改造部位等の画像の取得 

２－21－１により取得した自動車の外観画像又は通知書の外観図等では改造部位

等が不明な場合には、別途、３次元測定・画像取得装置以外の撮影機（汎用のデジタ

ルカメラ等とし、以下「デジカメ等」という。）により、当該自動車の当該部位を撮

影し、これを当該自動車の電子データとして保存する。なお、撮影・保存方法等につ

いては別途通知するものとする。 

 

２－21－３ 画像取得が困難な場合の処理 

３次元測定・画像取得装置による画像取得が困難な場合にあっては、デジカメ等に

より撮影し、これを当該自動車の電子データとして保存する。なお、撮影・保存方法

等については別途通知するものとする。 

 

３－３―14 軸重欄 

 検査票２の軸重欄は、４－５－１(5)または５－５－１(4)により計測した数値を当

該箇所欄に記載するものとする。 

   また、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸を強制的に下降

させた状態の軸重についても以下の例により備考欄に記載するものとする。 

（例）(略) 

 
３－４－５ 保留 

(1) ２－３(1)、２－７、２－８(2)、２－11－５(3)、２－12(5)、２－13(5)、２－16(1)

及び２－21の規定に基づき、受検者に対し審査できない旨通告した場合並びに２－１

(4)に規定する事項が反復又は継続して行われ適正な審査を実施できない場合には、

その理由又は２－３(1)に該当する番号のいずれかを検査票１又は検査票２の備考欄

に記載し、審査結果通知書の審査保留欄に押印を行い、審査依頼元に通知するものと

する。 

この場合において、２－８(2)、２－11－５(3)、２－12(5)、及び２－16(1)の規定

に基づく通告の理由は、それぞれ①、②及び③の例によるものとする。 

 

２－21  画像の取得及び保存  

新規検査、予備検査及び構造等変更検査の審査において、次に掲げる自動車（型式

指定自動車若しくは法第16条の規定により一時抹消登録を受けた自動車又は法第69

条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車であって、当該自動車に係る

構造等に関する事項が完成検査終了証若しくは登録識別情報等通知書又は自動車検

査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものを除く。）につい

ては、３次元測定・画像取得装置を用いて、提示された自動車の画像の取得及び保存

を行うものとする。 

また、画像の取得に際して、受検者が画像の撮影を拒否した場合には、受検者に対

し審査できない旨を口頭で通告する。 

① 貨物の運送の用に供する自動車 

② 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が１１人以上のもの 

③ 特種用途自動車 

④ 大型特殊自動車 

⑤ ①から④までに定める自動車以外の自動車であって、審査上必要と認められる

もの 

 

 

 

３－３―14 軸重欄 

 検査票２の軸重欄は、４－５－１(4)又は５－５－１(4)により計測した数値を当

該箇所欄に記載するものとする。 

   また、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸を強制的に下

降させた状態の軸重についても以下の例により備考欄に記載するものとする。 

（例）(略) 

 
３－４－５ 保留 

(1) ２－３(1)、２－７、２－８(2)、２－12(5)、２－13(5)、２－16(1)及び２－21

の規定に基づき、受検者に対し審査できない旨通告した場合並びに２－１(4)に規

定する事項が反復又は継続して行われ適正な審査を実施できない場合には、その理

由又は２－３(1)に該当する番号のいずれかを検査票１又は検査票２の備考欄に記

載し、審査結果通知書の審査保留欄に押印を行い、審査依頼元に通知するものとす

る。 

この場合において、２－８(2)及び２－16(1)の規定に基づく通告の理由は、それ

ぞれ①及び②の例によるものとする。 
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 また、審査保留欄が無い場合は、審査結果通知欄近くの余白に審査保留と記載し、

その上に押印を行う。 

① 「車台番号相違」若しくは「車台番号相違のおそれ」又は「原動機型式相違」若

しくは「原動機型式相違のおそれ」 

② 「仕様書の提示なし」又は「仕様書と相違あり」及び「相違する装置名」 

③ 「外観図、各装置の詳細図なし」又は「外観図と相違あり」及び「相違する装置

名」 

  (2) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、審査保留欄が無い場合は、審査結果通知欄近くの余白に審査保留と記載し、

その上に押印を行う。 

① 「車台番号相違」若しくは「車台番号相違のおそれ」又は「原動機型式相違」若

しくは「原動機型式相違のおそれ」 

② 「仕様書の提示なし」又は「仕様書と相違あり」及び「相違する装置名」 

（新設） 

 

  (2) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－4－ 

別添１（２－１２関係） 

改造自動車審査要領 

１． （略） 

２．改造自動車の範囲 

(1) この要領にいう改造自動車とは、次の①から④の自動車に３.に規定する範囲の改

造を行ったもの（①又は②の自動車を基本として一部の装置を変更して製作される自

動車に３. に規定する範囲の改造を行ったものを含む。）であって当該自動車の改造

前の車枠及び車体（以下｢車枠等｣という。）が２分の１以上連続して残されたものを

いう。 

   ただし、車枠等を切断し軸距を短縮する改造を行う場合において、当該自動車の改

造前の車枠等構成部分の２分の１以上が残されたものであることが、改造自動車の施

工者等（ 以下「届出者」という。）から提出された車枠（車体）全体図により明ら

かなものは、｢当該自動車の改造前の車枠及び車体が２分の１以上連続して残された

もの」とみなす。 

        

①～④ （略） 

(2) (1)の「①又は②の自動車を基本として一部の装置を変更して製作される自動車に

３. に規定する範囲の改造を行ったもの」とは、型式指定自動車又は新型届出自動車

と同一として製作される自動車と車名及び型式が同一であるほか、型式指定自動車又

は新型届出自動車が備えていた３ ．(1)から(10)までに掲げる装置の２分の１以上が

同一である自動車であって、使用過程にあるもの以外のものをいう。 

 

 

(3) (1)の「改造前の車枠及び車体が２分の１以上連続して残されたもの」とは、車枠

等構成部分における改造前の車枠等の上面及び側面からの投影面積に対し、改造後の

自動車に残された車枠等の投影面積がそれぞれ２分の１以上連続して重複するもの

別添１（２－１２関係） 

改造自動車審査要領 

１． （略） 

２．改造自動車の範囲 

(1) この要領にいう改造自動車とは、次の①から④の自動車に３.に規定する範囲の

改造を行ったもの（①又は②の自動車を基本として一部の装置を変更して製作され

る自動車に３. に規定する範囲の改造を行ったものを含む。）であって当該自動車

の改造前の車枠及び車体が２分の１以上連続して残されたものをいう。 

   

   

   

 

 

 

 

①～④ （略） 

(2) (1)の「①又は②の自動車を基本として一部の装置を変更して製作される自動車」

とは、型式指定自動車又は新型届出自動車と同一として製作される自動車と車名及

び型式が同一であるほか、型式指定自動車又は新型届出自動車が備えていた３ ．

(1)から(10)までに掲げる装置の２分の１以上が同一である自動車をいう。 

 

 

 

(3) (1)の「改造前の車枠及び車体が２分の１以上連続して残されたもの」とは、改

造自動車を水平かつ平坦な面（以下「基準面」という。）に置いたときに、次に掲

げる車枠及び車体の面積について、改造前の車枠及び車体の面積と比較し、改造後
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をいう。 

なお、(1)ただし書きの「改造前の車枠等の構成部分の２分の１以上が残されたも

の」とは、車枠等構成部分における改造前の車枠等の上面及び側面からの投影面積に

対し、改造後の自動車に残された車枠等の投影面積がそれぞれ２分の１以上重複する

ものをいう。 

また、「車枠等構成部分」とは①の部分をいい、「改造前」とは②の状態とし、「投

影面積」は③の面積とする。 

① 車枠等構成部分とは、次のア、イ又はウの部分をいう。 

ア 車枠（フレーム）を有する自動車にあっては、当該フレーム構成部分（車枠の主

要部分（メインフレーム）が明らかなものにあっては当該主要部） 

イ モノコック構造の車体を有する自動車にあっては、ルーフ、アンダーフロア及び

サイドパネル等の当該車体構成部分 

ウ 車枠及びモノコック構造の車体を有する自動車にあっては、ア及びイの当該構成

部分 

② 改造前とは、次のア～エに掲げる状態の当該自動車の車枠等をいう。 

ア （1）①の自動車にあっては、型式について指定を受けた状態 

イ （1）②の自動車にあっては、新型届出による取扱いを受けた状態 

ウ （1）③の自動車にあっては、輸入自動車特別取扱を受けた状態 

エ （1）④の自動車にあっては、規程2-13（２）の申請を行った状態 

③ 投影面積とは、自動車を水平かつ平坦な面（以下「基準面」という。）に置いた

状態における次のア及びイの①に示した車枠等構成部分の面積とする。 

ア 基準面へ投影した面積 

イ 車両中心線を含む鉛直面に対して平行で、車枠等の外側に接する鉛直面へ投影し

た面積                 

３．（略） 

 

もそれぞれ２分の１以上が連続した状態で残されたものをいう。この場合において

「改造前の車枠及び車体」とは、(1)① の自動車にあっては、型式について指定を

受けた状態、(1)②の自動車にあっては、新型届出による取扱いを受けた状態、(1)

③の自動車にあっては、輸入自動車特別取扱を受けた状態、(1)④の自動車にあっ

ては、規程2-13(2)の申請を行った状態での当該自動車の車枠及び車体をいう。 

 

①～② （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．（略） 

 

４．届出 

新旧対照表－6－ 

４．届出 

４－１届出書等の提出 

 (1)届出者は、自動車の改造を行う場合には、改造自動車1台毎（ ( 2 )の場合を除く。） 

に改造自動車届出書（ 以下「届出書」という。）、改造概要等説明書（ 以下「説明

書」という。） 及び添付資料（ 届出書、説明書及び添付資料を「届出書等」という。

以下同じ。） を検査に先立って改造内容に応じ別表２ に掲げる届出先の区分のうち、

最寄りの検査部長又は事務所長（ 以下「事務所長等」という。） に提出するものと

する。ただし、改造内容が複数となる場合であって、届出先が検査部長及び事務所長

になるものは、検査部長に提出するものとする。 

 (2)～(5) （略） 

 

５．～６．（略） 

７．書面審査 

(1)  （略） 

(2) ２．(2)の改造自動車の場合に限り、車名及び型式のほか、型式指定自動車又は新

型届出自動車として備えていた３．(1)から(10)までに掲げる装置の２分の１以上が

同一であることを次に掲げる書面により確認するものとする。 

・譲渡証明書（写し） 

・改造した範囲及びその実施者を記載した自動車製作者からの書面 

・改造概要等説明書（第２号様式） 

 ８．～１０－２ （略） 

 

別表３ 

提出書面 審査内容 能力強度等の基準 計算書・検討

書等の省略 

備考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

４－１届出書等の提出 

 (1) 改造自動車の施工者等（ 以下「届出者」という。）は、自動車の改造を行う場

合には、改造自動車1台毎（ ( 2 )の場合を除く。） に改造自動車届出書（ 以下

「届出書」という。）、改造概要等説明書（ 以下「説明書」という。） 及び添付

資料（ 届出書、説明書及び添付資料を「届出書等」という。以下同じ。） を検査

に先立って改造内容に応じ別表２ に掲げる届出先の区分のうち、最寄りの検査部

長又は事務所長（ 以下「事務所長等」という。） に提出するものとする。ただし、

改造内容が複数となる場合であって、届出先が検査部長及び事務所長になるもの

は、検査部長に提出するものとする。 

 (2)～(5) （略） 

 

５．～６．（略） 

７．書面審査 

(1)  （略） 

(2) ２．(2)の改造自動車の場合に限り、車名及び型式のほか、型式指定自動車又は

新型届出自動車として備えていた３．(1)から(10)までに掲げる装置の２分の１以

上が同一であることを次に掲げる書面により確認するものとする。 

・譲渡証明書（写し） 

・改造した範囲及びその実施者を記載した自動車製作者からの書面 

・改造概要等説明書（第２号様式） 

８．～１０－２ （略） 

 

別表３ 

提出書面 審査内容 能力強度等の基準 計算書・検討

書等の省略 

備考 

（略） （略） （略） （略） （略） 
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５．添付資料 改造内容に応じた

資料（届出書の書

面を参照）が添付

されていることを

審査する。 

   

（略） （略） （略） （略） （略） 

⑪走行装置強

度検討書 

 

強度検討が適切で

あり、十分な強度

が確保されている

ことを確認する。 

強度計算における自動車に負

荷される荷重は、社団法人自動

車技術会が定めた自動車負荷

計算基準に基づくものとする。 

なお、当該部品に構造上負荷さ

れる荷重が定まった数値以上

にならないことが計算等で明

らかな場合にあっては、自動車

製作者が定める許容限度荷重

及び当該部品の構造上におい

て負荷される荷重のうち最大

のものであってもよい。 

強度検討は、曲げ応力及びせん

断力を検討し、次の安全率以上

であるものとする。 

破壊安全率・・・１.６ 

降伏安全率・・・１.３ 

（略）  

（略） 

 

（略） （略）   

⑭緩衝装置強 （略） ⑪に同じ   

５．添付資料 改造内容に応じた

資料（届出書の書

面を参照）が添付

されていることを

審査する。 

   

（略） （略） （略） （略） （略） 

⑪走行装置強

度検討書 

 

強度検討が適切で

あり、十分な強度

が確保されている

ことを確認する。 

⑨に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略）  

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

⑭緩衝装置強 （略） ⑨に同じ   

新旧対照表－8－ 

度検討書 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

 

別添２（２－13関係） 

並行輸入自動車審査要領  

 

目 次 

第１ 目的 

第２ 届出書等 

第３ 届出書等の受理等 

第４ 書面審査の審査期間等 

第５ 書面審査 

第６ 書面審査の決裁 

第７ 現車審査 

第８ 届出書等の保存期間 

 

第 1～第 4（略） 

第 5 

５－１～５－３－10－５（略） 

５－３－11 消音器の加速走行騒音性能規制への適合性に関する書面 

５－３－11－１ 消音器の加速走行騒音性能規制への適合性に関する書面の種類 

消音器の加速走行騒音性能規制への適合性に関する書面は、次のいずれかの書面でなけれ

ばならない。 

ただし、欧州連合指令に基づく年間生産台数が500 台未満の少数生産車（車両識別番号の

ＷＭＩ(World Manufacturer Identifier)の 3 桁目の記号が「9」である自動車。以下「少

度検討書 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

 

別添２（２－13関係） 

並行輸入自動車審査要領  

 

目 次 

第１ 目的 

第２ 届出書等 

第３ 届出書等の受理等 

第４ 書面審査の審査期間等 

第５ 書面審査 

第６ 書面審査の決裁 

第７ 現車審査 

第８ 届出書等の保存期間 

 

第 1～第 4（略） 

第 5 

５－１～５－３－10－５（略） 

５－３－11 消音器の加速走行騒音性能規制への適合性に関する書面 

５－３－11－１ 消音器の加速走行騒音性能規制への適合性に関する書面の種類 

消音器の加速走行騒音性能規制への適合性に関する書面は、次のいずれかの書面でなけ

ればならない。 

ただし、欧州連合指令に基づく年間生産台数が 500台未満の少数生産車（車両識別番号

のＷＭＩ(World Manufacturer Identifier)の 3桁目の記号が「9」である自動車。以下
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数生産車」という。）にあっては、①、④、⑥のいずれかの書面とする。 

① 加速走行騒音試験結果成績表 

② 欧州連合指令（70/156/EEC 又は 2002/24EEC）に基づく適合証明書（以下「Ｃ 

ＯＣペーパー」という。）。 

③ 欧州連合(EU)加盟国において生産された自動車のものであって、欧州連合 

(EU)に加盟する国の政府が発行する自動車登録証又は自動車検査証（以下「EU加盟国の自

動車検査証等」という。）。 

④ 協定規則第５１号又は欧州連合指令70/157/EEC に適合する旨の認可書の写し（以下「E

CER51 又は 70/157/EEC 認可書」という。）。 

⑤ 欧州連合指令に基づく総合車両型式認可を受けた自動車に貼付されている総合車両型

式認可番号が表示されたラベル又はプレート（以下「WVTA プレート」 

という。）の写真。 

⑥ 協定規則第５１号に基づく認可マークの車両識別表示（以下「車両データプレート」

という。）の写真。 

５－３－11－２ 協定規則と同等の欧州連合指令 

規程 4－48－2－2(3)①エ、オ及び②イの「同等の欧州連合指令」とは、表７に掲げる欧州

連合指令をいう 

表７ 協定規則と同等の欧州連合指令 

(略) 

 

５－３－11－３ 消音器の加速走行騒音性能規制への適合性に関する書面の審査 

５－３－11－３－１ 加速走行騒音試験結果成績表の審査 

(1)加速走行騒音試験結果成績表は、次に掲げる公的試験機関が発行した加速走行騒音試

験結果成績表の本通（試験を行った公的試験機関の印鑑が押印されているもの。）と照合

した写しでなければならない。 

なお、当該書面には、車両外観及び装置装着状況が確認できる写真が添付されていなけれ

「少数生産車」という。）にあっては、①、④、⑥のいずれかの書面とする。 

① 加速走行騒音試験結果成績表 

② 欧州連合指令（70/156/EEC 又は 2002/24EEC）に基づく適合証明書（以下「ＣＯＣ

ペーパー」という。）。 

③ 欧州連合(EU)加盟国において生産された自動車のものであって、欧州連合(EU)に加

盟する国の政府が発行する自動車登録証又は自動車検査証（以下「EU加盟国の自動車検

査証等」という。）。 

④ 協定規則第５１号又は欧州連合指令 70/157/EEC に適合する旨の認可書の写し（以

下「ECER51又は 70/157/EEC 認可書」という。）。 

⑤ 欧州連合指令に基づく総合車両型式認可を受けた自動車に貼付されている総合車

両型式認可番号が表示されたラベル又はプレート（以下「WVTA プレート」という。）の

写真。 

⑥ 協定規則第５１号に基づく認可マークの車両識別表示（以下「車両データプレート」

という。）の写真。 

５－３－11－２ 協定規則と同等の欧州連合指令 

規程 4－48－2－2(3)①エ、オ及び②イの「同等の欧州連合指令」とは、表７に掲げる欧

州連合指令をいう。 

表７ 協定規則と同等の欧州連合指令 

(略) 

 

５－３－11－３ 消音器の加速走行騒音性能規制への適合性に関する書面の審査 

５－３－11－３－１ 加速走行騒音試験結果成績表の審査 

(1)加速走行騒音試験結果成績表は、次に掲げる公的試験機関が発行した加速走行騒音

試験結果成績表の本通（試験を行った公的試験機関の印鑑が押印されているもの。）と

照合した写しでなければならない。 

なお、当該書面には、車両外観及び装置装着状況が確認できる写真が添付されていなけ

新旧対照表－10－ 

ばならない。 

① 財団法人日本自動車輸送技術協会 

（住所）東京都千代田区六番町６ 

② 財団法人日本車両検査協会 

（住所）東京都北区豊島７－26－28 

③ 財団法人日本自動車研究所 

（住所）東京都港区芝大門１－１－30 

④ 株式会社ＪＱＲ 

（住所）神奈川県相模原市中央区淵野辺 3－8－17－1303 

(2) 加速走行騒音試験結果成績表の自動車車台番号（又はシリアル番号）欄に記載されて

いる車台番号又はシリアル番号は、届出書に記載された当該並行輸入自動車のものと一致

していなければならない。 

(3) 加速走行騒音試験結果成績表に記載されている加速走行騒音値が８２dB 以下でなけ

ればならない。 

(4) 加速走行騒音試験結果成績表に記載されている車名、原動機型式、最高出力、最高出

力時回転数、変速機の種類及び減速比は、排出ガス試験結果成績表の当該項目と同一でな

ければならない。 

ただし、変速機の種類の項目について、排出ガス試験結果成績表の当該項目と相違する

場合であっても、添付資料により同一構造の変速機と判断できる場合に限り、当該項目は

同一とみなすものとする。 

 

(5) 加速走行騒音試験結果成績表に記載されている試験自動車の車両総重量は、届出書

（その２）に記載された車両総重量と同一でなければならない。なお、検査申請車両の車

両総重量が当該成績表の試験自動車の車両総重量より重い場合、又は軽い場合であって、

その差が試験自動車の車両総重量の－５％以内又は－２０㎏以内の場合は同一と見なす

ことができる。 

ればならない。 

① 財団法人日本自動車輸送技術協会 

（住所）東京都千代田区六番町６ 

② 財団法人日本車両検査協会 

    （住所）東京都北区豊島７－26－28 

③ 財団法人日本自動車研究所 

   （住所）東京都港区芝大門１－１－30 

④ 株式会社ＪＱＲ 

    （住所）神奈川県相模原市中央区淵野辺3－8－17－1303 

(2) 加速走行騒音試験結果成績表の自動車車台番号（又はシリアル番号）欄に記載され

ている車台番号又はシリアル番号は、届出書に記載された当該並行輸入自動車のものと

一致していなければならない。 

(3) 加速走行騒音試験結果成績表に記載されている加速走行騒音値が８２dB 以下でな

ければならない。 

(4) 加速走行騒音試験結果成績表に記載されている車名、原動機型式、最高出力、最高

出力時回転数、変速機の種類及び減速比は、排出ガス試験結果成績表の当該項目と同一

でなければならない。 

 

 

 

 

(5) 加速走行騒音試験結果成績表に記載されている試験自動車の車両総重量は、届出書

（その２）に記載された車両総重量と同一でなければならない。なお、検査申請車両の

車両総重量が当該成績表の試験自動車の車両総重量より重い場合、又は軽い場合であっ

て、その差が試験自動車の車両総重量の－５％以内又は－２０㎏以内の場合は同一と見

なすことができる。 
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新旧対照表－11－ 

 

中略・・・ 

 

７－８ 消音器の加速走行騒音性能規制への適合性 

７－８－１ 加速走行騒音試験結果成績表 

(1) 加速走行騒音試験結果成績表に記載されている消音器の個数、一酸化炭素等発散防止

装置（触媒の有無）、変速機の種類、減速比（書面により確認したものは除く。）及び車両

総重量は、当該並行輸入自動車のものと同一でなければならない。なお、当該並行輸入自

動車の車両総重量が当該成績表の試験自動車の車両総重量より重い場合、又は軽い場合で

あって、その差が試験自動車の車両総重量の－５％以内又は－２０㎏以内の場合は同一と

見なすことができる。 

(2) 当該並行輸入自動車の消音器の消音器表示、一酸化炭素等発散防止装置と構造上一体

となっている消音器の一酸化炭素等発散防止装置(触媒)の取付個数並びに取付位置及び

消音器の外観形状は、加速走行騒音試験結果成績表の添付写真のものと同一でなければな

らない。なお、消音器に騒音防止性能確認標章の表示があるものにあっては、加速走行騒

音試験結果成績表の騒音防止性能確認標章確認番号と当該標章の確認番号が一致してい

なければならない。 

７－８－２ WVTA プレート又は車両データプレート 

当該並行輸入自動車の WVTA プレート又は車両データプレートは、５－３－11－３－５(W

VTA プレートの写真の審査)又は５－３－11－３－６(車両データプレートの写真の審査)

と同一のものが車両に取付け又は貼付されていなければならない。 

７－８－３ 消音器の表示の確認 

当該並行輸入自動車の消音器には、届出書（その２）の消音器の表示欄に記載されている

消音器の表示と同一のものが表示されていなければならない。 なお、５－３－11－1（消

音器の加速走行騒音性能規制への適合性に関する書面の種類）①以外の書面に基づく自動

車の消音器には、規程４－48－２－２(3)②イに規定する消音器の表示（製作者の商号又

 

中略・・・ 

 

７－８ 消音器の加速走行騒音性能規制への適合性 

７－８－１ 加速走行騒音試験結果成績表 

(1) 加速走行騒音試験結果成績表に記載されている消音器の個数、一酸化炭素等発散防

止装置（触媒の有無）、変速機の種類、減速比（書面により確認したものは除く。）及び

車両総重量は、当該並行輸入自動車のものと同一でなければならない。なお、当該並行

輸入自動車の車両総重量が当該成績表の試験自動車の車両総重量より重い場合、又は軽

い場合であって、その差が試験自動車の車両総重量の－５％以内又は－２０㎏以内の場

合は同一と見なすことができる。 

(2) 当該並行輸入自動車の消音器の消音器表示、一酸化炭素等発散防止装置と構造上一

体となっている消音器の一酸化炭素等発散防止装置(触媒)の取付個数並びに取付位置

及び消音器の外観形状は、加速走行騒音試験結果成績表の添付写真のものと同一でなけ

ればならない。なお、消音器に騒音防止性能確認標章の表示があるものにあっては、加

速走行騒音試験結果成績表の騒音防止性能確認標章確認番号と当該標章の確認番号が

一致していなければならない。 

７－８－２ WVTA プレート又は車両データプレート 

当該並行輸入自動車の WVTA プレート又は車両データプレートは、５－３－11－３－５

(WVTA プレートの写真の審査)又は５－３－11－３－６(車両データプレートの写真の審

査)と同一のものが車両に取付け又は貼付されていなければならない。 

７－８－３ 消音器の表示の確認 

当該並行輸入自動車の消音器には、届出書（その２）の消音器の表示欄に記載されてい

る消音器の表示と同一のものが表示されていなければならない。 なお、５－３－11－1

（消音器の加速走行騒音性能規制への適合性に関する書面の種類）①以外の書面に基づ

く自動車の消音器には、規程４－48－２－２(3)②イに規定する消音器の表示（製作者

新旧対照表－12－ 

は商標）が付されていなければならない。 

 

～後略～ 

 

 

 

 

 

附 則 (平成24年９月１９日検査法人規程第５号)  

 この規程は、平成24年10月１日から施行する。 

 

の商号又は商標）が付されていなければならない。 

 

～後略～ 
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プレスリリース
平成25年 2 月27日

　自動車検査独立行政法人（略称：自動車検査法人）は、国土交通省における道路運送車両の保安
基準（昭和26年運輸省令第67号。以下、「保安基準」という。）、装置型式指定規則（平成10年運輸
省令第66号）、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通省告示第619号。以
下、「細目告示」という。）及び道路運送車両の保安基準第 2 章及び第 3 章の規定の適用関係の整理
のため必要な事項を定める告示（平成15年国土交通省告示第1318号。以下、「適用関係告示」とい
う。）の一部改正、並びに二輪自動車の制動装置の技術基準に適合する型式の追加のため、審査事
務規程の一部改正を行い、平成25年 3 月 1 日から施行します。

1 ．保安基準、装置型式指定規則、細目告示および適用関係告示の改正事項については、次のとお
り。
・Ｅ10対応ガソリン自動車に係る燃料の規定を新設（審査事務規程 1 － 4 ）
・貨物自動車への衝突被害軽減制動装置に係る規定の新設（審査事務規程 4 －15）
（貨物の運送の用に供する普通自動車（牽引自動車及び被牽引自動車を除く。）であって車両総
重量 8 ｔを超えるもの及び貨物の運送の用に供する牽引自動車であって車両総重量13ｔを超え
るもの）

・外部から電力が供給される自動車における電気装置に係る規定の新設（審査事務規程 4 －25）
・突入防止装置の装備義務付け対象車両の拡大に係る規定の改正（審査事務規程 4 －30、 5 －

30）
　（車両総重量3．5ｔ以下の貨物自動車及び乗用自動車等に拡大）
・横向き座席の定義及び横向き座席を備えることができる自動車に係る規定の改正、並びに消防

車等の緊急自動車及び特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車に備える座
席に係る規定の改正（審査事務規程 4 －34、 5 －34）

・消防車等の緊急自動車及び特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車に備え
る座席ベルト及び座席ベルト取付装置に係る規定の改正（審査事務規程 4 －36）

・年少者用補助乗車装置に用いられる ISOFIX トップテザー取付装置及び当該装置の後方に備え
られた ISOFIX トップテザー取付装置以外の取付装置に係る表示、並びに年少者用補助乗車装
置取付具を一個とすることができる自動車に係る規定の改正（審査事務規程 4 －39、 5 －39）

・運転者の視野の確保に支障がない範囲において、車室内の温度等を検知して空調装置等を自動
的に制御するための感知器は窓ガラスに貼付可能とすること、並びに自動車及び自動車の装置
等の盗難防止装置の装備表示を側面ガラスに貼付可能とすることに係る規定の改正（審査事務

―審査事務規程の第60次改正―
燃料の規格、制動装置、電気装置、突入防止装置、座席、座席ベルト等、

年少者用補助乗車装置等、窓ガラス貼付物等、その他の灯火等の制限等の改正
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規程 4 －47、 5 －47）
・保安基準に規定されているもの以外は、自動車（緊急自動車を除く。）に右左折、進路変更、

減速などの指示灯火を備えることができないことを明確化することに係る規定の改正
　（審査事務規程 4 －82、 5 －82）

2 ．二輪自動車の制動装置の技術基準に適合する型式の追加
・二輪自動車の制動装置の技術基準に適合している自動車一覧表について、適合型式を追加する

ことに係る規定の改正（審査事務規程　別添 2 、別表第 2 ）
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新旧対照表－1－ 

「審査事務規程」（平成 14年７月１日検査法人規程第１１号）第６０次改正新旧対照表 

                                             平成２５年２月２６日改正 

新 旧 

１－４ 燃料の規格  

この規程の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、次

表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに設けられた右欄に掲げる基準を満たす燃料が使用さ

れる場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定

めるものである。 

燃料の種類 基準 

ガソリン 

（Ｅ10 ガソリンを

除く。） 

（略） 

Ｅ10ガソリン 

 

鉛が検出されないこと。 

硫黄が質量比 0.001％以下 

ベンゼンが容量比 1％以下 

メチルターシャリーブチルエーテルが容量比 7％以下 

メタノールが検出されないこと。 

エタノールが容量比 10％以下 

酸素分が質量比 3.7％以下 

灯油の混入率が容量比 4％以下 

実在ガムが 100ml当たり 5mg 以下 

軽油 （略） 

 

 

２－12 改造自動車 

(1) 別添１「改造自動車審査要領」２．（1）の改造自動車の審査は、この規程の定めると

ころによるほか、別添１「改造自動車審査要領」により実施するものとする。 

 この場合において、補修用自動車部品（自動車の補修に用いる部品であって、自動車製

作者が当該自動車の補修の為に製作したものをいう。）へ交換を行う場合にあっては、別添

１「改造自動車審査要領」２．(1)の改造自動車と判断しないものとする。 

 

  (2) 改造自動車の施工者等は、自動車の改造を行う場合には、最寄りの検査部長又は事

務所長（以下 2-12 において「事務所長等」という。）に対し、別添１「改造自動車審査要

領」に定めるところにより、改造自動車届出書、改造概要等説明書及び添付資料を提出す

１－４ 燃料の規格  

この規程の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、次

表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに設けられた右欄に掲げる基準を満たす燃料が使用さ

れる場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定

めるものである。 

燃料の種類 基準 

ガソリン 

 

 

（略） 

(新設) 

 

（新規） 

軽油 （略） 

 

 

２－12 改造自動車 

(1) 別添１「改造自動車審査要領」２．（1）の改造自動車の審査は、この規程の定めると

ころによるほか、別添１「改造自動車審査要領」により実施するものとする。 

（追加） 

 

 

 

(2) 改造自動車の施工者等は、自動車の改造を行う場合には、最寄りの検査部長又は事務

所長（以下2-12において「事務所長等」という。）に対し、別添１「改造自動車審査要領」

に定めるところにより、改造自動車届出書、改造概要等説明書及び添付資料を提出するも

新旧対照表－2－ 

るものとする。 

(3) 改造自動車の施工者等は、(2)の改造自動車届出書、改造概要等説明書及び添付資料の

取下げを行う場合には、改造自動車届出書、改造概要等説明書及び添付資料を提出した事

務所長等に対し、別添１「改造自動車審査要領」に定めるところにより取下願出書を提出

するものとする。 

(4) 改造自動車の審査は、提示のあった改造自動車審査結果通知書の本紙、外観図及び改

造部分詳細図等により審査を行うものとする。 

(5) 改造自動車の審査にあたって、改造自動車審査結果通知書の指示事項と相違すること

が確認された場合は、受検者に対し審査できない旨を口頭で通告する。 

２－13～２－23（略） 

 

３－４ 審査結果の通知 

３－４－３ 不合格 

審査を行った場合において、自動車の構造又は装置が保安基準の規定に適合しないと

認めたときは、検査票１又は検査票２の当該項目を「○」で囲む等により保安基準に適

合しない部分及び不具合の状況が容易に分かるように記載し、審査依頼元に通知するも

のとする。ただし、自動車審査高度化施設から出力される保安基準に適合しない部分及

び不具合の状況の記載がある審査結果通知書１が検査票１又は検査票２に添付されてい

る場合は、検査票１又は検査票２への記載を省略することができる。 

 

 

別表１（２－７関係） 

審査の実施の方法 

検査の種別 審査の実施方法 

新規検査及び予備

検査 

１ 構造に関する審査 

次に掲げる事項について、３次元測定・画像取得装置、車高測定

機（高さに限る。）、重量計等、傾斜角度測定機等を用いて審査す

るものとする。ただし、３次元測定・画像取得装置及び車高測定

機により審査できない場合、またはこれらの機器で計測すること

ができない部位の測定には巻尺等を用いて審査する。この場合に

おいて、(1)、(3)（車両重量に限る。）及び(4)に掲げる事項以外

の事項については、道路運送車両の保安基準に適合するかどうか

を視認等により容易に判定することができるときに限り、視認等

により審査することができる。ただし、発行後９月を経過した完

成検査終了証（2－11－2(2)の規定により完成検査終了証に記載

すべき事項が記載された書面を含む。）、登録識別情報等通知書又

は自動車検査証返納証明書の提示がある自動車については、(1)、

(3)（車両重量に限る。）及び(4)に掲げる事項についても、同様

とする。 

(1) 長さ、幅及び高さ 

のとする。 

(3) 改造自動車の施工者等は、(2)の改造自動車届出書、改造概要等説明書及び添付資料の

取下げを行う場合には、改造自動車届出書、改造概要等説明書及び添付資料を提出した事

務所長等に対し、別添１「改造自動車審査要領」に定めるところにより取下願出書を提出

するものとする。 

(4) 改造自動車の審査は、提示のあった改造自動車審査結果通知書の本紙、外観図及び改

造部分詳細図等により審査を行うものとする。 

(5) 改造自動車の審査にあたって、改造自動車審査結果通知書の指示事項と相違すること

が確認された場合は、受検者に対し審査できない旨を口頭で通告する。 

２－13～２－23（略） 

 

３－４ 審査結果の通知 

３－４－３ 不合格 

審査を行った場合において、自動車の構造又は装置が保安基準の規定に適合しないと

認めたときは、検査票１又は検査票２の当該項目を「○」で囲む等により保安基準に適

合しない部分及び不具合の状況が容易に分かるように記載し、審査依頼元に通知するも

のとする。 

 

 

 

 

別表１（２－７関係） 

審査の実施の方法 

検査の種別 審査の実施方法 

新規検査及び予備

検査 

１ 構造に関する審査 

次に掲げる事項について、３次元測定・画像取得装置、車高測定

機、巻尺等、重量計等、傾斜角度測定機等を用いて審査するもの

とする。この場合において、(1)、(3)（車両重量に限る。）及び

(4)に掲げる事項以外の事項については、道路運送車両の保安基

準に適合するかどうかを視認等により容易に判定することがで

きるときに限り、視認等により審査することができる。ただし、

発行後９月を経過した完成検査終了証（2－11－2(2)の規定によ

り完成検査終了証に記載すべき事項が記載された書面を含む。）、

登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書の提示があ

る自動車については、(1)、(3)（車両重量に限る。）及び(4)に掲

げる事項についても、同様とする。 

 

 

 

(1) 長さ、幅及び高さ 
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新旧対照表－3－ 

(2) 最低地上高 

(3) 車両重量及び車両総重量 

(4) 車輪にかかる荷重 

(5) 車輪にかかる荷重の車両重量及び車両総重量に対する割合 

(6) 最大安定傾斜角度 

(7) 最小回転半径 

(8) 接地部及び接地圧 

 

 

 

４－５ 軸重等 

４－５－２ 欠番 

４－５－３ 欠番 

４－５－４ 適用関係の整理 

(1) 平成５年 11月 24日以前に製作された自動車（隣り合う車軸にかかる荷重の和が増

加する改造を行う場合を除く。）については、４－５－５（従前規定の適用①）の規

定を適用する。（適用関係告示第２条関係） 

４－５－５ 従前規定の適用① 

平成５年 11 月 24 日以前に製作された自動車（隣り合う車軸にかかる荷重の和が増加

する改造を行う場合を除く。）については、次の基準に適合するものであればよい。（適

用関係告示第２条関係） 

４－５－５－１ テスタ等による審査 

(1) ４－５－１(1)に同じ。 

(2) ４－５－１(2)に同じ。 

(3) なし。 

(4) ４－５－１(4)に同じ。 

(5) ４－５－１(5)に同じ。 

(6) ４－５－１(6)に同じ 

 

４－13 かじ取装置 

４－13－１性能要件 

４－13－１－２ （略） 

４－13－１－３ 書面等による審査 

(1) 自動車（次に掲げるものを除く。）のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝

撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして、

運転者の保護に係る性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協

定規則第 12 号第４改訂版補足改訂版の技術的な要件（規則 5.（5.5.を除く。）及び

6.に限る。）に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、専ら乗用の

用に供する乗車定員 10 人の自動車及びその形状が専ら乗用の用に供する乗車定員 10

人の自動車の形状に類する自動車について、同規則5.1.及び 5.3.の規定は適用しない

(2) 最低地上高 

(3) 車両重量及び車両総重量 

(4) 車輪にかかる荷重 

(5) 車輪にかかる荷重の車両重量及び車両総重量に対する割合 

(6) 最大安定傾斜角度 

(7) 最小回転半径 

(8) 接地部及び接地圧 

 

 

 

４－５ 軸重等 

４－５－２ 欠番 

４－５－３ 欠番 

４－５－４ 適用関係の整理 

(1) 平成５年 11月 24日以前に製作された自動車（隣り合う車軸にかかる荷重の和が増

加する改造を行う場合を除く。）については、４－５－５（従前規定の適用①）の規

定を適用する。（適用関係告示第２条関係） 

４－５－５ 従前規定の適用① 

平成５年 11 月 24 日以前に製作された自動車（隣り合う車軸にかかる荷重の和が増加

する改造を行う場合を除く。）については、次の基準に適合するものであればよい。（適

用関係告示第２条関係） 

４－５－５－１ テスタ等による審査 

(1) ４－５－１(1)に同じ。 

(2) なし。 

(3) ４－５－１(3)に同じ。 

(4) ４－５－１(4)に同じ。 

(5) ４－５－１(5)に同じ。 

(6) ４－５－１(6)に同じ。 

 

４－13 かじ取装置 

４－13－１性能要件 

４－13－１－２ （略） 

４－13－１－３ 書面等による審査 

(1) 自動車（次に掲げるものを除く。）のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝

撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして、

運転者の保護に係る性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協

定規則第 12号第４改訂版の技術的な要件（規則5.（5.5.を除く。）及び 6.に限る。）

に定める基準に適合するものでなければならない。（保安基準第 11条第２項関係、細

目告示第 13条第２項関係、細目告示第91条第２項関係） 
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ものとする。（保安基準第 11 条第２項関係、細目告示第 13 条第２項関係、細目告示

第 91条第２項関係） 

①～⑩ （略） 

４－13－４ 適用関係の整理                          

(1)～(4)略 

 (5) 次の自動車については、４－13－９（従前規定の適用⑤）の規定を適用する。（適

用関係告示第７条第５項、６項関係） 

① 電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車（平成 25 年６月 23 日以

降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を

除く。） 

② 平成 28 年６月 22 日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車

（平成 26 年６月 23 日以降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特

別取扱を受けた自動車を除く。） 

 

４－15 トラック・バスの制動装置  

４－15－１ 

自動車（４－16 から４－19 までに規定する自動車を除く。）には、走行中の自動車が

確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該

自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し、４－15－２の基準に適合

する独立に作用する２系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度

25km/h 未満の自動車にあつては、４－15－２の基準に適合する１系統の制動装置を備え

ればよい。（保安基準第 12条第１項関係） 

 

４－15－２ 性能要件 

４－15－２－１～４－15－２－２（略） 

４－15－２－３ 書面等による審査 

(1) 略 

(2)  制動装置は、細目告示別添 10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細

目告示別添 11「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準に適合する

ものでなければならない。 

ただし、細目告示別添 11「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基

準は、4－15－２－３(3)④に規定する自動車以外の自動車に備える制動装置には適用

しない。 

また、車両総重量 3.5ｔ以下の自動車に備える制動装置であって、４－16－２の基準

に適合するものは、細目告示別添 10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」に適

合するものとして取り扱う。この場合において、細目告示別添 12「乗用車の制動装置

の技術基準」3.2.24.中、「自動車は、別紙８A.の技術的な要件を満たす横滑り防止装

置（ESC）を備えなければならない。」とあるのは「2.22.に適合する横滑り防止装置（ESC）

を備えた車両は、別紙８A.の技術的な要件を満たすものとする。」と、同別添 3.2.26.

中、「自動車は、別紙８B.の技術的な要件を満たすブレーキアシストシステム（BAS）

を備えなければならない。」とあるのは「2.32.に適合するブレーキアシストシステム

 

 

①～⑩ （略） 

４－13－４ 適用関係の整理 

(1)～(4)略 

(5) 平成 24年７月１日から平成 28年６月22日までに製作された自動車（平成 26年６

月 23日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。）については、４－13－９（従前

規定の適用⑤）の規定を適用する。（適用関係告示第７条第５項関係） 

 

 

  

 

 

 

４－15 トラック・バスの制動装置 

４－15－１ 

自動車（４－16 から４－19 までに規定する自動車を除く。）には、走行中の自動車が

確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該

自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し、４－15－２の基準に適合

する２系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度 25km/h未満の自

動車にあつては、４－15－２の基準に適合する１系統の制動装置を備えればよい。（保安

基準第 12条第１項関係） 

 

４－15－２ 性能要件 

４－15－２－１～４－15－２－２（略） 

４－15－２－３ 書面等による審査 

(1) 略 

(2)  制動装置は、細目告示別添 10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細

目告示別添 11「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準に適合する

ものでなければならない。 

ただし、細目告示別添 11「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基

準は、4－15－２－３(3)④に規定する自動車以外の自動車に備える制動装置には適用

しない。 

また、車両総重量 3.5ｔ以下の自動車に備える制動装置であって、４－16－２の基

準に適合するものは、細目告示別添 10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」に

適合するものとして取り扱う。この場合において、別添 12「乗用車の制動装置の技術

基準」3.2.24.中、「自動車は、別紙８A.の技術的な要件を満たす横滑り防止装置（ESC）

を備えなければならない。」とあるのは「2.22.に適合する横滑り防止装置（ESC）を備

えた車両は、別紙８A.の技術的な要件を満たすものとする。」と、同別添 3.2.26.中、

「自動車は、別紙８B.の技術的な要件を満たすブレーキアシストシステム（BAS）を備

えなければならない。」とあるのは「2.32.に適合するブレーキアシストシステム（BAS）
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（BAS）を備えた車両は、別紙８B.の技術的な要件を満たすものとする。」と、読み替

えるものとする。（細目告示第93条第２項関係） 

(3) 書面その他適切な方法により審査したときに(2)に掲げる基準に適合している制動

装置は、次の基準に適合するものとする。 

  ①～② 略 

③ 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるも

のであること。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。（細目

告示第 93条第２項第７号） 

ア～ウ 略 

 

(4)  貨物の運送の用に供する普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引自

動車を除く。）であって車両総重量が８ｔを超えるもの及び貨物の運送の用に供する

普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車に限る。）であって車両総重量が13ｔを

超えるものに備える制動装置は、細目告示別添113「衝突被害軽減制動制御装置の技

術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。 

 

(5) 指定自動車等（４－15 に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と同

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なう

おそれのある損傷のないものは、(2)及び(4)の基準に適合するものとする。 

この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車

審査要領」３．(6)に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、

同一の位置に備えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」

ものとは、制動装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較

し、制動方式以外の一部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きいものを

除く。また、別添１「改造自動車審査要領」別表1(6)の「改造の内容及び改造の事例の

留意すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性能等に与える

影響が大きいものに該当しない。 

 

 

４－15－４ 適用関係の整理                                                

(1)～（6）略 

(7)  貨物の運送の用に供する自動車であって次に掲げる自動車については、４－15－11

（従前規定の適用⑦）の規定を適用する。（前方障害物との衝突による被害を軽減す

ることができる装置を備えるものを除く。）（適用関係告示第9条第18項、19項、20

項、21項関係） 

① 平成24年４月１日以降に製作された普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車

及び被牽引自動車を除く。）であって車両総重量が８ｔを超え20ｔ以下の自動車 

② 平成29年8月31日以前に製作された普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車及

び被牽引自動車を除く。）であって車両総重量が22ｔを超える自動車（平成26年11

月1日以降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自

動車を除く。） 

を備えた車両は、別紙８B.の技術的な要件を満たすものとする。」と、読み替えるもの

とする。（細目告示第93条第２項関係） 

(3) 書面その他適切な方法により審査したときに(2)に掲げる基準に適合している制動

装置は、次の基準に適合するものとする。 

  ①～② 略 

③ 主制動装置は、回転部分及びしゆう動部分の間のすき間を自動的に調整できるも

のであること。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。（細目

告示第 93条第２項第７号） 

ア～ウ 略 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

(4) 指定自動車等（４－15に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と同

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損な

うおそれのある損傷のないものは、(2)の基準に適合するものとする。 

この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車

審査要領」３．(6)に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、

同一の位置に備えられているものとみなす。 

 

 

 

 
 

 

 

４－15－４ 適用関係の整理                             

(1)～（6）略 

（新設） 
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③ 平成30年8月31日以前に製作された普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車に

限る。）であって車両総重量が13ｔを超える自動車（平成26年11月1日以降に型式指

定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。） 

④ 平成30年10月31日以前に製作された普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車

及び被牽引自動車を除く。）であって車両総重量が20ｔを超え22ｔ以下の自動車（平

成28年11月1日以降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を

受けた自動車を除く。） 

４－15－５～４－15－９－２－２（略） 

４－15－９－２－３ 書面等による審査 

制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 

(1)～(2) (略) 

(3)  指定自動車等（４－15－９に規定する自動車に限る。）に備えられた制動装置と同

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損な

うおそれのある損傷のないものは、(1)の基準に適合するものとする。この場合におい

て、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車審査要領」３．(6)

に該当する改造がなされていないものは、同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備

えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」ものとは、

制動装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較し、制動

方式以外の一部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きいものを除く。

また、別添１「改造自動車審査要領」別表 1(6)の「改造の内容及び改造の事例の留意

すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性能等に与える影

響が大きいものに該当しない。 

 

４－15－10（略） 

 

４－15－11 従前規定の適用⑦ 

①から④までに掲げる貨物の運送の用に供する自動車については、次の基準に適合

するものであればよい。（前方障害物との衝突による被害を軽減することができる装

置を備えるものを除く。）（適用関係告示第 9条第18項、19項、20項、21項関係） 

① 普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引自動車を除く。）であっ

て車両総重量が８ｔを超え20ｔ以下の自動車 

② 平成29年8月31日以前に製作された普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車及

び被牽引自動車を除く。）であって車両総重量が22ｔを超える自動車（平成26年11

月1日以降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自

動車を除く。） 

③ 平成30年8月31日以前に製作された普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車に

限る。）であって車両総重量が13ｔを超える自動車（平成26年11月1日以降に型式指

定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。） 

④ 平成30年10月31日以前に製作された普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車

及び被牽引自動車を除く。）であって車両総重量が20ｔを超え22ｔ以下の自動車（平

成28年11月1日以降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を

 

 

 

 

 

 

 

４－15－５～４－15－９－２－２（略） 

４－15－９－２－３ 書面等による審査 

制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 

(1)～(2) (略) 

 (3)  指定自動車等（４－15－９に規定する自動車に限る。）に備えられた制動装置と同 

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損な 

うおそれのある損傷のないものは、(1)の基準に適合するものとする。この場合にお 

いて、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車審査要領」３． 

(6)に該当する改造がなされていないものは、同一の構造を有し、かつ、同一の位 

置に備えられているものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

４－15－10（略） 

 

（新設） 
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受けた自動車を除く。） 

 

 

４－15－11－１ 装備要件 

自動車（４－16 から４－19 までに規定する自動車を除く。）には、走行中の自動車

が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に

当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し、４－15－11－２の

基準に適合する独立に作用する２系統以上の制動装置を備えなければならない。ただ

し、最高速度 25km/h未満の自動車にあっては、４－15－11－２の基準に適合する１系

統の制動装置を備えればよい。 

４－15－11－２ 性能要件 

４－15－11－２－１ テスタ等による審査 

(1) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等

に係る制動性能に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、(2)の基準

に適合するものでなければならない。 

(2) 制動装置は、ブレーキ・テスタを用いて①の状態で計測した制動力が②に掲げる基

準に適合しなければならない。ただし、ブレーキ・テスタを用いて審査することが困

難であるときに限り走行その他の適切な方法により審査し、②に掲げる基準の適合性

を判断することができるものとする。 

① 計測の条件 

検査時車両状態とする。なお、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸

が上昇している状態についても計測するものとする。 

② 計測値の判定 

ア 自動車（被牽引自動車を除く。）の主制動装置にあっては、制動力の総和を検

査時車両状態（注１）における自動車の重量で除した値が 4.90N/kg以上（制動

力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車

両状態における自動車の重量の 50％以上）（注２）であり、かつ、後車輪にかか

わる制動力の和を検査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が

0.98N/kg 以上（制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動

力の和と検査時車両状態における当該車軸の軸重の10％以上）であること。 

  ただし、降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラが濡れている場

合には、4.90N/kg を 3.92N/kgに、50％を 40％にそれぞれ読み替えて適用する。 

イ 最高速度が 80km/h 未満で、車両総重量が車両重量の 1.25 倍以下の自動車の

主制動装置にあっては、アにかかわらず、制動力の総和を車両総重量で除した

値が 3.92N/kg以上（制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、

制動力の総和が車両総重量の 40％以上）（注２）であること。 

ウ 被牽引自動車の主制動装置にあっては、制動力の和を検査時車両状態における

当該車軸の軸重で除した値が 4.90N/kg 以上（制動力の計量単位として「kgf」

を用いる場合においては、制動力の和が当該車軸の軸重の 50％以上）（注３）で

あること。 

ただし、降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラが濡れている場
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合には、4.90N/kg を 3.92N/kgに、50％を 40％にそれぞれ読み替えて適用する。 

エ 主制動装置にあっては、左右の車輪の制動力の差を検査時車両状態（注１）に

おける当該車軸の軸重で除した値が 0.78N/kg 以下（制動力の計量単位として

「kgf」を用いる場合においては、制動力の差が検査時車両状態（注１）におけ

る当該車軸の軸重の８％以下）であること。 

オ 主制動装置を除く制動装置（主制動装置を除く制動装置を２系統以上備える場

合にはうち１系統。）にあっては、制動力の総和を検査時車両状態（注１）にお

ける自動車の重量で除した値が 1.96N /kg 以上（制動力の計量単位として「kgf」

を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態（注１）における自

動車の重量の 20％以上）とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持

した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利用している制動装置

は、この基準に適合しないものとする。 

カ ４－20－１－１(4)の被牽引自動車の制動装置にあっては、制動力の総和を検

査時車両状態における自動車の重量で除した値が 1.96N/kg 以上（制動力の計量

単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態に

おける自動車の重量の 20％以上）であること。 

 (注１) 検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することが困難な場

合には、空車状態における前軸重に55kgを加えた値を検査時車両状態に

おける自動車の前軸重とみなして差し支えない。 

(注２) ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ

以上制動力を計測することが困難な場合には、その状態で制動力の総和に

対し適合するとみなして差し支えない。 

（注３）ブレーキ・テスタのローラ上で当該車軸のすべての車輪がロックし、

それ以上の制動力を計測することが困難な場合には、その状態で当該車

軸の軸重で除した値が 4.90N/kg 以上（制動力の計量単位として「kgf」

を使用する場合においては、当該軸重の 50％以上）とみなして差し支え

ない。 

(3) ブレーキ・テスタを用いて(2)①の状態で計測した制動力が(2)②に掲げる基準に適

合している制動装置は、次の基準に適合するものとする。 

① 制動装置は、かじ取性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するもので

あり、ブレーキの片ぎき等による横すべりをおこすものでないこと。 

② 主制動装置（走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。）は、

すべての車輪を制動すること。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレー

キ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と

結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。 

４－15－11－２－２ 視認等による審査 

(1)  制動装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、(2)の基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

(2)  制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

① 独立に作用する２系統以上の制動装置を備えていること。この場合において、ブ
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レーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ・チャ

ンバまで（ホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあ

っては、ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで）の部分がそれぞれの系

統ごとに独立している構造の制動装置は、「独立に作用する２系統以上の制動装置」

であるものとする。 

② 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を

生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 

ア ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル（配管又はブレーキ・ケーブルを

保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を

施してある場合の保護部材は除く。）であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排

気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しく

は接触するおそれがあるもの 

イ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの 

ウ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に

緩みがあるもの 

エ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部

品（パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。）を使用

しているもの 

オ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの 

カ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの 

キ ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの 

ク ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの 

ケ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの 

コ アからケに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等によ

り損傷を生じないように取り付けられていないもの 

③ 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふた

を開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであり、かつ、そ

の配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者

席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 

ア 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの 

イ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの 

ウ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備え

たもの 

エ アからウに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開け

ず容易に確認できるもの 

④  空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動

に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果

に著しい支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置

を備えたものであること。 

⑤ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止す

ることができる装置を備えた自動車にあっては、電源投入時に警告を発し、かつ、そ
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の装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に容易に

判断できる警報を発する装置を備えたものであること。 

４－15－11－２－３ 書面等による審査 

(1) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等

に係る制動性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、(2)の基準に適

合するものでなければならない。 

(2)  制動装置は、細目告示別添 10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細

目告示別添 11「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準に適合する

ものでなければならない。 

ただし、細目告示別添 11「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基

準は、4－15―11―２－３(3)④に規定する自動車以外の自動車に備える制動装置には

適用しない。 

また、車両総重量 3.5ｔ以下の自動車に備える制動装置であって、４－16－２の基準

に適合するものは、細目告示別添 10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」に適

合するものとして取り扱う。この場合において、細目告示別添 12「乗用車の制動装置

の技術基準」3.2.24.中、「自動車は、別紙８A.の技術的な要件を満たす横滑り防止装

置（ESC）を備えなければならない。」とあるのは「2.22.に適合する横滑り防止装置（ESC）

を備えた車両は、別紙８A.の技術的な要件を満たすものとする。」と、同別添 3.2.26.

中、「自動車は、別紙８B.の技術的な要件を満たすブレーキアシストシステム（BAS）

を備えなければならない。」とあるのは「2.32.に適合するブレーキアシストシステム

（BAS）を備えた車両は、別紙８B.の技術的な要件を満たすものとする。」と、読み替

えるものとする。 

(3) 書面その他適切な方法により審査したときに(2)に掲げる基準に適合している制動

装置は、次の基準に適合するものとする。 

  ① 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支

障を容易に生じないものであること。 

② 主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著

しい支障を容易に生じないものであること。 

③ 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるも

のであること。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。 

ア 車両総重量 3.5t 以下の自動車（専ら乗用の用に供する自動車を除く。）の後車

輪に備える主制動装置 

イ 次に掲げる車両総重量が 3.5t を超える12t 以下の自動車（専ら乗用の用に供す

る自動車を除く。）に備える主制動装置 

(ｱ) 全ての車輪に動力を伝達できる構造（１軸への動力伝達を切り離すことが

できる構造を含む。）の動力伝達装置を備える自動車 

(ｲ) 前軸及び後軸のそれぞれ１軸以上に動力を伝達できる構造（１軸への動力

伝達を切り離すことができる構造を含む。）の動力伝達装置及び１個以上の動

力伝達装置の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、４分の

１こう配の坂路を登坂する能力を有する自動車 

ウ 次に掲げる車両総重量が 12t を超える自動車（専ら乗用の用に供する自動車を
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除く。）に備える主制動装置 

(ｱ) 全ての車輪に動力を伝達できる構造（１軸への動力伝達を切り離すことが

できる構造を含む。）の動力伝達装置を備える自動車 

(ｲ) 半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び１個以上の動

力伝達装置の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、４分の

１こう配の坂路を登坂する能力を有する自動車 

④ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が 12t を超えるもの（高速自動

車国道等（高速自動車国道法（昭和 32 年法律第 79 号）第４条第１項に規定する道

路及び道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 48 条の４第１項に規定する自動車専用

道路をいう。以下同じ。）に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車

運送事業用自動車を除く。）及び車両総重量が７t を超える牽引自動車の主制動装置

は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防

止することができる装置を備えたものであること。 

⑤ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が 10ｔを超えるもの（高速自動

車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動

車を除く。）の補助制動装置は、連続して制動を行った後においても、その制動効果

に著しい支障を容易に生じないものであること。 

(4) 指定自動車等（４－15－11 に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と

同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損

なうおそれのある損傷のないものは、(2)の基準に適合するものとする。 

この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車

審査要領」３．(6)に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、か

つ、同一の位置に備えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされ

ていない」ものとは、制動装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受け

た状態と比較し、制動方式以外の一部が変更された場合を示し、性能等に与える影響

が大きいものを除く。また、別添１「改造自動車審査要領」別表 1(6)の「改造の内容

及び改造の事例の留意すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したも

のは性能等に与える影響が大きいものに該当しない。 

４－16 乗用車の制動装置 

４－16－１ ～ ４－16－２－２ 

（略） 

４－16－２－３ 書面等による審査 

(1)～(3)（略） 

 

(4) 指定自動車等（４－16 に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と同

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なう

おそれのある損傷のないものは、(2)の基準に適合するものとする。 

  この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車審

査要領」３．(6)に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、同

一の位置に備えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」

ものとは、制動装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－16 乗用車の制動装置 

４－16－１ ～ ４－16－２－２ 

（略） 

４－16－２－３ 書面等による審査 

(1)～(3) （略） 

 

(4) 指定自動車等（４－16に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と同

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なう

おそれのある損傷のないものは、(2)の基準に適合するものとする。 

   この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車審

査要領」３．(6)に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、同

一の位置に備えられているものとみなす。 
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し、制動方式以外の一部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きいものを

除く。また、別添１「改造自動車審査要領」別表 1(6)の「改造の内容及び改造の事例の

留意すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性能等に与える

影響が大きいものに該当しない。 

 

４－16－３  ～ ４－16－８－２－２ 視認等による審査 

（略） 

４－16－８－２－３ 書面等による審査  

制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 

(1)～(2)（略）  

(3) 指定自動車等（４－16－８に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置

と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損

なうおそれのある損傷のないものは、(1)の基準に適合するものとする。この場合におい

て、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車審査要領」３．(6)に

該当する改造がなされていないときは、同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら

れているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」ものとは、制動装

置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較し、制動方式以外

の一部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きいものを除く。また、別添

１「改造自動車審査要領」別表 1(6)の「改造の内容及び改造の事例の留意すべき事項」

欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性能等に与える影響が大きいもの

に該当しない。 

４－16－９ 従前規定の適用⑤ 

（略） 

４－16－10 従前規定の適用⑥ 

（略） 

４－16－11 従前規定の適用⑦  

（略） 

 

４－17 二輪車の制動装置 

４－17－１ 装備要件 

（略） 

４－17－２ 性能要件 

４－17－２－１ テスタ等による審査 

（略） 

４－17－２－２ 視認等による審査 

（略） 

４－17－２－３ 書面等による審査 

(1)～(2)（略）  

 

(3)  次に掲げる制動装置であって、その機能を損なう損傷のないものは、協定規則第 78

号第３改訂版補足改訂版の基準に適合するものとする。（細目告示第 93条第４項関係） 

 

 

 

 

 

４－16－３  ～ ４－16－８－２－２ 視認等による審査 

（略） 

４－16－８－２－３ 書面等による審査  

制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 

(1)～(2)（略）  

(3) 指定自動車等（４－16－８に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置

と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損

なうおそれのある損傷のないものは、(1)の基準に適合するものとする。この場合におい

て、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車審査要領」３．(6)

に該当する改造がなされていないときは、同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え

られているものとみなす。 

 

 

 

 

 

４－16－９ 従前規定の適用⑤ 

（略） 

４－16－10 従前規定の適用⑥ 

（略） 

４－16－11 従前規定の適用⑦  

（略） 

 

４－17 二輪車の制動装置 

４－17－１ 装備要件 

（略） 

４－17－２ 性能要件 

４－17－２－１ テスタ等による審査 

（略） 

４－17－２－２ 視認等による審査 

（略） 

４－17－２－３ 書面等による審査 

(1)～(2)（略） 

 

(3)  次に掲げる制動装置であって、その機能を損なう損傷のないものは、協定規則第

78号第３改訂版補足改訂版の基準に適合するものとする。（細目告示第93条第４項関係） 
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 ① 指定自動車等（４－17に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と同

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置。この場合において、指定

自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車審査要領」３．(6)に該当す

る改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられて

いるものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」ものとは、制動装置

の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較し、制動方式以外

の一部が変更された場合を示し、車輪配列が相違する等性能等に与える影響が大きい

ものを除く。また、別添１「改造自動車審査要領」別表 1(6)の「改造の内容及び改造

の事例の留意すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性能

等に与える影響が大きいものに該当しない。 

 

  ② 法第75条の２第１項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動車

に備える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又は

これに準ずる性能を有する制動装置 

(4)（略）  

 

４－17－３ 欠番 

４－17－４ 適用関係の整理 

（略） 

４－17－５ 従前規定の適用① 

（略） 

４－17－６ 従前規定の適用② 

（略） 

４－17－７ 従前規定の適用③ 

（略） 

４－17－７－１ 装備要件 

（略） 

４－17－７－２ 性能要件 

４－17－７－２－１ テスタ等による審査 

（略） 

４－17－７－２－２ 視認等による審査 

（略） 

４－17－７－２－３ 書面等による審査 

 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 

(1)～(2)（略） 

 

(3) 指定自動車等（４－17 に規定する自動車に限る。）に備えられた制動装置と同一の

構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なうおそ

れのある損傷のないものは、(2)の基準に適合するものとする。この場合において、指定

自動車等に備える制動装置であって、制動装置について別添１「改造自動車審査要領」

３．(6)に該当する改造がなされていないものは、同一の構造を有し、かつ、同一の位置

  ① 指定自動車等（４－17 に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と

同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置。この場合において、指

定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車審査要領」３．(6)に該当

する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ

ているものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

  ② 法第 75 条の２第１項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動

車に備える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又

はこれに準ずる性能を有する制動装置 

(4)（略）  

 

４－17－３ 欠番 

４－17－４ 適用関係の整理 

（略） 

４－17－５ 従前規定の適用① 

（略） 

４－17－６ 従前規定の適用② 

（略） 

４－17－７ 従前規定の適用③ 

（略） 

４－17－７－１ 装備要件 

（略） 

４－17－７－２ 性能要件 

４－17－７－２－１ テスタ等による審査 

（略） 

４－17－７－２－２ 視認等による審査 

（略） 

４－17－７－２－３ 書面等による審査 

 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 

(1)～(2)（略） 

 

(3) 指定自動車等（４－17に規定する自動車に限る。）に備えられた制動装置と同一の

構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なうおそ

れのある損傷のないものは、(2)の基準に適合するものとする。この場合において、指定

自動車等に備える制動装置であって、制動装置について別添１「改造自動車審査要領」

３．(6)に該当する改造がなされていないものは、同一の構造を有し、かつ、同一の位置

新旧対照表－14－ 

に備えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」ものとは、

制動装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較し、制動方

式以外の一部が変更された場合を示し、車輪配列が相違する等性能等に与える影響が大

きいものを除く。また、別添１「改造自動車審査要領」別表 1(6)の「改造の内容及び改

造の事例の留意すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性能

等に与える影響が大きいものに該当しない。 

 

４－18 大型特殊自動車等の制動装置 

４－18－１ 装備要件 

（略） 

４－18－２ 性能要件 

４－18－２－１ テスタ等による審査 

（略） 

４－18－２－２ 視認等による審査 

（略） 

４－18－２－３ 書面等による審査 

(1)～(3)（略） 

 

(4) 指定自動車等（４－18 に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と同

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なう

おそれのある損傷のないものは、(2)の基準に適合するものとする。 

この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車審

査要領」３．(6)に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、同

一の位置に備えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」

ものとは、制動装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較

し、制動方式以外の一部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きいものを

除く。また、別添１「改造自動車審査要領」別表 1(6)の「改造の内容及び改造の事例の

留意すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性能等に与える

影響が大きいものに該当しない。 

４－18－３  ～ ４－18－14－２－１  

（略） 

 

４－19 被牽引自動車の制動装置 

４－19－１ ～ ４－19－２－２（略） 

４－19－２－３ 書面等による審査 

(1)～(3) （略） 

(4) 指定自動車等（４－19 に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と同

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損な

うおそれのある損傷のないものは、(2)の基準に適合するものとする。 

  この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動

車審査要領」３．(6)に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、か

に備えられているものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

４－18 大型特殊自動車等の制動装置 

４－18－１ 装備要件 

（略） 

４－18－２ 性能要件 

４－18－２－１ テスタ等による審査 

（略） 

４－18－２－２ 視認等による審査 

（略） 

４－18－２－３ 書面等による審査 

(1)～(3)(略)  

 

(4) 指定自動車等（４－18に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と同

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なう

おそれのある損傷のないものは、(2)の基準に適合するものとする。 

この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動車審

査要領」３．(6)に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、同

一の位置に備えられているものとみなす。 

 

 

 

 

 

４－18－３  ～ ４－18－14－２－１  

（略） 

 

４－19 被牽引自動車の制動装置 

４－19－１ ～ ４－19－２－２（略） 

４－19－２－３ 書面等による審査 

(1)～(3) （略） 

(4) 指定自動車等（４－19に規定する自動車に限る。）に備えられている制動装置と同

一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損な

うおそれのある損傷のないものは、(2)の基準に適合するものとする。 

  この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添１「改造自動

車審査要領」３．(6)に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、
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つ、同一の位置に備えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされてい

ない」ものとは、制動装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態

と比較し、制動方式以外の一部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きい

ものを除く。また、別添１「改造自動車審査要領」別表 1(6)の「改造の内容及び改造の

事例の留意すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性能等に

与える影響が大きいものに該当しない。 

４－19－３ ～ ４－19－９－２－3 （略） 

 

４－25 電気装置          

４－25－１ 性能要件 

４－25－１－１ 視認等による審査 

(1) （略） 

(2) 電力により作動する原動機（以下「電動機」という。）を有する自動車（二輪自動

車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊

自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。以下、「電気自動車等」という。）

の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、

乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し、視認等その他適切な方法により審査した

ときに、次の基準に適合するものでなければならない。（保安基準第17条の２第３項関

係、細目告示第21条第３項関係、細目告示第99条第３項関係） 

① 作動電圧が直流60Vを超え1,500V以下又は交流30V（実効値）を超え1,000V（実効

値）以下の部分を有する動力系〔駆動用蓄電池、駆動用電動機の電子制御装置、DC/DC

コンバータ等電力を制御又は変換できる装置、駆動用電動機並びにこれらの装置に

付随するワイヤハーネス及びコネクタ等並びに走行に係る補助装置（ヒータ、デフ

ロスタ又はパワ・ステアリング等をいう。）を含む電気回路をいう。以下同じ。〕の

活電部（通常の使用時に通電することを目的とした導電性の部分をいう。以下同じ。）

への人体の接触に対する保護のため活電部に取り付けられた固体の絶縁体（活電部

へのあらゆる方向からの人体の接触に対して、活電部を覆い保護するために設けら

れたワイヤハーネスの絶縁被覆、コネクタの活電部を絶縁するためのカバー又は絶

縁を目的としたワニス若しくは塗料をいう。以下同じ。）、バリヤ（あらゆる接近方

向からの接触に対して、活電部を囲い込み保護するために設けられた部分をいう。

以下同じ。）、エンクロージャ（あらゆる方向からの接触に対して、内部の機器を包

み込み保護するために設けられた部分をいう。以下同じ。）その他保護部は、次のア

及びイの要件を満たすものでなければならない。 

 ただし、作動電圧が直流60V又は交流30V（実効値）以下の部分であって作動電圧

が直流60V又は交流30V（実効値）を超える部分から十分に絶縁され、かつ、電極の

正負いずれか片側の極が電気的シャシ（電気的に互いに接続された導電性の部分の

集合体であって、その電位が基準と見なされるものをいう。以下同じ。）に直流電気

的に接続（トランス等を用いず電気配線を直接接続するものをいう。以下同じ。）さ

れている保護部は、この限りでない。（細目告示第99条第３項第１号） 

ア 客室内及び荷室内からの活電部に対する保護は、いかなる場合においても保護

等級IPXXD（協定規則第100号の技術的な要件（同規則改訂版補足改訂版の規則5.

かつ、同一の位置に備えられているものとみなす。 

 

 

 

 

 

４－19－３ ～ ４－19－９－２－3 （略） 

 

４－25 電気装置 

４－25－１ 性能要件 

４－25－１－１ 視認等による審査 

(1) （略） 

(2) 電力により作動する原動機（以下「電動機」という。）を有する自動車（二輪自動

車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊

自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。以下、「電気自動車等」という。）

の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、

乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し、視認等その他適切な方法により審査した

ときに、次の基準に適合するものでなければならない。（保安基準第17条の２第２項関

係、細目告示第21条第２項関係、細目告示第99条第２項関係） 

① 作動電圧が直流60Vを超え1,500V以下又は交流30V（実効値）を超え1,000V（実効

値）以下の部分を有する動力系〔駆動用蓄電池、駆動用電動機の電子制御装置、DC/DC

コンバータ等電力を制御又は変換できる装置、駆動用電動機並びにこれらの装置に

付随するワイヤハーネス及びコネクタ等並びに走行に係る補助装置（ヒータ、デフ

ロスタ又はパワ・ステアリング等をいう。）を含む電気回路をいう。以下同じ。〕の

活電部（通常の使用時に通電することを目的とした導電性の部分をいう。以下同じ。）

への人体の接触に対する保護のため活電部に取り付けられた固体の絶縁体（活電部

へのあらゆる方向からの人体の接触に対して、活電部を覆い保護するために設けら

れたワイヤハーネスの絶縁被覆、コネクタの活電部を絶縁するためのカバー又は絶

縁を目的としたワニス若しくは塗料をいう。以下同じ。）、バリヤ（あらゆる接近方

向からの接触に対して、活電部を囲い込み保護するために設けられた部分をいう。

以下同じ。）、エンクロージャ（あらゆる方向からの接触に対して、内部の機器を包

み込み保護するために設けられた部分をいう。以下同じ。）その他保護部は、次のア

及びイの要件を満たすものでなければならない。 

 ただし、作動電圧が直流60V又は交流30V（実効値）以下の部分であって作動電圧

が直流60V又は交流30V（実効値）を超える部分から十分に絶縁され、かつ、電極の

正負いずれか片側の極が電気的シャシ（電気的に互いに接続された導電性の部分の

集合体であって、その電位が基準と見なされるものをいう。以下同じ。）に直流電

気的に接続（トランス等を用いず電気配線を直接接続するものをいう。以下同じ。）

されている保護部は、この限りでない。（細目告示第99条第２項第１号） 

ア 客室内及び荷室内からの活電部に対する保護は、いかなる場合においても保護

等級IPXXD（協定規則第100号の技術的な要件（同規則改訂版の規則5.に限る。以
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に限る。以下同じ。）に規定する保護等級IPXXDをいう。以下同じ。）を満たすもの

であること。 

この場合において、作動電圧が直流60V又は交流30V（実効値）を超える部分を

有する動力系からトランス等により直流電気的に絶縁された電気回路に設置され

るコンセントの活電部並びに工具を使用しないで開放、分解又は除去できるサー

ビス・プラグ（駆動用蓄電池等の点検、整備等を行う場合に電気回路を遮断する

装置をいう。以下同じ。）にあっては、開放、分解又は除去した状態において、保

護等級IPXXB（協定規則第100号の技術的な要件に規定する保護等級IPXXBをいう。

以下同じ。）を満たすものであればよい。 

イ 客室内及び荷室内以外からの活電部に対する保護は、保護等級IPXXBを満たすも

のであること。 

② 固体の絶縁体、バリヤ及びエンクロージャは、確実に取り付けられ、堅ろうなも

のであり、かつ、工具を使用しないで開放、分解又は除去できるものであってはな

らない。 

ただし、容易に結合を分離できないロック機構付きコネクタにより、自動車の上

面（車両総重量５ｔを超える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以

上のもの及びこれに類する形状の自動車に限る。）及び下面のうち日常的な自動車の

使用過程では触れることができない場所に備えられているもの又は動力系の電気回

路のコネクタであってアからウまでの要件を満たすものは、工具を使用しないで結

合を分離できるものであってもよいものとする。（細目告示第99条第３項第１号） 

ア～ウ （略） 

③ 作動電圧が直流60V又は交流30V（実効値）を超える部分を有する動力系（作動電

圧が直流60V又は交流30V（実効値）以下の部分であって、作動電圧が直流60V又は交

流30V（実効値）を超える部分から十分に絶縁され、かつ、正負いずれか片側の極が

電気的シャシに直流電気的に接続されているものを除く。）の活電部を保護するバリ

ヤ及びエンクロージャには、ア又はイに掲げる場合を除き、感電保護のための警告

表示として、次図に示す様式の例により表示しなければならない。（細目告示第99条

第３項第２号） 

ア～イ （略） 

図 （略） 

④ 高電圧回路に使用する動力系の活電部の配線（エンクロージャ内に設置されてい

る高電圧回路に使用する配線を除く。）は、橙色の被膜を施すことにより、他の電気

配線と識別できるものであること。（細目告示第99条第３項第３号） 

⑤ 活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗を監視し、絶縁抵抗が作動電圧１Ｖ当た

り100Ωに低下する前に運転者へ警報する機能を備える自動車にあっては、当該機能

が正常に作動しており、かつ、当該機能による警報が発報されていない状態でなけ

ればならない。（細目告示第99条第３項第４号） 

⑥ 動力系は、駆動用蓄電池及び当該蓄電池と接続する機器との間の電気回路におけ

る短絡故障時の過電流による火災を防止するため、電気回路を遮断するヒューズ、

サーキットブレーカ等を備えたものでなければならない。 

ただし、駆動用蓄電池が短絡故障後に放電を完了するまでの間において、配線及

下同じ。）に規定する保護等級IPXXDをいう。以下同じ。）を満たすものであること。 

この場合において、作動電圧が直流60V又は交流30V（実効値）を超える部分を

有する動力系からトランス等により直流電気的に絶縁された電気回路に設置され

るコンセントの活電部並びに工具を使用しないで開放、分解又は除去できるサー

ビス・プラグ（駆動用蓄電池等の点検、整備等を行う場合に電気回路を遮断する

装置をいう。以下同じ。）にあっては、開放、分解又は除去した状態において、保

護等級IPXXB（協定規則第100号の技術的な要件に規定する保護等級IPXXBをいう。

以下同じ。）を満たすものであればよい。 

イ 客室内及び荷室内以外からの活電部に対する保護は、保護等級IPXXBを満たす

ものであること。 

② 固体の絶縁体、バリヤ及びエンクロージャは、確実に取り付けられ、堅ろうなも

のであり、かつ、工具を使用しないで開放、分解又は除去できるものであってはな

らない。 

ただし、容易に結合を分離できないロック機構付きコネクタにより、自動車の上

面（車両総重量５ｔを超える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以

上のもの及びこれに類する形状の自動車に限る。）及び下面のうち日常的な自動車

の使用過程では触れることができない場所に備えられているもの又は動力系の電

気回路のコネクタであってアからウまでの要件を満たすものは、工具を使用しない

で結合を分離できるものであってもよいものとする。（細目告示第99条第２項第１

号） 

ア～ウ （略） 

③ 作動電圧が直流60V又は交流30V（実効値）を超える部分を有する動力系（作動電

圧が直流60V又は交流30V（実効値）以下の部分であって、作動電圧が直流60V又は交

流30V（実効値）を超える部分から十分に絶縁され、かつ、正負いずれか片側の極が

電気的シャシに直流電気的に接続されているものを除く。）の活電部を保護するバリ

ヤ及びエンクロージャには、ア又はイに掲げる場合を除き、感電保護のための警告

表示として、次図に示す様式の例により表示しなければならない。（細目告示第99

条第２項第２号） 

ア～イ （略） 

図 （略） 

④ 高電圧回路に使用する動力系の活電部の配線（エンクロージャ内に設置されてい

る高電圧回路に使用する配線を除く。）は、橙色の被膜を施すことにより、他の電気

配線と識別できるものであること。（細目告示第99条第２項第３号） 

⑤ 活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗を監視し、絶縁抵抗が作動電圧１Ｖ当た

り100Ωに低下する前に運転者へ警報する機能を備える自動車にあっては、当該機能

が正常に作動しており、かつ、当該機能による警報が発報されていない状態でなけ

ればならない。（細目告示第99条第２項第４号） 

⑥ 動力系は、駆動用蓄電池及び当該蓄電池と接続する機器との間の電気回路におけ

る短絡故障時の過電流による火災を防止するため、電気回路を遮断するヒューズ、

サーキットブレーカ等を備えたものでなければならない。 

ただし、駆動用蓄電池が短絡故障後に放電を完了するまでの間において、配線及
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新旧対照表－17－ 

び駆動用蓄電池に火災を生じるおそれがない動力系にあっては、この限りでない。

（細目告示第99条第３項第５号） 

⑦ 導電性のバリヤ、エンクロージャその他保護部（以下「バリヤ等」という。）の露

出導電部（通常は通電されないものの絶縁故障時に通電される可能性のある導電性

の部分のうち、工具を使用しないで、かつ、容易に触れることができるものをいう。

この場合において、容易に触れることができるかどうかは、原則として保護等級

IPXXBの構造を有するかどうかの確認方法により判断するものとする。４－25－１－

１(2)及び５－25－１(2)において同じ。）は、人体の接触による感電を防止するため、

危険な電位を生じないよう、電線、アース束線等による接続、溶接、ボルト締め等

により直流電気的に電気的シャシに確実に接続されているものでなければならな

い。（細目告示第99条第３項第６号） 

⑧ 充電系連結システム（外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電するために主とし

て使用され、かつ、電気回路を開閉する接触器、絶縁トランス等により外部電源に

接続している時以外には動力系から直流電気的に絶縁される電気回路をいう。以下

同じ。）は、作動電圧が直流60V又は交流30V（実効値）以下の部分を除き、固体の絶

縁体、バリヤ等によりア及びイの要件を満たすよう保護されていなければならない。 

この場合において、これらの保護は、確実に取り付けられ､堅ろうなものであり、

かつ、工具を使用しないで開放、分解又は除去できるものであってはならない。た

だし、容易に結合を分離できないロック機構付きコネクタであって、自動車の上面

（車両総重量５ｔを超える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上

のもの及びこれに類する形状の自動車に限る。）及び下面のうち日常的な自動車の使

用過程では触れることができない場所に備えられているもの又は充電系連結システ

ムの電気回路のコネクタであってアからウまでの要件を満たすものは､工具を使用

しないで結合を分離できるものであってもよいものとする。 

また、外部電源との接続を外した直後に、車両側の接続部において、充電系連結

システムの活電部の電圧が１秒以内に直流60Ｖ又は交流30Ｖ（実効値）以下となる

コネクタについては、イの要件を適用しない。（細目告示第99条第３項第７号） 

ア～ウ （略） 

⑨ 接地された外部電源と接続するための装置は、電気的シャシが直流電気的に大地

に接続できるものでなければならない。（細目告示第99条第３項第８号） 

⑩ 水素ガスを発生する開放式駆動用蓄電池を収納する場所は、水素ガスが滞留しな

いように換気扇又は換気ダクト等を備え、かつ、客室内に水素ガスを放出しないも

のでなければならない。（細目告示第99条第３項第９号） 

⑪ 自動車が停車した状態から変速機の変速位置を変更し、かつ、加速装置を操作し、

若しくは制動装置を解除することによって走行が可能な状態にあること又は変速機

の変速位置を変更せず、かつ、加速装置を操作し、若しくは制動装置を解除するこ

とによって走行が可能な状態にあることを運転者に表示する装置を備えたものでな

ければならない。 

ただし、内燃機関及び電動機を原動機とする自動車にあっては、内燃機関が作動

中において表示することを要しない。（細目告示第99条第３項第10号） 

(3) ～（4）（略） 

び駆動用蓄電池に火災を生じるおそれがない動力系にあっては、この限りでない。

（細目告示第99条第２項第５号） 

⑦ 導電性のバリヤ、エンクロージャその他保護部（以下「バリヤ等」という。）の露

出導電部（通常は通電されないものの絶縁故障時に通電される可能性のある導電性

の部分のうち、工具を使用しないで、かつ、容易に触れることができるものをいう。

この場合において、容易に触れることができるかどうかは、原則として保護等級

IPXXBの構造を有するかどうかの確認方法により判断するものとする。４－25－１－

１(2)及び５－25－１(2)において同じ。）は、人体の接触による感電を防止するため、

危険な電位を生じないよう、電線、アース束線等による接続、溶接、ボルト締め等

により直流電気的に電気的シャシに確実に接続されているものでなければならな

い。（細目告示第99条第２項第６号） 

⑧ 充電系連結システム（外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電するために主とし

て使用され、かつ、電気回路を開閉する接触器、絶縁トランス等により外部電源に

接続している時以外には動力系から直流電気的に絶縁される電気回路をいう。以下

同じ。）は、作動電圧が直流60V又は交流30V（実効値）以下の部分を除き、固体の絶

縁体、バリヤ等によりア及びイの要件を満たすよう保護されていなければならない。 

この場合において、これらの保護は、確実に取り付けられ､堅ろうなものであり、

かつ、工具を使用しないで開放、分解又は除去できるものであってはならない。た

だし、容易に結合を分離できないロック機構付きコネクタであって、自動車の上面

（車両総重量５ｔを超える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上

のもの及びこれに類する形状の自動車に限る。）及び下面のうち日常的な自動車の使

用過程では触れることができない場所に備えられているもの又は充電系連結システ

ムの電気回路のコネクタであってアからウまでの要件を満たすものは､工具を使用

しないで結合を分離できるものであってもよいものとする。 

また、外部電源との接続を外した直後に、車両側の接続部において、充電系連結

システムの活電部の電圧が１秒以内に直流60Ｖ又は交流30Ｖ（実効値）以下となる

コネクタについては、イの要件を適用しない。（細目告示第99条第２項第７号） 

ア～ウ （略） 

⑨ 接地された外部電源と接続するための装置は、電気的シャシが直流電気的に大地

に接続できるものでなければならない。（細目告示第99条第２項第８号） 

⑩ 水素ガスを発生する開放式駆動用蓄電池を収納する場所は、水素ガスが滞留しな

いように換気扇又は換気ダクト等を備え、かつ、客室内に水素ガスを放出しないも

のでなければならない。（細目告示第99条第２項第９号） 

⑪ 自動車が停車した状態から変速機の変速位置を変更し、かつ、加速装置を操作し、

若しくは制動装置を解除することによって走行が可能な状態にあること又は変速機

の変速位置を変更せず、かつ、加速装置を操作し、若しくは制動装置を解除するこ

とによって走行が可能な状態にあることを運転者に表示する装置を備えたものでな

ければならない。 

ただし、内燃機関及び電動機を原動機とする自動車にあっては、内燃機関が作動

中において表示することを要しない。（細目告示第99条第２項第10号） 

(3) ～（4）（略） 

新旧対照表－18－ 

   

４－25－１－２ 書面等による審査 

(1) 電気自動車等の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を

受けた場合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないもの

として、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し、書面その他適切な方法により審

査したときに、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。（保安基準

第 17条の２第４項関係、細目告示第 21条第４項関係、細目告示第 99条第４項関係） 

① 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車（乗車定員11

人以上の自動車及び車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。）については、細目

告示別添111「電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突

後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」3.に定める基準とする。 

② 自動車（専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び当該

自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量が2.5ｔを超える自動車及び当該自

動車の形状に類する自動車を除く。）については、協定規則第94号第２改訂版補足

第２改訂版の技術的な要件（規則5.2.8.に限る。以下４－25－１において同じ。）

に定める基準とする。 

③ 座席の地上面からの高さが700mm以下の自動車（専ら乗用の用に供する自動車で

あって乗車定員10人以上のもの及び当該自動車の形状に類する自動車並びに貨物

の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5ｔを超えるもの及び当該自動

車の形状に類する自動車を除く。）については、協定規則第95号第３改訂版補足改

訂版の技術的な要件（規則5.3.6.に限る。以下４－25－１において同じ。）に定め

る基準とする。 

④ 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車（乗車定員11

人以上の自動車及び車両総重量が2.8ｔを超える自動車を除く。）については、細目

告示別添111「電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突

後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」4.に定める基準とする。 

⑤ 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員10人以上の自動車及び当該自動車の形状

に類する自動車を除く。）及び専ら貨物の運送の用に供する自動車（車両総重量1.5t

以上の自動車及び当該自動車の形状に類する自動車を除く。）については、協定規

則第12号第４改訂版補足改訂版の技術的な要件（規則5.5.に限る。以下４－25－１

において同じ。）に定める基準とする。ただし、協定規則第94号第２改訂版補足第

２改訂版の技術的な要件に適合している場合には、協定規則第12号第４改訂版補足

改訂版の技術的な要件に適合するものとする。 

⑥～⑦ （略） 

(2) （略） 

(3) ２－14－１ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認め

る装置は、(1)の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。なお、細目告示別

添111「電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧

からの乗車人員の保護に関する技術基準」において、破壊試験の対象にならない自動

車に備える装置については、当該別添により取り扱うものとする。（保安基準第17条の

２第３項関係、細目告示第99条第４項関係） 

 

４－25－１－２ 書面等による審査 

(1) 電気自動車等の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を

受けた場合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないもの

として、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し、書面その他適切な方法により審

査したときに、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。（保安基準

第 17条の２第３項関係、細目告示第 21条第３項関係、細目告示第 99条第３項関係） 

① 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車（乗車定員11

人以上の自動車及び車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。）については、細目

告示別添111「電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突

後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」3.に定める基準とする。 

② 自動車（専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び当該

自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量が2.5ｔを超える自動車及び当該自

動車の形状に類する自動車を除く。）については、協定規則第94号第２改訂版の技

術的な要件（規則5.2.8.に限る。以下４－25－１において同じ。）に定める基準と

する。 

③ 座席の地上面からの高さが700mm以下の自動車（専ら乗用の用に供する自動車で

あって乗車定員10人以上のもの及び当該自動車の形状に類する自動車並びに貨物

の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5ｔを超えるもの及び当該自動

車の形状に類する自動車を除く。）については、協定規則第95号第３改訂版の技術

的な要件（規則5.3.6.に限る。以下４－25－１において同じ。）に定める基準とす

る。 

④ 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車（乗車定員11

人以上の自動車及び車両総重量が2.8ｔを超える自動車を除く。）については、細目

告示別添111「電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突

後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」4.に定める基準とする。 

⑤ 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上の自動車及び当該自動車の形状

に類する自動車を除く。）及び専ら貨物の運送の用に供する自動車（車両総重量1.5t

以上の自動車及び当該自動車の形状に類する自動車を除く。）については、協定規

則第12号第４改訂版の技術的な要件（規則5.5.に限る。以下４－25－１において同

じ。）に定める基準とする。ただし、協定規則第94号第２改訂版の規則5.2.8.から

5.2.8.3.までの規定に適合している場合には、協定規則第12号第４改訂版の技術的

な要件に適合するものとする。 

⑥～⑦ （略） 

(2) （略） 

(3) ２－14－１ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認め

る装置は、(1)の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。（保安基準第17条

の２第３項関係、細目告示第99条第４項関係） 
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新旧対照表－19－ 

① 駆動用蓄電池パック（地上面からの高さが800mmを超える位置に取り付けられた駆

動用蓄電池パックを除く。）が次に掲げる位置にあり、かつ、自動車の振動、衝撃等

により移動し、又は損傷することがないよう確実に取り付けられているもの（細目

告示第99条第４項第１号） 

ア 細目告示別添111「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車の衝突後及び燃料

電池車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」のフルラップ前面衝突

に関する要件又は協定規則第94号第２改訂版補足第２改訂版の技術的な要件が適

用される自動車に備える駆動用蓄電池パックにあっては、その最前端部から車両

前端までの車両中心線に平行な水平距離が420㎜以上の位置 

イ 細目告示別添111「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動

車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」の後面衝突に関す

る要件が適用される自動車に備える駆動用蓄電池パックにあっては、その最後端

部から車両後端までの車両中心線に平行な水平距離が65mm以上の位置 

ウ 協定規則第95号第３改訂版補足改訂版の技術的な要件が適用される自動車の駆

動用蓄電池パックにあっては、その最外側からその位置における車両最外側まで

の水平距離が130mm以上の位置 

 

 (参考図)（略）    

  

(4) 自動車（大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。）の電気装置は、火花による

乗車人員への障害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発する電波が無線設備の機能

に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものとして、性能に関し書面その他適

切な方法により審査したときに、協定規則第 10号第４改訂版補足改訂版の技術的な要

件（規則6.及び 7.又は 9.3.に限る。）に定める基準に適合するものであること。（保安

基準第 17条の２第 1項関係、細目告示第21条第 1項関係、細目告示第 99条第 1項関

係） 

(5) 自動車（大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。）の電気装置は、電波による

影響により当該装置を備える自動車の制御に重大な障害を生ずるおそれのないもの

として、性能に関し書面その他適切な方法により審査したときに、協定規則第 10 号

第４改訂版補足改訂版の技術的な要件（規則 6.及び 7.又は 9.3.に限る。）に定める基

準に適合するものであること。（保安基準第 17 条の２第２項関係、細目告示第 21 条

第２項関係、細目告示第 99条第２項関係） 

４－25－２ 欠番 

４－25－３ 欠番 

４－25－４ 適用関係の整理 

(1)～（2） （略） 

(3)  次に掲げる自動車にあっては、４－25－７（従前規定の適用③）の規定を適用す

る。（適用関係告示第14条第３項関係） 

① 平成 24年６月 30日以前に製作された自動車 

② 平成 24 年６月 30 日以前に製作された自動車であって、自動車又はその部分の改

造、装置の取付又は取り外しその他これらに類する行為（以下４－25 において改造

① 駆動用蓄電池パック（地上面からの高さが800mmを超える位置に取り付けられた駆

動用蓄電池パックを除く。）が次に掲げる位置にあり、かつ、自動車の振動、衝撃等

により移動し、又は損傷することがないよう確実に取り付けられているもの（細目

告示第99条第４項第１号） 

ア 細目告示別添111「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車の衝突後及び燃料

電池車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」のフルラップ前面衝突

に関する要件又は協定規則第94号第２改訂版の技術的な要件が適用される自動車

に備える駆動用蓄電池パックにあっては、その最前端部から車両前端までの車両

中心線に平行な水平距離が420㎜以上の位置 

イ 細目告示別添111「電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動

車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」の後面衝突に関す

る要件が適用される自動車に備える駆動用蓄電池パックにあっては、その最後端

部から車両後端までの車両中心線に平行な水平距離が65mm以上の位置 

ウ 協定規則第95号第３改訂版の技術的な要件が適用される自動車の駆動用蓄電池

パックにあっては、その最外側からその位置における車両最外側までの水平距離

が130mm以上の位置 

  

(参考図)（略） 

 

(4) 自動車（大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。）の電気装置は、火花による

乗車人員への障害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発する電波が無線設備の機能

に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものとして、性能に関し書面その他適

切な方法により審査したときに、協定規則第10号第３改訂版補足改訂版の技術的な要

件（規則 6.又は 8.3.に限る。）に定める基準に適合するものであること。（保安基準第

17条の２第 1項関係、細目告示第 21条第 1項関係、細目告示第 99条第 1項関係） 

 

(5) 自動車（大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。）の電気装置は、電波による

影響により当該装置を備える自動車の制御に重大な障害を生ずるおそれのないもの

として、性能に関し書面その他適切な方法により審査したときに、協定規則第 10 号

第３改訂版補足改訂版の技術的な要件（規則 6.又は 8.3.に限る。）に定める基準に適

合するものであること。（保安基準第 17 条の２第２項関係、細目告示第 21 条第２項

関係、細目告示第 99条第２項関係） 

４－25－２ 欠番 

４－25－３ 欠番 

４－25－４ 適用関係の整理 

(1)～（2） （略） 

 (3) 平成 24年６月 30日以前に製作された自動車については、４－25－７（従前規定の

適用③）の規定を適用する。（適用関係告示第 14条第３項関係） 

（新設） 

（新設） 

 

新旧対照表－20－ 

等という。）により電気自動車等としたことにより、平成 24年６月 30日までに初め

て新規検査、予備検査又は構造等変更検査を受ける自動車 

③ ②により４－25－７の規定が適用された自動車 

 (4) 次に掲げる自動車にあっては、４－25－８（従前規定の適用④）の規定を適用する。

（適用関係告示第 14条第４項、第５項及び第６項関係） 

① 平成 24年７月１日から平成 26年６月 22日までに製作された自動車 

② 平成 26年６月 23日から平成 28年６月22日までの間に製作された自動車（平成

26年６月23日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。） 

③ 平成 26年６月 22日以前に製作された自動車であって、改造等により電気自動車

等としたことにより、平成 24年７月１日から平成 26年６月22日までに初めて新規

検査、予備検査又は構造等変更検査を受ける自動車 

 

④ ③により４－25－８の規定が適用された自動車 

(5) 次に掲げる自動車にあっては４－25－９（従前規定の適用⑤）の規定を適用する。

（適用関係告示第 14条第７項、第８項及び第９項関係） 

① 改造等により電気自動車等としたことにより平成 26年６月 23日以降新規検査、

予備検査又は構造等変更検査を受ける自動車 

② ①により４－25－９の規定が適用された自動車 

③ 平成 26年６月 23日（平成 26年６月 23日以降に指定を受けた型式指定自動車以

外の自動車にあっては平成 28 年６月 23日）から平成 28 年７月 31 日までに製作さ

れた自動車 

④ 平成 28年８月１日以降に製作された自動車であって、次に掲げる自動車 

ア 平成 28年７月 31日以前に届出された輸入自動車特別取扱自動車であり、かつ、

平成 28年８月１日以降に電波障害防止に係る性能に変更のない自動車 

イ 指定自動車等であって、電波障害防止に係る性能について変更があるもの 

ウ 指定自動車等以外の自動車 

エ 平成 28 年 10 月 27 日以前に製作された自動車（平成 28 年８月１日以降に指定

を受けた型式指定自動車であって、外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電する

機能を有するものを除く。） 

ォ 平成 28年 10 月 28日以降に製作された自動車（外部電源に接続して駆動用蓄電

池を充電する機能を有するものを除く。） 

   

４－25－５ ～４－25－６ （略） 

４－25－７ 従前規定の適用③ 

  次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。（適用関係告示

第 14条第３項関係 

① 平成 24年６月 30日以前に製作された自動車 

② 平成 24 年６月 30 日以前に製作された自動車であって、改造等により電気自動車

等としたことにより、平成 24 年６月 30 日までに初めて新規検査、予備検査又は構

造等変更検査を受ける自動車 

③ ②により４－25－７の規定が適用された自動車 

 

 

（新設） 

(4) 次に掲げる自動車にあっては、４－25－８（従前規定の適用④）の規定を適用する。

（適用関係告示第 14条第４項、第５項、第６項及び第７項関係） 

① 平成 24年７月１日から平成 26年６月 22日までに製作された自動車 

② 平成 26年６月 23日から平成 28年６月22日までの間に製作された自動車（平成

26年６月23日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。） 

③ 平成 24年６月 30日以前に製作された自動車であって、自動車又はその部分の改

造、装置の取付又は取り外しその他これらに類する行為（以下４－25において改造

等という。）により電気自動車等としたことにより、平成 24年７月１日から平成 26

年６月 22日までに新規検査、予備検査又は構造等変更検査を受ける自動車 

④ ③により４－25－８の規定が適用された自動車 

(5) 次に掲げる自動車にあっては４－25－９（従前規定の適用⑤）の規定を適用する。

（適用関係告示第 14条第７項、第８項及び第９項関係） 

① 改造等により電気自動車等としたことにより平成 26年６月 23日以降新規検査、

予備検査又は構造等変更検査を受ける自動車 

② ①により４－25－９の規定が適用された自動車 

③ 平成 26年６月 23日（平成 26年６月 23日以降に指定を受けた型式指定自動車以

外の自動車にあっては平成 28年６月 23日）から平成28年７月 31日までに製作さ

れた自動車 

④ 平成 28年８月１日以降に製作された自動車であって、次に掲げる自動車 

ア 平成 28年７月 31日以前に届出された輸入自動車特別取扱自動車であり、かつ、

平成 28年８月１日以降に電波障害防止に係る性能に変更のない自動車 

イ 指定自動車等であって、電波障害防止に係る性能について変更があるもの 

ウ 指定自動車等以外の自動車 

（新設） 

 

  

 

 

 

４－25－５ ～４－25－６ （略） 

４－25－７ 従前規定の適用③ 

  平成 24 年６月 30 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するもので

あればよい。（適用関係告示第14条第３項関係） 

 

 

 

 

（新設） 
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新旧対照表－21－ 

４－25－７－１ （略） 

４－25－８ 従前規定の適用④ 

次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。（適用関係告示

第 14条第４項、第５項及び第６項関係） 

① 平成 24年７月１日から平成 26年６月 22日までに製作された自動車 

② 平成 26年６月 23日から平成 28年６月22日までの間に製作された自動車（平成

26年６月23日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。） 

③ 平成 26年６月 22日以前に製作された自動車であって、改造等により電気自動車

等としたことにより、平成 24年７月１日から平成 26年６月22日までに初めて新規

検査、予備検査又は構造等変更検査を受ける自動車 

④ ③により４－25－８の規定が適用された自動車             

４－25－８－１ 性能要件 

４－25－８－１－１ （略） 

４－25－８－１－２ 書面等による審査 

(1)～（2） （略） 

(3) ２－14－１ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認め

る装置は、(1)の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。なお、細目告示別

添111「電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧

からの乗車人員の保護に関する技術基準」において、破壊試験の対象にならない自動

車に備える装置については、当該別添により取り扱うものとする。 

① （略） 

(参考図) （略）  

(4) （略） 

４－25－９ 従前規定の適用⑤ 

  ①から④に掲げる自動車については次の基準に適合するものであればよい。（適用関係

告示第 14条第７項及び第８項、第９項、第10項関係） 

① 改造等により電気自動車等としたことにより平成 26年６月 23日以降新規検査、

予備検査又は構造等変更検査を受ける自動車 

② ①により４－25－９の規定が適用された自動車 

③ 平成 26年６月 23日（平成 26年６月 23日以降に指定を受けた型式指定自動車以

外の自動車にあっては平成 28 年６月 23日）から平成 28 年７月 31 日までに製作さ

れた自動車 

④ 平成 28年８月１日以降に製作された自動車であって、次に掲げる自動車 

ア 平成 28年７月 31日以前に届出された輸入自動車特別取扱自動車であり、かつ、

平成 28年８月１日以降に電波障害防止に係る性能に変更のない自動車 

イ 指定自動車等であって、電波障害防止に係る性能について変更があるもの 

ウ 指定自動車等以外の自動車 

エ 平成 28 年 10 月 27 日以前に製作された自動車（平成 28 年 8 月 1 日以降に指定

を受けた型式指定自動車であって、外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電する

機能を有するものを除く。） 

ォ 平成 28年 10 月 28日以降に製作された自動車（外部電源に接続して駆動用蓄電

４－25－７－１ （略） 

４－25－８ 従前規定の適用④ 

①から③に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。（適用

関係告示第 14条第４項、第５項、第６項及び第７項） 

① 平成 24年７月１日から平成 26年６月 22日までに製作された自動車 

② 平成 26年６月 23日から平成 28年６月22日までの間に製作された自動車（平成

26年６月23日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。） 

③ 平成 24年６月 30日以前に製作された自動車であって、改造等により電気自動車

等としたことにより、平成 24年７月１日から平成 26年６月22日までに新規検査、

予備検査又は構造等変更検査を受ける自動車 

④ ③により４－25－８の規定が適用された自動車 

４－25－８－１ 性能要件 

４－25－８－１－１ （略） 

４－25－８－１－２ 書面等による審査 

(1)～（2） （略） 

(3) ２－14－１ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認め

る装置は、(1)の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。 

 

 

 

① （略） 

(参考図) （略）  

(4) （略） 

４－25－９ 従前規定の適用⑤ 

  ①から④に掲げる自動車については次の基準に適合するものであればよい。（適用関係

告示第 14条第７項、第８項及び第９項関係） 

① 改造等により電気自動車等としたことにより平成 26年６月 23日以降新規検査、

予備検査又は構造等変更検査を受ける自動車 

② ①により４－25－９の規定が適用された自動車 

③ 平成 26年６月 23日（平成 26年６月 23日以降に指定を受けた型式指定自動車以

外の自動車にあっては平成 28年６月 23日）から平成28年７月 31日までに製作さ

れた自動車 

④ 平成 28年８月１日以降に製作された自動車であって、次に掲げる自動車 

ア 平成 28年７月 31日以前に届出された輸入自動車特別取扱自動車であり、かつ、

平成 28年８月１日以降に電波障害防止に係る性能に変更のない自動車 

イ 指定自動車等であって、電波障害防止に係る性能について変更があるもの 

ウ 指定自動車等以外の自動車 

  （新設） 

 

 

 

新旧対照表－22－ 

池を充電する機能を有するものを除く。） 

４－25－９ー１ 性能要件 

４－25－９ー１－１ （略） 

４－25－９－１－２ 書面等による審査 

(1)～（2） （略） 

(3) ２－14－１ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認め

る装置は、(1)の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。なお、細目告示別

添111「電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧

からの乗車人員の保護に関する技術基準」において、破壊試験の対象にならない自動

車に備える装置については、当該別添により取り扱うものとする。 

① （略） 

(参考図) （略） 

 

 

４－27 衝突時の車枠及び車体の保護性能 

４－27－１ 性能要件（書面等による審査） 

[前面衝突時の乗員保護性能] 

(1)～（3） （略）  

[オフセット衝突時の乗員保護性能] 

(4) 自動車（次に掲げるものを除く。）の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運

転者席側の一部が衝突等により変形を生じた場合において運転者席及びこれと並列

の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の乗車人員に過度の傷害を与えるおそれ

が少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し、書面その他適切な方法によ

り審査したときに、協定規則第94号第２改訂版補足第２改訂版の技術的な要件（規則

5.（5.2.8.を除く。）及び6.に限る。）に定める基準に適合するものでなければならな

い。この場合において、貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては、試験自動車に

搭載する人体模型（以下「ダミー」という。）の搭載時における座席の前後方向の位

置及びダミーの骨盤骨の角度の調整について、細目告示別添23「前面衝突時の乗員保

護の技術基準」に定める方法によることができる。（保安基準第18条第３項関係、細

目告示第22条第９項関係、細目告示第100条第10項関係） 

①～⑩ （略） 

(5)～（6）（略） 

 [側面衝突時の乗員保護性能] 

(7) 座席の地上面からの高さ（最後方かつ最低の位置に調節した座席の座面の最後端の

位置における座面上方 100㎜の位置の地上面からの高さをいう。以下４－27において

同じ。）が 700㎜以下の自動車（次に掲げるものを除く。）の車枠及び車体は、当該

自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において運転者席又はこれと並列の

座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害

を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し、書面その他

適切な方法により審査したときに、協定規則第 95 号第３改訂版補足改訂版の技術的

な要件（規則 5.（5.3.6.を除く。）に限る）に定める基準に適合するものでなければ

 

４－25－９ー１ 性能要件 

４－25－９ー１－１ （略） 

４－25－９－１－２ 書面等による審査 

(1)～（2） （略） 

(3) ２－14－１ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認め

る装置は、(1)の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。 

 

 

 

① （略） 

(参考図) （略） 

 

 

４－27 衝突時の車枠及び車体の保護性能 

４－27－１ 性能要件（書面等による審査） 

[前面衝突時の乗員保護性能] 

(1)～（3） （略）  

[オフセット衝突時の乗員保護性能] 

(4) 自動車（次に掲げるものを除く。）の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運

転者席側の一部が衝突等により変形を生じた場合において運転者席及びこれと並列

の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の乗車人員に過度の傷害を与えるおそれ

が少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し、書面その他適切な方法によ

り審査したときに、協定規則第94号第２改訂版の技術的な要件（規則5.（5.2.8.を除

く。）及び6.に限る。）に定める基準に適合するものでなければならない。この場合に

おいて、貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては、試験自動車に搭載する人体模

型（以下「ダミー」という。）の搭載時における座席の前後方向の位置及びダミーの

骨盤骨の角度の調整について、細目告示別添23「前面衝突時の乗員保護の技術基準」

に定める方法によることができる。（保安基準第18条第３項関係、細目告示第22条第

９項関係、細目告示第100条第10項関係） 

①～⑩ （略） 

(5)～（6）（略） 

 [側面衝突時の乗員保護性能] 

(7) 座席の地上面からの高さ（最後方かつ最低の位置に調節した座席の座面の最後端の

位置における座面上方 100 ㎜の位置の地上面からの高さをいう。以下４－27 におい

て同じ。）が 700 ㎜以下の自動車（次に掲げるものを除く。）の車枠及び車体は、当

該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において運転者席又はこれと並列

の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷

害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し、書面その

他適切な方法により審査したときに、協定規則第 95号第３改訂版の技術的な要件（規

則 5.（5.3.6.を除く。）及び６．に限る）に定める基準に適合するものでなければ
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ならない。（保安基準第 18 条第４項関係、細目告示第 22 条第 10 項関係、細目告示

第 100 条第 12項関係） 

①～⑪ （略） 

(8)～（14） （略） 

４－27－２ 欠番                             

４－27－３ 欠番 

４－27－４ 適用関係の整理 

[前面衝突の適用除外] 

(1)～（7） （略） 

［オフセット衝突の旧基準適用］ 

(8) 平成 24年６月 30日以前に製作された自動車については、４－27－12（従前規定の

適用⑧）の規定を適用する。（適用関係告示第 15条第 11項関係） 

[オフセット衝突・側面衝突の旧基準適用] 

(9) 次に掲げる自動車については、４－27－13（従前規定の適用⑨）の規定に適合する

ものであればよい。（適用関係告示第 15条第 15項、第 16項、第 17項、第18項関係） 

 

 

 

① 平成 21年１月１日（オフセット衝突時の乗員保護性能の規定の適用については平

成 24 年７月１日）以降に製作された電気自動車等以外の自動車（平成 25 年６月 23

日以降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動

車を除く。） 

② 平成 21年１月 1日（オフセット衝突時の乗員保護性能の規定の適用については平

成 24年７月１日）から平成 28年６月22日までに製作された電気自動車等（平成 26

年６月 23日以降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受

けた自動車を除く。） 

 

 [歩行者保護の旧基準適用] 

(10) 次に掲げる自動車（(6)において４－27－10 の規定が適用される自動車を除く。）

については、４－27－14（従前規定の適用⑩）の規定に適合するものであればよい。（適

用関係告示第 15条第 14項関係） 

① 次に掲げる専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満であって車両総重量2.5ｔ以

下の自動車（軽自動車にあっては、ボンネットを有する自動車に限る。）及び専ら貨

物の運送の用に供する車両総重量 2.5ｔ以下のボンネットを有する自動車    

ア 平成 25年３月 31日以前に製作された自動車 

イ 平成 25 年４月１日から平成 30 年２月 23 日までに製作された自動車（平成 25

年４月１日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く） 

ウ 平成 25 年４月１日から平成 30 年２月 23 日までに製作された自動車［平成 25

年３月 31日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び主

要構造、{「乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（平成

19年経済産業省・国土交通省告示第 4号）」１の１－１(4)及び「貨物自動車の性

ならない。（保安基準第 18 条第４項関係、細目告示第 22 条第 10 項関係、細目告示

第 100 条第 12項関係） 

①～⑪ （略） 

(8)～（14） （略） 

４－27－２ 欠番 

４－27－３ 欠番 

４－27－４ 適用関係の整理 

[前面衝突の適用除外] 

(1)～（7） （略） 

［オフセット衝突の旧基準適用］ 

(8) 平成 24年６月 30日以前に製作された自動車については、４－27－12（従前規定の

適用⑧）の規定を適用する。（適用関係告示第 15条第 11項関係） 

[オフセット衝突・側面衝突の旧基準適用] 

(9) 平成 21 年１月１日（オフセット衝突時の乗員保護性能の規定の適用については平

成 24年７月１日）から平成 28 年６月 22 日までに製作された自動車（平成 26年６月

23 日以降に型式の指定を受けた自動車を除く。）については、４－27－13（従前規定

の適用⑨）の規定に適合するものであればよい。（適用関係告示第第 15条第 15項及び

第 16項関係） 

(新設) 

 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

[歩行者保護の旧基準適用] 

(10) 次に掲げる自動車（(6)において４－27－10の規定が適用される自動車を除く。）

については、４－27－14（従前規定の適用⑩）の規定に適合するものであればよい。

（適用関係告示第 15条第 14項関係） 

① 次に掲げる専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人未満であって車両総重量 2.5ｔ

以下の自動車（軽自動車にあっては、ボンネットを有する自動車に限る。）及び専

ら貨物の運送の用に供する車両総重量 2.5ｔ以下のボンネットを有する自動車   

ア 平成 25年３月 31日以前に製作された自動車 

イ 平成 25年４月１日から平成 30年２月 23 日までに製作された自動車（平成 25

年４月１日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く） 

ウ 平成 25年４月１日から平成 30年２月 23 日までに製作された自動車［平成 25

年３月 31 日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び

主要構造、{「乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（平

成 19 年経済産業省・国土交通省告示第 4 号）」１の１－１(4)及び「貨物自動車

新旧対照表－24－ 

能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（平成 19年経済産業省・国土交通省

告示第５号）」１の１－１の(3)の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率（以下「平

成 27 年度燃費基準」という。）に適合することを目的として変更されたものを除

く。}燃料の種類（平成 27 年度燃費基準に適合することを目的として変更された

ものを除く。）、動力用電源装置の種類（平成 27年度燃費基準に適合することを目

的として変更されたものを除く。）、動力伝達装置の種類及び主要構造（平成 27

年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。）、走行装置の

種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、

車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。］ 

② 次に掲げる専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満であって車両総重量2.5ｔを

超える自動車及びその形状に類する自動車 

ア 平成 27年２月 23日以前に製作された自動車 

イ 平成 27年２月 24日から平成 31年８月23日までに製作された自動車（平成27

年２月 24日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。） 

ウ 平成 27年２月 24日から平成 31年８月23日までに製作された自動車［平成 27

年２月 23日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び主

要構造（平成 27 年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除

く。）、燃料の種類（平成 27年度燃費基準に適合することを目的として変更された

ものを除く。）、動力用電源装置の種類（平成 27年度燃費基準に適合することを目

的として変更されたものを除く。）、動力伝達装置の種類及び主要構造（平成 27

年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。）、走行装置の

種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、

車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。］ 

③ 次に掲げる専ら乗用の用に供する車両総重量 2.5ｔ以下の軽自動車のうち、ボン

ネットを有する自動車以外のもの 

ア 平成 26年９月 30日以前に製作された自動車 

イ 平成 26年 10月１日から平成 30年２月23日までに製作された自動車（平成 26

年 10 月１日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。） 

ウ 平成 26年 10月１日から平成 30年２月23日までに製作された自動車［平成 26

年９月 30日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び主

要構造（平成 27 年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除

く。）、燃料の種類（平成 27年度燃費基準に適合することを目的として変更された

ものを除く。）、動力用電源装置の種類（平成 27年度燃費基準に適合することを目

的として変更されたものを除く。）、動力伝達装置の種類及び主要構造（平成 27

年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。）、走行装置の

種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、

車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。］ 

４－27－５ ～４－27－12 （略） 

４－27－13 従前規定の適用⑨ 

次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。（適用関係告示 

 第 15 条第 15項、第 16項、第 17項、第 18項関係） 

の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（平成 19 年経済産業省・国土

交通省告示第５号）」１の１－１の(3)の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率

（以下「平成27年度燃費基準」という。）に適合することを目的として変更され

たものを除く。}燃料の種類（平成27年度燃費基準に適合することを目的として

変更されたものを除く。）、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要

構造（平成 27 年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除

く。）、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の

種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。］ 

 

② 次に掲げる専ら乗用の様に供する乗車定員 10 人未満であって車両総重量 2.5ｔ

を超える自動車及びその形状に類する自動車 

ア 平成 27年２月 23日以前に製作された自動車 

イ 平成 27年２月 24日から平成 31年８月23日までに製作された自動車（平成 27

年２月 24日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。） 

ウ 平成 27年２月 24日から平成 31年８月23日までに製作された自動車［平成27

年２月 23 日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び

主要構造（平成 27 年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを

除く。）、燃料の種類（平成 27 年度燃費基準に適合することを目的として変更さ

れたものを除く。）、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造（平

成 27 年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。）、走行

装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主

要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。］ 

 

③ 次に掲げる専ら乗用の用に供する車両総重量 2.5ｔ以下の軽自動車のうち、ボン

ネットを有する自動車以外のもの 

ア 平成 26年９月 30日以前に製作された自動車 

イ 平成 26年 10月１日から平成 30年２月23日までに製作された自動車（平成 26

年 10 月１日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。） 

ウ 平成 26年 10月１日から平成 30年２月23日までに製作された自動車［平成 26

年９月 30 日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び

主要構造（平成 27 年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを

除く。）、燃料の種類（平成 27 年度燃費基準に適合することを目的として変更さ

れたものを除く。）、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造（平

成 27 年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。）、走行

装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主

要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。］ 

 

４－27－５ ～４－27－12 （略） 

４－27－13 従前規定の適用⑨ 

平成 21年１月１日（オフセット衝突時の乗員保護性能の適用については平成 24年７

月１日）から平成 28年６月22日までに製作された自動車（平成 26年６月 23日以降に
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新旧対照表－25－ 

① 平成 21年１月１日（オフセット衝突時の乗員保護性能の規定の適用については平

成 24 年７月１日）以降に製作された電気自動車等以外の自動車（平成 25 年６月 23

日以降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動

車を除く。） 

② 平成 21年１月 1日（オフセット衝突時の乗員保護性能の規定の適用については平

成 24 年７月１日）から平成 28 年６月 22 日までに製作された電気自動車等。（平成

26年６月23日以降に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を

受けた自動車を除く。） 

４－27－13－１～ ４－27－13－４ （略） 

 

 

４－30  突入防止装置 

４－30－１ 装備要件 

自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型

特殊自動車（ポール・トレーラを除く。）小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。）の

後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有

効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し、４－30－２の基準に適合

する突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同

程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防

止することができる構造を有するものとして次に掲げる要件に適合する構造（車枠又は

車体で構成されるものであって、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前

部が突入することを突入防止装置と同程度以上に防止することができる構造部をいう。

以下「車体後面の構造部」という。）を有する自動車にあっては、この限りでない。（保

安基準第 18条の２第３項関係、細目告示第24条第２項関係、細目告示第 102条第２項

関係） 

(1) 車両総重量が７t以上の自動車にあっては、モノコック構造の車体の後面、セミト

レーラの車枠の後面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合

する平面部を有すること。 

①車体後面の構造部における平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さ

が100mm以上あって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの

間にあること。 

ただし、当該構造部が後車軸の幅を超える車体の構造部として構成されている場

合は、当該平面部の幅が後車軸の幅を超える構造でもよい。 

なお、この場合における断面の高さとは、車枠又は車体で構成されるものであっ

て、他の自動車が追突した場合に、追突した自動車の車体前部が突入することを突

入防止装置と同程度以上に防止できる構造部全体としての断面の高さをいう。 

また、車両後部に貨物を積卸しするための昇降装置（道板を兼ねる後あおりを作

動させる装置等を含む）を取り付けるため、構造部に切り欠きが設けられる場合又

は分割される場合で、一部の断面の高さが100㎜以上確保できないものにあっては、

４－３０－３②カを適用させる。（以下本規程において同じ。） 

②～③ （略） 

型式の指定を受けた自動車を除く。）については、４－27－13－１から４－27－13－４

の規定に適合するものであればよい。（適用関係告示第第15条第 15項及び第16項関係） 

 

 

 

 

 

 

４－27－13－１～ ４－27－13－４ （略） 

 

 

４－30  突入防止装置 

４－30－１ 装備要件 

貨物の運送の用に供する自動車（車両総重量 3.5ｔ以下の小型自動車、軽自動車及び

牽引自動車を除く。）及びポール・トレーラの後面には、他の自動車が追突した場合に追

突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強

度、形状等に関し、４－30－２の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。

ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突

した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして

次に掲げる要件に適合する構造（車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車

が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを突入防止装置と同程度以

上に防止することができる構造部をいう。以下「車体後面の構造部」という。）を有する

自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第 18条の２第３項関係、細目告示第 24

条第２項関係、細目告示第 102条第２項関係） 

 

(1) 車両総重量が７t以上の自動車にあっては、モノコック構造の車体の後面、セミト

レーラの車枠の後面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合

する平面部を有すること。 

①車体後面の構造部における平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さ

が100mm以上あって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの

間にあること。 

ただし、当該構造部が後車軸の幅を超える車体の構造部として構成されている場

合は、当該平面部の幅が後車軸の幅を超える構造でもよい。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

②～③ （略） 

新旧対照表－26－ 

 

 

（例） 

モノコック構造の車体を有する自動車の例 

 

 

 

 

 

 

 

セミトレーラの例 

 

 

 

 

 

 

その他の車体後面の構造部を有する例 

（道路維持作業用自動車であって追突の衝撃を緩和する装置を備えた自動車） 

    

 
 

（重機及び自動車等を積載するために、荷台の後面がスロープ状になり、突入防

止装置を備えることができない自動車） 

 

 

（例） 

モノコック構造の車体を有する自動車 

 

 

 

 

 

 

 

セミトレーラ 

 

 

 

 

 

  

（追加） 
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新旧対照表－27－ 

     
 

（重機及び自動車等の積載を容易にするために、アウトリガにより自動車の前側

を持ち上げ、車体後面部分が接地する構造により、突入防止装置を備えること

ができない自動車） 

     
 

 

 

 

（自動車を積載する自動車であって、低床荷台のために突入防止装置を備えるス

ペースが無いもの） 

     
（後部に備えるアウトリガ又はカウンターウェイト等により、突入防止装置を備

えることができない自動車） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－28－ 

 
       

 
        

 

 (2) 車両総重量が７ｔ未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷箱 

  後面その他の車体後面の構造部（（1）の例を含む。）が①から③までに掲げる要件に適 

  合するものであること。 

① 車体後面の構造部が当該自動車の幅の60％以上（最後部の車軸中心から車体の後

面までの水平距離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上。）であ

ること。 

② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上550mm以下であ

ること。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下の自動車にあ

っては、下縁の高さが地上600mm以下の場合 

イ 車両総重量が3.5ｔ以下の自動車にあっては、下縁の高さが地上700mm以下の場

合 

③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当

該自動車の他の部分の後端との水平距離が 450mm 以下（車両総重量が 3.5ｔ以下の

自動車にあっては、600mm 以下。）であること。 

 

（例） 

車両総重量3.5t以下（リヤオーバーハングが1,500mm超） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 車両総重量が７ｔ未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷

箱後面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合するものであ

ること。 

① 車体後面の構造部が当該自動車の幅の60%以上（最後部の車軸中心から車体の後

面までの水平距離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上。）であ

ること。 

② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上550mm以下であ

ること。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下の自動車にあ

っては、下縁の高さが地上600mm以下の場合 

イ 車両総重量が3.5ｔ以下の自動車にあっては、下縁の高さが地上700mm以下の場

合 

③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上 1,500mm 以下にある

当該自動車の他の部分の後端との水平距離が 450mm 以下（車両総重量が 3.5ｔ以下

の自動車にあっては、600mm 以下。）であること。 

 

（例） 

車両総重量3.5t以下（リヤオーバーハングが1,500mm超） 
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新旧対照表－29－ 

 
 

 

車両総重量3.5ｔ以下（リヤオーバーハングが1,500mm以下） 

 

 
 

車両総重量3.5t超７ｔ未満（リヤオーバーハングが1,500mm超） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

車両総重量3.5ｔ以下（リヤオーバーハングが1,500mm以下） 

 

 
 

車両総重量3.5t超７ｔ未満（リヤオーバーハングが1,500mm超） 

 

 
 

 

 

 

 

 

新旧対照表－30－ 

車両総重量3.5ｔ超７ｔ未満（リヤオーバーハングが1,500mm以下） 

 

 
 

 

 

 (1)～（2） （略） 

（例）（略） 

４－30－２ 性能要件 

４－30－２－１ 視認等による審査 

(1) 突入防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査した

ときに、次の基準に適合するものでなければならない。（細目告示第 24 条第１項関

係、細目告示第 102 条第１項関係） 

① ４－30－２－２②に規定する突入防止装置は、突入防止装置の平面部の車両中心

面に平行な鉛直面による断面の高さが 100mm以上であること。 

 

 

② 取り付けが確実であって、腐食等がなく、堅ろうで運行に十分耐えるものである

こと。 

③ 外側端部が後方に曲がっていない、又は鋭利な突起を有しない等歩行者に接触し

た場合において、歩行者に傷害を与えるおそれのないものであること。 

 

 

(削除) 

 

 

４－30－２－２ 書面等による審査 

自動車の後面に備える突入防止装置は、強度、形状等に関し、書面その他適切な方法

により審査したときに、次に掲げる基準にそれぞれ適合するものでなければならない。

この場合において、指定自動車等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ずる

性能を有する突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより後

方に備えられた突入防止装置、法第 75条の２第１項の規定に基づく装置の指定を受けた

車両総重量3.5ｔ超７ｔ未満（リヤオーバーハングが1,500mm以下） 

 

 
 

 

 

(1)～（2） （略） 

（例）（略） 

４－30－２ 性能要件 

４－30－２－１ 視認等による審査 

(1) 突入防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査した

ときに、次の基準に適合するものでなければならない。（細目告示第24条第１項関

係、細目告示第102条第１項関係） 

① 貨物の運送の用に供する普通自動車(４－30－２－２の自動車を除く。)に備える

突入防止装置は、板状その他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部

が突入することを有効に防止できる形状であって、その長さは、これを備える自動

車の幅の 60%以上であること。 

② ４－30－２－２に規定する突入防止装置は、突入防止装置の平面部の車両中心面

に平行な鉛直面による断面の高さが 100mm 以上であること。 

③ 突入防止装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものであり、次に掲げるものでない

こと。 

ア 腐食等により取付けが確実でないもの 

イ アに掲げるもののほか、堅ろうでないもの 

④ 突入防止装置は、外側端部が後方に曲がっている、又は鋭利な突起を有する等歩

行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでない

こと。 

４－30－２－２ 書面等による審査 

貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 3.5t を超えるものに備える突

入防止装置は、強度、形状等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協

定規則第 58号第 2改訂版7．の技術的な要件に適合するものでなければならない。この

場合において、次に掲げる突入防止装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷

のないものは、この基準に適合するものとする。（細目告示第 24条第１項第２号関係、
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新旧対照表－31－ 

突入防止装置又は国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置であって

その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。（細

目告示第 24条第１項第２号関係、細目告示第 102 条第１項第１号関係） 

  （削除） 

 

  （削除） 

  （削除） 

① 自動車（貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車両総重量が 3.5ｔ以下のも

のに限る。）に備える突入防止装置は、協定規則第 58号の技術的な要件（同規則第

２改訂版補足改訂版の規則 2.に限る。）に定める基準に適合すること。 

② ①に規定する自動車以外の自動車に備える突入防止装置は、協定規則第 58号の技

術的な要件（同規則第２改訂版補足改訂版の規則 7.に限る。）に定める基準に適合

するものでなければならない。ただし、突入を防止する構造装置が協定規則第 58号

の技術的な要件（同規則第２改訂版補足改訂版の規則 25.に限る。）に定める基準（同

規則第２改訂版補足改訂版 25.6.の規定中「２ｍ」とあるのは「1.5ｍ」と読み替え

るものとする。）に適合する場合にあっては、この限りでない。また、協定規則第

58 号の技術的な要件（同規則第２改訂版補足改訂版の規則 7.及び 25.に限る。）に

適合することが明らかである強度検討書の提示があり、当該検討書と提示された自

動車に備えられている突入防止装置の構造装置が同一である場合は、協定規則第 58

号の技術的な要件（同規則第２改訂版補足改訂版の規則 7.及び 25.に限る。）に適

合するものとする。 

 

  ③ 指定自動車等に備えている突入防止装置又は法第75条の２第１項の規定に基づく

装置の指定を受けた突入防止装置であって、以下すべてに該当する「スペーサ」を

取り付けたものは、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入

することを有効に防止することができるものとする。 

 
ア 自動車を横から見た際、突入防止装置のクロスメンバとステーの間にスペー
サを取り付けることにより、指定自動車等の突入防止装置の取付位置を水平か
つ後方に移動させるもの。 

イ 車両中心線に平行なスペーサの長さが 250 ㎜以下のもの。 
ウ スペーサはスチール製であり、かつ、使用する部材の断面は 3.2 ㎜以上、両
端のプレート部（ステー、突入防止装置のクロスメンバに取り付ける部分）は
4.5 ㎜以上のものであること。 

エ スペーサの構成部品は強固に溶接されていること。 
ォ 車両中心面に垂直な位置から見たスペーサ本体の断面は縦 150 ㎜以上、横 125

㎜以上の寸法を有すること。 
カ スペーサの断面形状は「コの字型スチール材」を背中合わせに接合し、更に

両端に取付のためのプレート部を接合したものであること。 
キ 両端のプレート部は、縦 150 ㎜以上、横 125㎜以上の寸法を有すること。 
ク 突入防止装置のボルト位置に変更が無いこと。 

 
 

細目告示第 102 条第１項第１号関係） 

 

 

① 指定自動車等に備えられている突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の

位置又はそれより後方に備えられた突入防止装置 

② 法第 75条の２第１項の規定に基づく装置の指定を受けた突入防止装置 

③ 国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置 

  (新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－32－ 

 
 
（例） 

 
 

４－30－３ 取付要件（視認等による審査） 

突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けら

れなければならない。（保安基準第18条の２第４項関係、細目告示第 24条第３項関係、

細目告示第 102 条第３項関係） 

① 自動車（貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車両総重量が 3.5ｔ以下のも

のに限る。）に備える突入防止装置は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、

除雪に使用される自動車に備える突入防止装置であって、その自動車の構造上取り

付けることができないものにあっては、次に掲げる基準を可能な限り満たすように

突入防止装置を取り付ければよいものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－30－３ 取付要件（視認等による審査） 

突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けら

れなければならない。（保安基準第 18条の２第４項関係、細目告示第 24条第３項関係、

細目告示第 102 条第３項関係） 

（新設） 
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新旧対照表－33－ 

ア 突入防止装置は、構造部の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の最

外縁が後軸の車輪の最外側の内側 100mm までの間にあること。ただし、当該装置

が後車軸の幅を超える車体の構造部として構成されている場合は、突入防止装置

の幅が後車軸の幅を超えることができる。 

イ  構造部の平面部に隙間がある場合においては、その隙間の長さの合計が 200 ㎜ 

 を超えないこと。 

ウ  突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上 550mm 以下となるよ

うに取り付けられていること。 

エ 突入防止装置は、その平面部と空車状態において当該自動車の他の部分の後端 

との水平距離が 450mm 以下となるように取り付けられていること。ただし、労働

安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318 号）第１条第１項第８号に規定する移動

式クレーンに備える突入防止装置にあっては、車体後面の構造部の平面部と空車

状態において地上 2,000mm 以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離

が 450mm以下となるように取り付けられていればよい。 

オ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付

けられていること。 

② ①に規定する自動車以外の自動車に備える突入防止装置は、次に掲げる基準に適

合すること。 

ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上 550mm以

下となるように取り付けられていること。 

イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対

して対称の位置に取り付けられていること。 

ウ 突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側 100mm まで

の間にあるよう取り付けられていること。ただし、当該装置が後車軸の幅を超え

る車体の構造部として構成されている場合は、突入防止装置の幅が後車軸の幅を

超えることができる。 

エ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上 1,500mm以下にある

当該自動車の他の部分の後端との水平距離が 400mm 以内であって取り付けることが

できる自動車の後端に近い位置となるよう取り付けられていること。 

オ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付け

られていること。 

カ 車両後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、昇降装

置の支柱が可動するため突入防止装置を分割する場合には、次の基準を満たすこと。 

  

（ア） 昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支柱

と突入防止装置との隙間は、25㎜未満であること。 

 （イ） 昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置について、車両中心

面と直交する鉛直面による断面の有効面積が 350㎠以上であること。ただし、

幅が 2,000 ㎜未満の自動車にあっては、この限りでない。 

（例） 

車両総重量 3.5t 超（指定自動車等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 3.5t を超えるものに備え

る突入防止装置は、次に掲げる基準に適合すること。 

ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上 550mm

以下となるように取り付けられていること。 

イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に

対して対称の位置に取り付けられていること。 

ウ 突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側 100mm まで

の間にあるよう取り付けられていること。 

 

 

エ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上 1,500mm 以下にあ

る当該自動車の他の部分の後端との水平距離が400mm以内であって取り付けること

ができる自動車の後端に近い位置となるよう取り付けられていること。 

オ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付

けられていること。 

カ 車両後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、昇降

装置の支柱が可動するため突入防止装置を分割する場合には、次の基準を満たすこ

と。 

 （ア） 昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支

柱と突入防止装置との隙間は、25㎜未満であること。 

 （イ） 昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置について、車両中心

面と直交する鉛直面による断面の有効面積が 350㎠以上であること。ただし、

幅が 2,000 ㎜未満の自動車にあっては、この限りでない。 

（例） 

車両総重量 3.5t 超（指定自動車等） 

新旧対照表－34－ 

 

 
 

 

 

   ② （削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－30－４ 適用関係の整理  

(1) 次に掲げる自動車については、４－30－５（従前規定の適用①）の規定を適用する。 

① 昭和 43 年７月 31 日以前に製作された自動車（適用関係告示第 17 条第２項第１

 

 
 

 

 

② 貨物の運送の用に供する普通自動車(①の自動車を除く。)に備える突入防止装置

は、次に掲げる基準に適合すること。 

ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上 700mm

以下となるように取り付けられていること。 

イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に

対して対称の位置に取り付けられていること。 

ウ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある

当該自動車の他の部分の後端との水平距離が600mm以下となるように取り付けられ

ていること。 

エ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付

けられていること。 

 

（例） 

車両総重量 3.5t 以下 

 

 
 

 

 

４－30－４ 適用関係の整理 

(1) 次に掲げる自動車については、４－30－５（従前規定の適用①）の規定を適用する。 

① 昭和 43年７月 31 日以前に製作された自動車（適用関係告示第 17 条第２項第１
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新旧対照表－35－ 

号関係） 

② 昭和 48 年 11 月 30 日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車（車

両総重量が８ｔ以上若しくは最大積載量が５ｔ以上の自動車又はこれらの自動車

に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車を除く。）（適用関係告示第 17 条第

２項第２号関係） 

③ 平成 19 年８月 31 日以前に製作された小型自動車（適用関係告示第 17 条第１項

関係） 

④ 平成 27 年７月 25 日以前に製作された自動車(貨物の運送の用に供する普通自動

車及び車両総重量 3.5ｔを超える小型自動車、ポールトレーラを除く。) (適用関係

告示第 17条第 8項関係) 

   

 (2)～（4） （略） 

(5)  平成 27年７月 25日以前に製作された自動車については、４－30－９（従前規定の

適用⑤）の規定を適用する。（適用関係告示第 17条第８項関係、第９項関係） 

４－30－５ 従前規定の適用① 

次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。 

① 昭和 43 年７月 31 日以前に製作された自動車（適用関係告示第 17 条第２項第１

号関係） 

② 昭和 48 年 11 月 30 日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車（車

両総重量が８ｔ以上若しくは最大積載量が５ｔ以上の自動車又はこれらの自動車

に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車を除く。）（適用関係告示第 17 条第

２項第２号関係） 

③ 平成 19 年８月 31 日以前に製作された小型自動車（適用関係告示第 17 条第１項

関係） 

④ 平成 27 年７月 25 日以前に製作された自動車(貨物の運送の用に供する普通自動

車及び車両総重量 3.5ｔを超える小型自動車、ポールトレーラを除く。) (適用関係

告示第 17条第８項関係) 

４－30－５－１～４－30－５－３ （略） 

 

４－30－６ 従前規定の適用② 

次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。 

①～③（略） 

４－30－６－１（略） 

４－30－６－２  性能要件 

突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他、他の自動車が追突した場合に追

突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができる形状であって、

その長さは、これを備える自動車の幅の 60％以上であること。この場合において、腐食

等により取付が確実でないものは、「堅ろう」とされないものとする。 

４－30－６－３ （略） 

４－30－７ （略） 

 

号関係） 

② 昭和 48 年 11 月 30 日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車（車

両総重量が８ｔ以上若しくは最大積載量が５ｔ以上の自動車又はこれらの自動車

に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車を除く。）（適用関係告示第 17 条第

２項第２号関係） 

③ 平成 19年８月 31 日以前に製作された小型自動車（適用関係告示第 17 条第１項

関係） 

  （新設） 

 

 

 

(2)～（4） （略） 

（新設） 

 

４－30－５ 従前規定の適用① 

次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。 

① 昭和 43年７月 31 日以前に製作された自動車（適用関係告示第 17 条第２項第１

号関係） 

② 昭和 48 年 11 月 30 日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車（車

両総重量が８ｔ以上若しくは最大積載量が５ｔ以上の自動車又はこれらの自動車

に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車を除く。）（適用関係告示第 17 条第

２項第２号関係） 

③ 平成 19年８月 31 日以前に製作された小型自動車（適用関係告示第 17 条第１項

関係） 

（新設） 

 

 

４－30－５－１～４－30－５－３ （略） 

 

４－30－６ 従前規定の適用② 

次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。 

①～③（略） 

４－30－６－１（略） 

４－30－６－２  性能要件 

突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他の自動車が追突した場合に追突し

た自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができる形状であって、その

長さは、これを備える自動車の幅の 60％以上であること。この場合において、腐食等に

より取付が確実でないものは、「堅ろう」とされないものとする。 

４－30－６－３ （略） 

４－30－７ （略） 

 

新旧対照表－36－ 

４－30－８ 従前規定の適用④ 

 平成 24 年 7 月 10 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するもので

あればよい。（適用関係告示第17条第５項関係、第７項関係） 

４－30－８－１ 装備要件 

貨物の運送の用に供する自動車（車両総重量 3.5ｔ以下の小型自動車、軽自動車及び牽

引自動車を除く。）及びポール・トレーラの後面には、他の自動車が追突した場合に追突

した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、

形状等に関し、４－30－８－２の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。

ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突

した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして

次に掲げる要件に適合する構造（車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車

が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを突入防止装置と同程度以

上に防止することができる構造部をいう。以下「車体後面の構造部」という。）を有する

自動車にあっては、この限りでない。 

(1) 車両総重量が７t以上の自動車にあっては、モノコック構造の車体の後面、セミト

レーラの車枠の後面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合

する平面部を有すること。 

①～③ （略） 

 

（例） 

モノコック構造の車体を有する自動車の例 

 

 

 

 

 

 

 

セミトレーラの例 

 

 

 

 

 

 

その他の車体後面の構造部を有する例 

（道路維持作業用自動車であって追突の衝撃を緩和する装置を備えた自動車） 

    

４－30－８ 従前規定の適用④ 

 平成 24 年 7 月 10 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するもので

あればよい。（適用関係告示第17条第５項関係、第７項関係） 

４－30－８－１ 装備要件 

貨物の運送の用に供する自動車（車両総重量 3.5ｔ以下の小型自動車、軽自動車及び

牽引自動車を除く。）及びポール・トレーラの後面には、他の自動車が追突した場合に追

突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強

度、形状等に関し、４－30－８－２の基準に適合する突入防止装置を備えなければなら

ない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合

に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するもの

として次に掲げる要件に適合する構造（車枠又は車体で構成されるものであって、他の

自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを突入防止装置と同

程度以上に防止することができる構造部をいう。以下「車体後面の構造部」という。）を

有する自動車にあっては、この限りでない。 

(1) 車両総重量が７t以上の自動車にあっては、モノコック構造の車体の後面、セミト

レーラの車枠の後面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合

する平面部を有すること。 

①～③ （略） 

 

（例） 

モノコック構造の車体を有する自動車 

 

 

 

 

 

 

セミトレーラ 

 

 

 

 

 

 

 

 （追加） 
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新旧対照表－37－ 

 
 

（重機及び自動車等を積載するために、荷台の後面がスロープ状になり、突入防

止装置を備えることができない自動車） 

     
 

（重機及び自動車等の積載を容易にするために、アウトリガにより自動車の前側

を持ち上げ、車体後面部分が接地する構造により、突入防止装置を備えること

ができない自動車） 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－38－ 

（自動車を積載する自動車であって、低床荷台のために突入防止装置を備えるス

ペースが無いもの） 

     
 

 

（後部に備えるアウトリガ又はカウンターウェイト等により、突入防止装置を備

えることができない自動車） 

       

 
       

 
        

 

(2) 車両総重量が７ｔ未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷箱

後面その他の車体後面の構造部（（1）の例を含む。）が①から③までに掲げる要件に

適合するものであること。 

① 車体後面の構造部が当該自動車の幅の60%以上（最後部の車軸中心から車体の後

面までの水平距離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上）であ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 車両総重量が７ｔ未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷

箱後面その他の車体後面の構造部（この場合の｢その他車体後面の構造部｣の例につい

ては（１）の例も含む）が①から③までに掲げる要件に適合するものであること。 

① 車体後面の構造部が当該自動車の幅の60%以上（最後部の車軸中心から車体の後

面までの水平距離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上。）であ
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新旧対照表－39－ 

ること。 

② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上550mm以下であ

ること。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下の自動車にあ

っては、下縁の高さが地上600mm以下の場合 

イ 車両総重量が3.5ｔ以下の自動車にあっては、下縁の高さが地上700mm以下の場

合 

③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当

該自動車の他の部分の後端との水平距離が 450mm 以下（車両総重量が 3.5ｔ以下の

自動車にあっては、600mm 以下）であること。 

（例） （略） 

４－30－８－２ 性能要件 

４－30－８－２－１ 視認等による審査 

(1) 突入防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査した

ときに、次の基準に適合するものでなければならない。 

① 貨物の運送の用に供する普通自動車(４－30－８－２－２の自動車を除く。)に備

える突入防止装置は、板状その他、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の

車体前部が突入することを有効に防止できる形状であって、その長さは、これを備

える自動車の幅の 60%以上であること。 

②～④ （略） 

４－30－８－２－２ （略） 

４－30－８－３ （略） 

  

４－30－９ 従前規定の適用⑤ 

  平成 27 年７月 25 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するもので

あればよい。（適用関係告示第17条第９項関係） 

 

４－30－９－１ 装備要件 

貨物の運送の用に供する自動車（車両総重量 3.5ｔ以下の小型自動車、軽自動車及び牽

引自動車を除く。）及びポール・トレーラの後面には、他の自動車が追突した場合に追突

した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、

形状等に関し、４－30－９－２の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。

ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突

した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして

次に掲げる要件に適合する構造（車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車

が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを突入防止装置と同程度以

上に防止することができる構造部をいう。以下「車体後面の構造部」という。）を有する

自動車にあっては、この限りでない。 

(1) 車両総重量が７ｔ以上の自動車にあっては、モノコック構造の車体の後面、セミト

レーラの車枠の後面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合

する平面部を有すること。 

ること。 

② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上550mm以下であ

ること。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下の自動車にあ

っては、下縁の高さが地上600mm以下の場合 

イ 車両総重量が3.5ｔ以下の自動車にあっては、下縁の高さが地上700mm以下の場

合 

③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上 1,500mm 以下にある

当該自動車の他の部分の後端との水平距離が 450mm 以下（車両総重量が 3.5ｔ以下

の自動車にあっては、600mm 以下。）であること。 

（例） （略） 

４－30－８－２ 性能要件 

４－30－８－２－１ 視認等による審査 

(1) 突入防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査した

ときに、次の基準に適合するものでなければならない。 

① 貨物の運送の用に供する普通自動車(４－30－８－２－２の自動車を除く。)に備

える突入防止装置は、板状その他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体

前部が突入することを有効に防止できる形状であって、その長さは、これを備える

自動車の幅の 60%以上であること。 

②～④ （略） 

４－30－８－２－２ （略） 

４－30－８－３ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－40－ 

① 車体後面の構造部における平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高

さが100mm以上であって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmま

での間にあること。 

ただし、当該構造部が後車軸の幅を超える車体の構造部として構成されている場

合は、当該平面部の幅が後車軸の幅を超える構造でもよい。 

② 車体後面の構造部における下縁の高さが空車状態において地上550mm以下である

こと。 

③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当

該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下であること。 

 

モノコック構造の車体を有する自動車の例 

 

 

 

 

 

 

 

セミトレーラの例 

 

 

 

 

 

 

その他の車体後面の構造部を有する例 

（道路維持作業用自動車であって追突の衝撃を緩和する装置を備えた自動車） 

    

 
 

（重機及び自動車等を積載するために、荷台の後面がスロープ状になり、突入防

止装置を備えることができない自動車） 
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新旧対照表－41－ 

     
 

（重機及び自動車等の積載を容易にするために、アウトリガにより自動車の前側

を持ち上げ、車体後面部分が接地する構造により、突入防止装置を備えること

ができない自動車） 

     
 

 

 

 

 

（自動車を積載する自動車であって、低床荷台のために突入防止装置を備えるス

ペースが無いもの） 

     
（後部に備えるアウトリガ又はカウンターウェイト等により、突入防止装置を備

えることができない自動車） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－42－ 

 
       

 
        

 

 

(2) 車両総重量が７ｔ未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷箱

後面その他の車体後面の構造部（（1）の例を含む。）が①から③までに掲げる要件に

適合するものであること。 

① 車体後面の構造部が当該自動車の幅の60％以上（最後部の車軸中心から車体の後

面までの水平距離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上）であ

ること。 

② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上550mm以下であ

ること。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下の自動車にあ

っては、下縁の高さが地上600mm以下の場合 

イ 車両総重量が3.5ｔ以下の自動車にあっては、下縁の高さが地上700mm以下の場

合 

③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当

該自動車の他の部分の後端との水平距離が 450mm 以下（車両総重量が 3.5ｔ以下の

自動車にあっては、600mm 以下）であること。 

 

（例） 

車両総重量3.5t以下（リヤオーバーハングが1,500mm超） 
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新旧対照表－43－ 

 
 

 

 

車両総重量3.5ｔ以下（リヤオーバーハングが1,500mm以下） 

 

 

 
 

車両総重量3.5t超７ｔ未満（リヤオーバーハングが1,500mm超） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－44－ 

車両総重量3.5ｔ超７ｔ未満（リヤオーバーハングが1,500mm以下） 

 

 
 

 

 

４－30－９－２ 性能要件 

４－30－９－２－１ 視認等による審査 

(1) 突入防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査した

ときに、次の基準に適合するものでなければならない。 

① 貨物の運送の用に供する普通自動車(４－30－９－２－２の自動車を除く。)に備

える突入防止装置は、板状その他、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の

車体前部が突入することを有効に防止できる形状であって、その長さは、これを備

える自動車の幅の 60％以上であること。 

② ４－30－９－２－２に規定する突入防止装置は、突入防止装置の平面部の車両中

心面に平行な鉛直面による断面の高さが 100mm 以上であること。 

③ 突入防止装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものであり、次に掲げるものでない

こと。 

ア 腐食等により取付けが確実でないもの 

イ アに掲げるもののほか、堅ろうでないもの 

④ 突入防止装置は、外側端部が後方に曲がっている、又は鋭利な突起を有する等歩

行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでない

こと。 

４－30－９－２－２ 書面等による審査 

貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに備える突入

防止装置は、強度、形状等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協定

規則第 58 号第２改訂版補足改訂版 7．の技術的な要件に適合するものでなければならな

い。ただし、突入を防止する構造装置が協定規則第58号第２改訂版補足改訂版の技術的

な要件（規則 25.に限る。）に定める基準（同規則第２改訂版補足改訂版 25.6.の規定中

「２ｍ」とあるのは「1.5ｍ」と読み替えるものとする。）に適合する場合にあっては、

この限りでない。なお、協定規則第 58号の技術的な要件（同規則第２改訂版補足改訂版

の規則 7.及び 25.に限る。）に適合することが明らかである強度検討書の提示があり、
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新旧対照表－45－ 

当該検討書と提示された自動車に備えられている突入防止装置の構造装置が同一である

場合は、協定規則第 58 号の技術的な要件（同規則第２改訂版補足改訂版の規則 7.及び

25.に限る。）に適合するものとする。 

また、次に掲げる突入防止装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のない

ものは、この基準に適合するものとする。 

① 指定自動車等に備えられている突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の

位置又はそれより後方に備えられた突入防止装置 

② 法第 75条の２第１項の規定に基づく装置の指定を受けた突入防止装置 

③ 国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置 

④ 指定自動車等に備えている突入防止装置又は法第75条の２第１項の規定に基づく

装置の指定を受けた突入防止装置であって、以下すべてに該当する「スペーサ」を取

り付けたものは、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入する

ことを有効に防止することができるものとする。 

 
ア 自動車を横から見た際、突入防止装置のクロスメンバとステーの間にスペー
サを取り付けることにより、指定自動車等の突入防止装置の取付位置を水平か
つ後方に移動させるもの。 

イ 車両中心線に平行なスペーサの長さが 250 ㎜以下のもの。 
ウ スペーサはスチール製であり、かつ、使用する部材の断面は 3.2 ㎜以上、両
端のプレート部（ステー、突入防止装置のクロスメンバに取り付ける部分）は
4.5 ㎜以上のものであること。 

エ スペーサの構成部品は強固に溶接されていること。 
ォ 車両中心面に垂直な位置から見たスペーサ本体の断面は縦 150 ㎜以上、横 125

㎜以上の寸法を有すること。 
カ スペーサの断面形状は「コの字型スチール材」を背中合わせに接合し、更に

両端に取付のためのプレート部を接合したものであること。 
キ 両端のプレート部は、縦 150 ㎜以上、横 125㎜以上の寸法を有すること。 
ク 突入防止装置のボルト位置に変更が無いこと。 

 
（例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－46－ 

 
 

４－30－９－３ 取付要件（視認等による審査） 

突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けら

れなければならない。 

 

① 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに備える

突入防止装置は、次に掲げる基準に適合すること。 

ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上 550mm以

下となるように取り付けられていること。 

イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対

して対称の位置に取り付けられていること。 

ウ 突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側 100mmまでの
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新旧対照表－47－ 

間にあるよう取り付けられていること。 

エ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上 1,500mm以下にある

当該自動車の他の部分の後端との水平距離が 400mm 以内であって取り付けることが

できる自動車の後端に近い位置となるよう取り付けられていること。 

オ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付け

られていること。 

カ 車両後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、昇降装

置の支柱が可動するため突入防止装置を分割する場合には、次の基準を満たすこと。 

 （ア） 昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支

柱と突入防止装置との隙間は、25㎜未満であること。 

 （イ） 昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置について、車両中心

面と直交する鉛直面による断面の有効面積が 350㎠以上であること。ただし、

幅が 2,000 ㎜未満の自動車にあっては、この限りでない。 

（例） 

車両総重量 3.5t 超（指定自動車等） 

 

 
 

 

② 貨物の運送の用に供する普通自動車(①の自動車を除く。)に備える突入防止装置

は、次に掲げる基準に適合すること。 

ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上 700mm以

下となるように取り付けられていること。 

イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対

して対称の位置に取り付けられていること。 

ウ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある

当該自動車の他の部分の後端との水平距離が600mm以下となるように取り付けられ

ていること。 

エ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付け

られていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－48－ 

（例） 

車両総重量 3.5t 以下 

 

 
 

 

４－34  座 席                               

４－34－１ 性能要件 

４－34－１－１ 視認等による審査 

(1) 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向き

に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように

設けられていなければならない。この場合において、座席の向きは次に定めるものと

する。（保安基準第 22条第１項関係、細目告示第 28条第１項関係、細目告示第 106条

第１項関係） 

ア 前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行

な鉛直面と座席中心面（座席の中央部を含む鉛直面をいう。以下同じ。）との角

度が左右10度以内となるよう車両の前方に向いているもの。 

イ 後向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行

な鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の後方に向いてい

るもの。 

ウ 横向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交

する鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の側方に向いて

いるもの。 

     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－34  座 席  

４－34－１ 性能要件 

４－34－１－１ 視認等による審査 

(1) 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向き

に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように

設けられていなければならない。この場合において、座席の向きは次に定めるものと

する。（保安基準第 22条第１項関係、細目告示第 28条第１項関係、細目告示第106 条

第１項関係） 

ア 前向きに備える座席とは、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が

左右10度以内となるよう車両の前方に向いているもの。 

 

イ 後向きに備える座席とは、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が

左右10度以内となるよう車両の後方に向いているもの。 

 

ウ 横向きに備える座席とは、上記ア及びイ以外のもの。 
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新旧対照表－49－ 

①～② （略） 

③ 自動車に備える座席は、次に掲げる自動車に備える座席を除き、横向きに設け

られたものでないこと。 

ア 乗車定員10人以上の自動車（立席を有するものに限る。） 

イ 車両総重量3.5ｔを超える貨物の運送の用に供する自動車 

ウ 緊急自動車 

エ 車体の形状が患者輸送車及びキャンピング車である自動車 

オ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 

カ 幼児専用車（幼児用座席は除く。） 

キ 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基 

 準を定める省令（平成18年国土交通省令第111号）第１条第１項第13号に規定す 

 る福祉タクシー車両（乗車定員10人のものに限る。以下５－34において単に「乗 

 車定員10人の福祉タクシー車両」という。） 

ク 乗車定員10人以上の自動車であって車両総重量10トンを超える自動車。（横向 

 きに備えられた座席であって規則第80号の技術的な要件（同規則第３改訂版の 

 規則７.４に限る）に適合するものに限る。） 

④～⑤ （略）  

  

(2)～（7） （略） 

４－34－１－２ 書面等による審査 

(1)  次の表の左欄に掲げる①から⑧に規定する自動車の座席(座席取付装置を含む。)

は、衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐

えるものとして、構造等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、(1)

表中の①から⑧に掲げる自動車の種別ごとに、備えられた座席の種類に応じた基準

に適合するものでなければならない。この場合において、協定規則第 17号第８改訂

版補足改訂版の技術的な要件の規定については、当分の間、細目告示別添 30「座席

及び座席取付装置の技術基準」によることができる。 

ただし、次に掲げる座席にあっては、この限りでない。 

ア～キ （略） 

 

自動車の種別 

 

座席の種類 

 

座席及び座席取付装置の基準 

 

① 専ら乗用の用に供する乗車定

員10人未満の自動車（次に掲げ

るものを除く。） 

ア 二輪自動車 

イ 側車付二輪自動車 

ウ 最高速度20km/h未満の自動

車 

エ ⑧に掲げる自動車 

 

４-34-１-１(1)

アに規定する前

向きに備える座

席（以下この表

において「前向

き座席」という

。） 

 

 

協定規則第17号の技術的な要件（同

規則第８改訂版補足改訂版の規則

5.及び6.（5.1.、5.3.から5.8.まで

、5.11.から5.14.まで、6.4.3.4.、

6.4.3.5.及び6.5.から6.6.3.まで

の規定を除く。）に限る。）に定め

る基準 

 

①～② （略） 

③ 自動車に備える座席は、前向き又は後向きに設けられたものであること。ただ

し、次に掲げる自動車に備える座席は除く。 

ア 乗車定員10人以上の自動車 

イ 車両総重量3.5ｔを超える貨物の運送の用に供する自動車 

ウ 緊急自動車 

エ 車体の形状が患者輸送車及びキャンピング車である自動車 

オ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

     （新設） 

 

 

④～⑤ （略） 

  

(2)～（7） （略） 

４－34－１－２ 書面等による審査 

(1)  ①及び②に規定する自動車の座席(座席取付装置を含む。)は、衝突等による衝撃

を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造

等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、①及び②に掲げる基準に

それぞれ適合するものでなければならない。この場合において、協定規則第 17 号

第８改訂版の技術的な要件の規定については、当分の間、細目告示別添 30「座席及

び座席取付装置の技術基準」によることができる。 

ただし、次に掲げる座席にあっては、この限りでない。（保安基準第22条第３項関

係、細目告示第28条第６項関係、細目告示第106条第７項関係） 

ア～キ （略） 

① 専ら乗用の用に供する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度 20km/h

未満の自動車及び②の自動車を除く。）及び貨物の運送の用に供する自動車（最高

速度 20km/h 未満の自動車を除く。）の座席及び当該座席の取付装置にあっては、協

定規則第 17号第８改訂版の技術的な要件〔規則 5.及び 6.（5.1.、5.4.から 5.8.ま

で、5.11.から 5.14.まで、6.4.3.4.、6.4.3.5.及び 6.5.から 6.6.3.までの規定を

除き、かつ、貨物の運送の用に供する自動車にあっては、5.16.の規定を除く。）に

限る。〕に定める基準に適合するものであること。 

② 次に掲げる専ら乗用の用に供する自動車の座席（運転者席を除く）及び当該座席の

取付装置にあっては、協定規則第 80号第２改訂版の技術的な要件(規則5.、6.及び

7.に限る。)に定める基準に適合するものであること。ただし、車両総重量5ｔ以下

の自動車の座席及び当該座席の取付装置にあっては、協定規則第 17号第８改訂版の

技術的な要件(規則 5.2.及び 6.の規定に限る。)に定める基準に適合するものであれ

新旧対照表－50－ 

  

 

② 専ら乗用の用に供する乗車定

員10人以上の自動車であって、

車両総重量５ｔ以下のもの（③

、⑥及び⑧に掲げるものを除く

。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前向き座席（運

転者席に限る。

） 

 

 

協定規則第17号の技術的な要件（同

規則第８改訂版補足改訂版の規則5

.3.に限る。）に定める基準 

 

前向き座席（運

転者席を除く。

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のいずれかに掲げる基準 

ア 協定規則第17号の技術的な要

件（同規則第８改訂版補足改訂版

の規則5.2.及び6.（6.4.3.4.、6.

4.3.5.及び6.5.から6.6.3.まで

の規定を除く。）に限る。）に定

める基準 

イ 協定規則第80号の技術的な要

件（同規則第３改訂版の規則5．

、6.及び7.（7.4.を除く。）に限

る。以下同じ。）に定める基準 

 

４-34-１-１(1)

アからウまでに

掲げる座席以外

の座席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる基準 

ア 座席及び当該座席の取付装置

は、車体に確実に取り付けられて

いること。 

イ 座席のスライド機構及びリク

ライニング機構等の調整機構を

有する座席は、全ての座席調整位

置に保持できるものであること。 

ウ 座席の後面部分は、当該自動車

が衝突等による衝撃を受けた場

合において、当該座席の後方の乗

車人員の頭部等に過度の衝撃を

与えるおそれの少ない構造であ

ること。 

 

③ 専ら乗用の用に供する乗車定

員10人以上の自動車であって、

 

前向き座席（運

転者席に限る。

 

協定規則第17号の技術的な要件（同

規則第８改訂版補足改訂版の規則5

ばよい。 

ア 乗車定員11人以上の自動車（高速道路等において運行しないものを除く。） 

イ 乗車定員10人の自動車 

 

 (2) ①及び②に規定する自動車の座席の後面部分は、衝突等による衝撃を受けた場合

において、乗車人員の頭部等を保護するものとして、構造等に関し、書面その他適

切な方法により審査したときに、①及び②に掲げる基準にそれぞれ適合するもので

なければならない。この場合において、協定規則第17号第８改訂版の技術的な要件

の規定については、当分の間、細目告示別添30「座席及び座席取付装置の技術基準」

によることができる。  

ただし、(1)の各号に掲げる座席にあっては、この限りでない。（保安基準第22条

第４項関係、細目告示第28条第６項関係、細目告示第106条第７項関係）  

① 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員が10人以上の自動車、二輪自動車、側

車付二輪自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。）の座席及び当該座席

の取付装置にあっては、協定規則第17号第８改訂版の技術的な要件〔規則5.及び

6.（5.1．、5.4.から5.8.まで、5.11.から5.14.まで、6.4.3.4.、6.4.3.5．及び

6.5．から6.6.3．までの規定を除く。）に限る。〕に定める基準に適合するもので

あること。  

② 次に掲げる専ら乗用の用に供する自動車の座席(運転者席を除く。)及び当該座席

の取付装置にあっては、協定規則第80号第２改訂版の技術的な要件(規則5．、6．

及び7.に限る。)に定める基準に適合するものであること。ただし、車両総重量5

ｔ以下の自動車の座席にあっては、協定規則第17号第８改訂版の技術的な要件(規

則5.2.及び6.に限る。)に定める基準に適合するものであればよい。  

ア 乗車定員が11人以上の自動車（高速道路等において運行しないものを除く。） 

イ 乗車定員10人の自動車 
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新旧対照表－51－ 

車両総重量５ｔ以下のもの（専

ら特別支援学校に通う生徒又は

児童の運送を目的とするものに

限る。また、⑧に掲げるものを

除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

 

.3.に限る。）に定める基準 

 

前向き座席（運

転者席を除く。

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のいずれかに掲げる基準 

ア 協定規則第17号の技術的な要

件（同規則第８改訂版補足改訂版

の規則5.2.及び6.（6.4.3.4.、6.

4.3.5.及び6.5.から6.6.3.まで

の規定を除く。）に限る。）に定

める基準 

イ 協定規則第17号の技術的な要

件（同規則第８改訂版補足改訂版

の規則5.3.に限る。）に定める基

準 

ウ 協定規則第80号の技術的な要

件に定める基準 

 

④ 専ら乗用の用に供する乗車定

員10人以上の自動車であって、

車両総重量５ｔを超えるもの（

⑤、⑥及び⑧に掲げるものを除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前向き座席（運

転者席に限る。

） 

 

 

協定規則第17号の技術的な要件（同

規則第８改訂版補足改訂版の規則5

.3.に限る。）に定める基準 

 

前向き座席（運

転者席を除く。

） 

 

協定規則第80号の技術的な要件に

定める基準 

 

4-34-1-1(1)ア

からウまでに掲

げる座席以外の

座席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる基準 

ア 座席及び当該座席の取付装置

は、車体に確実に取り付けられて

いること。 

イ 座席のスライド機構及びリク

ライニング機構等の調整機構を

有する座席は、全ての座席調整位

置に保持できるものであること。 

ウ 座席の後面部分は、当該自動車

が衝突等による衝撃を受けた場

合において、当該座席の後方の乗

車人員の頭部等に過度の衝撃を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－52－ 

 

 

 

与えるおそれの少ない構造であ

ること。 

 

⑤ 専ら乗用の用に供する乗車定

員10人以上の自動車であって、

車両総重量５ｔを超えるもの（

専ら特別支援学校に通う生徒又

は児童の運送を目的とするもの

に限る。また、⑧に掲げるもの

を除く。） 

 

 

 

 

 

前向き座席（運

転者席に限る。

） 

 

 

 

協定規則第17号の技術的な要件（同

規則第８改訂版補足改訂版の規則5

.3.に限る。）に定める基準 

 

 

前向き座席（運

転者席を除く。

） 

 

 

 

 

 

 

次のいずれかに掲げる基準 

ア 協定規則第17号の技術的な要

件（同規則第８改訂版補足改訂版

の規則5.3.に限る。）に定める基

準 

イ 協定規則第80号の技術的な要

件に定める基準 

 

⑥ 専ら乗用の用に供する乗車定

員10人以上の自動車（高速道路

等において運行しないものに限

る。） 

 

前向き座席（運

転者席に限る。

） 

 

 

 

協定規則第17号の技術的な要件（同

規則第８改訂版補足改訂版の規則

5.3.に限る。）に定める基準 

 

 

⑦ 貨物の運送の用に供する自動

車（最高速度20km/h未満の自動

車及び⑧に掲げる自動車を除く

。） 

 

前向き座席 

 

 

 

 

協定規則第17号の技術的な要件（同

規則第８改訂版補足改訂版の規則

5.3.に限る。）に定める基準 

 

 

⑧ 緊急自動車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前向き座席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①から⑦の基準にかかわらず次に

掲げる基準 

ア 座席及び当該座席の取付装置

は、車体に確実に取り付けられて

いること。 

イ 座席のスライド機構及びリク

ライニング機構等の調整機構を

有する座席は、全ての座席調整位

置に保持できるものであること。 
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新旧対照表－53－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 座席の後面部分は、当該自動車

が衝突等による衝撃を受けた場

合において、当該座席の後方の乗

車人員の頭部等に過度の衝撃を

与えるおそれの少ない構造であ

ること。 

   

 

(2) 次に掲げる座席及び座席取付装置であって、その強度を損なうおそれのある損傷

のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、

(1)の基準に適合するものとする。 

① 指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、か

つ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置 

② 法第75条の２第１項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置

又はこれに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置 

(3) 次に掲げるものは（2）②に定める「これに準ずる性能を有する座席及び座席取付

装置」とする。 

① 専ら乗用の用に供する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度 20km/h

未満の自動車及び②の自動車を除く。）及び貨物の運送の用に供する自動車（最高

速度 20km/h 未満の自動車を除く。）の座席及び当該座席の取付装置であって、協

定規則第 17 号第８改訂版補足改訂版 5.2.4．の規定にかかわらず、座席後部の内

部構造物が衝撃を吸収する部材で覆われているものであって、手で触った際に乗

員の傷害の危険が増すような鋭利な突起等がないもの、同要件 5.16 及び 6.3．の

規定にかかわらず、｢道路運送車両の保安基準に係る技術基準について（依命通

達）｣の一部改正について（平成 14 年８月 30 日付国自技第 180 号、国自審第 631

号、国自整第100 号）による改正前の「｢道路運送車両の保安基準に係る技術基準

について（依命通達）｣別添 22｢座席及び座席取付装置の技術基準｣」に適合するも

の。 

② 専ら乗用の用に供する乗車定員 11人以上の自動車（高速道路等において運行し

ないものを除く。）及び専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人の自動車の座席及び

当該座席の取付装置であって、協定規則第 17 号第８改訂版補足改訂版 5.2.4．の

規定、協定規則第 80 号第３改訂版付録 1 （1.2.に限る。）及び付録 5（1.3.3.に

限る。)の規定にかかわらず、座席後部の内部構造物が衝撃を吸収する部材で覆わ

れているものであって、手で触った際に乗員の傷害の危険が増すような鋭利な突

起等がないもの。 

（削除） 

（削除） 

③ 米国連邦自動車安全基準第207号に適合する装置（４－34－１－２(1)④の自動

車を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 次に掲げる座席及び座席取付装置であって、その強度を損なうおそれのある損傷

のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、

(1)及び(2)の基準に適合するものとする。（細目告示第106条第７項関係） 

① 指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、か

つ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置 

② 法第 75 条の２第１項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装

置又はこれに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置 

(4) 次に掲げるものは（3）②に定める「これに準ずる性能を有する座席及び座席取付

装置」とする。 

① 専ら乗用の用に供する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度 20km/h

未満の自動車及び②の自動車を除く。）及び貨物の運送の用に供する自動車（最高

速度 20km/h 未満の自動車を除く。）の座席及び当該座席の取付装置であって、協

定規則第 17号第８改訂版5.1.4．の規定にかかわらず、座席後部の内部構造物が

衝撃を吸収する部材で覆われているものであって、手で触った際に乗員の傷害の

危険が増すような鋭利な突起等がないもの、同要件5.16及び 6.3．の規定にかか

わらず、｢道路運送車両の保安基準に係る技術基準について（依命通達）｣の一部

改正について（平成 14年８月 30日付国自技第 180 号、国自審第 631 号、国自整

第 100 号）による改正前の「｢道路運送車両の保安基準に係る技術基準について（依

命通達）｣別添 22｢座席及び座席取付装置の技術基準｣」に適合するもの。 

 

② 専ら乗用の用に供する乗車定員 11人以上の自動車（高速道路等において運行し

ないものを除く。）及び専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人の自動車の座席及び

当該座席の取付装置であって、協定規則第 17号第８改訂版5.1.4．の規定、協定

規則第 80号第２改訂版付録 1 （1.2.に限る。）及び付録 5（1.3.3.に限る。)の規

定にかかわらず、座席後部の内部構造物が衝撃を吸収する部材で覆われているも

のであって、手で触った際に乗員の傷害の危険が増すような鋭利な突起等がない

もの。 

ア 乗車定員が11人以上の自動車（高速道路等において運行しないものを除く。） 

イ 乗車定員10人の自動車 

③ 米国連邦自動車安全基準第207号に適合する装置（４－34－１－２(1)①の自動 

 車に限る） 

 

新旧対照表－54－ 

４－34－２ 欠番            

４－34－３ 欠番 

４－34－４ 適用関係の整理 

(1)～（7） （略） 

(8) 平成 29 年 7 月 25日以前に製作された自動車（平成 26 年 7 月 26 日以降に型式指定

を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。）につい

ては、４－34－12(従前規定の適用⑧)の規定を適用する。(適用関係告示第 19条第７

項関係) 

４－34－５～４－34－11 （略） 

４－34－12 従前規定の適用⑧ 

平成 29 年 7 月 25 日以前に製作された自動車（平成 26 年 7月 26 日以降に型式指定を

受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。）については、

次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第 19条第７項関係) 

 

４－34－12 性能要件 

４－34－12－１ 視認等による審査 

(1) 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向き

に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように

設けられていなければならない。この場合において、座席の向きは次に定めるものと

する。 

ア 前向きに備える座席とは、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が

左右10度以内となるよう車両の前方に向いているもの。 

イ 後向きに備える座席とは、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が

左右10度以内となるよう車両の後方に向いているもの。 

ウ 横向きに備える座席とは、上記ア及びイ以外のもの。 

① 自動車の運転者席の幅は、４－12－１（1）に掲げる装置（乗車人員、積載物品

等により操作を妨げられない装置を除く。）のうち最外側のものまでの範囲とする。

この場合においてその最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ 200mm

までとする。 

   (図)  

 

４－34－２ 欠番 

４－34－３ 欠番 

４－34－４ 適用関係の整理 

 

(1)～（7） （略） 

(新設) 

 

 

 

４－34－５～４－34－11 （略） 

(新設) 
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新旧対照表－55－ 

  

 

② 自動車の運転者以外の者の用に供する座席（またがり式の座席及び幼児専用車

の幼児用座席を除く。）は、１人につき、幅 400mm 以上の着席するに必要な空間

を有すること。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないもの

とする。 

ア ３席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が 400mm

未満のもの 

イ ３席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって当該座席に隣接

する座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅が 400mm 以上となる空間

を車室内に有しないもの 

ウ ３席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に

着席するために必要な空間以外の空間のうち当該座席面の上方のいずれの位置

においても車室内に幅 400mm 以上となる空間を有しないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－56－ 

 
 

 

③ 自動車に備える座席は、前向き又は後向きに設けられたものであること。ただ

し、次に掲げる自動車に備える座席は除く。 

ア 乗車定員10人以上の自動車 

イ 車両総重量3.5ｔを超える貨物の運送の用に供する自動車 

ウ 緊急自動車 

エ 車体の形状が患者輸送車及びキャンピング車である自動車 

オ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 

④ 幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。 

⑤ 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ（前方の座席が当該座席

と向かい合っているものにあっては、その２倍の長さとする。）以上の間げきを有

すること。 

ア 乗車定員 11人以上の自動車（緊急自動車を除く。）の座席（幼児専用車の幼

児用座席を除く。） 200mm 

イ 幼児専用車の幼児用座席 150mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第一号関係) 

(2)３席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席
するために必要な空間以外の空間の幅 

（例） (1) ３席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が 400mm 未満
のもの又は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間の幅 
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新旧対照表－57－ 

(2) 自動車の運転者席以外の用に供する座席（またがり式の座席を除く。）は、安全に

着席できるものとして、その寸法に関し、視認等その他適切な方法により審査したと

きに、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用

自動車及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であって４－36－１に規定する座席

ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えるものにあっては、この限りでない。 

① 自動車の運転者以外の者の用に供する座席（またがり式の座席及び幼児専用車の

幼児用座席を除く。）は、１人につき、大きさが幅 380mm 以上、奥行 400mm 以上（非

常口付近に設けられる座席にあっては幅 380mm 以上、奥行 250mm 以上、次に掲げる

座席にあっては幅 300mm 以上、奥行 250mm 以上）であること。 

ア 補助座席（容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用

に供する床面以外の床面に設けられる１人用のものをいう。以下同じ。） 

イ 乗車定員 11人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当す

る座席及び運転者助手の用に供する座席で、１人用のもの 

ウ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の７倍未満である三輪自動

車の運転者席の側方に設けられる１人用の座席 

② 幼児専用車の幼児用座席は、１人につき大きさが幅 270mm 以上、奥行 230mm 以上

270mm 以下であり、床面からの高さが 250mm 以下でなければならない。ただし、自

動車の床面に備えることができる年少者用補助乗車装置を幼児専用車の専ら座席の

用に供する床面に幼児用座席として備える場合にあっては、この限りでない。 

 (3)  (1)⑤に掲げる間げき並びに(2)に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるものと

する。 

① 間げきは、座席の中央部から左右 190 ㎜の間（補助座席にあっては左右 150 ㎜の

間とし、幼児用座席にあっては左右 135 ㎜の間とする。）における当該座席の前縁

からその前方の座席の背あての後縁、隔壁等（当該座席への着席を妨げない部分的

な突出を除く。）までの最短水平距離とする。この場合において、座席の調整機構

は次に掲げる状態とするものとする。 

ア リクライニング機構を有する運転者席等（運転者席と一体となって作動する座

席及び運転者席と並列な座席を含む。以下４－34－12－１(3)において同じ。）に

あっては、背もたれを当該運転者席等の鉛直面から後方に 30°（30°の位置に保

持できない場合は、30°に最も近い角度。以下４－34－12－１(3)において同じ。）

まで倒した状態 

イ スライド機構を有する運転者席等にあっては、間げきが最小となるように調整

した状態。ただし、運転者席と並列な座席の前縁からその前方の隔壁等までの間

げきについては、当該座席とその後方座席との間げきが最小となるように調整し

た状態とすることができる。 

ウ 運転者席等以外の座席であってリクライニング機構、スライド機構等の調整機

構を有するものにあっては、間げきが最小となるように調整した状態 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－58－ 

  

（例）座席の間げき

ｄ：間げき

d d

 
 

② 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に 200mm 離れた位置において、奥行

の方向と直角に測った座席の両端縁（肘かけがあるときは肘かけの内縁）の最短水

平距離とする。この場合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる

座席であって一体の状態とし得るものについては、その状態とする。なお、座席面

から 100mm 以上 300mm 以下の高さに設けられた肘かけについては、座席の内側への

張出しは１個の肘かけにつき50mmまでは張り出しても差し支えないものとして取り

扱う。 

③ 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁（背あてがあるときは背あての前縁）まで

の最短水平距離とする。 
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新旧対照表－59－ 

 

 

 

(4)  (2)の規定は、（2）本文ただし書の規定により、旅客自動車運送事業用自動車及

び幼児専用車の座席以外の座席であって、次に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルト

の取付装置を備えるものには、適用しない。 

① 指定自動車等に備えられている座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置と 

同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席ベルト及び当該座席ベル

トの取付装置 

② 座席ベルトの腰用帯部の取付装置の取付間隔が車両中心面に平行な平面の距

離で 330mm 以上であり、かつ、当該座席ベルトが正常に機能する座席ベルト及び

当該座席ベルトの取付装置 

(5) 乗車定員 11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅 500mm 以上、有効 

高さ 300mm 以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。 

(6) (5)の「大部分の窓」は、側窓総数の２／３程度以上のものとし、「有効幅」は水 

平に測った距離、「有効高さ」は鉛直に測った距離とする(以下本章において同じ。) 

(7) 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。 

 

４－34－12－２ 書面等による審査 

(1)  ①及び②に規定する自動車の座席(座席取付装置を含む。)は、衝突等による衝撃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－60－ 

を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造

等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、①及び②に掲げる基準に

それぞれ適合するものでなければならない。この場合において、協定規則第 17号第

８改訂版の技術的な要件の規定については、当分の間、細目告示別添 30「座席及び

座席取付装置の技術基準」によることができる。 

ただし、次に掲げる座席にあっては、この限りでない。 

ア またがり式の座席 

イ 容易に折り畳むことができる座席であって、次に掲げるもの 

(ｱ) 通路に設けられるもの 

(ｲ) 専ら座席の用に供する床面以外の床面(荷台を除く。)に設けられるもの 

ウ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の７倍未満である三輪自動

車の運転者席の側方に設けられる一人用の座席 

エ 横向きに備えられた座席 

オ 後向きに備えられた座席 

カ 非常口付近に備えられた座席 

キ 法第４７条の２の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座

席 

① 専ら乗用の用に供する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度 20km/h

未満の自動車及び②の自動車を除く。）及び貨物の運送の用に供する自動車（最高

速度 20km/h 未満の自動車を除く。）の座席及び当該座席の取付装置にあっては、協

定規則第 17 号第８改訂版の技術的な要件〔規則 5.及び 6.（5.1.、5.4.から 5.8.ま

で、5.11.から 5.14.まで、6.4.3.4.、6.4.3.5.及び 6.5.から 6.6.3.までの規定を除

き、かつ、貨物の運送の用に供する自動車にあっては、5.16.の規定を除く。）に限

る。〕に定める基準に適合するものであること。 

② 次に掲げる専ら乗用の用に供する自動車の座席（運転者席を除く）及び当該座席の

取付装置にあっては、協定規則第 80 号第２改訂版の技術的な要件(規則 5.、6.及び

7.に限る。)に定める基準に適合するものであること。ただし、車両総重量 5ｔ以下

の自動車の座席及び当該座席の取付装置にあっては、協定規則第 17号第８改訂版の

技術的な要件(規則 5.2.及び 6.の規定に限る。)に定める基準に適合するものであれ

ばよい。 

ア 乗車定員11人以上の自動車（高速道路等において運行しないものを除く。） 

イ 乗車定員10人の自動車 

③ 専ら特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車（乗車定員10人以

上のものに限る。）に備える座席（運転者席を除く。）及び当該座席の取付装置にあ

っては、②の規定にかかわらず、協定規則第17号第８改訂版の技術的な要件（規則

5.3.の規定に限る。）に定める基準に適合するものであればよい。 

④  緊急自動車に備える座席及び当該座席の取付装置にあっては、①及び②の規定に 

かかわらず、次に掲げる基準に適合するものであればよい。 

ア 座席及び当該座席の取付装置は、車体に確実に取り付けられていること。 

イ 座席のスライド機構及びリクライニング機構等の調整機構を有する座席は、全て

の座席調整位置に保持できるものであること。 
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新旧対照表－61－ 

ウ 座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該 

座席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造である

こと。 

(2) ①及び②に規定する自動車の座席の後面部分は、衝突等による衝撃を受けた場合に

おいて、乗車人員の頭部等を保護するものとして、構造等に関し、書面その他適切

な方法により審査したときに、①及び②に掲げる基準にそれぞれ適合するものでな

ければならない。この場合において、協定規則第17号第８改訂版補足改訂版の技術

的な要件の規定については、当分の間、細目告示別添30「座席及び座席取付装置の

技術基準」によることができる。  

ただし、(1)の各号に掲げる座席にあっては、この限りでない。 

① 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員が10人以上の自動車、二輪自動車、側車

付二輪自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。）の座席及び当該座席の取

付装置にあっては、協定規則第17号第８改訂版補足改訂版の技術的な要件〔規則

5.及び6.（5.1．、5.4.から5.8.まで、5.11.から5.14.まで、6.4.3.4.、6.4.3.5．

及び6.5．から6.6.3．までの規定を除く。）に限る。〕に定める基準に適合するも

のであること。  

② 次に掲げる専ら乗用の用に供する自動車の座席(運転者席を除く。)及び当該座席

の取付装置にあっては、協定規則第80号第３改訂版の技術的な要件(規則5．、6．

及び7.に限る。)に定める基準に適合するものであること。ただし、車両総重量5

ｔ以下の自動車の座席にあっては、協定規則第17号第８改訂版補足改訂版の技術

的な要件(規則5.2.及び6.に限る。)に定める基準に適合するものであればよい。  

ア 乗車定員が11人以上の自動車（高速道路等において運行しないものを除く。） 

イ 乗車定員10人の自動車 

 

(3) 次に掲げる座席及び座席取付装置であって、その強度を損なうおそれのある損傷

のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、

(1)及び(2)の基準に適合するものとする。 

① 指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、か

つ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置 

② 法第75条の２第１項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置

又はこれに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置 

(4) 次に掲げるものは（3）②に定める「これに準ずる性能を有する座席及び座席取付

装置」とする。 

① 専ら乗用の用に供する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度 20km/h

未満の自動車及び②の自動車を除く。）及び貨物の運送の用に供する自動車（最高

速度 20km/h 未満の自動車を除く。）の座席及び当該座席の取付装置であって、協

定規則第 17 号第８改訂版補足改訂版 5.2.4．の規定にかかわらず、座席後部の内

部構造物が衝撃を吸収する部材で覆われているものであって、手で触った際に乗

員の傷害の危険が増すような鋭利な突起等がないもの、同要件 5.16 及び 6.3．の

規定にかかわらず、｢道路運送車両の保安基準に係る技術基準について（依命通

達）｣の一部改正について（平成 14 年８月 30 日付国自技第 180 号、国自審第 631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－62－ 

号、国自整第100 号）による改正前の「｢道路運送車両の保安基準に係る技術基準

について（依命通達）｣別添 22｢座席及び座席取付装置の技術基準｣」に適合するも

の。 

② 専ら乗用の用に供する乗車定員 11人以上の自動車（高速道路等において運行し

ないものを除く。）及び専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人の自動車の座席及び

当該座席の取付装置であって、協定規則第 17 号第８改訂版補足改訂版 5.2.4．の

規定、協定規則第 80 号第３改訂版付録 1 （1.2.に限る。）及び付録 5（1.3.3.に

限る。)の規定にかかわらず、座席後部の内部構造物が衝撃を吸収する部材で覆わ

れているものであって、手で触った際に乗員の傷害の危険が増すような鋭利な突

起等がないもの。 

③ 米国連邦自動車安全基準第207号に適合する装置（４－34－12－２(1)①の自動

車に限る） 

  

 

４－36 座席ベルト等                             

４－36－２ 性能要件（書面等による審査） 

(1) ４－36－１に規定する座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に

十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障と

ならないものとして強度、取付位置等に関し、書面その他適切な方法により審査し

た場合に、協定規則第14号第７改訂版補足第３改訂版の技術的な要件(規則5．、6．

及び7．に限る。)に定める基準に適合するものでなければならない。  

この場合において、次に掲げる座席ベルトの取付装置であって損傷のないものは、

この基準に適合するものとする。（保安基準第 22 条の３第２項関係、細目告示第 30

条第２項関係、細目告示第 108条第４項関係） 

①～② （略） 

(2) ４－36－１及び４－36－２（1）の規定にかかわらず、次の①及び②に規定する自

動車の座席ベルトの取付装置にあっては、それぞれ定める基準に適合すればよい。

この場合において、協定規則第 14号第７改訂版補足第３改訂版 5.4.2.4.の規定に

あっては、同規定中「45」とあるのは「20」と、「90」とあるのは「75」と読み替

えることができ、協定規則第 14号の技術的な要件（同規則第７改訂版補足第３改

訂版の規則 6.4.3.に限る。）に定める基準にあっては、試験重量を乗車定員１名分

の座席重量に 735Ｎを加えた重量に４を乗じた重量とすることができる。 

① 専ら特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車（乗車定員10

人以上のものに限る。）に備える座席ベルトの取付装置にあっては協定規則第 14

号の技術的な要件（同規則第７改訂版補足第３改訂版の規則5.2.1．、5.4.1.から

5.4.2.5．まで、5.4.3.､5.4.3.2.から 5.4.3.4.まで、6.3.2.から 6.3.4.まで、

6.4.3.、7.1．、7.2.及び 7.3.に限る。）に定める基準 

② 緊急自動車に備える座席ベルトの取付装置にあっては次に掲げる基準 

ア 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるもの       

であること。 

イ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－36 座席ベルト等 

４－36－２ 性能要件（書面等による審査） 

(1) ４－36－１に規定する座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に

十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障と

ならないものとして強度、取付位置等に関し、書面その他適切な方法により審査し

た場合に、協定規則第14号第７改訂版補足第２改訂版の技術的な要件(規則5．、6．

及び7．に限る。)に定める基準に適合するものでなければならない。  

この場合において、次に掲げる座席ベルトの取付装置であって損傷のないものは、

この基準に適合するものとする。（保安基準第 22条の３第２項関係、細目告示第30

条第２項関係、細目告示第 108条第４項関係） 

①～② （略） 

（新設） 
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新旧対照表－63－ 

ウ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものである   

こと。 

エ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に 

備えられたものであること。 

オ 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。 

(3) ４－36－１に規定する座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場

合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、

容易に操作等を行うことができるものとして構造、操作性能等に関し、書面その他

適切な方法により審査したときに、協定規則第16号第６改訂版補足第２改訂版の技

術的な要件(規則6．、7．及び8.1.から8.3.5.までに限る。)に定める基準に適合する

ものでなければならない。  

この場合において、次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれ

のある損傷、擦過痕等のないものは、この基準に適合するものとする。（保安基準第

22条の３第３項関係、細目告示第 30条第３項関係、細目告示第 108条第６項関係） 

① 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の

位置に備えられた座席ベルト 

② 法第75条の２第１項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置

又はこれに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 

 

(4)  ４－36－１及び４－36－２（3）の規定にかかわらず、専ら特別支援学校に通う

生徒又は児童の運送を目的とする自動車（乗車定員 10人以上のものに限る。）及

び緊急自動車に備える座席ベルトにあっては、①から⑥の基準（緊急自動車に備

える座席ベルトにあっては、⑥を除く。）に適合すればよい。 

① 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着し

た者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 

② 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合にお

いて、当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることが

でき、かつ、上半身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。 

③ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合にお

いて、当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることがで

きるものであること。 

④ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであるこ

と。 

⑤ 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の運

行において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得

る構造のものであること。 

⑥ JIS D4604「自動車用シートベルト」の規格に適合するものであること。 

(5) 次に掲げるものは(1)②に定める「これに準ずる性能を有する座席ベルトの取付

装置」とする。 

①  協定規則第 14号第７改訂版補足第３改訂版の技術的な要件〔規則 5．、6．及び

7．（5.2.3.3.、5.2.3.4.の規定を除く。）に限る。〕に定める基準に適合する装置 

 

 

 

 

 

(2) ４－36－１に規定する座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場

合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、

容易に操作等を行うことができるものとして構造、操作性能等に関し、書面その他

適切な方法により審査したときに、協定規則第16号第６改訂版補足改訂版の技術的

な要件(規則6．、7．及び8.1.から8.3.5.までに限る。)に定める基準に適合するもの

でなければならない。  

この場合において、次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれ

のある損傷、擦過痕等のないものは、この基準に適合するものとする。（保安基準第

22条の３第３項関係、細目告示第 30条第３項関係、細目告示第 108条第５項関係） 

① 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の

位置に備えられた座席ベルト 

② 協定規則第 16号第６改訂版補足改訂版の技術的な要件(規則 6．、7．及び 8．1.

から 8.3.5.までに限る。)に定める基準に適合する座席ベルトに準ずる性能を有

する座席ベルト 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 次に掲げるものは(1)②に定める「これに準ずる性能を有する座席ベルトの取付

装置」とする。 

①  協定規則第 14 号第７改訂版補足第２改訂版の技術的な要件〔規則 5．、6．及

び 7．（5.2.3.3.、5.2.3.4.の規定を除く。）に限る。〕に定める基準に適合する

新旧対照表－64－ 

 

②  米国連邦自動車安全基準第 210号に適合する装置 

(6) 次に掲げるものは（3）②に定める｢基準に準ずる性能を有する座席ベルト｣とす

る。この場合において、協定規則第 16 号第６改訂版補足第２改訂版の技術的な要

件（規則 8.1.から 8.3.4. （8.2.2.5 を除く。）までに限る。）に定める基準に適合

するものでなければならない。 

① 協定規則第16号第６改訂版補足第２改訂版6.及び7.の規定にかかわらず、｢道

路運送車両の保安基準に係る技術基準について（依命通達）｣の一部改正につい

て（平成14年８月30日付国自技第180号、国自審第631号、国自整第100号）によ

る改正前の別添25｢座席ベルトの技術基準」又は平成18年国土交通省告示第978号

による改正前の細目告示別添32「座席ベルトの技術基準」に適合するもの 

②～④ （略） 

４－36－３ 欠番 

４－36－４ 適用関係の整理 

(1)～（6） （略） 

 (7) 平成 29 年 7 月 25 日以前に製作された自動車（平成 26 年 7 月 26 日以降に型式指定

を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。）について

は、４－36－11(従前規定の適用⑦)の規定を適用する。(適用関係告示第 20条第 13項

関係) 

  

４－36－５～４－36－10 （略） 

 

４－36－11 従前規定の適用⑦ 

平成 29 年 7 月 25 日以前に製作された自動車（平成 26 年 7月 26 日以降に型式指定を

受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。）については、

次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第 20条第 13項関係) 

４－36－11－１ 装備要件 

(1) 次の表の左欄に掲げる自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度 20km/h

未満の自動車を除く。）には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、

同表の中欄に掲げるその自動車の座席〔４－34－12－２(1)のアからウまで及びカに掲

げる座席（イに掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができる

ものを除く。） 及び幼児専用車の幼児用座席を除く。〕の乗車人員が、座席の前方に移

動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同

表の右欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならな

い。 

 

 

自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別 

装置 

②  米国連邦自動車安全基準第 210号に適合する装置 

(4) 次に掲げるものは（2）②に定める｢基準に準ずる性能を有する座席ベルト｣とす

る。この場合において、協定規則第16号第６改訂版補足改訂版の技術的な要件（規

則 8.1.から 8.3.4. （8.2.2.5 を除く。）までに限る。）に定める基準に適合するも

のでなければならない。 

① 協定規則第16号第６改訂版補足改訂版6.及び7.の規定にかかわらず、｢道路運

送車両の保安基準に係る技術基準について（依命通達）｣の一部改正について（平

成14年８月30日付国自技第180号、国自審第631号、国自整第100号）による改正

前の別添25｢座席ベルトの技術基準」又は平成18年国土交通省告示第978号による

改正前の細目告示別添32「座席ベルトの技術基準」に適合するもの 

②～④ （略） 

４－36－３ 欠番 

４－36－４ 適用関係の整理 

(1)～（6） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

４－36－５～４－36－10 （略） 

 

（新設） 
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① 専ら乗用の用に供する

自動車であって、次に掲

げるもの 

ア 乗車定員 10 人未満

の自動車 

イ 乗車定員 10 人以上

の自動車であって、車

両総重量が 3．5ｔ以下

のもの（③に掲げるも

のを除く。） 

運転者席その他の座席であ

って、前向きのもの（この

表において「前向き座席」

という。） 

当該座席の乗車人員が、座

席の前方に移動することを

防止し、かつ、上半身を過

度に前傾することを防止す

るための座席ベルト（この

表において「第二種座席ベ

ルト」という。） 

上欄に掲げる座席以外の座

席 

当該座席の乗車人員が、座

席の前方に移動することを

防止するための座席ベルト

（第二種座席ベルトを除

く。この表において「第一

種座席ベルト」という。）又

は第二種座席ベルト 

② 専ら乗用の用に供する

自動車であって、乗車定

員 10人以上のもの（①イ

及び③に掲げるものを除

く。） 

前向き座席（4－36－11－１

(2)アの基準に適合するも

のを除く。） 

第二種座席ベルト 

 

上欄に掲げる座席以外の座

席 

第一種座席ベルト又は第二

種座席ベルト 

③ 専ら乗用の用に供する

自動車であって、乗車定

員 10人以上のもの（高速

道路等において運行しな

いものに限る。） 

運転者席及びこれと並列の

座席 

第一種座席ベルト又は第二

種座席ベルト 

④ 貨物の運送の用に供す

る自動車であって、車両

総重量が 3．5ｔ以下のも

の 

前向き座席のうち、運転者

席及びこれと並列の座席並

びに自動車の側面に隣接す

る座席（4－36－11－１(2)

イの基準に適合するものを

除く。） 

第二種座席ベルト 

上欄に掲げる座席以外の座

席 

第一種座席ベルト又は第二

種座席ベルト 

⑤ 貨物の運送の用に供す

る自動車であって、車両

総重量が 3．5ｔを超える

もの 

前向き座席のうち、運転者

席及びこれと並列の座席（4

－36－11－１(2)イの基準

に適合するものを除く。） 

第二種座席ベルト 

上欄に掲げる座席以外の座

席 

第一種座席ベルト又は第二

種座席ベルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－66－ 

(2) (1)の表中の座席の種別欄の基準は、次に掲げる基準とする。 

ア 当該座席について、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車の座席に着

席している座席ベルトを装着した乗員が接触するおそれのある車両内部の構造を有

さないもの又は接触するおそれのある車両内部の構造が協定規則第80号第２改訂版

の技術的な要件(規則5．、6．及び7．に限る。)に定める基準に適合するものである

こと。 

イ 貨物の運送の用に供する自動車の運転者席と並列の座席であって、車両の中心位

置に備える座席に着席している座席ベルトを装着した乗員が前面ガラスに接触する

おそれのない構造を有しているものであること。 

(3) (1)の表中の「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少なくとも乗車人員

の腰部の移動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止することのできるも

のをいう。 

(4) (1)の表中の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少なくとも乗車人員

の腰部の移動を拘束することのできるものをいう。（細目告示第 108条第３項関係） 

(5) 専ら乗用の用に供する乗車定員 11 人以上の自動車（昭和 62 年８月 31 日以前に製

作された自動車を除く。）であって、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席のうち、

第一種座席ベルト又は第二種座席ベルトが備えられていない座席がある自動車につい

ては、高速道路等を運行しない自動車として審査を行うものとする。 

４－36－11－２ 性能要件（書面等による審査） 

(1) ４－36－11－１に規定する座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重

等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支

障とならないものとして強度、取付位置等に関し、書面その他適切な方法により審

査した場合に、協定規則第14号第７改訂版補足第２改訂版の技術的な要件(規則5．、

6．及び7．に限る。)に定める基準に適合するものでなければならない。  

この場合において、次に掲げる座席ベルトの取付装置であって損傷のないものは、

この基準に適合するものとする。 

① 指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、か

つ、同一の位置に備えられた座席ベルトの取付装置 

② 法第75条の２第１項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置

又はこれに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 

(2) ４－36－11－１及び４－36－11－２（1）の規定にかかわらず、次の①及び②に規

定する自動車の座席ベルトの取付装置にあっては、それぞれ定める基準に適合す

ればよい。この場合において、協定規則第 14 号第７改訂版補足第２改訂版

5.4.2.4.の規定にあっては、同規定中「45」とあるのは「20」と、「90」とあるの

は「75」と読み替えることができ、協定規則第 14号の技術的な要件（同規則第７

改訂版補足第２改訂版の規則 6.4.3.に限る。）に定める基準にあっては、試験重量

を乗車定員１名分の座席重量に 735Ｎを加えた重量に４を乗じた重量とすること

ができる。 

① 専ら特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車（乗車定員10

人以上のものに限る。）に備える座席ベルトの取付装置にあっては協定規則第 14

号の技術的な要件（同規則第７改訂版補足第２改訂版の規則5.2.1．、5.4.1.から
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5.4.2.5．まで、5.4.3.､5.4.3.2.から 5.4.3.4.まで、6.3.2.から 6.3.4.まで、

6.4.3.、7.1．、7.2.及び 7.3.に限る。）に定める基準 

② 緊急自動車に備える座席ベルトの取付装置にあっては次に掲げる基準 

ア 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるもの       

であること。 

イ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 

ウ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものである   

こと。 

エ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に 

備えられたものであること。 

オ 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。 

(3) ４－36－11－１に規定する座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受け

た場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、か

つ、容易に操作等を行うことができるものとして構造、操作性能等に関し、書面そ

の他適切な方法により審査したときに、協定規則第16号第６改訂版補足改訂版の技

術的な要件(規則6．、7．及び8.1.から8.3.5.までに限る。)に定める基準に適合する

ものでなければならない。  

この場合において、次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれ

のある損傷、擦過痕等のないものは、この基準に適合するものとする。 

① 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の

位置に備えられた座席ベルト 

② 法第75条の２第１項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置

又はこれに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 

(4)  ４－36－11－１及び４－36－11－２（3）の規定にかかわらず、専ら特別支援学

校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車（乗車定員 10 人以上のものに限

る。）及び緊急自動車に備える座席ベルトにあっては、①から⑥の基準（緊急自動

車に備える座席ベルトにあっては、⑥にを除く。）に適合すればよい。 

① 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着 

した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 

② 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合に 

おいて、当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにするこ 

とができ、かつ、上半身を過度に前傾しないようにすることができるものである 

こと。 

③ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合に 

おいて、当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすること 

ができるものであること。 

④ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものである 

こと。 

⑤ 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の 

運行において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし 

得る構造のものであること。 
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⑥ JIS D4604「自動車用シートベルト」の規格に適合するものであること。 

(5) 次に掲げるものは(1)②に定める「これに準ずる性能を有する座席ベルトの取付

装置」とする。 

①  協定規則第 14号第７改訂版補足第２改訂版の技術的な要件〔規則 5．、6．及び

7．（5.2.3.3.、5.2.3.4.の規定を除く。）に限る。〕に定める基準に適合する装置 

②  米国連邦自動車安全基準第 210号に適合する装置 

(6) 次に掲げるものは（3）②に定める｢基準に準ずる性能を有する座席ベルト｣とす

る。この場合において、協定規則第 16号第６改訂版補足改訂版の技術的な要件（規

則 8.1.から 8.3.4. （8.2.2.5 を除く。）までに限る。）に定める基準に適合するも

のでなければならない。 

① 協定規則第16号第６改訂版補足改訂版6.及び7.の規定にかかわらず、｢道路運

送車両の保安基準に係る技術基準について（依命通達）｣の一部改正について（平

成14年８月30日付国自技第180号、国自審第631号、国自整第100号）による改正

前の別添25｢座席ベルトの技術基準」又は平成18年国土交通省告示第978号による

改正前の細目告示別添32「座席ベルトの技術基準」に適合するもの 

② 米国連邦自動車安全基準第209号に適合するもの 

③ 協定規則第16号に適合する座席ベルトに表示される特別な表示があるもの 

④ 以下すべての要件に適合するもの 

ア JIS D 4604｢自動車用シートベルト｣に定める規格に適合したものであるこ

と。 

イ 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装

着した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 

ウ 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合

において、当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにす

ることができ、かつ、上半身を過度に前傾しないようにすることができるもの

であること。 

エ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合

において、当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにする

ことができるものであること。 

オ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであ

ること 

カ 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常

の運行において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に

動かし得る構造のものであること。 

４－39 年少者用補助乗車装置等 

４－39－１ 装備要件 

専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動車、特種用途自動車、幼児専

用車、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車

付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を

除く。)には、年少者用補助乗車装置取付具〔回転防止装置及び車両又は座席構造部から

延びた２個の取付部で構成される取付装置（ISOFIX 取付装置）及び年少者用補助乗車装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－39 年少者用補助乗車装置等 

４－39－１ 装備要件 

専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動車、運転者席及びこれと並列

の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カ

タピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、年少者用補助乗車

装置取付具〔回転防止装置及び車両又は座席構造部から延びた２個の取付部で構成され

る取付装置（ISOFIX取付装置）及び年少者用補助乗車装置の上部に備える取付具を取り
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置の上部に備える取付具を取り付けるために設計された自動車に備える取付装置

（ISOFIX トップテザー取付装置）をいう。以下同じ。〕を２個以上備えなければならない。

ただし、高齢者、障害者等（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成 18 年法律第 91 号）第２条第１号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下４－39及

び５－39において同じ。）が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り

込むことが可能な自動車及び運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより

高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能な自動車にあっては、この限りで

はない。なお、幌型形状で複数の列の座席を有するものにあっては、少なくとも２個以

上の ISOFIX 取付装置を備えればよい。また、以下に掲げる全ての要件を満たすものは、

上記にかかわらず年少者用補助乗車装置取付具を 1 個備えればよい。（保安基準第 22 条

の 5第 1項関係） 

（ア） 乗降口が２個以下であること。 

（イ） 動力伝達装置又は緩衝装置により後部座席への年少者用補助乗車装置取付

具の取付けが妨げられる構造であること。 

（ウ） 原動機の最高出力（kW）を 1000 倍した値を車両重量(kg)に 75kg を加えた

値で除した値が 140 を超えること。 

   (原動機の最高出力(kW)×1000)/(車両重量(kg)＋75)＞140 

（エ） 原動機の最高出力（kW）が 200kW を超えること。 

 

４－39－２ 性能要件（書面等による審査） 

(1) 年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分耐

え、かつ、取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支障

とならないものとして、強度、取付位置等に関し、書面その他適切な方法により審査

したときに、協定規則第 14号第７改訂版補足第３改訂版の技術的な要件（規則 5．、6．

及び 7．に限る。）に定める基準に適合するものでなければならない。この場合におい

て、次に掲げるものであって損傷のないものは、この基準に適合するものとし、４－

39－１ただし書の自動車に年少者用補助乗車装置を備えた場合については、協定規則

第 14号第７改訂版補足第３改訂版の 5.3.8.の規定を適用しない。（保安基準第22条の

5第 2項関係、細目告示第 32条第 1項関係、細目告示第 110条第 1項関係） 

① 指定自動車等に備えられている年少者用補助乗車装置取付具と同一の構造を有

し、かつ、同一の位置に備えられた年少者用補助乗車装置取付具 

② 法第75条の２第１項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置取

付具又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置取付具 

(2) 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動

車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した

者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして構

造、操作性能等に関し、書面等その他適切な方法により審査したときに、協定規則第

44号第４改訂版補足第４改訂版の技術的な要件(規則 4．、6．から8．まで及び 15．に

限る。)に定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、次に掲

げるものであって損傷のないものは、この基準に適合するものとする。（保安基準第 22

条の５第３項関係、細目告示第 32条第２項関係、細目告示第 110 条第２項関係） 

付けるために設計された自動車に備える取付装置（ISOFIX トップテザー取付装置）をい

う。以下同じ。〕を２個以上備えなければならない。ただし、高齢者、障害者等（高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）第２条第１号

に規定する高齢者、障害者等をいう。以下４－39 及び５－39 において同じ。）が移動の

ための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び運転

者席より後方に備えられた座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に

乗り込むことが可能な自動車にあっては、この限りではない。（保安基準第 22 条の 5 第

1項関係） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

４－39－２ 性能要件（書面等による審査） 

(1) 年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分耐

え、かつ、取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支障

とならないものとして、強度、取付位置等に関し、書面その他適切な方法により審査

したときに、協定規則第 14 号第７改訂版の技術的な要件（規則 5．、6．及び 7．に限

る。）に定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、次に掲げ

るものであって損傷のないものは、この基準に適合するものとし、４－39－１ただし

書の自動車に年少者用補助乗車装置を備えた場合については、協定規則第14号第７改

訂版の規則 5.3.8.の規定を適用しない。（保安基準第22条の 5第 2項関係、細目告示

第 32条第 1項関係、細目告示第 110条第 1項関係） 

① 指定自動車等に備えられている年少者用補助乗車装置取付具と同一の構造を有

し、かつ、同一の位置に備えられた年少者用補助乗車装置取付具 

② 法第 75 条の２第１項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置

取付具又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置取付具 

(2) 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動

車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した

者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして構

造、操作性能等に関し、書面等その他適切な方法により審査したときに、協定規則第

44 号第４改訂版の技術的な要件(規則 4．、6．から 8．まで及び 15．に限る。)に定め

る基準に適合するものでなければならない。この場合において、次に掲げるものであ

って損傷のないものは、この基準に適合するものとする。（保安基準第 22 条の５第３

項関係、細目告示第 32条第２項関係、細目告示第 110 条第２項関係） 

新旧対照表－70－ 

①～② 

(3) （略）  

(4)  次に掲げるものは(1)②に定める「これに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装

置取付具」とする。 

  ① 協定規則第 14号第７改訂版補足第３改訂版の技術的な要件〔規則 5．、6．及び 7．

（5.2.3.3.及び 5.2.3.4.の規定を除く。）に限る。〕に定める基準に適合する年少者

用補助乗車装置取付具 

  ② 米国連邦自動車安全基準第 225号に適合する装置 

（5）  次に掲げる自動車については、(1)本文中「協定規則第 14 号第７改訂版補足第３

改訂版の技術的な要件（規則 5．、6．及び 7．に限る。）」とあるのを、「協定規則第

14 号第７改訂版補足第２改訂版の技術的な要件（規則 5.2.4.5.を除き、同規則第 7

改訂版補足改訂版の規則 5.2.4.5.を含む。）」と読み替えることができる。（適用関係

告示第 22条第 4項関係） 

    ① 平成25年 4月 12日以前に製作された自動車 

  ② 平成25年 4月 13日以降に製作された自動車のうち、次のいずれかに該当するもの 

   (ア) 平成 25年 4月 12日以前に指定を受けた型式指定自動車（当該型式指定自動 

車から ISOFIXトップテザー取付装置に変更がないものに限る。） 

(イ) 平成 25 年 4 月 13 日以降に指定を受けた型式指定自動車（平成 25 年 4 月 12

日以前に指定を受けた型式指定自動車からISOFIXトップテザー取付装置に変更

がないものに限る。） 

(ウ) 平成 25 年 4 月 12 日以前に新型届出による取扱いを受けた自動車（当該新型

届出による取扱いを受けた自動車からISOFIXトップテザー取付装置に変更がな

いものに限る。） 

(エ)  平成 25 年 4 月 12 日以前に輸入自動車特別取扱を受けた自動車（当該輸入自

動車特別取扱を受けた自動車からISOFIXトップテザー取付装置に変更がないも

のに限る。） 

(オ)  平成 25年 4月 13日以降に新型届出による取扱いを受けた自動車（平成 25年

4月12日以前に新型届出による取扱いを受けた自動車からISOFIXトップテザー

取付装置に変更がないものに限る。） 

(カ)  平成 25年 4月 13 日以降に輸入自動車特別取扱を受けた自動車（平成 25年 4

月 12 日以前に輸入自動車特別取扱を受けた自動車から ISOFIX トップテザー取

付装置に変更がないものに限る。） 

（6）  平成 25年 4月 12日以前に製作された自動車については、(1)本文中「協定規則第

14号第７改訂版補足第２改訂版の技術的な要件（規則5．、6．及び 7．に限る。）」と

あるのを、「協定規則第 14 号第７改訂版補足第３改訂版の規則 5.3.8.を除き、同規

則第 7改訂版補足改訂版の規則 5.3.8.を含む。）」と読み替えることができる。（適用

関係告示第 22条第 6項関係） 

 

４－39－３ 欠番 

４－39－４ （略） 

４－39－５ 従前規定の適用① 

①～② 

(3) （略） 

(4)  次に掲げるものは(1)②に定める「これに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装

置取付具」とする。 

  ① 協定規則第 14号第７改訂版の技術的な要件〔規則5．、6．及び 7．（5.2.3.3.及び

5.2.3.4.の規定を除く。）に限る。〕に定める基準に適合する年少者用補助乗車装置

取付具 

  ② 米国連邦自動車安全基準第 225号に適合する装置 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－39－３ 欠番 

４－39－４ （略） 

４－39－５ 従前規定の適用① 
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新旧対照表－71－ 

平成７年３月 31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するもので

あればよい。（適用関係告示第22条第１項関係） 

４－39－５－１ 性能要件 

(1) 年少者用補助乗車装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 

① 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであること。 

② 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装

置を装着した者に傷害を与えるおそれが少ない構造であること。 

③ 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装

置を装着した者及び当該年少者用補助乗車装置が４－36－９－２(3)の基準に適合

する座席ベルトにより座席の前方に移動しないようにすることができるものである

こと。 

④ 容易に着脱することができるものであること。 

(2)～（3） （略）。 

４－39－６ （略） 

 

 

４－47 窓ガラス貼付物等 

４－47－１ 性能要件 

４－47－１－１ 視認等による審査 

(1) ４－46－１(5)に規定する窓ガラスには、次に掲げる物以外の物が装着（窓ガラスに一

部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下４－47－１－１及び４－47－１－

２において同じ。）され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。た

だし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、この限

りでない。（保安基準第 29条第４項関係、細目告示第 39条第３項関係、細目告示第 117

条第４項関係） 

 ①～⑦ （略） 

⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報

の入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影す

るための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき

器を自動的に作動させるための感知器、車室内の温度若しくは湿度を検知して空調装

置等を自動的に制御するための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動

的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの 

  ア～イ （略） 

  ⑨～⑫ （略） 

   ⑬  自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられていることを表示

する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であ

って、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字及び記号の上縁の高

さがその附近のガラス開口部の下縁から 100mm 以下、かつ標識の前縁又は刻印する

文字及び記号の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から 125mm 以内となるように

貼付又は刻印されたもの 

   （参考図） （略） 

平成７年３月 31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するもので

あればよい。（適用関係告示第22条第１項関係） 

４－39－５－１ 性能要件 

(1) 年少者用補助乗車装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 

① 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであること。 

② 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装

置を装着した者に傷害を与えるおそれが少ない構造であること。 

③ 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装

置を装着した者及び当該年少者用補助乗車装置が４－30－２(3)の基準に適合する

座席ベルトにより座席の前方に移動しないようにすることができるものであるこ

と。 

④ 容易に着脱することができるものであること。 

(2)～（3） 

４－39－６ （略） 

 

 

４－47 窓ガラス貼付物等 

４－47－１ 性能要件 

４－47－１－１ 視認等による審査 

(1) ４－46－１(5)に規定する窓ガラスには、次に掲げる物以外の物が装着（窓ガラスに一

部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下４－47－１－１及び４－47－１－

２において同じ。）され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。た

だし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、この限

りでない。（保安基準第29条第４項関係、細目告示第 39条第３項関係、細目告示第 117

条第４項関係） 

 ①～⑦ （略） 

⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報

の入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影す

るための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき

器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動

的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの 

  

  ア～イ （略） 

   ⑨～⑫ （略） 

  ⑬ 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を

防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識

の上縁の高さ又は刻印する文字及び記号の上縁の高さがその附近のガラス開口部の

下縁から 100mm 以下、かつ標識の前縁又は刻印する文字及び記号の前縁がその附近の

ガラス開口部の後縁から 125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの 

 

   （参考図） （略） 

新旧対照表－72－ 

⑭ ①から⑬までに掲げる物のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの 

 (2)～（3） （略） 

４－47－１－２ （略） 

４－47－２ 欠番 

４－47－３ 欠番 

 

４－50 排気管からの排出ガス発散防止性能 

４－50－１ 性能要件 

４－50－１－１ テスタ等による審査 

（略) 

４－50－１－２ 書面等による審査 

(1)  

① ～ ⑧ （略） 

 [二輪車] 

⑨ ガソリンを燃料とする二輪自動車のうち、小型自動車であるものは、新規検査又は予

備検査の際、細目告示別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に規定するWMTCモード法に

より運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭

素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離１km当たりの排出量をｇで表した値（炭化水素

にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をｇに換算した値）が、一酸化炭素に

ついては3.48、炭化水素については0.36、窒素酸化物については0.28をそれぞれ超えな

いものであること。（細目告示第41条第１項第18号関係、細目告示第119条第１項第9号

関係） 

⑩ （略） 

(2)  ～（3）（略） 

 

４－50－２ 欠番 

４－50－３ 欠番 

４－50－４ 適用関係の整理 

次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、同表の最終適用時期の欄に掲げ

る年月日以前に製作されたものについては、同表の従前規定の欄に掲げる規定を適用す

る。（適用関係告示第２８条関係） 
自 動 車 の 種 別 最終適用時期 従前規定 

ガソリン又

は液化石油

ガスを燃料

とする普通

自動車、小

型自動車及

び軽自動車

〔二輪自動

車（側車付

専ら乗用の用

に供する乗車

定員 10 人以

下のもの 

２サイクルの原動機

を有する軽自動車以

外のもの 

平成 25 年２月 28 日 ４－50－５ 

（従前規定の適用①） 

２サイクルの原動機

を有する軽自動車 

平成 25 年２月 28 日 ４－50－６ 

（従 前規定の 適用② ） 

そ の

他 の

もの 

普 通

自 動

車 又

は 小

車両総重量が 1.7ｔ以

下のもの 

平成 25 年２月 28 日 ４－50－７ 

（従 前規定の 適用③ ） 

車両総重量が 1.7ｔを

超え 2.5t以下のもの 

平成 25 年２月 28 日 ４－50－８ 

（従 前規定の 適用④ ） 

⑭ ①から⑬までに掲げる物のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの 

 (2)～（3） （略） 

４－47－１－２ （略） 

４－47－２ 欠番 

４－47－３ 欠番 

 

４－50 排気管からの排出ガス発散防止性能 

４－50－１ 性能要件 

４－50－１－１ テスタ等による審査 

（略) 

４－50－１－２ 書面等による審査 

(1)  

① ～ ⑧ （略） 

[二輪車] 

⑨ ガソリンを燃料とする二輪自動車のうち、小型自動車であるものは、新規検査又は予

備検査の際、細目告示別添 44「二輪車モード排出ガスの測定方法」に規定する二輪車モ

ード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる

一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離１km当たりの排出量をｇで表した値（炭

化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をｇに換算した値）が、一酸化

炭素については 2.7、炭化水素については0.40、窒素酸化物については 0.20 をそれぞれ

超えないものであること。（細目告示第41条第１項第 18号関係、細目告示第 119 条第１

項第 9号関係） 

⑩ （略） 

(2)  ～（3）（略） 

 

４－50－２ 欠番 

４－50－３ 欠番 

４－50－４ 適用関係の整理 

次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、同表の最終適用時期の欄に掲げる年

月日以前に製作されたものについては、同表の従前規定の欄に掲げる規定を適用する。

（適用関係告示第２８条関係） 
自 動 車 の 種 別 最終適用時期 従前規定 

ガソリン又

は液化石油

ガスを燃料

とする普通

自動車、小

型自動車及

び軽自動車

〔二輪自動

車（側車付

専ら乗用の用

に供する乗車

定員 10 人以

下のもの 

２サイクルの原動機

を有する軽自動車以

外のもの 

平成 25 年２月 28 日 ４－50－５ 

（従前規定の適用①） 

２サイクルの原動機

を有する軽自動車 

平成 25 年２月 28 日 ４－50－６ 

（従 前規定の 適用② ） 

そ の

他 の

もの 

普 通

自 動

車 又

は 小

車両総重量が 1.7ｔ以

下のもの 

平成 25 年２月 28 日 ４－50－７ 

（従 前規定の 適用③ ） 

車両総重量が 1.7ｔを

超え 2.5t以下のもの 

平成 25 年２月 28 日 ４－50－８ 

（従 前規定の 適用④ ） 



―  105  ―

新旧対照表－73－ 

二輪自動車

を含む。）を

除く。〕 

型 自

動車 

車両総重量が 2.5ｔを

超え 3.5t以下のもの 

平成 25 年２月 28 日 ４－50－９ 

（従 前規定の 適用⑤ ） 

車両総重量が 3.5ｔを

超えるもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－10 

（従 前規定の 適用⑥ ） 

軽自動車 平成 25 年２月 28 日 ４－50－11 

（従 前規定の 適用⑦ ） 

ガソリン・液化石油ガスを燃料とする大型特殊自

動車 

平成 20 年８月 31 日 ４－50－12 

（従 前規定の 適用⑧ ） 

軽油を燃料

とする普通

自動車及び

小型自動車

〔二輪自動

車（側車付

二輪自動車

を含む。）を

除く。〕 

専ら乗用の

用に供する

乗車定員 10

人以下のも

の 

車両重量が 1,265kg 以

下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－13 

（従 前規定の 適用⑨ ） 

車両重量が 1,265kg を

超えるもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－14 

（従 前規定の 適用⑩ ） 

その他のも

の 

車両総重量が 1.7ｔ以

下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－15 

（従 前規定の 適用⑪ ） 

車両総重量が 1.7ｔを

超え 2.5t以下のもの 

平成 23 年８月 31 日 ４－50－16  

（従 前規定の 適用⑫ ） 

車両総重量が 2.5ｔを

超え 3.5t以下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－17 

（従 前規定の 適用⑬ ） 

車両総重量が 3.5ｔを

超え 12t 以下のもの 

平成 23 年８月 31 日 ４－50－18 

（従 前規定の 適用⑭ ） 

車両総重量が 12ｔを

超えるもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－18 

（従 前規定の 適用⑭ ） 

ガソリン、

液化石油ガ

ス又は軽油

以外の燃料

を燃料とす

る普通自動

車、小型自

動車及び軽

自動車〔二

輪 自 動 車

（側車付二

輪自動車を

含む。）を除

く。〕 

 

専ら乗用の

用に供する

乗車定員 10

人以下のも

の 

 

車両重量が 1,265kg 以

下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－19 

（従 前規定の 適用⑮ ） 

車両重量が 1,265kg を

超えるもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－20 

（従 前規定の 適用⑯ ） 

そ の

他 の

もの 

普 通

自 動

車 又

は 小

型 自

動車 

 

車両総重量が 1.7ｔ以

下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－21 

（従 前規定の 適用⑰ ） 

車両総重量が 1.7ｔを

超え 3.5t以下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－22 

（従 前規定の 適用⑱ ） 

車両総重量が 3.5ｔを

超え 12t 以下のもの 

平成 23 年８月 31 日 ４－50－23 

（従 前規定の 適用⑲ ） 

車両総重量が 12ｔを

超えるもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－23 

（従 前規定の 適用⑲ ） 

軽自動車 平成 22 年８月 31 日 ４－50－24 

（従 前規定の 適用⑳ ） 

軽油を燃料

とする大型

特殊自動車 

定格出力が 19kＷ以上 37kＷ未満であ

る原動機を備えたもの 

平成 27 年８月 31 日 ４－50－25 

（従 前規定の 適用○2 1 ） 

定格出力が 37kＷ以上 56kＷ未満であ

る原動機を備えたもの 

平成 26 年 10 月 31 日 ４－50－26 

（従 前規定の 適用○2 2 ） 

二輪自動車

を含む。）を

除く。〕 

型 自

動車 

車両総重量が 2.5ｔを

超え 3.5t以下のもの 

平成 25 年２月 28 日 ４－50－９ 

（従 前規定の 適用⑤ ） 

車両総重量が 3.5ｔを

超えるもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－10 

（従 前規定の 適用⑥ ） 

軽自動車 平成 25 年２月 28 日 ４－50－11 

（従 前規定の 適用⑦ ） 

ガソリン・液化石油ガスを燃料とする大型特殊自

動車 

平成 20 年８月 31 日 ４－50－12 

（従 前規定の 適用⑧ ） 

軽油を燃料

とする普通

自動車及び

小型自動車

〔二輪自動

車（側車付

二輪自動車

を含む。）を

除く。〕 

専ら乗用の

用に供する

乗車定員 10

人以下のも

の 

車両重量が 1,265kg 以

下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－13 

（従 前規定の 適用⑨ ） 

車両重量が 1,265kg を

超えるもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－14 

（従 前規定の 適用⑩ ） 

その他のも

の 

車両総重量が 1.7ｔ以

下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－15 

（従 前規定の 適用⑪ ） 

車両総重量が 1.7ｔを

超え 2.5t以下のもの 

平成 23 年８月 31 日 ４－50－16  

（従 前規定の 適用⑫ ） 

車両総重量が 2.5ｔを

超え 3.5t以下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－17 

（従 前規定の 適用⑬ ） 

車両総重量が 3.5ｔを

超え 12t 以下のもの 

平成 23 年８月 31 日 ４－50－18 

（従 前規定の 適用⑭ ） 

車両総重量が 12ｔを

超えるもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－18 

（従 前規定の 適用⑭ ） 

ガソリン、

液化石油ガ

ス又は軽油

以外の燃料

を燃料とす

る普通自動

車、小型自

動車及び軽

自動車〔二

輪 自 動 車

（側車付二

輪自動車を

含む。）を除

く。〕 

 

専ら乗用の

用に供する

乗車定員 10

人以下のも

の 

 

車両重量が 1,265kg 以

下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－19 

（従 前規定の 適用⑮ ） 

車両重量が 1,265kg を

超えるもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－20 

（従 前規定の 適用⑯ ） 

そ の

他 の

もの 

普 通

自 動

車 又

は 小

型 自

動車 

 

車両総重量が 1.7ｔ以

下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－21 

（従 前規定の 適用⑰ ） 

車両総重量が 1.7ｔを

超え 3.5t以下のもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－22 

（従 前規定の 適用⑱ ） 

車両総重量が 3.5ｔを

超え 12t 以下のもの 

平成 23 年８月 31 日 ４－50－23 

（従 前規定の 適用⑲ ） 

車両総重量が 12ｔを

超えるもの 

平成 22 年８月 31 日 ４－50－23 

（従 前規定の 適用⑲ ） 

軽自動車 平成 22 年８月 31 日 ４－50－24 

（従 前規定の 適用⑳ ） 

軽油を燃料

とする大型

特殊自動車 

定格出力が19kＷ以上37kＷ未満であ

る原動機を備えたもの 

平成 27 年８月 31 日 ４－50－25 

（従 前規定の 適用○2 1 ） 

定格出力が37kＷ以上56kＷ未満であ

る原動機を備えたもの 

平成 26 年 10 月 31 日 ４－50－26 

（従 前規定の 適用○2 2 ） 

新旧対照表－74－ 

定格出力が 56kＷ以上 75kＷ未満であ

る原動機を備えたもの 

平成 26 年３月 31 日 ４－50－27 

（従 前規定の 適用○2 3 ） 

定格出力が 75kＷ以上 130kＷ未満で

ある原動機を備えたもの 

平成 25 年 10月 31日 ４－50－28 

（従 前規定の 適用○2 4 ） 

定格出力が 130kＷ以上 560kＷ未満で

ある原動機を備えたもの 

平成 25 年３月 31 日 ４－50－29 

（従 前規定の 適用○2 5 ） 

ガソリンを

燃料とする

二輪自動車

（側車付二

輪自動車を

含む。） 

軽自動車 平成 25 年８月 31 日 ４－50－30 

（従 前規定の 適用○2 6 ） 

小型自動車 平成 25 年８月 31 日 ４－50－31 

（従 前規定の 適用○2 7 ） 

 

 

 

４－50－５ 従前規定の適用①～４－50－29 従前規定の適用○25   

（略） 

 

４－50－30 従前規定の適用○26  

ガソリンを燃料とする二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。) のうち、軽自動車であ

って、平成 25 年８月 31 日以前に製作されたもの（輸入された自動車以外の自動車であ

って、平成 24年 10 月１日以降に施行規則第 62条の３第１項の規定によりその型式につ

いて認定を受けた自動車を除く。） については、次の適用表○26の区分の欄に掲げる規制

年の区分に応じ、4－50－1－1①の規定の適用にあたっては同表のアイドリング規制値の

欄に掲げる値、4－50－1－2(1)②の規定の適用にあたっては同表のモード規制値の欄に

掲げる値をそれぞれ超えないものであればよい。 

適用表○26 ガソリンを燃料とする軽二輪自動車 

区   分 細目告示第41条第1項第17号関係 ４－ 50－１－１①関係 

規制年  
識別記

号 

適 用 時 期 測 定 

モード 

(単位) 

モード規制値 適用関

係告示

根拠 

アイドリング規制値 適用関

係告示

根拠 
新 型 

生産車 

継 続 

生産車 

輸 入 

自動車 
ＣＯ ＨＣ ＮＯx 備 考 

CO 

% 

HC  

ppm 
備考 

なし なし 

平 

10.9.3

0 

以前 

平 

11.8.31 

以前 

平 

12.3.31 

以前 
なし なし なし なし 

 

なし なし なし  
１項４

号ィ 

平10 
ＢＡ 

ＢＢ 

平

10.10. 

1 

平 

11.9. 1 

 

平 

12.4.1 

 

二輪車暖

気モー

ド 

(g/km) 

8.00 3.00 0.10 
２サイ

クル 
85項 

4.5 7800 
２サイ

クル 
88項 

13.0 2.00 0.30 
４サイ

クル 
4.5 2000 

４サイ

クル 

平18 
JAK 

JBK 

平

18.10.

1 

平 

19.9.1 

平 

19.9.1 

二輪車 

モード 

(g/km) 

2.0 0.30 0.15 

  

150項 

 

3.0 1000  ― 

定格出力が56kＷ以上75kＷ未満であ

る原動機を備えたもの 

平成 26 年３月 31 日 ４－50－27 

（従 前規定の 適用○2 3 ） 

定格出力が 75kＷ以上 130kＷ未満で

ある原動機を備えたもの 

平成 25 年 10 月 31 日 ４－50－28 

（従 前規定の 適用○2 4 ） 

定格出力が130kＷ以上560kＷ未満で

ある原動機を備えたもの 

平成 25 年３月 31 日 ４－50－29 

（従 前規定の 適用○2 5 ） 

ガソリンを

燃料とする

二輪自動車

（側車付二

輪自動車を

含む。） 

軽自動車 平成 19 年８月 31 日 ４－50－30 

（従 前規定の 適用○2 6 ） 

小型自動車 平成 20 年８月 31 日 ４－50－31 

（従 前規定の 適用○2 7 ） 

 

 

 

４－50－５ 従前規定の適用①～４－50－29 従前規定の適用○25   

（略） 

 

４－50－30 従前規定の適用○26  

ガソリンを燃料とする二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。) のうち、軽自動車であ

って、平成 19 年８月 31 日以前に製作されたもの（輸入された自動車以外の自動車であ

って、平成 18年 10月１日以降に施行規則第62条の３第１項の規定によりその型式につ

いて認定を受けた自動車を除く。） については、次の適用表○26の区分の欄に掲げる規制

年の区分に応じ、4－50－1－1①の規定の適用にあたっては同表のアイドリング規制値の

欄に掲げる値、4－50－1－2(1)②の規定の適用にあたっては同表のモード規制値の欄に

掲げる値をそれぞれ超えないものであればよい。 

適用表○26 ガソリンを燃料とする軽二輪自動車 

区   分 細目告示第41条第1項第17号関係 ４－ 50－１－１①関係 

規制年  
識別記

号 

適 用 時 期 測 定 

モード 

(単位) 

モード規制値 適用関

係告示

根拠 

アイドリング規制値 適用関

係告示

根拠 
新 型 

生産車 

継 続 

生産車 

輸 入 

自動車 
ＣＯ ＨＣ ＮＯx 備 考 

CO 

% 

HC  

ppm 
備考 

なし なし 

平 

10.9.3

0 

以前 

平 

11.8.31 

以前 

平 

12.3.31 

以前 
なし なし なし なし 

 

なし なし なし  
１項４

号ィ 

平10 
ＢＡ 

ＢＢ 

平

10.10.1 

平 

11.9. 1 

 

平 

12.4.1 

 

二輪車暖

気モー

ド 

(g/km) 

8.00 3.00 0.10 
２サイ

クル 
85項 

4.5 7800 
２サイ

クル 
88項 

13.0 2.00 0.30 
４サイ

クル 
4.5 2000 

４サイ

クル 

平18 
JAK 

JBK 

平

18.10.

1 

平 

19.9.1 

平 

19.9.1 

二輪車 

モード 

(g/km) 

2.0 0.30 0.15 

 

― 3.0 1000  ― 
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平

24.10.

1 

 

－ 

 

 

平 

25.9.1 

WMTC 

モード 

(g/km) 

2.62 0.27 0.21 ― 

 

 

 

４－50－31 従前規定の適用○27  

ガソリンを燃料とする二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。) のうち、小型自動車で

あって、平成 25 年８月 31 日以前に製作されたもの（輸入された自動車以外の自動車で

あって平成 24 年 10 月１日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防

止装置指定自動車を除く。） については、次の適用表○27の区分の欄に掲げる規制年の区

分に応じ、4－50－1－1①の規定の適用にあたっては同表のアイドリング規制値の欄に掲

げる値、4－50－1－2(1)②の規定の適用にあたっては同表のモード規制値の欄に掲げる

値をそれぞれ超えないものであればよい。  

 

適用表○27 ガソリンを燃料とする小型二輪自動車 

 区   分 ４－50－１－２(1)⑨関係 ４－ 50－１－１①関係 

規制年  
識別 

記号 

適 用 時 期 

測 定 

モード 

(単位) 

モード規制値 

適用関

係告示

根拠 

アイドリング規制値 

適用関

係告示

根拠 
新 型 

生産車 

継続生

産車・排

出ガス

非認証

車(輸入

自動車

を 除

く。) 

輸 入 

自動車 
ＣＯ ＨＣ ＮＯx 備 考 

CO 

% 

HC  

ppm 
備考 

なし なし 

平 

11.9.3

0 

以前 

平 

12.8.31 

以前 

平 

13.3.31 

以前 
なし なし なし なし 

 

なし なし なし  
１項４

号ロ 

平11 
ＢＣ 

ＢＤ 

平

11.10.1 

平 

12.9.1 

平 

13.4.1 

二輪車暖

気モー

ド 

(g/km) 

14.4 5.26 0.14 
２サイ

クル 
87項 

4.5 7800 
２サイ

クル 
89項 

20.0 2.93 0.51 
４サイ

クル 
4.5 2000 

４サイ

クル 

平19 
EAL 

EBL 

平 

19.10.

1 

平 

20.9.1 

 

平 

20.9.1 

 

二輪車 

モード 

(g/km) 

2.7 0.40 0.20 

  

152項 

 
3.0 1000  ― 

平 

24.10.

1 

平 

25.9.1 

【注3】 

平 

25.9.1 

 

WMTC 

モード 

(g/km) 

3.48 0.36 0.28 ― 

注１ モード規制値欄及びアイドリング規制値欄に「なし」の記載がある場合は、当該

 

 

 

 

 

 

 

４－50－31 従前規定の適用○27  

ガソリンを燃料とする二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。) のうち、小型自動車で

あって、平成 20 年８月 31 日以前に製作されたもの（輸入された自動車以外の自動車で

あって平成 19 年 10 月１日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防

止装置指定自動車を除く。） については、次の適用表○27の区分の欄に掲げる規制年の区

分に応じ、4－50－1－1①の規定の適用にあたっては同表のアイドリング規制値の欄に掲

げる値、4－50－1－2(1)②の規定の適用にあたっては同表のモード規制値の欄に掲げる

値をそれぞれ超えないものであればよい。  

 

適用表○27 ガソリンを燃料とする小型二輪自動車 

 区   分 ４－50－１－２(1)⑨関係 ４－ 50－１－１①関係 

規制年  
識別 

記号 

適 用 時 期 

測 定 

モード 

(単位) 

モード規制値 

適用関

係告示

根拠 

アイドリング規制値 

適用関

係告示

根拠 
新 型 

生産車 

継続生

産車・排

出ガス

非認証

車(輸入

自動車

を 除

く。) 

輸 入 

自動車 
ＣＯ ＨＣ ＮＯx 備 考 

CO 

% 

HC  

ppm 
備考 

なし なし 

平 

11.9.3

0 

以前 

平 

12.8.31 

以前 

平 

13.3.31 

以前 
なし なし なし なし 

 

なし なし なし  
１項４

号ロ 

平11 
ＢＣ 

ＢＤ 

平

11.10.

1 

平 

12.9.1 

平 

13.4.1 

二輪車暖

気モー

ド 

(g/km) 

14.4 5.26 0.14 
２サイ

クル 
87項 

4.5 7800 
２サイ

クル 
89項 

20.0 2.93 0.51 
４サイ

クル 
4.5 2000 

４サイ

クル 

平19 
EAL 

EBL 

平 

19.10.

1 

平 

20.9.1 

平 

20.9.1 
二輪車 

モード 

(g/km) 

2.7 0.40 0.20 

 

― 3.0 1000  ― 

注１ モード規制値欄及びアイドリング規制値欄に「なし」の記載がある場合は、当該

規制は適用しないことを示す。 

２ 排出ガス非認証車のアイドリング規制値は、規制年により判断する。 

新旧対照表－76－ 

規制は適用しないことを示す。 

２ 排出ガス非認証車のアイドリング規制値は、規制年により判断する。 

３ 継続生産車を除く。 

 

 

４－51  排気管からの排出ガス発散防止装置の機能維持 

４―51―１   

４―51―１－１ （略） 

４―51―１－２ 書面等による審査 

４－51－１－２ 書面等による審査 

(1) ４－50の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガ

ス等の発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機

能、性能等に関し、書面等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合す

るものでなければならない。ただし、二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）、大型

特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第31条第３項

関係、細目告示第 41条第２項関係、細目告示第 119 条第 2項関係） 

① 当該装置の温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように、細目

告示別添 47「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る

熱害警報装置等の技術基準」に基づき遮熱板の取付けその他の適切な措置が施された

ものであること。ただし、断続器の形式が無接点式である点火装置を備えた自動車に

あっては、この限りでない。なお、次のア及びイに掲げるものはこの基準に適合する

ものとする。（細目告示第 41条第２項第２号関係、細目告示第 119条第２項第２号関

係） 

ア 指定自動車等又は公的試験機関として公益財団法人日本自動車輸送技術協会又は

財団法人日本車両検査協会が実施した試験の結果を記載した書面により４－50 の基

準に適合することが明らかである自動車に備えられている熱害対策装置等との同一

性が、次の（ア）及び（イ）に適合するもの 

（ア） 排気管及び触媒コンバータが同一の位置に備えられていること 

（イ） 触媒コンバータ部分の遮熱板が同一の構造を有すること 

イ （略） 

②～③ （略） 

(2)～（4） （略） 

 

４－57  走行用前照灯  

４－57－１ 装備要件 

自動車（被牽引自動車を除く。４－58－１において同じ。）の前面には、走行用前照

灯を備えなければならない。 

ただし、配光可変型前照灯（夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及び

その方向の空間的な分布を調整できる前照灯をいう。）であって、灯光の色、明るさ等

が協定規則第 123 号改訂版補足第３改訂版 6.3.及び 7．の技術的な要件に適合するもの

を備える自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第32条第１項関係、細目告示

 

 

 

 

 

４－51  排気菅からの排出ガス発散防止装置の機能維持 

４―51―１   

４―51―１－１ （略） 

４―51―１－２ 書面等による審査 

４－51－１－２ 書面等による審査 

(1) ４－50 の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害な

ガス等の発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、

機能、性能等に関し、書面等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合

するものでなければならない。ただし、二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）、大

型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第 31条第３

項関係、細目告示第 41条第２項関係、細目告示第 119 条第 2項関係） 

① 当該装置の温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように、細目

告示別添 47「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る

熱害警報装置等の技術基準」に基づき遮熱板の取付けその他の適切な措置が施された

ものであること。ただし、断続器の形式が無接点式である点火装置を備えた自動車に

あっては、この限りでない。なお、次のア及びイに掲げるものはこの基準に適合する

ものとする。（細目告示第 41条第２項第２号関係、細目告示第 119 条第２項第２号関

係） 

ア 指定自動車等又は公的試験機関として財団法人日本自動車輸送技術協会又は財団

法人日本車両検査協会が実施した試験の結果を記載した書面により４－50 の基準に

適合することが明らかである自動車に備えられている熱害対策装置等との同一性

が、次の（ア）及び（イ）に適合するもの 

（ア） 排気管及び触媒コンバータが同一の位置に備えられていること 

（イ） 触媒コンバータ部分の遮熱板が同一の構造を有すること 

イ （略） 

②～③ （略） 

(2)～（4） （略） 

 

４－57  走行用前照灯  

４－57－１ 装備要件 

自動車（被牽引自動車を除く。４－58－１において同じ。）の前面には、走行用前照

灯を備えなければならない。 

ただし、配光可変型前照灯（夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及び

その方向の空間的な分布を調整できる前照灯をいう。）であって、灯光の色、明るさ等

が協定規則第 123 号補足第４改訂版 6.3.及び 7．の技術的な要件に適合するものを備え

る自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第 32 条第１項関係、細目告示第 42
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新旧対照表－77－ 

第 42条第１項関係、細目告示第 120条第１項関係） 

４－57－２ （略） 

４－57－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1）走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準（最高速度 20km/h 未満の自動

車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd 未満のものにあっては①、最高速

度 20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd 以上のもの

にあっては①、④から⑩まで及び４－57－２－１③）に適合するように取り付けられな

ければならない。この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定

方法は、別添９「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。

（保安基準第 32条第３項関係、細目告示第42条第４項関係、細目告示第 120条第３項

関係） 

①～⑩ （略） 

⑪ 走行用前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合に

は、次に掲げる要件に適合しなければならない。 

ア 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光又は反射光に反応

すること。この場合において、対向車とは対向する自動車、原動機付自転車及

び自転車を、先行車とは先行する自動車及び原動機付自転車とする。 

イ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。 

ウ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示する装置を

備えること。 

（2） （略） 

４－57－４～４－57－８ （略） 

 

４－58 すれ違い用前照灯 

４－58－１ 装備要件 

 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。 

ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第 32条第４項関

係、細目告示第 42条第５項関係、細目告示第 120 条第５項関係） 

① 配光可変型前照灯（夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方

向の空間的な分布を調整できる前照灯をいう。）であって、灯光の色、明るさ等が協定

規則第 123 号改訂版補足第３改訂版の技術的な要件に適合するものを備える自動車 

② （略） 

 

４－58の２ 配光可変型前照灯 

４－58の２－１ （略） 

４－58の２－２ 性能要件 

４－58の２－２－１ テスタ等による審査 

配光可変型前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、

その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の明るさ等に関し､テスタ等その他

適切な方法により審査したときに､次の基準に適合するものでなければならない。 (保安

条第１項関係、細目告示第 120条第１項関係） 

４－57－２ （略） 

４－57－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1）走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準（最高速度 20km/h 未満の自

動車に備える走行用前照灯であってその光度が10,000cd 未満のものにあっては①、最

高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が10,000cd以上の

ものにあっては①、④から⑩まで及び４－57－２－１③）に適合するように取り付けら

れなければならない。この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の

測定方法は、別添９「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとす

る。（保安基準第32条第３項関係、細目告示第42条第４項関係、細目告示第 120条第

３項関係） 

①～⑩ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（2） （略） 

４－57－４～４－57－８ （略） 

 

４－58 すれ違い用前照灯 

４－58－１ 装備要件 

 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。 

ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第 32条第４項関

係、細目告示第 42条第５項関係、細目告示第 120 条第５項関係） 

① 配光可変型前照灯（夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方

向の空間的な分布を調整できる前照灯をいう。）であって、灯光の色、明るさ等が協定

規則第 123 号補足第４改訂版の技術的な要件に適合するものを備える自動車 

② （略） 

 

４－58の２ 配光可変型前照灯 

４－58の２－１ 装備要件 （略） 

４－58の２－２ 性能要件 

４－58の２－２－１ テスタ等による審査 

配光可変型前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、

その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の明るさ等に関し､テスタ等その他

適切な方法により審査したときに､次の基準に適合するものでなければならない。 (保安

新旧対照表－78－ 

基準第 32条第８項関係、細目告示第 42条第８項関係、細目告示第 120 条第９項関係) 

① 配光可変型前照灯であって、協定規則第123号改訂版補足第３改訂版6.3.及び7．の

技術的な要件に適合する配光形態の照射光線（以下「走行ビーム」という。）を発する

ものは、夜間に当該走行ビームを照射した場合において、当該自動車の前方100ｍの距

離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。 (細目告示第120

条第９項第１号) 

② （略） 

４－58の２－２－２ （略） 

４－58の２－２－３ 書面等による審査 

(1)  (略) 

(2)  配光可変型前照灯は、協定規則第 123 号改訂版補足第３改訂版 5．〔5.3.（5.3.1.

及び 5.3.2.を除く。）及び5.8.を除く。〕、6．及び 7．の技術的な要件に適合するもの

でなければならない。ただし、平成 21年 7月 11日以降製作された自動車は 5.3.1.を

除く。 (細目告示第 42条第８項関係、細目告示第 120 条第９項関係) 

 (3) （略） 

４－58の２－３ 取付要件 （視認等による審査） 

(1) 配光可変型前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等

に関し、視認その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添 52「灯火器及び

反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準及び次の基準に適合する

ように取り付けられなければならない。（保安基準第 32条第９項関係、細目告示第 42

条第９項関係、細目告示第 120条第 11項関係） 

①～⑰ （略） 

⑱ 配光可変型前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合

には、次に掲げる要件に適合しなければならない。 

ア 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光又は反射光に反応す

ること。この場合において、対向車とは対向する自動車、原動機付自転車及び自

転車を、先行車とは先行する自動車及び原動機付自転車とする。 

イ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。 

ウ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示する装置を備

えること。 

  （図） （略） 

４－63  車幅灯 

４－63－１～４－63－２ (略)  

４－63－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付

けられなければならない。（保安基準第34条第３項関係） 

この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添９「灯

火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示第 45

条第２項関係、細目告示第 123条第３項関係） 

①～⑩ （略） 

基準第 32条第８項関係、細目告示第 42条第８項関係、細目告示第 120 条第９項関係) 

① 配光可変型前照灯であって、協定規則第123号改訂版6.3.及び7．の技術的な要件に

適合する配光形態の照射光線（以下「走行ビーム」という。）を発するものは、夜間に

当該走行ビームを照射した場合において、当該自動車の前方100ｍの距離にある交通上

の障害物を確認できる性能を有するものであること。 (細目告示第120条第９項第１

号) 

② （略） 

４－58の２－２－２ （略） 

４－58の２－２－３ 書面等による審査 

(1)  (略) 

(2)  配光可変型前照灯は、協定規則第 123 号改訂版 5．〔5.3.（5.3.2.及び平成 21 年 7

月 11 日以降製作された自動車は 5.3.1.を除く。）及び 5.8.を除く。〕、6．及び 7．の

技術的な要件に適合するものでなければならない。 (細目告示第 42 条第８項関係、

細目告示第 120 条第９項関係) 

 (3) （略） 

４－58の２－３ 取付要件 （視認等による審査） 

(1) 配光可変型前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等

に関し、視認その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添 52「灯火器及び

反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準及び次の基準に適合する

ように取り付けられなければならない。（保安基準第 32条第９項関係、細目告示第 42

条第９項関係、細目告示第 120条第 11項関係） 

①～⑰ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（図） （略） 

４－63  車幅灯 

４－63－１～４－63－２ (略) 

４－63－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付

けられなければならない。（保安基準第34条第３項関係） 

この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添９「灯

火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示第 45

条第２項関係、細目告示第 123条第３項関係） 

①～⑩ （略） 
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⑪ 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯（橙色のもの

に限る。）は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、⑦か

ら⑨までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消

灯する構造であること。 

⑫ （略） 

（2） （略） 

４－63－４～ ４－63－９ （略） 

 

４－82  その他の灯火等の制限 

４－82－１ 装備要件 

自動車には、４－57から４－81の３までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類

似する等により他の交通の妨げとなるおそれのある次の灯火又は反射器を備えてはなら

ない。（保安基準第 42条関係、細目告示第 62条第１項関係、細目告示第140 条第１項関

係） 

(1)～（5） （略） 

（6） 自動車（緊急自動車を除く。）には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火（４

－57 から４－81 の３までに規定するものを除く。）及び次に掲げる灯火以外の灯火

であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うと

する旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。（細目

告示第 62条第７項関係、細目告示第 140条第７項） 

① 制動灯 

② 補助制動灯 

③ 後退灯 

④ 方向指示器 

⑤ 補助方向指示器 

⑥ 緊急制動表示灯 

⑦ 後面衝突警告表示灯 

⑧ 速度表示装置の速度表示灯 

(7) 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射

光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。この場

合において、指定自動車等に備えられた前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、

同一の位置に備えられた反射物は、この基準に適合するものとする。（細目告示第 62

条第８項関係、細目告示第 140条第８項） 

(8) 自動車には、４－57 から４－81 の３までに規定する灯火の性能を損なうおそれの

ある灯火及び反射器を備えてはならない。（細目告示第 62条第９項、細目告示第 140

条第９項） 

(9) 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作

を妨げるものであってはならない。（細目告示第 62条第 10項、細目告示第 140条第

10項） 

(10) (1)①の２から②の２まで及び⑦に掲げる灯火（(1)①の４に掲げる灯火にあって

は自動車の後面に備えるものに限る。）は、前方を照射し、又は前方に表示するもの

⑪ 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯は、方向指示

器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、⑦から⑨までの基準にかか

わらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であるこ

と。 

⑫ （略） 

（2） （略） 

４－63－４～ ４－63－９ （略） 

 

４－82  その他の灯火等の制限 

４－82－１ 装備要件 

自動車には、４－57から４－81の２までの灯火装置、反射器、再帰反射材又は指示装

置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのある次の灯火若しくは反射器又は

再帰反射材を備えてはならない。（保安基準第 42条関係、細目告示第 62条第１項関係、

細目告示第 140 条第１項関係） 

(1)～（5） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 自動車には、反射光の色が赤色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に表

示するもの又は反射光の色が白色である反射器若しくは再帰反射材であって後方に

表示するものを備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた前

部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた反射物は、この基

準に適合するものとする。（細目告示第 62条第７項関係、細目告示第 140条第７項） 

（新設） 

 

 

(7) 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作

を妨げるものであってはならない。（細目告示第 62 条第８項、細目告示第 140 条第

８項） 

(8) (1)①の２から②の２まで及び⑦に掲げる灯火（(1)①の４に掲げる灯火にあっては

自動車の後面に備えるものに限る。）は、前方を照射し、又は前方に表示するもので

新旧対照表－80－ 

であってはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた側面に回り込む

赤色の照明部を有する後方に表示する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に

備えられたものは、この基準に適合するものとする。（細目告示第 62条第 11項関係、

細目告示第 140 条第 11項関係） 

(11) 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後部

霧灯（(5)⑮又は⑯に掲げるものに限る。）、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、

方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示

灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用

自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載

していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自

動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示する電

光表示器及び走行中に使用しない灯火（前面に備える駐車灯を除く。）を除き、光度

が 300cd以下のものでなければならない。（細目告示第 62条第 12項、細目告示第140

条第 12項） 

(12)  火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火

と兼用のものであってはならない。（細目告示第 62 条第 13 項、細目告示第 140 条第

13項） 

 

５－15 トラック・バスの制動装置 

５－15－１ （略） 

５－15－２ 性能要件 

５－15－２－１ （略） 

５－15－２－２ 視認等による審査 

(1) （略） 

(2) 制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、貨物の

運送の用に供する自動車であって、車両総重量3.5ｔ以下のものに備える制動装置は、

５－16の基準に適合するものであってもよいものとする。（細目告示第 171 条第２項関

係） 

①～⑤ （略） 

 ⑥ 貨物の運送の用に供する普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引

自動車を除く。）であって車両総重量が８ｔを超えるもの及び貨物の運送の用に供す

る普通自動車（第五輪荷重を有する牽引自動車に限る。）であって車両総重量が 13

ｔを超えるものには、次に掲げる基準に適合する前方障害物との衝突による被害を

軽減することができる装置を備えた制動装置を備えなければならない。 

ア 衝突被害軽減制動制御装置の作動中、確実に機能するものであること。この場 

合において、衝突被害軽減制動制御装置の機能を損なう改変が行われているもの 

は、この基準に適合しないものとする。 

イ 細目告示別添 113「衝突被害軽減制動制御装置の技術基準」2.23.に規定する解

除装置を備える場合は、解除装置により衝突被害軽減制動制御装置が作動しない

ことを確認するための表示が適正に作動すること。 

５－15－３ 欠番 

あってはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた側面に回り込む赤

色の照明部を有する後方に表示する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備

えられたものは、この基準に適合するものとする。（細目告示第 62 条第９項関係、

細目告示第 140 条第９項関係） 

(9) 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後部霧

灯（(5)⑮又は⑯に掲げるものに限る。）、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、

方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示

灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用

自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載

していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自

動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示する電

光表示器及び走行中に使用しない灯火（前面に備える駐車灯を除く。）を除き、光度

が 300cd 以下のものでなければならない。（細目告示第 62 条第 10 項、細目告示第

140 条第 10項） 

(10)  火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火

と兼用のものであってはならない。（細目告示第 62 条第 11項、細目告示第 140 条第

11項） 

 

５－15 トラック・バスの制動装置 

５－15－１ （略） 

５－15－２ 性能要件 

５－15－２－１ （略） 

５－15－２－２ 視認等による審査 

(1) （略） 

(2) 制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、貨物の

運送の用に供する自動車であって、車両総重量 3.5ｔ以下のものに備える制動装置は、

５－16 の基準に適合するものであってもよいものとする。（細目告示第 171 条第２項

関係） 

①～⑤ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－15－３ 欠番 
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５－15－４ （略） 

 

 

５－30  突入防止装置 

５－30－１ 装備要件 

自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型

特殊自動車（ポール・トレーラを除く。）小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。）の

後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有

効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し、５－30－２の基準に適合

する突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同

程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防

止することができる構造を有するものとして次に掲げる要件に適合する構造（車枠又は

車体で構成されるものであって、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前

部が突入することを突入防止装置と同程度以上に防止することができる構造部をいう。

以下「車体後面の構造部」という。）を有する自動車にあっては、この限りでない。（保

安基準第 18条の２第３項関係、細目告示第180 条第２項関係） 

(1) 車両総重量が７t以上の自動車にあっては、モノコック構造の車体の後面、セミト

レーラの車枠の後面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合

する平面部を有すること。 

①～③ （略） 

 

 

（例） 

モノコック構造の車体を有する自動車の例 

 

 

 

 

 

 

 

セミトレーラの例 

 

 

 

 

 

 

その他の車体後面の構造部を有する例 

（道路維持作業用自動車であって追突の衝撃を緩和する装置を備えた自動車） 

    

５－15－４ （略） 

 

 

５－30  突入防止装置 

５－30－１ 装備要件 

貨物の運送の用に供する自動車（車両総重量 3.5ｔ以下の小型自動車、軽自動車及び

牽引自動車を除く。）及びポール・トレーラの後面には、他の自動車が追突した場合に追

突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強

度、形状等に関し、５－30－２の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。

ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突

した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして

次に掲げる要件に適合する構造（車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車

が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを突入防止装置と同程度以

上に防止することができる構造部をいう。以下「車体後面の構造部」という。）を有する

自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第18条の２第３項関係、細目告示第 180

条第２項関係） 

(1) 車両総重量が７t以上の自動車にあっては、モノコック構造の車体の後面、セミト

レーラの車枠の後面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合

する平面部を有すること。 

①～③ （略） 

 

 

（例） 

モノコック構造の車体を有する自動車 

 

 

 

 

 

 

セミトレーラ 

 

 

 

 

  

 

 

（追加） 

 

 

新旧対照表－82－ 

 
 

（重機及び自動車等を積載するために、荷台の後面がスロープ状になり、突入防

止装置を備えることができない自動車） 

     
 

（重機及び自動車等の積載を容易にするために、アウトリガにより自動車の前側

を持ち上げ、車体後面部分が接地する構造により、突入防止装置を備えること

ができない自動車） 
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（自動車を積載する自動車であって、低床荷台のために突入防止装置を備えるス

ペースが無いもの） 

     
（後部に備えるアウトリガ又はカウンターウェイト等により、突入防止装置を備

えることができない自動車） 

       

 
       

 
        

 

 (2) 車両総重量が７ｔ未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷

箱後面その他の車体後面の構造部（この場合の｢その他車体後面の構造部｣の例につい

ては（１）の例も含む）が①から③までに掲げる要件に適合するものであること。 

①～③ （略） 

（例） （略） 

 (1)～（2） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 車両総重量が７ｔ未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷

箱後面その他の車体後面の構造部（この場合の｢その他車体後面の構造部｣の例につい

ては（１）の例も含む）が①から③までに掲げる要件に適合するものであること。 

①～③ （略） 

（例） （略） 

 (1)～（2） （略） 

  

新旧対照表－84－ 

５－30－２ 性能要件（視認等による審査） 

(1) 突入防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査したと

きに、次の基準に適合するものでなければならない。この場合において、指定自動車

等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ずる性能を有する突入防止装置

と同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより後方に備えられた突入防止

装置、法第75条の２第１項の規定に基づく装置の指定を受けた突入防止装置又は国土

交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置であってその機能を損なう

おそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。（細目告示第180条

第１項関係） 

① 自動車（貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車両総重量が3.5ｔ以下の 

ものに限る。）に備える突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他、他の

自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止

できる形状であること。 

② ①に規定する自動車以外の自動車に備える突入防止装置は、他の自動車が追突し

た場合に追突した自動車の車体前部が著しく突入することを防止することができ

る構造であること。 

（削除）                                

 

 

③ ②に規定する自動車に備える突入防止装置は、平面部の車両中心面に平行な鉛直

面による断面の高さが 100mm 以上であること。 

④ 突入防止装置は、機能を損なうおそれのある損傷のないものであること。 

  （削除）                        

 

（削除）                                

  （削除） 

                                 

   

（削除）                              

⑤ 取り付けが確実であって、腐食等がなく、堅ろうで運行に十分耐えるものであ

ること。 

⑥ 外側端部が後方に曲がっていない、又は鋭利な突起を有しない等歩行者に接触

した場合において、歩行者に傷害を与えるおそれのないものであること。 

（削除） 

 

 

 

⑦ 指定自動車等に備えている突入防止装置又は法第75条の２第１項の規定に基づ

く装置の指定を受けた突入防止装置であって、以下すべてに該当する「スペーサ」

を取り付けたものは、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が

突入することを有効に防止することができるものとする。 

５－30－２ 性能要件（視認等による審査） 

(1) 突入防止装置は、強度、形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査したと

きに、次の基準に適合するものでなければならない。（細目告示第180条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

① 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 3.5t を超えるものに備え

る突入防止装置は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

 

ア 平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが 100mm 以上であるも

の 

イ 機能を損なうおそれのある損傷のないもの 

ウ 外側端部が後方に曲がっていない、又は鋭利な突起を有しない等歩行者に接触

した場合において、歩行者に傷害を与えるおそれのないもの 

エ 取り付けが確実であって、腐食等がなく、堅ろうで運行に十分耐えるもの 

② 貨物の運送の用に供する普通自動車(①の自動車を除く。)に備える突入防止装置

は、板状その他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入するこ

とを有効に防止できる形状であって、次の基準に適合するものであること。 

ア 長さは、当該装置を備える自動車の幅の 60％以上であること 

イ 取り付けが確実であって、腐食等がなく、堅ろうで運行に十分耐えるもの 

 

ウ 外側端部が後方に曲がっていない、又は鋭利な突起を有しない等歩行者に接触

した場合において、歩行者に傷害を与えるおそれのないもの 

 (2) 分割式突入防止装置であって、分割の取付間隔が 100ｍｍ以内であるものは、他

の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止

することができるものとする。 

 

 （新設） 
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新旧対照表－85－ 

ア 自動車を横から見た際、突入防止装置のクロスメンバとステーの間にスペー
サを取り付けることにより、指定自動車等の突入防止装置の取付位置を水平か
つ後方に移動させるもの。 

イ 車両中心線に平行なスペーサの長さが 250 ㎜以下のもの。 
ウ スペーサはスチール製であり、かつ、使用する部材の断面は 3.2 ㎜以上、両
端のプレート部（ステー、突入防止装置のクロスメンバに取り付ける部分）は
4.5 ㎜以上のものであること。 

エ スペーサの構成部品は強固に溶接されていること。 
ォ 車両中心面に垂直な位置から見たスペーサ本体の断面は縦 150 ㎜以上、横 125

㎜以上の寸法を有すること。 
カ スペーサの断面形状は「コの字型スチール材」を背中合わせに接合し、更に

両端に取付のためのプレート部を接合したものであること。 
キ 両端のプレート部は、縦 150 ㎜以上、横 125㎜以上の寸法を有すること。 
ク 突入防止装置のボルト位置に変更が無いこと。 

 
（例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－86－ 

 
５－30－３ 取付要件（視認等による審査） 

突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けら

れなければならない。（保安基準第 18条の２第４項関係、細目告示第 180条第３項関係） 

① 自動車（貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車両総重量が 3.5ｔ以下のも

のに限る。）に備える突入防止装置は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、

除雪に使用される自動車に備える突入防止装置であって、その自動車の構造上取り

付けることができないものにあっては、次に掲げる基準を可能な限り満たすように

突入防止装置を取り付ければよいものとする。 

ア 突入防止装置は、構造部の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の最

外縁が後軸の車輪の最外側の内側 100mm までの間にあること。ただし、当該装置

が後車軸の幅を超える車体の構造部として構成されている場合は、突入防止装置

の幅が後車軸の幅を超えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－30－３ 取付要件（視認等による審査） 

突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けら

れなければならない。（保安基準第18条の２第４項関係、細目告示第 180条第３項関係） 

（新設） 
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新旧対照表－87－ 

イ  構造部の平面部に隙間がある場合においては、その隙間の長さの合計が 200 ㎜

を超えないこと。 

ウ  突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上 550mm 以下となるよ

うに取り付けられていること。 

エ 突入防止装置は、その平面部と空車状態において当該自動車の他の部分の後端

との水平距離が 450mm 以下となるように取り付けられていること。ただし、労働

安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318 号）第１条第１項第８号に規定する移動

式クレーンに備える突入防止装置にあっては、車体後面の構造部の平面部と空車

状態において地上 2,000mm 以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離

が 450mm以下となるように取り付けられていればよい。 

オ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付

けられていること。 

 

② ①に規定する自動車以外の自動車に備える突入防止装置は、次に掲げる基準に適合

すること。 

ア～カ （略）  

（例） （略） 

（削除）                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除）                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－30－４ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに備える

突入防止装置は、次に掲げる基準に適合すること。 

ア～カ （略）  

（例） （略） 

② 貨物の運送の用に供する普通自動車(①の自動車を除く。)に備える突入防止装

置は、次に掲げる基準に適合すること。 

ア 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上

700mm 以下となるように取り付けられていること。 

イ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面

に対して対称の位置に取り付けられていること。 

ウ 突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上1,500mm以下にあ

る当該自動車の他の部分の後端との水平距離が600mm以下となるように取り付

けられていること。 

エ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り

付けられていること。 

（例） 

車両総重量 3.5t 以下 

 

 
 

５－30－４ （略） 

新旧対照表－88－ 

 

５－34  座 席  

５－34－１ 性能要件（視認等による審査） 

(1) 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向き

に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように

設けられていなければならない。この場合において、座席の向きは次に定めるものと

する。（保安基準第 22条第１項関係、細目告示第 184 条第１項関係） 

ア 前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行

な鉛直面と座席中心面（座席の中央部を含む鉛直面をいう。以下同じ。）との角

度が左右10度以内となるよう車両の前方に向いているもの。 

イ 後向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行

な鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の後方に向いてい

るもの。 

ウ 横向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交

する鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の側方に向いて

いるもの。 

     
 

①～② （略）  

 

③ 自動車に備える座席は、次に掲げる自動車に備える座席を除き、横向きに設け

られたものでないこと。 

ア 乗車定員10人以上の自動車（立席を有するものに限る。） 

イ 車両総重量3.5ｔを超える貨物の運送の用に供する自動車 

ウ 緊急自動車 

エ 車体の形状が患者輸送車及びキャンピング車である自動車 

オ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 

カ 幼児専用車（幼児用座席は除く。） 

キ 乗車定員10人の福祉タクシー車両 

ク 乗車定員10人以上の自動車であって車両総重量10ｔを超える自動車（横向き

に備えられた座席であって規則第80号の技術的な要件（同規則第３改訂版の規

則7.4に限る）に適合するものに限る。） 

 

５－34  座 席  

５－34－１ 性能要件（視認等による審査） 

(1) 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向き

に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように

設けられていなければならない。この場合において、座席の向きは次に定めるものと

する。（保安基準第 22条第１項関係、細目告示第 184 条第１項関係） 

ア 前向きに備える座席とは、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が

左右10度以内となるよう車両の前方に向いているもの。 

 

イ 後向きに備える座席とは、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が

左右10度以内となるよう車両の後方に向いているもの。 

 

ウ 横向きに備える座席とは、上記ア及びイ以外のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～② （略） 

 

③ 自動車に備える座席は、前向き又は後向きに設けられたものであること。ただ

し、次に掲げる自動車に備える座席は除く。 

ア 乗車定員10人以上の自動車 

イ 車両総重量3.5ｔを超える貨物の運送の用に供する自動車 

ウ 緊急自動車 

エ 車体の形状が患者輸送車並びにキャンピング車 

オ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 

（新設） 

（新設） 

（新設） 
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新旧対照表－89－ 

 

④～⑤ （略）  

(2)～（10） （略） 

 

５－39 年少者用補助乗車装置等 

専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動車、特種用途自動車、幼児専

用車、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車

付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を

除く。)には、年少者用補助乗車装置取付具を２個以上備えなければならない。ただし、

高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むこ

とが可能な自動車及び運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより高齢

者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能な自動車にあっては、この限りではな

い。（保安基準第22条の５第１項関係） 

５－39－２ 性能要件（視認等による審査） 

(1) 年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分耐

え、かつ、取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支障

とならないものとして、強度、取付位置等に関し、視認等その他適切な方法により審

査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。（保安基準第 22 条の５

第２項関係、細目告示第 188 条第１項関係） 

① 自動車の衝突等によって年少者用補助乗車装置から受ける荷重に十分耐えるもの

であること。 

② 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないものであること。 

③ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備え

られたものであること。 

④ 年少者用補助乗車装置（年少者用補助乗車装置取付具により自動車に固定できる

構造のものに限る。）を容易に取り付けることができる構造であること。 

⑤ ISOFIX トップテザー取付装置及び当該装置の後方に備えられた ISOFIX トップテ

ザー取付装置以外の取付装置には、次のいずれかの表示を行うこと。ただし、４－

39－２(５)の自動車には適用しない。また、ISOFIX トップテザー取付装置以外の取

付装置を有していない場合にあっては、この限りではない。 

(ア) 全ての ISOFIX トップテザー取付装置に、次に定める様式の例により当該装置

が ISOFIXトップテザー取付装置であることを表示すること。 

様式の例 

 

 
 

(イ) 全ての ISOFIX トップテザー取付装置以外の取付装置に、当該装置が ISOFIX

トップテザー取付装置として使用できないことを表示すること。 

 

④～⑤ （略） 

(2)～（10） （略） 
 

５－39 年少者用補助乗車装置等 

専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動車、運転者席及びこれと並列

の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カ

タピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、年少者用補助乗車

装置取付具を２個以上備えなければならない。ただし、高齢者、障害者等が移動のため

の車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び運転者席

より後方に備えられた座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り

込むことが可能な自動車にあっては、この限りではない。（保安基準第 22 条の５第１項

関係） 

５－39－２ 性能要件（視認等による審査） 

(1) 年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分 

耐え、かつ、取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支 

障とならないものとして、強度、取付位置等に関し、視認等その他適切な方法により 

審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。（保安基準第22条の 

５第１項関係、細目告示第 188条第１項関係） 

① 自動車の衝突等によって年少者用補助乗車装置から受ける荷重に十分耐えるもの

であること。 

② 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないものであること。 

③ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備え

られたものであること。 

④ 年少者用補助乗車装置（年少者用補助乗車装置取付具により自動車に固定できる

構造のものに限る。）を容易に取り付けることができる構造であること。 

（新設） 
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⑥ 年少者用補助乗車装置取付具を２個以上備えていること。ただし、５－39－１た

だし書の自動車においてはこの限りではない。なお、幌型形状で複数の列の座席を

有するものにあっては、少なくとも２個以上の ISOFIX 取付装置を備えればよい。ま

た、以下に掲げる全ての要件を満たすものは、上記にかかわらず年少者用補助乗車

装置取付具を 1個備えればよい。 

（ア） 乗降口が２個以下であること。 

（イ） 動力伝達装置又は緩衝装置により後部座席への年少者用補助乗車装置取付

具の取付けが妨げられる構造であること。 

（ウ） 原動機の最高出力（kW）を 1000 倍した値を車両重量(kg)に 75kg を加えた

値で除した値が 140 を超えること。 

      (原動機の最高出力(kW)×1000)/(車両重量(kg)＋75)＞140 

（エ） 原動機の最高出力（kW）が 200kW を超えること。 

(2)～（4） (略)  

（削除） 

５－39－３ 欠番 

５－39－４ 適用関係の整理 

  ４－39－４の規定を適用する。 

 

５－47 窓ガラス貼付物等 

５－47－１ 性能要件 

５－47－１－１ 視認等による審査 

(1) ５－46－１(4)に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着（窓ガラ

スに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下５－47－１－１及び５－47

－１－２において同じ。）され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはなら

ない。ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、

この限りでない。（保安基準第 29条第４項関係、細目告示第 195 条第５項関係） 

 ①～⑦ （略） 

⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報

の入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影す

るための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき

器を自動的に作動させるための感知器、車室内の温度若しくは湿度を検知して空調装

置等を自動的に制御するための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動

的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの 

  ア～イ （略） 

  ⑨～⑫ （略） 

   ⑬  自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられていることを表示

する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であ

って、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字及び記号の上縁の高

さがその附近のガラス開口部の下縁から 100mm 以下、かつ標識の前縁又は刻印する

文字及び記号の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から 125mm 以内となるように

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)～（4） (略) 

５－39－２ 欠番 

５－39－３ 欠番 

５－39－４ 適用関係の整理 

  ４－39－４の規定を適用する。 

 

５－47 窓ガラス貼付物等 

５－47－１ 性能要件 

５－47－１－１ 視認等による審査 

(1) ５－46－１(4)に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着（窓ガラ

スに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下５－47－１－１及び５－47

－１－２において同じ。）され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはなら

ない。ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、

この限りでない。（保安基準第 29条第４項関係、細目告示第 195 条第５項関係） 

①～⑦ （略） 

⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報の

入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影する

ための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器

を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的

に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの 

 

 ア～イ （略） 

  ⑨～⑫ （略） 

  ⑬ 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を

防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識

の上縁の高さ又は刻印する文字及び記号の上縁の高さがその附近のガラス開口部の

下縁から 100mm 以下、かつ標識の前縁又は刻印する文字及び記号の前縁がその附近の

ガラス開口部の後縁から 125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの 
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貼付又は刻印されたもの 

 （参考図） （略） 

⑭ ①から⑬までに掲げる物のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの 

 (2)～（3） （略） 

５－47－１－２ （略） 

５－47－２ 欠番 

５－47－３ 欠番 

 

 

５－51 排気管からの排出ガス発散防止装置の機能維持 

５－51－１ 性能要件（視認等による審査） 

(1) ４－50の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガ

ス等の排出ガス発散防止装置であって、当該装置及び他の装置の機能を損なわないもの

として構造、機能、性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次

の基準に適合するものでなければならない。ただし、②から④までの規定は、二輪自動

車（側車付二輪自動車を含む。）並びに大型特殊自動車及び小型特殊自動車には適用し

ない。（保安基準第31条第３項関係、細目告示第197条第２項関係） 

① （略） 

② 当該装置の温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように遮熱

板の取付けその他の適切な措置が施されたものであること。ただし、断続器の型式が

無接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。なお、次のア

及びイに掲げるものはこの基準に適合するものとする。 

ア 指定自動車等又は公的試験機関として公益財団法人日本自動車輸送技術協会又

は財団法人日本車両検査協会が実施した試験の結果を記載した書面により４－50

の基準に適合することが明らかである自動車に備えられている熱害対策装置等と

の同一性が、次の（ｱ）及び（ｲ）に適合するもの 

(ｱ) 排気管及び触媒コンバータが同一の位置に備えられていること。 

(ｲ) 触媒コンバータ部分の遮熱板が同一の構造を有すること。 

イ （略） 

③～④ （略） 

(2) （略） 

 

 

５－57 走行用前照灯                        

５－57－１ 装備要件 

自動車（被牽引自動車を除く。５－58－１において同じ。）の前面には、走行用前照

灯を備えなければならない。 

ただし、配光可変型前照灯であって、灯光の色、明るさ等が協定規則第 123 号改訂版

補足第３改訂版の技術的な要件に適合するものを備える自動車にあっては、この限りで

ない。（保安基準第 32条第１項関係、細目告示第 198 条第１項関係） 

５－57－２ （略） 

 

  （参考図） （略） 

 ⑭ ①から⑬までに掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの 

(2)～（3） （略） 

５－47－１－２ （略） 

５－47－２ 欠番 

５－47－３ 欠番 

 

 

５－51 排気管からの排出ガス発散防止装置の機能維持 

５－51－１ 性能要件（視認等による審査） 

(1) ４－50の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガ

ス等の排出ガス発散防止装置であって、当該装置及び他の装置の機能を損なわないもの

として構造、機能、性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次

の基準に適合するものでなければならない。ただし、②から④までの規定は、二輪自動

車（側車付二輪自動車を含む。）並びに大型特殊自動車及び小型特殊自動車には適用し

ない。（保安基準第31条第３項関係、細目告示第197条第２項関係） 

① （略） 

② 当該装置の温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように遮熱

板の取付けその他の適切な措置が施されたものであること。ただし、断続器の型式が

無接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。なお、次のア

及びイに掲げるものはこの基準に適合するものとする。 

ア 指定自動車等又は公的試験機関として財団法人日本自動車輸送技術協会又は財

団法人日本車両検査協会が実施した試験の結果を記載した書面により４－50 の基

準に適合することが明らかである自動車に備えられている熱害対策装置等との同

一性が、次の（ｱ）及び（ｲ）に適合するもの 

(ｱ) 排気管及び触媒コンバータが同一の位置に備えられていること。 

(ｲ) 触媒コンバータ部分の遮熱板が同一の構造を有すること。 

イ （略） 

③～④ （略） 

(2) （略） 

 

 

５－57 走行用前照灯 

５－57－１ 装備要件 

自動車（被牽引自動車を除く。５－58－１において同じ。）の前面には、走行用前照

灯を備えなければならない。 

ただし、配光可変型前照灯であって、灯光の色、明るさ等が協定規則第 123 号補足改

訂版 6.3.及び 7．の技術的な要件に適合するものを備える自動車にあっては、この限り

でない。（保安基準第 32条第１項関係、細目告示第 198 条第１項関係） 

５－57－２ （略） 

新旧対照表－92－ 

５－57－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に

関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準（最高速度 20km/h

未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd 未満のものにあっ

ては①、最高速度 20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が

10,000cd 以上のものにあっては①、④から⑩まで及び５－57－２－１③）に適合する

ように取り付けられなければならない。（保安基準第 32条第３項関係、細目告示第 198

条第３項関係） 

  この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添

９「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示

第 198 条第３項関係）  

①～⑩ （略） 

⑪ 走行用前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合に

は、次に掲げる要件に適合しなければならない。 

ア 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光又は反射光に反応

すること。この場合において、対向車とは対向する自動車、原動機付自転車及

び自転車を、先行車とは先行する自動車及び原動機付自転車とする。 

イ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。 

ウ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示する装置を

備えること。 

（2） （略） 

５－57－４ 適用関係の整理 

  ４－57－４の規定を適用する。 

 

５－58 すれ違い用前照灯 

５－58－１ 装備要件 

 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。 

ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第 32条第４項関

係、細目告示第 198 条第５項関係） 

① 配光可変型前照灯であって、灯光の色、明るさ等が協定規則第 123 号改訂版補足第

３改訂版の技術的な要件に適合するものを備える自動車 

② 最高速度 20km/h 未満の自動車であって、光度が 10,000cd 未満である走行用前照灯

を備えるもの 

５－58－２～５－58－４（略） 

 

５－58の２ 配光可変型前照灯 

５－58の２－１～５－58の２－２ （略） 

５－58の２－３ 取付要件 （視認等による審査） 

 (1) 配光可変型前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等

に関し、視認その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取

り付けられなければならない。（保安基準第 32条第９項関係、細目告示第 198 条第 10

５－57－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に

関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準（最高速度 20km/h

未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd 未満のものにあっ

ては①、最高速度 20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が

10,000cd 以上のものにあっては①、④から⑩まで及び５－57－２－１③）に適合する

ように取り付けられなければならない。（保安基準第 32条第３項関係、細目告示第198

条第３項関係） 

  この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添

９「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示

第 198 条第３項関係）  

①～⑩ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（2） （略） 

５－57－４ 適用関係の整理 

  ４－57－４の規定を適用する。 

 

５－58 すれ違い用前照灯 

５－58－１ 装備要件 

 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。 

ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。（保安基準第 32条第４項関

係、細目告示第 198 条第５項関係） 

① 配光可変型前照灯であって、灯光の色、明るさ等が協定規則第 123 号補足改訂版の

技術的な要件に適合するものを備える自動車 

② 最高速度 20km/h 未満の自動車であって、光度が 10,000cd 未満である走行用前照灯

を備えるもの 

５－58－２～５－58－４（略） 

 

５－58の２ 配光可変型前照灯 

５－58の２－１～５－58の２－２ （略） 

５－58の２－３ 取付要件 （視認等による審査） 

 (1) 配光可変型前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等

に関し、視認その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取

り付けられなければならない。（保安基準第32条第９項関係、細目告示第 198条第 10
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項関係） 

①～⑰ （略） 

⑱ 走行用前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合には、

次に掲げる要件に適合しなければならない。 

ア 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光又は反射光に反応

すること。この場合において、対向車とは対向する自動車、原動機付自転車及

び自転車を、先行車とは先行する自動車及び原動機付自転車とする。 

イ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。 

ウ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示する装置を

備えること。 

（図）（略） 

(2) （略） 

５－58の２－４ （略） 

 

 

５－63  車幅灯 

５－63－１～５－63－２ (略)  

５－63－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付け

られなければならない。（保安基準第 34条第３項関係） 

この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添９「灯

火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示第 201

条第３項関係） 

①～⑩ （略） 

⑪ 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯（橙色のもの

に限る。）は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、⑦か

ら⑨までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消

灯する構造であること。 

⑫ （略） 

（2） （略） 

５－63－４ （略） 

 

５－82  その他の灯火等の制限 

５－82－１ 装備要件 

自動車には、５－57から５－81の３までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類

似する等により他の交通の妨げとなるおそれのある次の灯火又は反射器を備えてはなら

ない。（細目告示第 218条第１項関係） 

 (1)～（5） （略） 

（6） 自動車（緊急自動車を除く。）には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火（５

－57 から５－81 の３までに規定するものを除く。）及び次に掲げる灯火以外の灯火

項関係） 

①～⑰ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（図）（略） 

(2) （略） 

５－58の２－４ （略） 

 

 

５－63  車幅灯 

５－63－１～５－63－２ (略)  

５－63－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、

視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付け

られなければならない。（保安基準第 34条第３項関係） 

この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添９「灯

火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示第 201

条第３項関係） 

①～⑩ （略） 

⑪ 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯は、方向指示

器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、⑦から⑨までの基準にかか

わらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であるこ

と。 

⑫ （略） 

（2） （略） 

５－63－４ （略） 

 

５－82  その他の灯火等の制限 

５－82－１ 装備要件 

自動車には、５－57から５－81の２までの灯火装置、反射器、再帰反射材又は指示装

置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのある次の灯火若しくは反射器又は

再帰反射材を備えてはならない。（細目告示第 218 条第１項関係） 

 (1)～（5） （略） 

（新設） 

 

新旧対照表－94－ 

であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うと

する旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。（細目

告示第 218 条第７項） 

① 制動灯 

② 補助制動灯 

③ 後退灯 

④ 方向指示器 

⑤ 補助方向指示器 

⑥ 緊急制動表示灯 

⑦ 後面衝突警告表示灯 

⑧ 速度表示装置の速度表示灯 

(7) 自動車には、反射光の色が赤色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に表

示するもの又は反射光の色が白色である反射器若しくは再帰反射材であって後方に

表示するものを備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた前

部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた反射物は、この基

準に適合するものとする。（細目告示第 218条第８項） 

(8) 自動車には、５－57 から５－81 の３までに規定する灯火の性能を損なうおそれの

ある灯火及び反射器を備えてはならない。（細目告示第218条第９項） 

(9) 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作

を妨げるものであってはならない。（細目告示第 218条第 10項） 

(10) (1)①の２から②の２まで及び⑦に掲げる灯火（(1)①の４に掲げる灯火にあって

は自動車の後面に備えるものに限る。）は、前方を照射し、又は前方に表示するもの

であってはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた側面に回り込む

赤色の照明部を有する後方に表示する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に

備えられたものは、この基準に適合するものとする。（細目告示第 218 条第 11 項関

係） 

(11) 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後部

霧灯（(5)⑮又は⑯に掲げるものに限る。）、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、

方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示

灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用

自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載

していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自

動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示する電

光表示器及び走行中に使用しない灯火（前面に備える駐車灯を除く。）を除き、光度

が 300cd以下のものでなければならない。（細目告示第218条第 12項） 

(12)  火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火

と兼用のものであってはならない。（細目告示第 218 条第 13項） 

 

 

別添２（２－13関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 自動車には、反射光の色が赤色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に

表示するもの又は反射光の色が白色である反射器若しくは再帰反射材であって後方

に表示するものを備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられ

た前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた反射物は、

この基準に適合するものとする。（細目告示第218 条第７項） 

（新設） 

 

(7) 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操

作を妨げるものであってはならない。（細目告示第218 条第８項） 

(8) (1)①の２から②の２まで及び⑦に掲げる灯火（(1)①の４に掲げる灯火にあって

は自動車の後面に備えるものに限る。）は、前方を照射し、又は前方に表示するも

のであってはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた側面に回り

込む赤色の照明部を有する後方に表示する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の

位置に備えられたものは、この基準に適合するものとする。（細目告示第 218 条第

９項関係） 

(9) 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後部

霧灯（(5)⑮又は⑯に掲げるものに限る。）、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、

方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表

示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作

業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等

を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、

緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示

する電光表示器及び走行中に使用しない灯火（前面に備える駐車灯を除く。）を除き、

光度が 300cd以下のものでなければならない。（細目告示第 218 条第 10項） 

(10) 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火

と兼用のものであってはならない。（細目告示第 218 条第 11項） 

 

 

別添２（２－13関係） 
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新旧対照表－95－ 

並行輸入自動車審査要領  

 

目 次 

第１ 目的 

第２ 届出書等 

第３ 届出書等の受理等 

第４ 書面審査の審査期間等 

第５ 書面審査 

第６ 書面審査の決裁 

第７ 現車審査 

第８ 届出書等の保存期間 

 

第 1～第 4（略） 

第 5 書面審査 

5－1～5－3－7－2（略） 

5－3－8排出ガス試験結果成績表 

5－3－8－1排出ガス試験結果成績表の審査 

（1）排出ガス試験結果成績表は、「並行輸入等の輸入自動車に対する排出ガス試験の取扱

いについて」（平成３年６月 28 日付け地技第 168 号）に定める自動車排出ガス試験結果成

績表であって、次に掲げる公的試験機関が発行した本通（試験を行った公的試験機関の印

鑑が押印されているもの。）でなければならない。 

① 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 

（住所）東京都千代田区六番町６ 

② 財団法人日本車両検査協会 

 （住所）東京都北区豊島７－26－28 

③ 一般財団法人日本自動車研究所 

 （住所）東京都港区芝大門１－１－30 

④ 公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所 

 （住所）東京都江東区新砂１－７－５ 

(2) 排出ガス試験結果成績表の自動車車台番号（又はシリアル番号）欄に記載されている

車台番号又はシリアル番号は、届出書に記載された当該並行輸入自動車のものと一致して

いなければならない。 

(3) 排出ガス試験結果成績表に記載されている等価慣性重量は、届出書(その２)に記載さ

れている当該並行輸入自動車の車両重量が該当する表４の車両重量の範囲に係る等価慣性

重量と同一でなければならない。ただし、機械式慣性のシャシダイナモメータを使用して

JE05 測定モードを実施した自動車にあっては、「表４の車両重量」を「表４の試験自動車重

量(空車状態の自動車に次に掲げる状態の重量を加えたものとする。以下同じ。)」と読み

替えて適用するものとし、機械式慣性以外のシャシダイナモメータを使用して JE05測定モ

ードを実施した自動車にあっては、試験自動車重量により近く、かつ、試験自動車重量よ

り重いものでなければならない。 

① 最大積載量が指定されている自動車にあっては、１人の人員(55 ㎏とする。以下同じ)

並行輸入自動車審査要領  

 

目 次 

第１ 目的 

第２ 届出書等 

第３ 届出書等の受理等 

第４ 書面審査の審査期間等 

第５ 書面審査 

第６ 書面審査の決裁 

第７ 現車審査 

第８ 届出書等の保存期間 

 

第 1～第 4（略） 

第 5 書面審査 

5－1～5－3－7－2（略） 

5－3－8排出ガス試験結果成績表 

5－3－8－1排出ガス試験結果成績表の審査 

（1）排出ガス試験結果成績表は、「並行輸入等の輸入自動車に対する排出ガス試験の取扱

いについて」（平成３年６月 28 日付け地技第 168 号）に定める自動車排出ガス試験結果成

績表であって、次に掲げる公的試験機関が発行した本通（試験を行った公的試験機関の印

鑑が押印されているもの。）でなければならない。 

① 財団法人日本自動車輸送技術協会 

（住所）東京都千代田区六番町６ 

② 財団法人日本車両検査協会 

 （住所）東京都北区豊島７－26－28 

③ 財団法人日本自動車研究所 

 （住所）東京都港区芝大門１－１－30 

④ 財団法人東京都環境整備公社東京都環境科学研究所 

 （住所）東京都江東区新砂１－７－５ 

(2) 排出ガス試験結果成績表の自動車車台番号（又はシリアル番号）欄に記載されている

車台番号又はシリアル番号は、届出書に記載された当該並行輸入自動車のものと一致して

いなければならない。 

(3) 排出ガス試験結果成績表に記載されている等価慣性重量は、届出書(その２)に記載さ

れている当該並行輸入自動車の車両重量が該当する表４の車両重量の範囲に係る等価慣性

重量と同一でなければならない。ただし、機械式慣性のシャシダイナモメータを使用して

JE05 測定モードを実施した自動車にあっては、「表４の車両重量」を「表４の試験自動車

重量(空車状態の自動車に次に掲げる状態の重量を加えたものとする。以下同じ。)」と読

み替えて適用するものとし、機械式慣性以外のシャシダイナモメータを使用して JE05 測定

モードを実施した自動車にあっては、試験自動車重量により近く、かつ、試験自動車重量

より重いものでなければならない。 

① 最大積載量が指定されている自動車にあっては、１人の人員(55 ㎏とする。以下同じ)

新旧対照表－96－ 

が乗車し、かつ、最大積載量の２分の１の重量を積載した状態 

② 乗車定員が 11人以上の自動車にあっては、乗車定員の２分の１の人員が乗車した状態 

③ セミトレーラを牽引する牽引自動車にあっては、１人の人員が乗車し、かつ、空車状

態のセミトレーラの重量に相当する重量及び当該セミトレーラの最大積載量の２分の１の

重量を積載した状態(ただし、「空車状態のセミトレーラの重量に相当する重量及び当該セ

ミトレーラの最大積載量の２分の１の重量を積載した状態」とあるのを、第五輪荷重が8000

㎏未満の牽引自動車にあっては「第五輪荷重の 1.5倍の重量を積載した状態」、第五輪荷重

が 8000 ㎏以上の牽引自動車にあっては「17726 ㎏を積載した状態」と読み替えて適用する

ことができるものとする。) 

表４ 

排出ガス試験結果成績表の等価慣性重量 

(二輪自動車等以外の自動車についてJC08H＋JC08C及び JE05測定モード以外の測定モード

を用いた場合) 

（表略） 

(二輪自動車等以外の自動車について JC08H＋JC08C 測定モードを用いた場合) 

（表略） 

(二輪自動車等以外の自動車について JE05 測定モード（機械式慣性のシャシダイナモメー

タに限る。）を用いた場合) 

（表略） 

（二輪自動車等（WMTC モード以外）） 

（表略） 

（二輪自動車等（WMTC モード）） 

ランク 車両重量（㎏） 等価慣性重量（㎏） 

１    ～３０ １００ 

 
２ ３１～４０ １１０ 

３ ４１～５０ １２０ 

４ ５１～６０ １３０ 

５ ６１～７０ １４０ 

６ ７１～８０ １５０ 

７ ８１～９０ １６０ 

８ ９１～１００ １７０ 

９ １０１～１１０ １８０ 

10 １１１～１２０ １９０ 

11 １２１～１３０ ２００ 

12 １３１～１４０ ２１０ 

13 １４１～１５０ ２２０ 

が乗車し、かつ、最大積載量の２分の１の重量を積載した状態 

② 乗車定員が 11人以上の自動車にあっては、乗車定員の２分の１の人員が乗車した状態 

③ セミトレーラを牽引する牽引自動車にあっては、１人の人員が乗車し、かつ、空車状

態のセミトレーラの重量に相当する重量及び当該セミトレーラの最大積載量の２分の１の

重量を積載した状態(ただし、「空車状態のセミトレーラの重量に相当する重量及び当該セ

ミトレーラの最大積載量の２分の１の重量を積載した状態」とあるのを、第５輪荷重が8000

㎏未満の牽引自動車にあっては「第５輪荷重の 1.5 倍の重量を積載した状態」、第５輪荷重

が 8000 ㎏以上の牽引自動車にあっては「17726 ㎏を積載した状態」と読み替えて適用する

ことができるものとする。) 

表４ 

排出ガス試験結果成績表の等価慣性重量 

(二輪自動車以外の自動車についてJC08H＋JC08C及びJE05測定モード以外の測定モードを

用いた場合) 

（表略） 

(二輪自動車以外の自動車についてJC08H＋JC08C測定モードを用いた場合) 

（表略） 

(二輪自動車以外の自動車について JE05 測定モード（機械式慣性のシャシダイナモメータ

に限る。）を用いた場合) 

（表略） 

（二輪自動車等） 

（表略） 
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14 １５１～１６０ ２３０ 

15 １６１～１７０ ２４０ 

16 １７１～１８０ ２５０ 

17 １８１～１９０ ２６０ 

18 １９１～２００ ２７０ 

19 ２０１～２１０ ２８０ 

20 ２１１～２２０ ２９０ 

21 ２２１～２３０ ３００ 

22 ２３１～２４０ ３１０ 

23 ２４１～２５０ ３２０ 

24 ２５１～２６０ ３３０ 

25 

 

２６１～２７０ ３４０ 

 
26 ２７１～２８０ ３５０ 

27 ２８１～２９０ ３６０ 

28 ２９１～３００ ３７０ 

29 ３０１～３１０ ３８０ 

30 ３１１～３２０ ３９０ 

31 ３２１～３３０ ４００ 

32 ３３１～３４０ ４１０ 

33 ３４１～３５０ ４２０ 

34 ３５１～３６０ ４３０ 

35 ３６１～３７０ ４４０ 

36 ３７１～３８０ ４５０ 

37 ３８１～３９０ ４６０ 

38 ３９１～４００ ４７０ 

39 ４０１～４１０ ４８０ 

40 ４１１～４２０ ４９０ 

41 ４２１～４３０ ５００ 

 以下１０㎏とび 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表－98－ 

 

(4) 排出ガス試験結果成績表に記載されている排出ガス量は、当該並行輸入自動車に適用

される規程４－50（排気管からの排出ガス発散防止性能）の規定に適合していなければな

らない。 

(5) 排出ガス試験結果成績表に記載されている総排気量、最高出力、最高出力時回転数、

使用燃料、変速機、減速比及び最高速度（二輪自動車等で WMTC モードにより排出ガス試験

を実施した自動車以外は、最高速度を除く。）は、添付資料により確認できなければならな

い。ただし、５－３－７－２（原動機等に関する資料の省略）に該当する場合にあっては、

この限りでない。 

 

 

5－3－8－2 ～ 5－3－12（略） 

 

第 6 書面審査の決裁（略） 

 

第 7 現車審査                                   

7－1 ～ 7－3（略） 

7－4排出ガス試験結果成績表 

(1) 排出ガス試験結果成績表に記載されている一酸化炭素等発散防止装置、変速機、減速

比（書面審査により確認したものを除く。）は、当該並行輸入自動車のものと同一でなけれ

ばならない。 

この場合にあって、排出ガス試験結果成績表中の変速機の別は、次のとおりとする。 

① 変速機の「手動」とは、動力伝達系統にトルクコンバータを有さず、かつ、変速段の

切換を手動で行う変速機をいう。 

② 変速機の「自動」とは、変速段の切換が自動的に行われる変速機をいう。 

(2)  JE05 測定モード及び二輪自動車等 WMTC モード以外の測定モードで排出ガス試験を実

施した自動車にあっては、排出ガス試験結果成績表に記載されている等価慣性重量は、当

該並行輸入自動車の車両重量が該当する表４の車両重量の範囲に係る等価慣性重量と同一

でなければならない。 

この場合において、当該自動車について単数又は複数の軸ごとに計測して車両重量を算

出するときであって、当該自動車の排出ガス試験結果成績表に記載された等価慣性重量に

対応する表４の等価慣性重量に係る車両重量の範囲の下限値と算出した車両重量との差が

単数又は複数の軸ごとに計測した回数に 10㎏を乗じた値を下回るときは、当該自動車に係

る等価慣性重量は、排出ガス試験結果成績表に記載された等価慣性重量と同一であるとみ

なすものとする。なお、車両重量を１回で計測することができるときは、「算出した車両重

量」を「車両重量」と、「単数又は複数の軸ごとに計測した回数に 10㎏を乗じた値」を「10

㎏」とそれぞれ読み替えて適用する。 

また、二輪自動車等のうち WMTCモードにより排出ガス試験を実施したものにあっては、

当該自動車の排出ガス試験結果成績表に記載された等価慣性重量に対応する表４の等価慣

性重量に係る車両重量と算出した車両重量との差が、＋10㎏以内又は－20kg以内であると

きは、当該自動車に係る等価慣性重量は、排出ガス試験結果成績表に記載された等価慣性

 

(4) 排出ガス試験結果成績表に記載されている排出ガス量は、当該並行輸入自動車に適用

される規程４－50（排気管からの排出ガス発散防止性能）の規定に適合していなければな

らない。 

(5) 排出ガス試験結果成績表に記載されている総排気量、最高出力、最高出力時回転数、

使用燃料、変速機及び減速比は、添付資料により確認できなければならない。ただし、５

－３－７－２（原動機等に関する資料の省略）に該当する場合にあっては、この限りでな

い。 

 

 

 

5－3－8－2 ～ 5－3－12（略） 

 

第 6 書面審査の決裁（略） 

 

第 7 現車審査 

7－1 ～ 7－3（略） 

7－4排出ガス試験結果成績表 

(1) 排出ガス試験結果成績表に記載されている一酸化炭素等発散防止装置、変速機、減速

比（書面審査により確認したものを除く。）は、当該並行輸入自動車のものと同一でなけれ

ばならない。 

この場合にあって、排出ガス試験結果成績表中の変速機の別は、次のとおりとする。 

① 変速機の「手動」とは、動力伝達系統にトルクコンバータを有さず、かつ、変速段の

切換を手動で行う変速機をいう。 

② 変速機の「自動」とは、変速段の切換が自動的に行われる変速機をいう。 

(2)  JE05 測定モード以外の測定モードで排出ガス試験を実施した自動車にあっては、排

出ガス試験結果成績表に記載されている等価慣性重量は、当該並行輸入自動車の車両重量

が該当する表４の車両重量の範囲に係る等価慣性重量と同一でなければならない。 

この場合において、当該自動車について単数又は複数の軸ごとに計測して車両重量を算

出するときであって、当該自動車の排出ガス試験結果成績表に記載された等価慣性重量に

対応する表４の等価慣性重量に係る車両重量の範囲の下限値と算出した車両重量との差が

単数又は複数の軸ごとに計測した回数に 10㎏を乗じた値を下回るときは、当該自動車に係

る等価慣性重量は、排出ガス試験結果成績表に記載された等価慣性重量と同一であるとみ

なすものとする。なお、車両重量を１回で計測することができるときは、「算出した車両重

量」を「車両重量」と、「単数又は複数の軸ごとに計測した回数に 10㎏を乗じた値」を「10

㎏」とそれぞれ読み替えて適用する。 
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重量と同一であるとみなすものとする。 

 

 (3) （略） 

 

7－5 ～ 7－10 （略） 

 

第 8 届出書等の保存期間 

 

8－1 ～ 8－5 （略） 

 

 

別表第２（別添２の別表第 1「別添 13「二輪車の制動装置の技術基準」」欄⑤関係） 

二輪車の制動装置の技術基準に適合している自動車一覧表 

（１） 川崎重工業株式会社 

①（省略） 
② 平成 23 年 6 月 18 日以降に製作された自動車に適用 

 

型式 
ﾓﾃﾞﾙ名 

(通称名) 

原動機 

型式 

打刻様式 

（太字部分は一定、 

 下線部は変化有

り） 

主な

輸出

先 

備考 

VNW00H

～

ZXT40D 

(略） (略） (略） (略） (略） 

ZXT40E Ninja ZX-14R ZXT40EE JKBZXNE1*CA000000 米国   

ZXT40F ZZR1400 ABS ZXT40EE JKBZXT40EFA000000 欧州   

ZRT00D

～

ZXT00G 

(略） (略） (略） (略） (略） 

ZXT00H Z1000SX ABS ZRT00DE JKAZXT00GHA000000 欧州   

  Ninja 1000 ABS ZRT00DE JKAZXCH1*CA000000 米国 
 

ZXT00J

～

ZXT00K 

(略） (略） (略） (略） (略） 

 

 

(3) （略） 

 

7－5 ～ 7－10 （略） 

 

第 8 届出書等の保存期間 

 

8－1 ～ 8－5 （略） 

 

 

別表第２（別添２の別表第 1「別添 13「二輪車の制動装置の技術基準」」欄⑤関係） 

二輪車の制動装置の技術基準に適合している自動車一覧表 

（１） 川崎重工業株式会社 

①（省略） 
② 平成 23 年 6 月 18 日以降に製作された自動車に適用 

 

型式 
ﾓﾃﾞﾙ名 

(通称名) 

原動機 

型式 

打刻様式 

（太字部分は一定、 

 下線部は変化有

り） 

主な

輸出

先 

備考 

VNW00H

～

ZXT40D 

(略） (略） (略） (略） (略） 

(新規) 
    

  

(新規) 
    

  

ZRT00D

～

ZXT00G 

(略） (略） (略） (略） (略） 

ZXT00H Z1000SX ABS ZRT00DE JKAZXT00GHA000000 欧州   

  (新規) 
    

ZXT00J

～

ZXT00K 

(略） (略） (略） (略） (略） 

新旧対照表－100－ 

LZT00A VERSYS 1000 ZRT00DE JKALZT00AAA000000 欧州 
 

VN900B

～

ER650D 

(略） (略） (略） (略） (略） 

ER650E ER-6n ER650AE JKAER650EEDA00000 欧州   

ER650F ER-6n ABS ER650AE JKAER650EFDA00000 欧州   

EX650C

～

EX650D 

(略） (略） (略） (略） (略） 

EX650E ER-6f ER650AE JKAEX650EEDA00000 欧州   

  Ninja 650 ER650AE JKAEXEE1*CDA00000 米国   

EX650F ER-6f ABS ER650AE JKAEX650EFDA00000 欧州   

LE650A

～

ZX600R 

(略） (略） (略） (略） (略） 

 

 

 

 

 

（２） スズキ株式会社 

①（省略） 

② 平成 23 年 6 月 18 日以降に製作された自動車に適用 

 

型式 
ﾓﾃﾞﾙ名 

(通称名) 

原動機 

型式 

打刻様式 

（太字部分は一定、 

 下線部は変化有

り） 

主な

輸出

先 

備考 

GN7FA GSX-R600 N738 JS1GN7FA *B2100001 
米国、 

カナダ 

打刻様式の

先頭から 10

桁目が「B」

以降

（B,C,D・・・）

に適用 

(新規) 
     

VN900B

～

ER650D 

(略） (略） (略） (略） (略） 

(新規) 
    

  

(新規) 
    

  

EX650C

～

EX650D 

(略） (略） (略） (略） (略） 

(新規) 
     

  (新規) 
    

(新規) 
     

LE650A

～

ZX600R 

(略） (略） (略） (略） (略） 

 

 

 

 

 

（２） スズキ株式会社 

①（省略） 

② 平成 23 年 6 月 18 日以降に製作された自動車に適用 

 

型式 
ﾓﾃﾞﾙ名 

(通称名) 

原動機 

型式 

打刻様式 

（太字部分は一定、 

 下線部は変化有

り） 

主な

輸出

先 

備考 

GN7FA GSX-R600 N738 JS1GN7FA *B2100001 
米国、 

カナダ 

 

 

(追加) 
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C3 GSX-R600 N738 JS1C3111200 100001 豪州   

GR7MA GSX-R750 R747 JS1GR7MA *B2100001 
米国、 

カナダ 

打刻様式の

先頭から 10

桁目が「B」

以降

（B,C,D・・・）

に適用 

C4～C5 (略） (略） (略） (略） (略） 

VP56A DL650A P513 JS1VP56A *C2100001 
米国、 

カナダ 

打刻様式の

先頭から10

桁目が「C」

以降 

（C,D,E・

・・）に適

用 

C7～CA (略） (略） (略） (略） (略） 

VP55A SFV650 P511 JS1VP55A *C2100001 カナダ 

打刻様式の

先頭から10

桁目が「C」

以降 

（C,D,E・

・・）に適

用 

CX SFV650 P511 JS1CX111200 100001 豪州 
 

VP55B SFV650A P511 JS1VP55B *C2100001 
カナダ 

、台湾 

打刻様式の

先頭から10

桁目が「C」

以降 

（C,D,E・

・・）に適

用   

 

GT78A GSX-R1000 T717 JS1GT78A *C2100001 
米国、 

カナダ 

打刻様式の

先頭から10

桁目が「C」

以降 

（C,D,E・

・・）に適

C3 GSX-R600 N738 JS1C3111200 100001 豪州 
 

GR7MA GSX-R750 R747 JS1GR7MA *B2100001 
米国、 

カナダ 

 

(追加) 
 

 

 

 

C4～C5 (略） (略） (略） (略） (略） 

VP56A DL650A P513 JS1VP56A *C2100001 
米国、 

カナダ 

 

(追加) 

 

 

 

 

 

C7～CA (略） (略） (略） (略） (略） 

(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

    

(新規) 
     

(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(新規) 

 

 

 

 

 

    

新旧対照表－102－ 

用  

CY GSX-R1000 T717 JS1CY111200 100001 豪州   

CY GSX-R1000 T717 JS1CY121400 100001 タイ   

CY GSX-R1000 T717 JS1CY1113 C0100001 韓国 

打刻様式の

先頭から10

桁目が「C」

以降 

（C,D,E・

・・）に適

用  

 

 

（３） 本田技研工業株式会社 

①（省略） 
② 平成 23 年 6 月 18 日以降に製作された自動車に適用 

 

型式 
ﾓﾃﾞﾙ名 

(通称名) 

原動機 

型式 

打刻様式 

（太字部分は一定、 

 下線部は変化有

り） 

主な

輸出

先 

備考 

PC40～

SC67 
(略） (略） (略） (略） (略） 

SC68 GL1800 SC47E JH2SC68A*CK000001 
EU・

US  

SC70 
VFR1200X 

VFR1200XD 
SC70E JH2SC70A*CK000001 EU 

 

RC61 

NC700S 

NC700SA 

NC700SD 

RC61E JH2SC61A*CK000001 
EU・ 

カナダ  

RC62 NC700D RC61E JH2SC62A*CK00000 EU 
 

RC63 

NC700X 

NC700XA 

NC700XD 

RC61E JH2SC63A*CK000001 
EU・

US  

 

 

 

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

（３） 本田技研工業株式会社 

①（省略） 
② 平成 23 年 6 月 18 日以降に製作された自動車に適用 

 

型式 
ﾓﾃﾞﾙ名 

(通称名) 

原動機 

型式 

打刻様式 

（太字部分は一定、 

 下線部は変化有

り） 

主な

輸出

先 

備考 

PC40～

SC67 
(略） (略） (略） (略） (略） 

(新規) 
     

(新規) 
 

     

(新規) 

 

 

 
    

(新規) 
     

(新規) 
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（４） ヤマハ発動機株式会社 

①（省略） 
② 平成 23 年 6 月 18 日以降に製作された自動車に適用 

 

型式 
ﾓﾃﾞﾙ名 

(通称名) 

原動機 

型式 

打刻様式 

（太字部分は一定、 

 下線部は変化有

り） 

主な

輸出

先 

備考 

RN16～

SJ07 
(略） (略） (略） (略） (略） 

SJ09 
XP500 

XP500A 
J409E JYASJ091000000000 

EU/ 

AUS 
  

RP21～

RN23 
(略） (略） (略） (略） (略） 

RN25 FZ8 N522E JYARN250000000000 
EU/ 

AUS 
  

(削除) 
     

(削除) 
     

(削除) 
     

RN27～

RN28 
(略） (略） (略） (略） (略） 

RJ19 XJ6 J519E JYARJ191000000000 EU   

RJ19 XJ6 J519E JYARJ194000000000 AUS   

RJ19 XJ6 J519E JYARJ195000000000 EU   

RJ19 XJ6 J519E JYARJ197000000000 AUS   

RJ19 XJ6 J519E JYARJ198000000000 EU   

RJ19 XJ6 J519E JYARJ19A000000000 AUS 
 

RJ19 XJ6 J519E JYARJ19B000000000 EU   

（４） ヤマハ発動機株式会社 

①（省略） 
② 平成 23 年 6 月 18 日以降に製作された自動車に適用 

 

型式 
ﾓﾃﾞﾙ名 

(通称名) 

原動機 

型式 

打刻様式 

（太字部分は一定、 

 下線部は変化有

り） 

主な

輸出

先 

備考 

RN16～

SJ07 
(略） (略） (略） (略） (略） 

(新規) 
 

    
  

RP21～

RN23 
(略） (略） (略） (略） (略） 

RN25 FZ8 N522E JYARN251000000000 EU   

RN25 FZ8 N522E JYARN254000000000 AUS 
 

RN25 FZ8 N522E JYARN255000000000 EU 
 

RN25 FZ8 N522E JYARN257000000000 AUS 
 

RN27～

RN28 
(略） (略） (略） (略） (略） 

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

新旧対照表－104－ 

RJ19 XJ6 J519E JYARJ19G000000000 EU 
 

RJ19 XJ6 J519E JYARJ19K000000000 AUS 
 

RJ19 XJ6 J519E JYARJ19L00000000 EU 
 

RJ19 XJ6 J519E JYARJ19N000000000 AUS 
 

RN18 TDM900 N404E JYARN181000000000 EU 
 

RN18 TDM900 N404E JYARN182000000000 AUS 
 

VN02 XVS950A N602E JYAVN021000000000 EU 
 

VN02 XVS950A N602E JYAVN022000000000 AUS 
 

VP23 XV1900A P618E JYAVP234000000000 EU 
 

VP23 XV1900A P618E JYAVP237000000000 EU 
 

VP27 XV1900CU P622E JYAVP27E000000000 

US/ 

CAN 

 

但し、下 6

桁が 001402

以降に限る 

VP33 XVS1300CU P629E JYAVP33E000000000 
US/ 

CAN  

 

 

別添 10 ワンマンバスの構造要件 
 

1.～2. （略） 

3. 構造要件 

3.1. （略） 

3.2. 乗降口の扉の開閉装置等 

乗降口の扉の開閉装置は、次の構造を有するものであること。 

3.2.1.～3.2.2.  （略） 

3.2.3. 乗降口［乗降口の開口部の前縁が運転者席の座席（前後に調節できるものにあっては、中

間位置に調整した場合における当該座席）の前縁から奥行き方向に 200mm の位置を含み車両中心

面に直交する鉛直面より前方にあるものを除く。3.2.4．において同じ。］の扉を閉じた後でなけ

れば走行装置に動力を伝達することができない構造であること。 

ただし、上記の構造の解除装置を備えた場合にあっては、当該解除装置が運転者席において容

易に操作できないものであること。 

3.2.4.～3.2.5. （略） 

3.3.～3.10 （略） 
 

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 
     

(新規) 

 

 

 
    

(新規) 
   

 

  

 
別添 10 ワンマンバスの構造要件 
 

1.～2. （略） 

3. 構造要件 

3.1. （略） 

3.2. 乗降口の扉の開閉装置等 

乗降口の扉の開閉装置は、次の構造を有するものであること。 

3.2.1.～3.2.2.  （略） 

3.2.3. 乗降口［乗降口の開口部の前縁が運転者席の座席（前後に調節できるものにあっては、中

間位置に調整した場合における当該座席）の前縁から奥行き方向に 200mm の位置を含み車両中心

面に直交する鉛直面より前方にあるものを除く。3.2.3．において同じ。］の扉を閉じた後でなけ

れば走行装置に動力を伝達することができない構造であること。 

ただし、上記の構造の解除装置を備えた場合にあっては、当該解除装置が運転者席において容

易に操作できないものであること。 

3.2.4.～3.2.5. （略） 

3.3.～3.10 （略）  
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新旧対照表－105－ 

附則 （平成２５年２月２６日検査法人規程９号） 

 この規程は、平成２５年３月１日から施行する。 





Ⅳ．整備業を取り巻く情勢

Ⅳ
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Ⅳ．整備業を取り巻く情勢

1 ．スキャンツールについて

　近年における自動車は、安全性能や環境性能を向上させる必要性が求められており、従来の機械
式制御から、各種センサーを通じて電子的に制御・調整を行うシステムに進化してきています。こ
のような自動車の進化したシステムに対応し、的確な診断を行いユーザーの信頼を確保していくた
めスキャンツールを活用していくことが必要となってきています。

（ 1）スキャンツールの概要

　スキャンツールは、それだけあれば故障
診断を行えるというものではなく、測定
器、整備書・配線図等と組み合わせて総合
的に判断し、整備作業を行うものであり、
車両とコネクタで接続し車両内の電子制
御ユニットと通信を行い、解析及び整備す
るために使用するツールでクルマの電子
制御状態を「見えるようにする道具」で
す。

○自動車の「スキャンツール」とは 

・スキャンツールとは、自動車の装置が正常に作動しているかどうかを自動車に接続して診断する「外部

参考資料 

スキャンツ ルとは、自動車の装置が正常に作動しているかどうかを自動車に接続して診断する 外部
故障診断装置」のこと。この装置を用いて故障を発見し、必要な整備を行うことができる。 

自動車の電子制御の例 
少機能 

スキ ンツ ルスキャンツール

３～８万円程度

７０～１００万円程度 

２０～５０万円程度 

H21年度販売 8 149台

自動車にスキャンツールをつなぐと、
様々な情報が「見える」ようになる。

３ ８万円程度

故障箇所のデータ 
（センサー断線等） 

各種装置の作動状況データ 
（エンジン回転数等） 

H21年度販売 8,149台 

（平均価格：178,000円） 

様々な情報が 見える」ようになる。

（出典：（社）日本自動車機械工具協会） 

※（社）日本自動車機械器具工業会では、市場に 
 約5.2万台あると推計（保有店舗数は約4.3万店）。

スキャンツール用コネクタの位置の例 

- 8 -

２. 汎用スキャンツールの標準仕様

汎用スキャンツールの標準仕様に係る検討については、汎用スキャンツール標準仕様等分科

会(事務局：社団法人日本自動車機械器具工業会：以下 JAMTA と略す)において検討が進めら

れた。同分科会は、スキャンツールの技術的専門分野の検討を行うため、各分野の業界団体（社

団法人日本自動車整備振興会連合会：以下日整連と略す、一般社団法人日本自動車工業会：

以下自工会と略す、前記事務局）の専門家をメイン参加者として、平成22年9月以降、4回開催

された。

２‐１ スキャンツールの現状

２‐１‐１ スキャンツールの概要

スキャンツールとは、車両とコネクタで接続し車両内の電子制御ユニットと通信を行い、解析及

び整備するために使用するツールで、言わばクルマの電子制御状態を「見えるようにする道具」で

ある。（図 1 参照）

スキャンツールの各機能（後述）は、ＯＢＤを利用するため、予め車載の電子制御装置（ECU）に

準備された機能に制限され、対応できる車載システムや機能の最大範囲は車両毎に異なる。

スキャンツールは、車両との通信仕様に基づき開発され、新型車両などで新機能が追加された

場合、スキャンツールのソフトウェアを更新することで継続使用できるものも多い。

図 1 スキャンツールとは

診断ツール用コネクタの位置の例

クルマの電子制御状態を「見えるようにする道具」

（国土交通省ＨＰより抜粋）

CHECK 警告灯

・車両自己診断内容（ＯＢＤ）の読取
・故障状況の把握
・故障想定部位の強制作動等の修理支援

スキャンツール
（Ｓｃａｎ Ｔｏｏｌ）

診断ツール用コネクタの位置の例

クルマの電子制御状態を「見えるようにする道具」

（国土交通省ＨＰより抜粋）

CHECKCHECK 警告灯

・車両自己診断内容（ＯＢＤ）の読取
・故障状況の把握
・故障想定部位の強制作動等の修理支援

スキャンツール
（Ｓｃａｎ Ｔｏｏｌ）
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（ 2）スキャンツールの分類

　スキャンツールには特定自動車メーカーの車両専用である「専用スキャンツール」と複数の自動
車メーカー車両に対応している「汎用スキャンツール」があります。
　なお、汎用スキャンツールには少機能のもの多機能のものなどタイプにより価格が異なってお
り、その幅も広くなっています。

（ 3）スキャンツールの活用について

　従来の整備料金算出方法は、故障診断が伴った場合でも「部品代」＋「技術料」が一般的でした
が、故障診断自体のプロセスをユーザーに分かりやすく提示し「故障診断」に要する作業時間及び
必要とする専門的な知識・技術等を明確にする必要があります。
　また、スキャンツールを上手く活用することにより、故障修理時における不具合発見までの時間
を短縮することができる可能性があります。作業時間の短縮は事業場の稼働効率向上やお客様の満
足度の向上につながります。
　なお、故障診断に要する料金の徴収に関しては、事業場ごとの判断
になります。日本自動車整備振興会連合会発行の「2011年版自動車整
備標準作業点数表（乗用車編）」より、故障診断の項目が新設されて
おりますので、診断料金等算出する際の参考としてください。

6

　

出典 ： 「汎用スキャンツール普及検討会」報告書　（平成２３年４月）
※上記分類は、汎用スキャンツールの標準仕様の分類を表したものではありません。
※少機能スキャンツールにおいても、拡張機能の追加等により、多機能スキャンツールと同
等な機能を有することが可能なものも存在します。

機能による分類は例えば、下記のようなものがあります。

Ｑ1①　スキャンツールを導入しようと思うが、どのような機種を導入すればよいか？1　整備技術力の強化

　また、スキャンツールはそれだけあれば故障診断を行えるというものではなく、測定器、整備書・
配線図等と組み合わせて総合的に判断し、作業を行うものです。その活用シーンの整理例を下記に
示します。

出典 ： 「汎用スキャンツール普及検討会」報告書　（平成２３年４月）

- 11 -

２‐１‐４ 汎用スキャンツールの分類

スキャンツールには自動車メーカ等が自ら製作した車両のみに使用するために製作した専用

（純正）スキャンツールと、複数の車両メーカの車両に対応した汎用スキャンツールがあり、一般的

に次に示すような違いがある。

専用スキャンツール
特定の車両メーカの全車種、全制御システム、全機能に対応した

スキャンツール

汎用スキャンツール
複数の車両メーカに対応するが、専用スキャンツールに比べて、車

種、制御システム、機能は限定的なスキャンツール

汎用スキャンツールには、扱う情報量の少ない“少機能スキャンツール”（ダイアグコードリーダと

も呼ばれている）から多種類の機能を有する“多機能スキャンツール”（高機能スキャンツールとも

呼ばれている）まで、種々のタイプがある。本報告書では、以下のように機能別に分類を行う。

多機能スキャンツール

ダイアグコード読取・消去、データモニタ、アクティブテスト、作業サ

ポート、などの機能を有し、点検整備～高度な診断修理までの作

業に幅広く対応したスキャンツールで、比較的に高価。

少機能スキャンツール
主にダイアグコードの読取・消去のために活用する比較的に安価な

スキャンツール。

汎用スキャンツールの価格は図 4 に示すように対応機能（情報量）により異なり、２万円～１００

万円超と幅が広い価格帯となっている。平成２0年度の平均単価は約32万円であったが、平成2

１年度の平均単価は約 18 万円と下がる傾向にあり、安価な少機能スキャンツールの需要が高ま

っているためと報告されている（社団法人日本自動車機械工具協会調べ）。整備事業場は自社の

整備実態に合わせて、複雑な診断作業を伴わない点検整備機能に特化した少機能スキャンツー

ルや診断作業に有効な機能まで有する多機能スキャンツールの中から、購入機種を選定してい

る。

図 4 汎用スキャンツールの分類

（ＪＡＭＴＡ会員の取扱品の例）

価
格

扱う情報量

高
い

安
い

少ない 多い

ダイアグ
コードリーダ

ハンディー機

ＰＣベース機

ダイアグコード （故障等でＥＣＵが記憶しているコードの読取・消去）

データモニタ (ECUの演算データ、センサ入力値、アクチュエータ出力値を表示)

アクティブテスト （ツールの命令で車両側アクチュエータを動かして動作確認）

多機能スキャンツール

対
応
す
る
機
能

作業サポート （初期値の設定・更正値の設定・整備作業の補助）

フリーズデータ (故障時にＥＣＵが記憶している、各種データを読み取る)

◆分類の仕方は様々（機能・形態・価格・・・・・）

少機能
スキャンツール

（ＪＡＭＴＡ会員の取扱品の例）

価
格

扱う情報量

高
い

安
い

少ない 多い

ダイアグ
コードリーダ

ハンディー機

ＰＣベース機

ダイアグコード （故障等でＥＣＵが記憶しているコードの読取・消去）

データモニタ (ECUの演算データ、センサ入力値、アクチュエータ出力値を表示)

アクティブテスト （ツールの命令で車両側アクチュエータを動かして動作確認）

多機能スキャンツール

対
応
す
る
機
能

作業サポート （初期値の設定・更正値の設定・整備作業の補助）

フリーズデータ (故障時にＥＣＵが記憶している、各種データを読み取る)

◆分類の仕方は様々（機能・形態・価格・・・・・）

少機能
スキャンツール

スキャンツールの分類と活用シーン参  考
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スキャンツールを活用した故障診断の
作業点数の算出例

参  考
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（ 4）点検・整備及び診断結果等の説明について

　定期点検は故障予防のために行うものであることから、ユーザーに見栄えするような結果がなか
なか無いものとなっています。しかし、点検作業を実施する前にその必要性及び点検内容を十分に
説明し、ユーザーに納得していただくことが重要となります。
　また、点検整備記録簿には、点検内容と実施結果が記載されていますが、
説明をせずにユーザーに手渡すだけでは記載されている記号の意味や作業
内容をご理解いただけない場合があります。したがって、記録簿を活用し
て作業の内容等を説明することも重要なポイントとなります。

　スキャンツールによる診断結果については、「特に異常はありません」という言葉だけではユー
ザーが物足りないと感じてしまう可能性があります。また、異常が認められた場合であっても、
ユーザーが体感できる症状が出ていない場合等は説明が難しくなってしまうことから、プリントア
ウト機能（機種により装備）等を活用して通常時のデータと不具合発生時のデータを比較するなど
して提示することにより、ユーザーの理解を深めるには効果的なものとなります。

33

点検・診断結果の見える化の要点は？

　定期点検は故障予防のための点検で
あり、ユーザーに見栄えするような結果
がなかなか無いものですが、点検作業
を実施する前にその必要性・点検内容
等を十分に説明し、ご納得いただくこと
により、言い換えれば結果説明の大半
が終わっていることになります。
　残すは点検中及び点検後の不具合箇
所・状況の説明と整備の必要性、点検・
整備結果等を補助的に伝えるだけにな
ります。

　点検整備記録簿には、点検内容と結果の全てが記載されていますが、ユーザー
にただ渡すだけでは記号の意味や作業内容等を理解されません。
記録簿を活用して、そこに書かれている内容・意味の説明をするだけでも「見える
化」の有効な手段となります。
　更に、メンテナンスに関するアドバイスをわかりやすく書くなど、顧客視点での
記入を心掛けましょう。

点検
良好

分解

交換レ

○

×

△

Ａ

Ｔ
修理

調整

締付

清掃

給油

Ｃ

Ｌ？

Ｑ2⑤　点検・診断結果の見える化の要点は？2　ＣＳ向上による入庫・売上の拡大

Q2
5

定期点検（車検を含む）は実施前の説明が重要！
1
要点

まずは点検整備記録簿を活用した説明から！
2
要点

　
参考 1 点検・整備結果アドバイスシートの一例

点検時の愛車の状態

整備士コメント：
清掃後の写真です。
今回の点検では多少の汚れがあり
ましたので、清掃を実施しました。
次回点検時には、交換をお勧めし
ます。

正常な働き

エンジンが吸入する空気中のチ
リ等をろ過しています。

交換の必要性

チリ等が蓄積され、目詰まりが発
生します。

交換を怠ると

エンジンの出力低下、燃費や排
気ガスの悪化を引き起します。

エア・クリーナ・エレメント

　

　現在販売されているスキャンツールのなかには、診断結果をプリントアウト（パソコン経由等）する
機能をもったものがあります。 
　また、プリントアウト機能がなくても、診断結果データを画面表示で提示することによりユーザー
への説明に活用することが可能です。

プリント機能

診断結果
画面表示

データストリーム

前頁 次頁 グラフ レコード

リターン ホーム ヘルプ プリント

スキャンツールの診断結果表示・
プリント機能の活用

参  考

　

　現在販売されているスキャンツールのなかには、診断結果をプリントアウト（パソコン経由等）する
機能をもったものがあります。 
　また、プリントアウト機能がなくても、診断結果データを画面表示で提示することによりユーザー
への説明に活用することが可能です。

プリント機能

診断結果
画面表示

データストリーム

前頁 次頁 グラフ レコード

リターン ホーム ヘルプ プリント

スキャンツールの診断結果表示・
プリント機能の活用

参  考
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　スキャンツールを活用するうえでは、各々の車両における使用方法及び整備基準値等が必要にな
ります。
　ＦＡＩＮＥＳでは、各メーカー・車種ごとの整備マニュアル等が閲覧可能となっていますので、確実な
点検・整備を実施する観点からも会員加入をご検討下さい。

※詳しくは、日本自動車整備振興会連合会のホームページをご参照下さい。

http://www.jaspa.or.jp/ 
　「整備事業関連情報」の「整備事業者向け情報」の中の「ＦＡＩＮＥＳの紹介」をご参照下さい。

● FAINES（ファイネス）とは？

● FAINES  に登録されている情報の種類

FAINES（ファイネス）について参　考

整備事業の情報館。
　FAINESは、インターネットを活用した整
備情報提供システムです。
　整備マニュアル情報をはじめ、故障整備
事例、新型車・新機構の紹介、回路図、点検
基準値、標準作業点数など、プロに不可欠
なさまざまな情報を満載しています。

　インターネットに接続できるパソコンが
あれば、会員登録するだけで、いつでも・ど
こでも・すぐに必要な情報を閲覧できます。
　簡単で便利、そして大いに役立つ整備事
業の情報館 
　――― 。すで）スネイァフ（SENIAFがれそ

【スキャンツールを導入するうえでの対応】

平成25年7月現在

1/3FAINES

2013/08/06http://www.jaspa.or.jp/faines/static/menu/guide.html
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1/3FAINES

2013/08/06http://www.jaspa.or.jp/faines/static/menu/guide.html

2/3FAINES

2013/08/06http://www.jaspa.or.jp/faines/static/menu/guide.html
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● FAINESでできること
1.メーカーのマニュアルが直接閲覧できる！
大量の整備技術資料、とりわけ自動車メーカー発行の
サービスマニュアルはその購入費や保管場所が難点
となっていました。FAINESでは、サービスマニュアルを
「整備関連情報」から検索することで直接閲覧でき、プ
ロの整備を強力にバックアップします。

2.タブ機能でシンプル設計！ 素早く検索できる！
タブ機能で分別された各項目では、車両型式検索、キーワード検索、また、マウスのみで選択
式に検索することができ、当該データを素早く検索し閲覧できます。

3.故障整備事例＆アドバイス情報を入手できる！
常時蓄積される故障整備事例情報を入手できます。さらに自動車メーカーより点検・整備に役
立つアドバイス情報も提供されます。

4.正しく透明性のある料金計算ができる！
メーカー・車種を指定して標準作業点数を確認し、これを参考に正しく透明性のある料金計算
ができます。 
 
5.サービスデータが手軽に確認できる！
各車種の主要諸元値、点検基準値などを手軽に確認でき、毎日の整備作業をスムーズに行う
ことができます。 
 
6.リコール情報がいち早く入手できる！
リコール情報がいち早く閲覧できます。入庫ユーザーに適切かつタイムリーに対応でき、工場
の信頼を高めます。

etc.. 

※スキャンツールにより読み取った車両データ（正常データ）の提供を平成25年4月から随時
開始します。

● FAINESを活用すると
毎日の作業をリアルタイムでバックアップ！ 
工場の信頼をグ～ンと高めます。

 

2/3FAINES

2013/08/06http://www.jaspa.or.jp/faines/static/menu/guide.html
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2 ．継続検査に係る広告等料金表示の適正化について

　「検査検定、資格認定等に係る利用者の負担軽減に関する調査結果」に基づく勧告により、継続
検査に係る手数料等の広告、チラシ、ホームページ等の料金表示の適正化を図るよう国土交通省よ
り通知がありました。
　このため、自工場において車検に係る広告等に関する不適切な表示等がないことを確認し、関係
法令を遵守してユーザーとの適正な取引に努めるようにしてください。

（ 1）消費者保護に関する法令について

　ア）特定商取引法
　自動車分解整備事業者が行う点検または整備は、道路運送車両法の遵守規定により、消費者保
護が図られていることから特定商取引法の適用除外とされています。
　なお、道路運送車両法第91条の 3 及び同法施行規則第62条の 2 の 2 に下記の内容が自動車分解
整備事業者の遵守事項として規定されています。
　　・定期点検整備料金の掲示
　　・概算見積書の交付（定期点検整備）
　　・分解整備記録簿を記載して写しを交付

・行っていない点検・整備の料金を請求してはならない。また、依頼されていない点検・整
備を不当に行いその料金を請求してはならない。

　 参　考

　　特定商取引法（特定商取引に関する法律）

　訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等、消費者トラブルを生じやすい 6つの取引類型を対
象に、事業者が守るべきルールと、消費者による契約の解除（クーリング・オフ）や取消し
などを認め、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守
るための法律です。
　また、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、以下のような規定を定
めています。

①氏名等の明示の義務付け
勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務付け
ています。
②不当な勧誘行為の禁止
重要事項（価格・支払条件等）や虚偽の説明を故意に告知しなかったり、消費者をおどし
て困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
③広告規制
業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告
を禁止しています。
④書面交付の義務
　契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。
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　イ）個人情報保護法
　個人の権利、利益を保護することを目的とした法律です。個人情報を取扱う事業者として、以
下の項目を守る必要があります。

①個人情報の提供を受ける際に、利用目的を告げなければならない。
②取得した個人情報は、提供を受ける際に告げた利用目的以外に使用してはならない。
③個人情報を第三者に提供する場合、本人の同意を得なければならない。

　ウ）消費者基本法
　消費者の利益の擁護、権利の尊重、自立への支援といった基本理念を定めています。
また、消費者の権利、事業主の責務、行政機関の責務等を規定しており、事業主（者）の責務と
して以下のように定められています。

①消費者の安全及び取引における公正を確保すること。
②消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に（難しくなく）提供すること。
③消費者との取引に関して、消費者の知識、経験及び財産の状況（支払い能力）等に配慮する

こと。
④消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当

該苦情を適切に処理すること。

　エ）消費者契約法
　　契約時に、消費者の誤認や困惑によるトラブルから消費者を守ることを目的として、契約を
勧誘する際、以下のような行為を行ってはならない旨が規定されています。

①重要事項について、事実と異なることを告げてはならない。（不実告知）
②将来における変動が不確定なものを断定的に告げてはならない。
　（当該車両の保安基準適合性維持に係る将来の予測情報は除く）
③消費者の利益となる情報だけでなく、不利益となることも告げなくてはならない。
　（故意の不告知）
④消費者が事業者に対し、その場からの退去の意思を示した場合、それに従わなければならな

い。
⑤消費者がその場所から退去する意思を示した場合、それを妨げてはならない。

　オ）独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）
　商品等の販売において競争関係にある企業同士が、販売価格、数量及び地域等を話し合いで決
める等の競争行為（カルテル）や取引先に対する不公正な取引方法等の行為を禁止する法律です。
なお、事業者として、以下のような行為が禁止されています。

　　①不当な「抱き合わせ販売」（不公正な取引方法）

【例】人気商品である新車または中古車の販売時に、車両本体価格に 3 年分の定期点検料
金を加えて販売する。（ユーザーに選択権を与えず、強制的にセットで販売する。）
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　カ）景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）
　過大な景品類や不当な表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的で合理
的な選択を阻害するおそれのある行為を制限し、禁止することにより、一般消費者の利益を守る
ことを目的とし、消費者を誘引する手段として以下のような表示を行ってはならないとされてい
ます。

①内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示をすること。
　　　　
　　

②内容について、事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者
に示す表示をすること。

　　
③取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認

される表示をすること。
　　
　

④取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消
費者に誤認される表示をすること。

　　　　

　
注　意：上記【例】のような表現等は具体的事実や正確なデータに基づいたものでないと好ましくありません。

また、上記【例】の表現等以外も事実に反する場合は、不当表示のおそれがあります。

【例】「入庫から30分で乗って帰れます」の表示
　　　　～30分で車検が終了するケースがほとんではない場合。

【例】「地域初」、「業界初」の表示
　　　　～実際は他の業者も実施していた場合。

【例】「車検料金10,000円ポッキリ」の表示
～別途請求を表示していない場合。また、「7,500円」と税抜き表示をして、それ
以外に消費税を徴収している場合。

【例】「市内で一番安い」と表示
　　　　～実際は他の業者の方が安い場合。

（不当な表示の禁止）
第 4 条　事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一　商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は
事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良で
あると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めら
れるもの
二　商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供
給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧
客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三　前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、
不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定する
もの

２　内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示を
した事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合に
おいて、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第６条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

　 参　考 　景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）（抜粋）
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（ 2）消費税に関する法令について

ア）消費税転嫁対策特別措置法（消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻
害する行為の是正等に関する特別措置法）

　平成26年 4 月及び平成27年10月に予定されている消費税引き上げに際し、事業者による消費税
の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正するため、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する
ことを目的として定められた平成29年 3 月31日までの時限的措置法です。

消費税転嫁対策特別措置法が成立しました 
※消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法 

消費税転嫁対策特別措置法は，平成２５年１０月１日から施行されます（同法は，平成２９年３月３１日まで適用
されます。）。政府としては，この法律に基づき消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組を行っていきます。 

Ⅰ 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置 

違反行為を防止又は是正するため，公正取引委員会，主務大臣，中小企業庁長官が必要な指導・助言を行
います。また，違反行為があると認めるときは，公正取引委員会が勧告を行い，その旨を公表します。 

禁止される行為 具体例 

① 減額 本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とする旨契約していたが，
消費税分の全部又は一部を事後的に対価から減じること 

② 買いたたき 原材料費の低減等の状況変化がない中で，消費税率引上げ前の税込
価格に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めること 

③ 購入強制・役務の利用強制・
不当な利益提供の強制 

消費税率引上げ分を上乗せすることを受け入れる代わりに，取引先に
ディナーショーのチケットを購入させること 

④ 税抜価格での交渉の拒否 消費税抜価格（本体価格）で交渉したいという申出を拒否すること 

⑤ 報復行為 
転嫁拒否をされた事業者が，①～④の行為が行われていることを公正
取引委員会などに知らせたことを理由に，取引の数量を減らしたり，取
引を停止したりするなど，不利益な取扱いをすること 

Ⅱ 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置 

平成２６年４月１日以降に供給する商品又は役務について，消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されます。
適用対象となる主な取引及び禁止される行為は以下のとおりです。 

転嫁拒否をする側（規制対象）（買手） 転嫁拒否をされる側（売手） 

大規模小売事業者 大規模小売事業者と継続的に取引を行っている事業者 

資本金３億円以下の事業者と継続的に取引を
行っている事業者等 資本金３億円以下の事業者等 

Ⅰに関する問い合わせ先：公正取引委員会取引企画課 ０３－３５８１－５４７１（代表） 

平成２６年４月１日以降に供給する商品又は役務の取引について，消費税分を値引きする等の宣伝や広告
が禁止されます。禁止される表示は以下のとおりです。 

禁止される表示 禁止される表示の具体例 

① 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 「消費税は転嫁しません」 
「消費税は当店が負担しています」 

② 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全
部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消
費税との関連を明示しているもの 

「消費税率上昇分値引きします」 

③ 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提
供する旨の表示であって②に掲げる表示に準ずるもの 

「消費税相当分，次回の購入に利用できるポ
イントを付与します」 

違反行為を防止又は是正するため，消費者庁，公正取引委員会，主務大臣，中小企業庁長官が必要な指
導・助言を行います。また，違反行為があると認めるときは，消費者庁が勧告を行い，その旨を公表します。 

Ⅱに関する問い合わせ先：消費者庁表示対策課 ０３－３５０７－８８００（代表） 
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（１）転嫁カルテル（消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為） 

平成２６年４月１日以降に供給する商品又は役務を対象にした，事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテ
ル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となります（公正取引委員会が定めた期間内にあらかじめ届け
出ることが必要です。）。 

Ⅳ 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置 

（例１）事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格に，消費税額分を上乗せすること 
（例２）消費税額分を上乗せした結果，計算上生じる端数について，切上げ，切捨て，四捨五入等

により合理的な範囲で処理すること 
※ 税込価格や税抜価格（本体価格）を決めることは，適用除外の対象にはなりません（独占禁止法に
違反する行為ですので注意してください。）。 

※ 転嫁カルテルについては，参加事業者の３分の２以上が中小事業者であることが必要です。 

（２）表示カルテル（消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為） 
 （例１）税率引上げ後の価格について，「消費税込価格」と「消費税額」とを並べて表示する方法

を用いること 
 （例２）税率引上げ後の価格について，「消費税込価格」と「消費税抜価格」とを並べて表示する

方法を用いること 

Ⅳに関する問い合わせ先：公正取引委員会取引企画課 ０３－３５８１－５４７１（代表） 

【中小事業者の範囲】 資本金等の額 
（会社） 

常時使用する従業員数 
（会社又は個人） 

製造業，建設業，運輸業 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

政令で定める業種 業種ごとに政令で定める金額以下 業種ごとに政令で定める数以下 

上記以外の業種 ３億円以下 ３００人以下 

又は 

2013.6.20 

Ⅲ 価格の表示に関する特別措置 

Ⅲ（１）に関する問い合わせ先：財務省主税局税制第二課 ０３－３５８１－４１１１（代表） 
Ⅲ（２）に関する問い合わせ先：消費者庁表示対策課  ０３－３５０７－８８００（代表） 

（１） 平成２５年１０月１日以降，消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り替えなどの事
務負担に配慮する観点から，表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば，「税
込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられます。 
※ 消費者への配慮の観点から，上記の特例を受ける事業者はできるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努
めることとされています。 

【具体的な表示の例】 
（例１）値札，チラシ，ポスター，商品カタログ，インターネットのウェブページ等において，商

品等の価格を次のように表示する 
 
 
（例２）個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し，別途，店内の消費者が商品

等を選択する際に目に付きやすい場所に，明瞭に，「当店の価格は全て税抜価格となってい
ます。」といった掲示を行う 

○○円（税抜） ○○円（税抜価格） ○○円（本体価格） ○○円＋税 

（２） 事業者が，税込価格に併せて，税抜価格を表示する場合において，税込価格が明瞭に表示されている
ときは，景品表示法第４条第１項（不当表示）の規定は適用しないこととされました。 
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3 ．自動車整備用リフト事故及び整備機器事故について

　一般社団法人日本自動車機械工具協会では、従来より整備用リフトの事故防止活動を進めてお
り、平成24年度ではリフト事故が25件発生、整備用機器に関しては死亡事故も発生しています。
　そのため事故原因の分析を行った結果が公表されていますので、事故の発生状況を確認し事故防
止に努めてください。
　

平成24年 1 月～12月 ・ 整備用リフト事故発生状況
機工協・技術サービス部会調査

番
号

リフトの種類 事故の推定原因

使用年数
（概　算） 事故発生状況

二
柱
四
柱
パ
ン
タ

埋
設
フ
レ
ー
ム
修
正
機
器

ツ
イ
ン
リ
フ
ト

そ
の
他

リ
フ
ト
不
良

設
置
不
良

取
扱
不
良

点
検
不
履
行

そ
の
他

1 ◎ ◎ 16年
ミッションの交換作業中に、エンジンサポートをセットし
たままリフトを下降させたためバランスを崩し車両が前方
に落下した。

2 ◎ ◎ 6 年

中型バスをリフトアップする際に、左右のジャッキアップ
ポイントに70mm程度の差があったので角材を入れてリフ
トアップした。
作業終了後にリジッドラックを外したところ車両が横転し
た。原因は角材を積み重ねて車両をリフトアップしたため
と思われる。

3 ◎ ◎ 8 年
プレート下降止めの安全爪が作動していない状態で使用し
ていたところ、油圧ホースの破裂により左側のプレートが
下降し車両が落下した。

4 ◎ ◎ 11年

車両をリフトプレートの上に駐車していたところ、休み中
にリフトが自然上昇し車両が落下した。
原因はリモコンリールのコードがリール取付ベースとリー
ル架台の間に挟まっており、その部分でショートしたため
リフト上昇回路が働いてしまったと思われる。

5 ◎ ◎ 24年 車両を不安定な状態でリフトアップしていたため、タイヤ
の脱着作業中にバランスが崩れ車両が前方に落下した。

6 ◎ ◎ 12年

車両をリフトアップしていたところ、本体内部でのオイル
漏れと下降止め装置の作動不良により右側のみが下降して
車両が落下した。
当該リフトは10年前に移設した際に本体を損傷させたため、
オイル漏れや損傷部からの浸水により下降止め装置が故障
したものと思われる。

7 ◎ ◎ 不明

大型ツインリフトの固定側リフトに 2 ｔトラックをセット
して作業しているときに、移動側リフトの位置にトレー
ラーを停止していることに気が付かず、固定側と移動側の
両方のリフトを同時に上昇させてしまいトレーラーを損傷
させた。

8 ◎ ◎ 1 年
フォークリフトの中心位置がずれている状態でリフトアッ
プし、固定ベルトも使用していなかったため、リフト下降
時にバランスを崩しフォークリフトが落下した。
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番
号

リフトの種類 事故の推定原因

使用年数
（概　算） 事故発生状況

二
柱
四
柱
パ
ン
タ

埋
設
フ
レ
ー
ム
修
正
機
器

ツ
イ
ン
リ
フ
ト

そ
の
他

リ
フ
ト
不
良

設
置
不
良

取
扱
不
良

点
検
不
履
行

そ
の
他

9 ◎ ◎ ◎ 12年

リフト下降操作時に下降止めツメの解除ワイヤーが切れた
ため、ロックを解除するのに手で押さえて操作を行ったと
ころ、指を挟まれ負傷した。ワイヤーが切れたことも問題
であるが、手で押さえて操作を続けたことが事故の原因で
ある。

10 ◎ ◎ 9 年

リフト下降時に押しボタンスイッチから指を放してもリフ
トが下降し続けた。原因は水抜き作業を日常実施していな
かったため、上昇・下降の切替バルブに水が溜まって動作
不良を起こしたと思われる。

11 ◎ ◎ ◎ 20年

車両整備が終わり、リフトを下降させていたところ、左リ
ヤアーム受台のネジ部と台座部の溶接部分が剥がれ車両が
落下した。
原因は受台が金属疲労によってひび割れたために腐食した
のと極端な偏荷重で作業を行っていたためと思われる。

12 ◎ ◎ 不明
2 柱リフトに乗用車をセットしてリフトアップしたところ、
アームのセッティングが悪かったためアームが外れて車両
が落下した。

13 ◎ ◎ 23年

アーム振れ止め装置の故障、受ゴムの劣化及びアームスラ
イド部の抜け止め装置不良の状態でリフトを使用していた
ため、車両をリフトアップした際に、車両がスライドして
バランスを崩しアームが旋回してしまったために車両が落
下した。

14 ◎ ◎ ◎ 不明

標準受台の受ゴムが薄くなり中の鉄板が剥き出しになった
ので、車両に傷をつけないように標準受台の上にプレート
リフト用受けゴムを載せて車両をリフトアップしたところ
バランスを崩し落下した。
原因は適正な受ゴムを使用しなかったためと思われる。

15 ◎ ◎ 30年

車両をリフトアップしてタイヤ交換を行っていたところ、
シリンダーピストンヘッドが溶接部の劣化により折れ、
チェーンホイールが脱落しキャリッジが降下し車両が落下
した。
原因は約30年前のリフトでアームロック / 振れ止め装置の
不具合のほか、チェーンホイールが斜めに傾いた状態で長
期間使用していたためと思われる。

16 ◎ ◎ ◎ 8 年

車両を不安定な状態でリフトアップしたためバランスを崩
し車両が落下した。
車両のセット不良と受台ゴムの劣化のほか、アームロック
/ 振れ止め装置の不良が原因と思われる。
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番
号

リフトの種類 事故の推定原因

使用年数
（概　算） 事故発生状況
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17 ◎ ◎ ◎ 7 年

埋設式リフトでスイングアームを使用して車両を上昇させ
たところ、アーム受けがエアー漏れにより下がり、受台プ
レートとアーム受けの間にホイールナットが挟まってし
まった。
ホイールナットを取るためリフトを下限付近まで下降させ
たところエアーが接続されたことにより、アーム受けが上
昇しホイールナットが完全に挟まってしまった。
作業員が手で取り外そうとしたところ、ホイールナットが
外れたのと同時にアーム受けが上昇し指を挟まれ負傷した。

18 ◎ ◎ 7 年

埋設式リフトにて受け台収納ボックス部のフラットプレー
トが上がってこなかったため、作業員が開口部に手を入れ
て引き揚げた際、フラットプレートと摺動部の隙間に指を
挟まれ負傷した。
原因はフラットプレートの摺動不良であると思われる。

19 ◎ ◎ 4 年

ドライブオン・フリーホイール兼用リフトで車両をリフト
アップして整備を行っていたところ、左側のフリーホイー
ルリフトが自然降下し指を挟まれて負傷した。
原因はバイパスバルブのシート面の閉止不良による自然降
下と思われる。

20 ◎ ◎ 1 年未満

リフト下降操作時に途中で停止させようとしたが、止まら
ずそのまま下降してしまいタイヤを取り外した整備中の車
両を破損した。
原因は下降バルブを動かすためのシャフトが引っかかり下
降状態のままになってしまったためと思われる。

21 ◎ ◎ 16年

ツインリフトで大型トラックをリフトアップするときに、
フロント右側のアタッチメントを中央寄りの水平でないと
ころに当ててしまったため、アタッチメントが変形して倒
れトラックが横転した。

22 ◎ ◎ 24年
大型車用リフトで移動側リフトのモータのマグネットス
イッチが焼きついていたため、リフトが勝手に上昇し車両
及びシャッターボックスが破損した。

23 ◎ ◎ 1 年未満

軽トラックを検査する際に運転席に作業員が乗車し、通常
のリフティングポイントにリフトアームをセットした。
バランスを確認後、上昇させて点検作業を実施していたと
ころ15分程で車両が前方に傾き始め転落した。下回り点検
をしていた 2 名は無事だったが、運転席の作業員は頭部を
負傷した。
原因は作業員が乗車してリフトアップしたためと思われる。

24 ◎ ◎ ◎ 25年

車両を不安定な状態でリフトアップしたため、バランスを
崩し車両が落下した。原因は車両のセット不良、受台ゴム
の劣化のほか、受台差し込み部の劣化によるガタが多く
なっていることも影響したものと思われる。

25 ◎ ◎ 2 年
車両のジャッキアップポイントとは違う部分に受けブロッ
クをセットし、不安定な状態でリフトアップしたため、車
両整備中にバランスが崩れ車両が落下した。
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平成24年 1月～12月	・	整備機器事故発生状況

機工協・技術サービス部会調査

機器名 件数 事故発生状況

ガレージ・ジャッキ 1 車両をジャッキアップした際に自然降下して車両が損傷した。原因は不
明であるが、逃し弁の作動不良が考えられる。

油圧プレス 1 大型車両のホイールがハブから外れないため、油圧プレスで外そうとし
たところ、ホイール（ハブ）がずれて押さえていた手を負傷した。

タイヤチェンジャ 3

タイヤチェンジャの点検不履行によりマウティングヘッドが緩み、ヘッ
ドとレバーがホイールに接触して損傷した。

モータースイッチのショートにより、テーブルの回転が止まらずホイー
ルが損傷した。

門型洗車機 7

安全装置の付いていない洗車機と壁の隙間に従業員が挟まって死亡

機器作動不良によりトップノズルで車両を破損させた。　　　　　　　　　　　　　　　　　

ルーフボックスを付けた状態では洗車できないことになっているにもか
かわらず洗車したため、トップブラシがルーフボックスに引っかかり車
両を損傷させた。

スポイラー回避スイッチを押したが、トップブラシがリヤワイパーを
引っ掛けて損傷させた。
ワイパーをガムテープ等で固定するよう勧めていたが、実施していな
かった。

リヤミラー回避スイッチを押し忘れていたため、サイドブラシにてリヤ
ミラーを破損させたと思われる。

洗車中にブラシが戻らなくなったので、ポールでブラシを押したところ
ポールに付いていたロープがブラシに絡み付いて指を負傷した。
ブラシが戻らなくなった原因はエアー圧不足と思われる。

溶接機 1 作業ミスによりスポット溶接機のエアークランプで指を挟んだ。

トルクセッター用
レッグカー 1

使用中にトルクセッターがレッグカーより外れ、バランスが崩れて吊り
上げ台が急激に上昇して作業員が負傷した。原因はトルクセッター固定
金具の変形、摩耗と思われる。

アライメントテスタ 1 2 名でアライメントの調整を行っていたところ、 1 名の作業員が声をか
けずに機器を作動させてしまい他の作業員が負傷した。

プラズマ切断機 1

プラズマ切断機で空のドラム缶を切断していたところドラム缶が爆発し
て負傷した。
ドラム缶には過去にオイルを入れていたため注意して作業する必要が
あった。

塗装ブース 1 天井フィルターを固定している部品が落下して車両を損傷させた。
の原因は締め付け不良と思われる。

リジッドラック 1

リジッドラックで車両の 4 か所を保持して整備を行っていたところ、車
両が大きく揺れて落下した。
原因は部品を取り外す際に力が入り過ぎて車両を大きく揺らしてしまっ
たためと思われる。
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4 ．整備作業上の留意点（ダイハツのオイル交換作業）

ミラ、ミラジーノ、ムーヴ、ムーヴラテ、オプティ、ネイキッド、タント、
マックス、テリオスキッド

コペン、ムーヴ、オプティ、マックス

通称名エンジン型式

EFエンジン

JBエンジン

ＳＥＲＶＩＣＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
○整備作業上の留意点

車検・法定点検時におけるオルタネータへのオイル付着
確認について

   ダイハツ工業製EF、JBエンジン搭載車のエンジンオイル注入作業において、誤ってオイルを
こぼし、オルタネータ(発電機)にオイルが付着した車両の一部において、オイル付着が原因と
推定される車両火災が発生しております。
   つきましては、車検・法定点検時には下記の事項を実施していただくようお願いいたします。

■対象車両

①オルタネータ表面にオイルが付着していないか外観確認をお願いします。

②オルタネータ表面にオイル付着があれば、オルタネータの交換をお願いします。
※オルタネータ内部に浸入したオイルは、スチーム洗浄等をおこなっても除去できませんので、
　 オルタネータ表面にオイルの付着がある場合は、必ずオルタネータを交換することをお奨めします。

③エンジンオイル等注入時は、エンジンルーム内の部品、特にオルタネータの上にオイルを
   こぼさないよう、下図のようにオイルジョッキの口元をウエス(布)などで包んで注入して下さい。

※作業後は、エンジンルーム内にウエス(布)を
   置き忘れていないことを確認して下さい。
   置き忘れていると、故障の原因となったり、
   車両火災につながるおそれがあり危険です。

　■車検・法定点検時のお願い



―  146  ―

5 ．車検と定期点検についてのアンケートについて
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※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合
計があわない場合がございます。
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※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、
合計があわない場合がございます。
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※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そ
のため、合計があわない場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわ
ない場合がございます。
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※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。その
ため、合計があわない場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない
場合がございます。
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※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない場合がございま
す。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計
があわない場合がございます。
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※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、
合計があわない場合がございます。
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※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない
場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない場合がございます。
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※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない場合がござい
ます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そ
のため、合計があわない場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そ
のため、合計があわない場合がございます。
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※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そ
のため、合計があわない場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そ
のため、合計があわない場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そ
のため、合計があわない場合がございます。



―  156  ―

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計
があわない場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計
があわない場合がございます。



―  157  ―

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない場合がございま
す。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計が
あわない場合がございます。
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※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない場合がございます。

※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。そのため、合計があわない場合がございます。



―  159  ―



―  160  ―



―  161  ―



―  162  ―

6 ．自動車分解整備業の実態調査結果等

平成 年 月 日

平成２４年度 自動車分解整備業実態調査結果の概要について

社団

法人日本自動車整備振興会連合会

調査企画部 調査企画課

この度、平成 年度の自動車分解整備業実態調査の結果がまとまりましたので、概要をお知

らせします。

１．目的

本調査は、自動車分解整備業の現状及び経営状況等の実態を把握し、同事業の近代化を図り、

健全な発達に資する方策の基礎資料として活用することを目的として実施するものです。

２．調査時点

平成 年 月末現在。売上高等については、平成 年 月末に最も近い決算期分。

３．調査結果の概要（別紙参照）

道路運送車両法に規定する自動車分解整備事業者 平成 年 月末時点 事業場のう

ち約 割を対象とし、有効回答数は全事業場の約 割 を対象として調査を行いました。

平成 年度調査における総整備売上高は 年ぶりに減少し、前年度と比較すると

－ 億円 ％ の 兆 億円となりました。

調査結果は平成 年度実績であることから、続いているデフレや東日本大震災後の整備に

掛ける費用の冷え込みによる影響、維持費の安い軽・小型車の増加等が総整備売上高の減少に

つながったものと推測されます。

なお、詳細の分析は 月発刊予定の平成 年度版自動車整備白書に掲載する予定です。

注） 専 業：自動車整備業の売上高が総売上高の をこえる事業場

兼 業：兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売上高の

以上を占める事業場（ディーラーを除く。）

ディーラー：自動車製造会社又は国内一手卸売販売会社と特約販売店契約を結んでいる企業の事

業場

自 家：主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場
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（１）総整備売上高

リーマンショックの影響で落ち込んだ総整備売上高は、平成 年度調査を底に平成 ・

年度調査では増加しましたが、平成 年度調査結果をも下回る結果となりました。

業態別に前年度と比較するとすべての業態で減少し、専・兼業が 憶円（ ％ 、デ

ィーラーが 億円（ ％）、自家が 億円（ ％ の減少となりました。

作業内容別では、「車検整備」が ％、「定期点検整備」が ％、「事故整備」が ％、

「その他整備」は ％減少しました。

平成１９ 平成２０ 平成２１ 平成２２ 平成２３ 平成２４ ２４-２３

（単位・億円）

専 業

兼 業

専・兼業

ﾃﾞｨｰﾗｰ

自家

合計

           調査年度

業態

平成１９ 平成２０ 平成２１ 平成２２ 平成２３ 平成２４

（億円）
総整備売上高

専業

兼業

ディーラー

自家

対前年度増減率
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（２）事業場数

調査時点における事業場数は、 事業場で、前年度と比較すると 事業場の減少と

なっています。

指定工場数は 事業場で、前年度と比較すると 事業場 ％ の増加となってい

ます。

作業内容

年 １ 年 小 計 １ 年 ６ ヶ 月 ３ ヶ 月 計

売上高

増減額

増減比

売上高

増減額 ±0

増減比 ±0.0%

売上高

増減額

増減比

売上高

増減額

増減比

売上高

増減額

増減比

売上高

増減額

増減比

（単位・億円）

そ の 他

整 備
合 計

業態
車 検 整 備 定 期 点 検 整 備

事故整備

専・兼業

専業

兼業

ﾃﾞｨｰﾗｰ

自家

合計

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

自家

専･兼業

ディー

ラー

±

対前年度増減率 専･兼業 ディーラー 自家
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（３）整備関係従業員数

整備関係従業員数は 人で、前年度と比較すると 人 ％ の減少となって

います。

（４）整備要員数及び整備士数

整備要員数は 人で、前年度と比較すると 人 ％ の減少となっています。

整備士数は 人で、前年度と比較すると 人 ％ の減少となり、整備要員

数に対する整備士数の割合 整備士保有率 は ％で前年度と同じ割合となっています。

（５）整備要員１人当り年間整備売上高

整備要員１人当り売上高 自家除く は 千円で、前年度と比較すると ％の減少

となっています。なお、業態別では以下の通りです。

専・兼業 千円 対前年度比 ％減

ディーラー 千円 対前年度比 ％減

（６）整備要員平均年齢

整備要員平均年齢 自家除く は 歳で、前年度と比較すると 歳上昇しました。

（７）年間整備要員給与

年間整備要員平均給与 自家除く は 千円となり、前年度と比較すると ％の減少

となっています。
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別紙

総整備売上高 ※ （億円） ％

（比率、％）

（比率、％）

（比率、％）

（比率、％）

（比率、％）

企  業  数 ％

事業場（工場）数 ％

％

％

％

％

％

指定工場数 ％

整備関係従業員数 （人） ％

整備要員（工員）数 （人） ％

％

1 事業場当り整備要員数 （人） ± 0.0 人

保有車両数  （3月末、千台） ％

技術料（工賃）の値上率 （％）

％

専 業 ％

兼 業 ％

％

％

歳

専 業 歳

兼 業 歳

歳

歳

％

専 業 ％

兼 業 ％

％

％

自動車整備業の概要

平成１９ 平成２０

（注） 各項目の数値は、 各年６月現在のものである。 ただし、 ※印の数値は、 各事業場の６月に最も近い決算期の数値によるものである。

        なお、平成22年は全事業場を対象に調査を実施し、その年以外は抽出調査である。

平成２３
                                         調査年度

項目
２４／２３

％

自  家

専  業
％

平成２１ 平成２４

％

％

兼  業

―

兼 業

ディーラー

専 ・ 兼 業

整 備 士 保 有 率 （ ％ ）

専 業

専・兼業

％

整備要員
 1 人当り
年間給与
（千円）

専・兼業

ディーラー

平 均

専・兼業

ディーラー

平 均

ディーラー

平 均

平成２２

―

整備要員
１人当り
年間整備
売上高
※ （千円）

整備要員
平均年令

（歳）

自 家

う ち 整 備 士 数 （ 人 ）

デ ィ ー ラ ー

専 ・兼業
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Ⅴ．資料編

1 ．検査対象車両数、認証工場等の推移

　関東運輸局管内（以下「管内」という。）における検査対象車両数、認証工場数、人口及び世帯
の推移は次のとおりです。

⑴　検査対象車両数の推移〈図Ⅰ－ 1〉

　管内の検査対象車両数（軽自動車を含む。以下に同じ。）は、平成25年 3 月末現在において、
21,834千台となり、対前年比で183千台（0.8％）の増加になっています。
　これらを各都県別にみると、東京に関しては横ばい傾向ですが、その他の県については、近年
増加傾向となっています。



―  170  ―

〈図Ⅰ－ 1〉　運輸支局別検査対象車両数の推移（各年度末現在）

22 75.9%
23 76.1%
24 76.3%

神 22 79.8%
奈 23 79.9%
川 24 79.9%

22 79.3%
23 79.5%
24 79.7%
22 75.9%
23 76.3%
24 76.7%
22 77.7%
23 77.9%
24 78.1%
22 75.2%
23 75.5%
24 75.8%
22 76.9% □□ □□ □□
23 77.2%
24 77.6% B/A×１００％
22 73.0% 検査対象車両数（Ａ）（Ｂ）

23 73.4% 乗用自動車数（Ｂ）
24 73.7%

22 77.4%

23 77.6%

24 77.8%
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玉
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梨
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木
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茨
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3,090 
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3,000 
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723 
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⑵　認証工場数、人口、世帯数等の推移〈表Ⅰ－ 1、図Ⅰ－ 2、 3〉

①　認証工場数
　管内の認証工場数は、平成25年 3 月末現在において24,601工場であり、対前年比で 7 工場の
増加となっています。
　これらを各運輸支局別にみると、茨城27工場（0.8％）が伸び率が最も高く、次いで群馬の
16工場（0.6％）、栃木10工場（0.4％）の順ですが、東京については、60工場（1.1％）の減少
となっております。
　また、近年の認証取得は車体整備業35件（新規取得比10.4％）が最も多くなっています。

②　人　口
　管内の人口は、平成25年 3 月末現在において43,432千人であり、対前年比で 1 千人の減少と
なっています。
　これらを各運輸支局別にみると、東京の39千人（0.2％）で伸び率が最も高く、次いで神奈
川の 9 千人（0.09％）、埼玉の 3 千人（0.04％）の順となっています。

③　世帯数
　管内の世帯数は、平成25年 3 月末現在において19,031千世帯であり、対前年比で369千世帯

（1.9％）の増加となっています。
　これらを各運輸支局別にみると、東京の263千世帯（3.9%）で最も伸び率が高く、次いで神
奈川の69千世帯（1.7%）、千葉の18千世帯（0.7%）となっています。

④　認証工場当たり検査対象車両数
　認証工場当たりの検査対象車両数は、管内平均で888台であり、対前年比で 8 台の増加となっ
ています。
　これらを各運輸支局別にみると、神奈川が1,175台で最も多く、次いで千葉の951台、埼玉の
892台の順になっており、群馬が739台で最も少ない状況となっています。
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〈表Ⅰ－ 1〉　認証工場数・人口・世帯数等の推移

運　輸
支局別

年度
認　　証
工 場 数

人　　口
（千人）

世 帯 数
（千世帯）

認　証　工　場　当　た　り
検査対象車両数 人　　口 世 帯 数

東　京

22 5,149 13,172 6,411 799 2,558 1,245
23 5,078 13,195 6,457 808 2,598 1,272
24 5,018 13,234 6,720 818 2,637 1,339

増減 ▲60 △39 △263 △10 △39 △68

神奈川

22 3,224 9,044 3,855 1,166 2,805 1,196
23 3,221 9,052 3,844 1,170 2,810 1,193
24 3,226 9,061 3,913 1,175 2,809 1,213

増減 △5 △9 △69 △5 ▲2 △20

埼　玉

22 4,314 7,198 2,855 884 1,669 662
23 4,343 7,204 2,884 884 1,659 664
24 4,351 7,207 2,880 892 1,656 662

増減 △8 △3 ▲4 △8 ▲2 ▲2

群　馬

22 2,315 2,002 757 734 865 327
23 2,322 1,997 761 736 860 328
24 2,338 1,980 767 739 847 328

増減 △16 ▲17 △6 △3 ▲13 △0

千　葉

22 3,638 6,214 2,523 935 1,708 694
23 3,646 6,195 2,537 940 1,699 696
24 3,646 6,184 2,555 951 1,696 701

増減 △0 ▲11 △18 △11 ▲3 △5

茨　城

22 3,053 2,961 1,091 795 970 357
23 3,071 2,945 1,098 800 959 358
24 3,098 2,934 1,108 804 947 358

増減 △27 ▲11 △10 △4 ▲12 △0

栃　木

22 1,989 2,001 746 814 1,006 375
23 2,003 1,993 753 814 995 376
24 2,013 1,986 759 820 987 377

増減 △10 ▲7 △6 △6 ▲8 △1

山　梨

22 905 858 327 786 948 361
23 910 852 328 787 936 360
24 911 846 329 794 929 361

増減 △1 ▲6 △1 △7 ▲8 △1

管　内

22 24,587 43,450 18,565 876 1,767 755
23 24,594 43,433 18,662 880 1,766 759
24 24,601 43,432 19,031 888 1,765 774

増減 △7 ▲1 △369 △8 ▲1 △15

　注：①　人口及び世帯数は総務省及び各自治体調べ。
　　　②　検査対象車両数は軽自動車を含む。
　　　③　認証工場、人口及び世帯数は当該年度末現在の数を示す。
　　　④　増減欄は、対前年比を示す。
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〈図Ⅰ－ 2〉　平成24年度支局別認証工場の対前年比増減数

（単位：工場）

東京 神奈川 埼玉 群馬 千葉 茨城 栃木 山梨
－60 5 8 16 0 27 10 1

〈図Ⅰ－ 3〉　認証工場当たり検査対象車両数、人口及び世帯数

東　京 神奈川 埼　玉 群　馬 千　葉 茨　城 栃　木 山　梨
　 検査対象車両数（台） 818 1,175 892 739 951 804 820 794 
　 人　　　口（人） 2,637 2,809 1,656 847 1,696 947 987 929 
　 世　帯　数 1,339 1,213 662 328 701 358 377 361 
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2 ．関東運輸局管内整備事業の現況

⑴　整備事業の概要

支局別 整備事業 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末

東　京

認　　　証 5,241 5,186 5,149 5,078 5,018 
認　　　定 181 177 175 172 166 
指　　　定 1,446 1,419 1,420 1,405 1,398 
指定／認証 27.6％ 27.4％ 27.6％ 27.7％ 27.9％

神奈川

認　　　証 3,241 3,210 3,224 3,221 3,226 
認　　　定 110 112 111 112 110 
指　　　定 1,033 1,026 1,035 1,050 1,053 
指定／認証 31.9％ 32.0％ 32.1％ 32.6％ 32.6％

埼　玉

認　　　証 4,254 4,297 4,314 4,343 4,351 
認　　　定 88 85 88 87 88 
指　　　定 1,008 1,036 1,052 1,069 1,079 
指定／認証 23.7％ 24.1％ 24.4％ 24.6％ 24.8％

群　馬

認　　　証 2,269 2,306 2,315 2,322 2,338 
認　　　定 74 74 72 72 72 
指　　　定 560 562 561 563 566 
指定／認証 24.7％ 24.4％ 24.2％ 24.2％ 24.2％

千　葉

認　　　証 3,534 3,616 3,638 3,646 3,646 
認　　　定 106 105 102 99 100 
指　　　定 1,167 1,171 1,170 1,170 1,180 
指定／認証 33.0％ 32.4％ 32.2％ 32.1％ 32.4％

茨　城

認　　　証 2,974 3,014 3,053 3,071 3,098 
認　　　定 77 77 76 77 76 
指　　　定 754 764 771 777 781 
指定／認証 25.4％ 25.3％ 25.3％ 25.3％ 25.2％

栃　木

認　　　証 1,957 1,975 1,989 2,003 2,013 
認　　　定 74 74 73 72 71 
指　　　定 564 566 568 569 570 
指定／認証 28.8％ 28.7％ 28.6％ 28.4％ 28.3％

山　梨

認　　　証 887 895 905 910 911 
認　　　定 42 42 42 42 42 
指　　　定 233 237 236 239 240 
指定／認証 26.3％ 26.5％ 26.1％ 26.3％ 26.3％

局　計

認　　　証 24,357 24,499 24,587 24,594 24,601 
認　　　定 752 746 739 733 725 
指　　　定 6,765 6,781 6,813 6,842 6,867 
指定／認証 27.8％ 27.7％ 27.7％ 27.8％ 27.9％

全国計

認　　　証 91,266 91,726 91,935 92,019 92,030 
認　　　定 3,064 3,008 2,990 2,969 2,954 
指　　　定 29,079 29,111 29,224 29,362 29,477 
指定／認証 31.9％ 31.7％ 31.8％ 31.9％ 32.0％

局／全国
認　　　証 26.7％ 26.7％ 26.7％ 26.7％ 26.7％
認　　　定 24.5％ 24.8％ 24.7％ 24.7％ 24.5％
指　　　定 23.3％ 23.3％ 23.3％ 23.3％ 23.3％
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⑵　整備主任者の選任状況の推移

項　目
支局別 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末

東　京 13,724 13,635 13,554 13,421 13,314 

神奈川 8,347 8,409 8,481 8,495 8,559 

埼　玉 9,504 9,583 9,606 9,682 9,682 

群　馬 4,893 4,961 5,001 5,021 5,055 

千　葉 9,054 9,279 9,322 9,350 9,403 

茨　城 6,295 6,367 6,460 6,541 6,597 

栃　木 4,467 4,541 4,589 4,612 4,603 

山　梨 1,916 1,940 1,924 1,954 1,972 

局　計 58,200 58,715 58,937 59,076 59,185 

全国計 216,877 219,306 220,169 220,681 220,928 

局／全国（％） 26.8％ 26.8％ 26.8％ 26.8％ 26.8％

⑶　自動車分解整備事業（新規・廃止）状況の推移

項　目

支局別

平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末

新規 廃止 新規 廃止 新規 廃止 新規 廃止 新規 廃止

東　京 100 156 96 150 63 100 50 119 48 109

神奈川 97 61 58 89 54 39 50 53 47 43

埼　玉 144 66 123 80 78 59 65 38 70 67

群　馬 51 27 68 31 33 24 34 27 36 20

千　葉 125 51 136 54 65 43 47 39 44 44

茨　城 107 37 69 29 57 18 39 21 50 23

栃　木 30 30 50 32 33 19 29 15 28 17

山　梨 24 19 17 9 15 5 14 9 14 12

局　計 678 447 617 474 398 307 328 321 337 335 
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⑷　認証 1工場当たりの検査対象車両数の推移

年度
支局別 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末

東　京

認 証 工 場 数 5,241 5,186 5,149 5,078 5,018 

検 査 対 象 車 両 数 4,189,896 4,148,526 4,112,053 4,101,695 4,105,806 

1 工場当たり車両数 799 800 799 808 818 

神奈川

認 証 工 場 数 3,241 3,210 3,224 3,221 3,226 

検 査 対 象 車 両 数 3,792,177 3,772,900 3,760,017 3,770,157 3,791,493 

1 工場当たり車両数 1,170 1,175 1,166 1,170 1,175 

埼　玉

認 証 工 場 数 4,254 4,297 4,314 4,343 4,351 

検 査 対 象 車 両 数 3,807,847 3,804,581 3,812,238 3,837,871 3,879,150 

1 工場当たり車両数 895 885 884 884 892 

群　馬

認 証 工 場 数 2,269 2,306 2,315 2,322 2,338 

検 査 対 象 車 両 数 1,698,807 1,697,310 1,699,392 1,710,111 1,727,357 

1 工場当たり車両数 749 736 734 736 739 

千　葉

認 証 工 場 数 3,534 3,616 3,638 3,646 3,646 

検 査 対 象 車 両 数 3,390,785 3,393,760 3,401,575 3,428,621 3,465,853 

1 工場当たり車両数 959 939 935 940 951 

茨　城

認 証 工 場 数 2,974 3,014 3,053 3,071 3,098 

検 査 対 象 車 両 数 2,414,304 2,418,281 2,426,925 2,455,466 2,490,664 

1 工場当たり車両数 812 802 795 800 804 

栃　木

認 証 工 場 数 1,957 1,975 1,989 2,003 2,013 

検 査 対 象 車 両 数 1,610,788 1,613,984 1,619,007 1,631,307 1,650,279 

1 工場当たり車両数 823 817 814 814 820 

山　梨

認 証 工 場 数 887 895 905 910 911 

検 査 対 象 車 両 数 709,747 709,397 711,599 715,910 723,689 

1 工場当たり車両数 800 793 786 787 794 

局　計

認 証 工 場 数 24,357 24,499 24,587 24,594 24,601 

検 査 対 象 車 両 数 21,614,351 21,558,739 21,542,806 21,651,138 21,834,291 

1 工場当たり車両数 887 880 876 880 888 

　注：検査対象車両数は軽自動車を含む
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⑸　関東運輸局管内認証工場数等の推移

（工場数） （工場数）
▲指定
■認定

　　　認証

　　　指定

　　　認定

平成２０年度末 平成２１年度末 平成２２年度末 平成２３年度末 平成２４年度末

●認証

6,765 6,781 6,813 6,842 6,867 

752 746 739 733 725 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

24,357 
24,499 

24,587 24,594 24,601 

20,600

20,800

21,000

21,200

21,400

21,600

21,800

22,000

22,200

22,400

22,600

22,800

23,000

23,200

23,400

23,600

23,800

24,000

24,200

24,400

24,600

24,800

25,000
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3 ．関東運輸局管内自動車保有車両数

用
途
別

運輸支局
　　　 業態別

車種別
関東運輸局計

東　　京　　支　　局 神　奈　川　支　局 埼　　玉　　支　　局 群馬
支局

千　　葉　　支　　局 茨　城　支　局 栃　木　支　局 山梨
支局品　川 足　立 練　馬 多　摩 八王子 計 横　浜 川　崎 相　模 湘　南 計 大　宮 熊　谷 春日部 所　沢 計 千　葉 野　田 習志野 袖ヶ浦 計 水　戸 土　浦 計 宇都宮 とちぎ 計

貨
　
　
　
　
　
物

普　通　車

自 381,106 10,701 22,888 9,574 11,752 8,046 62,961 20,496 6,710 13,141 10,051 50,398 18,920 16,093 14,210 15,393 64,616 36,208 28,114 8,544 11,382 14,946 62,986 25,200 31,089 56,289 23,626 11,459 35,085 12,563 

営 265,797 12,370 25,709 9,075 8,458 4,758 60,370 17,068 5,787 12,208 8,154 43,217 16,386 11,516 12,994 13,158 54,054 18,178 14,652 6,217 10,167 6,719 37,755 11,828 17,382 29,210 12,034 5,764 17,798 5,215 

計 646,903 23,071 48,597 18,649 20,210 12,804 123,331 37,564 12,497 25,349 18,205 93,615 35,306 27,609 27,204 28,551 118,670 54,386 42,766 14,761 21,549 21,665 100,741 37,028 48,471 85,499 35,660 17,223 52,883 17,778 

小
　
型
　
車

四　輪

自 1,069,614 56,154 74,262 50,813 46,085 21,622 248,936 77,353 23,354 36,261 33,376 170,344 62,195 33,273 34,351 42,837 172,656 74,731 73,034 25,632 32,327 40,108 171,101 63,476 63,911 127,387 54,502 21,088 75,590 28,869 

営 31,632 4,040 5,694 2,851 1,556 566 14,707 2,097 650 1,233 666 4,646 1,996 597 1,020 1,211 4,824 854 1,231 534 1,057 545 3,367 932 978 1,910 684 291 975 349 

計 1,101,246 60,194 79,956 53,664 47,641 22,188 263,643 79,450 24,004 37,494 34,042 174,990 64,191 33,870 35,371 44,048 177,480 75,585 74,265 26,166 33,384 40,653 174,468 64,408 64,889 129,297 55,186 21,379 76,565 29,218 

三　輪

自 222 22 29 22 9 5 87 2 0 6 18 26 12 6 1 9 28 20 10 0 2 7 19 12 12 24 11 4 15 3 

営 31 8 13 6 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 

計 253 30 42 28 9 5 114 2 0 6 18 26 12 6 1 9 28 20 12 0 2 8 22 12 12 24 11 4 15 4 

被けん引車

自 2,831 63 94 37 50 51 295 132 42 105 73 352 129 147 128 131 535 279 293 64 138 85 580 142 267 409 145 143 288 93 

営 39,284 4,379 2,903 68 145 350 7,845 8,847 1,443 549 485 11,324 505 831 625 768 2,729 2,472 1,931 377 1,615 1,930 5,853 3,767 2,872 6,639 1,537 485 2,022 400 

計 42,115 4,442 2,997 105 195 401 8,140 8,979 1,485 654 558 11,676 634 978 753 899 3,264 2,751 2,224 441 1,753 2,015 6,433 3,909 3,139 7,048 1,682 628 2,310 493 

軽自動車
四　輪 1,952,768 55,775 63,132 53,605 75,682 46,839 295,033 106,187 27,051 62,320 73,239 268,797 76,905 102,316 53,830 78,764 311,815 200,698 129,029 41,969 46,728 100,768 318,494 138,319 140,475 278,794 120,131 47,400 167,531 111,606 

三　輪 307 14 12 13 17 15 71 18 7 23 15 63 14 15 5 17 51 24 14 5 3 12 34 12 13 25 15 2 17 22 

貨　物　車　計 3,743,592 143,526 194,736 126,064 143,754 82,252 690,332 232,200 65,044 125,846 126,077 549,167 177,062 164,794 117,164 152,288 611,308 333,464 248,310 83,342 103,419 165,121 600,192 243,688 256,999 500,687 212,685 86,636 299,321 159,121 

乗
　
　
　
合

普 通 車
乗車定員
30名以上

自 6,819 186 278 145 321 237 1,167 497 183 271 163 1,114 319 253 177 294 1,043 440 412 231 334 449 1,426 359 426 785 445 189 634 210 

営 27,163 1,994 1,943 1,769 1,664 1,030 8,400 2,921 996 993 1,122 6,032 1,295 691 524 1,143 3,653 845 1,909 485 1,199 625 4,218 1,128 1,152 2,280 1,004 239 1,243 492 

計 33,982 2,180 2,221 1,914 1,985 1,267 9,567 3,418 1,179 1,264 1,285 7,146 1,614 944 701 1,437 4,696 1,285 2,321 716 1,533 1,074 5,644 1,487 1,578 3,065 1,449 428 1,877 702 

小 型 車
乗車定員

11名以上29名以下

自 22,551 654 727 585 875 522 3,363 1,318 359 805 725 3,207 1,019 1,172 632 1,077 3,900 2,314 1,367 516 810 1,214 3,907 1,137 1,573 2,710 1,472 619 2,091 1,059 

営 7,648 434 496 322 491 221 1,964 298 88 221 219 826 287 309 174 330 1,100 397 460 111 252 337 1,160 470 699 1,169 511 162 673 359 

計 30,199 1,088 1,223 907 1,366 743 5,327 1,616 447 1,026 944 4,033 1,306 1,481 806 1,407 5,000 2,711 1,827 627 1,062 1,551 5,067 1,607 2,272 3,879 1,983 781 2,764 1,418 

乗合車合計 64,181 3,268 3,444 2,821 3,351 2,010 14,894 5,034 1,626 2,290 2,229 11,179 2,920 2,425 1,507 2,844 9,696 3,996 4,148 1,343 2,595 2,625 10,711 3,094 3,850 6,944 3,432 1,209 4,641 2,120 

乗
　
　
　
用

普　通　車

自 5,974,306 366,589 278,405 291,479 352,275 150,145 1,438,893 577,342 155,596 206,231 225,103 1,164,272 342,024 202,211 190,958 266,467 1,001,660 376,121 322,364 177,303 237,303 152,750 889,720 272,872 299,751 572,623 272,285 113,208 385,493 145,524 

営 27,226 5,740 8,071 5,734 1,105 198 20,848 2,043 452 259 301 3,055 241 79 70 177 567 231 801 143 412 111 1,467 251 267 518 322 77 399 141 

計 6,001,532 372,329 286,476 297,213 353,380 150,343 1,459,741 579,385 156,048 206,490 225,404 1,167,327 342,265 202,290 191,028 266,644 1,002,227 376,352 323,165 177,446 237,715 152,861 891,187 273,123 300,018 573,141 272,607 113,285 385,892 145,665 

小　型　車

自 6,886,433 200,844 239,788 219,375 377,336 181,190 1,218,533 589,808 144,200 264,771 283,287 1,282,066 395,489 288,799 237,363 345,634 1,267,285 520,090 417,636 217,766 265,481 218,300 1,119,183 356,545 407,754 764,299 365,611 157,021 522,632 192,345 

営 57,850 5,507 10,983 8,842 3,666 767 29,765 5,806 1,510 1,017 1,502 9,835 2,488 766 1,192 1,309 5,755 1,537 2,185 1,090 1,663 948 5,886 1,407 1,138 2,545 1,151 470 1,621 906 

計 6,944,283 206,351 250,771 228,217 381,002 181,957 1,248,298 595,614 145,710 265,788 284,789 1,291,901 397,977 289,565 238,555 346,943 1,273,040 521,627 419,821 218,856 267,144 219,248 1,125,069 357,952 408,892 766,844 366,762 157,491 524,253 193,251 

軽　自　動　車 4,038,151 42,301 73,015 51,447 142,172 114,245 423,180 203,388 40,547 153,150 173,650 570,735 200,392 243,102 151,439 219,883 814,816 426,799 265,855 112,635 116,185 194,694 689,369 273,521 274,694 548,215 247,212 122,953 370,165 194,872 

乗　用　車　計 16,983,966 620,981 610,262 576,877 876,554 446,545 3,131,219 1,378,387 342,305 625,428 683,843 3,029,963 940,634 734,957 581,022 833,470 3,090,083 1,324,778 1,008,841 508,937 621,044 566,803 2,705,625 904,596 983,604 1,888,200 886,581 393,729 1,280,310 533,788 

特
種
（
殊
）
用
途

普　通　車

自 212,356 9,091 13,452 7,903 9,812 5,795 46,053 16,150 4,727 6,637 7,006 34,520 10,673 7,387 6,926 9,493 34,479 15,684 14,454 5,279 7,043 7,430 34,206 11,567 12,089 23,656 11,325 4,440 15,765 7,993 

営 90,469 3,223 5,965 2,583 4,684 2,090 18,545 5,949 3,400 4,427 2,572 16,348 6,243 3,436 4,281 5,404 19,364 4,941 5,559 2,250 4,824 3,344 15,977 5,034 4,743 9,777 2,944 1,030 3,974 1,543 

計 302,825 12,314 19,417 10,486 14,496 7,885 64,598 22,099 8,127 11,064 9,578 50,868 16,916 10,823 11,207 14,897 53,843 20,625 20,013 7,529 11,867 10,774 50,183 16,601 16,832 33,433 14,269 5,470 19,739 9,536 

小　型　車

自 37,727 1,717 2,212 1,450 1,718 1,041 8,138 2,493 689 1,140 1,345 5,667 1,813 1,511 1,029 1,530 5,883 3,010 2,724 875 1,107 1,486 6,192 2,165 2,170 4,335 2,113 799 2,912 1,590 

営 4,537 409 1,046 241 245 74 2,015 395 48 93 109 645 241 83 71 92 487 229 298 63 62 71 494 173 141 314 200 51 251 102 

計 42,264 2,126 3,258 1,691 1,963 1,115 10,153 2,888 737 1,233 1,454 6,312 2,054 1,594 1,100 1,622 6,370 3,239 3,022 938 1,169 1,557 6,686 2,338 2,311 4,649 2,313 850 3,163 1,692 

大型特殊車

自 63,531 3,608 5,607 735 2,047 1,606 13,603 6,515 2,173 2,508 2,036 13,232 2,524 2,106 1,856 2,069 8,555 4,159 4,363 1,103 2,222 3,492 11,180 3,039 2,468 5,507 3,426 1,136 4,562 2,733 

営 695 1 98 2 6 6 113 15 9 7 3 34 19 26 5 13 63 26 84 8 120 35 247 51 74 125 51 28 79 8 

計 64,226 3,609 5,705 737 2,053 1,612 13,716 6,530 2,182 2,515 2,039 13,266 2,543 2,132 1,861 2,082 8,618 4,185 4,447 1,111 2,342 3,527 11,427 3,090 2,542 5,632 3,477 1,164 4,641 2,741 

軽　自　動　車 37,299 1,866 2,120 1,456 1,989 1,081 8,512 2,946 707 1,193 1,467 6,313 1,944 1,484 1,268 1,601 6,297 3,396 1,951 954 1,129 1,409 5,443 1,764 1,611 3,375 1,805 691 2,496 1,467 

特種（殊）用途車計 446,614 19,915 30,500 14,370 20,501 11,693 96,979 34,463 11,753 16,005 14,538 76,759 23,457 16,033 15,436 20,202 75,128 31,445 29,433 10,532 16,507 17,267 73,739 23,793 23,296 47,089 21,864 8,175 30,039 15,436 

二
輪
車

小型二輪車 595,938 41,359 34,564 40,288 38,007 18,164 172,382 61,723 16,714 22,095 23,893 124,425 30,162 19,943 16,179 26,651 92,935 33,674 27,959 14,794 20,543 12,290 75,586 21,638 26,106 47,744 26,036 9,932 35,968 13,224 

軽 二 輪 車 783,070 80,568 67,453 90,093 55,479 21,160 314,753 91,761 26,772 31,145 31,543 181,221 38,054 20,338 13,887 29,967 102,246 30,626 23,110 13,440 19,251 11,216 67,017 18,541 18,834 37,375 25,104 8,394 33,498 16,334 

二 輪 車 計 1,379,008 121,927 102,017 130,381 93,486 39,324 487,135 153,484 43,486 53,240 55,436 305,646 68,216 40,281 30,066 56,618 195,181 64,300 51,069 28,234 39,794 23,506 142,603 40,179 44,940 85,119 51,140 18,326 69,466 29,558 

総　 合　 計 22,617,361 909,617 940,959 850,513 1,137,646 581,824 4,420,559 1,803,568 464,214 822,809 882,123 3,972,714 1,212,289 958,490 745,195 1,065,422 3,981,396 1,757,983 1,341,801 632,388 783,359 775,322 3,532,870 1,215,350 1,312,689 2,528,039 1,175,702 508,075 1,683,777 740,023 

登録自動車数 15,209,828 687,734 700,663 613,611 824,300 380,320 3,206,628 1,337,545 352,416 552,883 578,316 2,821,160 864,818 571,292 508,587 708,539 2,653,236 1,062,766 893,883 448,591 579,520 454,933 2,376,927 761,555 850,956 1,612,511 755,399 318,703 1,074,102 402,498 

検査自動車数 15,805,766 729,093 735,227 653,899 862,307 398,484 3,379,010 1,399,268 369,130 574,978 602,209 2,945,585 894,980 591,235 524,766 735,190 2,746,171 1,096,440 921,842 463,385 600,063 467,223 2,452,513 783,193 877,062 1,660,255 781,435 328,635 1,110,070 415,722 

軽自動車数 6,811,595 180,524 205,732 196,614 275,339 183,340 1,041,549 404,300 95,084 247,831 279,914 1,027,129 317,309 367,255 220,429 330,232 1,235,225 661,543 419,959 169,003 183,296 308,099 1,080,357 432,157 435,627 867,784 394,267 179,440 573,707 324,301 
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用
途
別

運輸支局
　　　 業態別

車種別
関東運輸局計

東　　京　　支　　局 神　奈　川　支　局 埼　　玉　　支　　局 群馬
支局

千　　葉　　支　　局 茨　城　支　局 栃　木　支　局 山梨
支局品　川 足　立 練　馬 多　摩 八王子 計 横　浜 川　崎 相　模 湘　南 計 大　宮 熊　谷 春日部 所　沢 計 千　葉 野　田 習志野 袖ヶ浦 計 水　戸 土　浦 計 宇都宮 とちぎ 計

貨
　
　
　
　
　
物

普　通　車

自 381,106 10,701 22,888 9,574 11,752 8,046 62,961 20,496 6,710 13,141 10,051 50,398 18,920 16,093 14,210 15,393 64,616 36,208 28,114 8,544 11,382 14,946 62,986 25,200 31,089 56,289 23,626 11,459 35,085 12,563 

営 265,797 12,370 25,709 9,075 8,458 4,758 60,370 17,068 5,787 12,208 8,154 43,217 16,386 11,516 12,994 13,158 54,054 18,178 14,652 6,217 10,167 6,719 37,755 11,828 17,382 29,210 12,034 5,764 17,798 5,215 

計 646,903 23,071 48,597 18,649 20,210 12,804 123,331 37,564 12,497 25,349 18,205 93,615 35,306 27,609 27,204 28,551 118,670 54,386 42,766 14,761 21,549 21,665 100,741 37,028 48,471 85,499 35,660 17,223 52,883 17,778 

小
　
型
　
車

四　輪

自 1,069,614 56,154 74,262 50,813 46,085 21,622 248,936 77,353 23,354 36,261 33,376 170,344 62,195 33,273 34,351 42,837 172,656 74,731 73,034 25,632 32,327 40,108 171,101 63,476 63,911 127,387 54,502 21,088 75,590 28,869 

営 31,632 4,040 5,694 2,851 1,556 566 14,707 2,097 650 1,233 666 4,646 1,996 597 1,020 1,211 4,824 854 1,231 534 1,057 545 3,367 932 978 1,910 684 291 975 349 

計 1,101,246 60,194 79,956 53,664 47,641 22,188 263,643 79,450 24,004 37,494 34,042 174,990 64,191 33,870 35,371 44,048 177,480 75,585 74,265 26,166 33,384 40,653 174,468 64,408 64,889 129,297 55,186 21,379 76,565 29,218 

三　輪

自 222 22 29 22 9 5 87 2 0 6 18 26 12 6 1 9 28 20 10 0 2 7 19 12 12 24 11 4 15 3 

営 31 8 13 6 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 

計 253 30 42 28 9 5 114 2 0 6 18 26 12 6 1 9 28 20 12 0 2 8 22 12 12 24 11 4 15 4 

被けん引車

自 2,831 63 94 37 50 51 295 132 42 105 73 352 129 147 128 131 535 279 293 64 138 85 580 142 267 409 145 143 288 93 

営 39,284 4,379 2,903 68 145 350 7,845 8,847 1,443 549 485 11,324 505 831 625 768 2,729 2,472 1,931 377 1,615 1,930 5,853 3,767 2,872 6,639 1,537 485 2,022 400 

計 42,115 4,442 2,997 105 195 401 8,140 8,979 1,485 654 558 11,676 634 978 753 899 3,264 2,751 2,224 441 1,753 2,015 6,433 3,909 3,139 7,048 1,682 628 2,310 493 

軽自動車
四　輪 1,952,768 55,775 63,132 53,605 75,682 46,839 295,033 106,187 27,051 62,320 73,239 268,797 76,905 102,316 53,830 78,764 311,815 200,698 129,029 41,969 46,728 100,768 318,494 138,319 140,475 278,794 120,131 47,400 167,531 111,606 

三　輪 307 14 12 13 17 15 71 18 7 23 15 63 14 15 5 17 51 24 14 5 3 12 34 12 13 25 15 2 17 22 

貨　物　車　計 3,743,592 143,526 194,736 126,064 143,754 82,252 690,332 232,200 65,044 125,846 126,077 549,167 177,062 164,794 117,164 152,288 611,308 333,464 248,310 83,342 103,419 165,121 600,192 243,688 256,999 500,687 212,685 86,636 299,321 159,121 

乗
　
　
　
合

普 通 車
乗車定員
30名以上

自 6,819 186 278 145 321 237 1,167 497 183 271 163 1,114 319 253 177 294 1,043 440 412 231 334 449 1,426 359 426 785 445 189 634 210 

営 27,163 1,994 1,943 1,769 1,664 1,030 8,400 2,921 996 993 1,122 6,032 1,295 691 524 1,143 3,653 845 1,909 485 1,199 625 4,218 1,128 1,152 2,280 1,004 239 1,243 492 

計 33,982 2,180 2,221 1,914 1,985 1,267 9,567 3,418 1,179 1,264 1,285 7,146 1,614 944 701 1,437 4,696 1,285 2,321 716 1,533 1,074 5,644 1,487 1,578 3,065 1,449 428 1,877 702 

小 型 車
乗車定員

11名以上29名以下

自 22,551 654 727 585 875 522 3,363 1,318 359 805 725 3,207 1,019 1,172 632 1,077 3,900 2,314 1,367 516 810 1,214 3,907 1,137 1,573 2,710 1,472 619 2,091 1,059 

営 7,648 434 496 322 491 221 1,964 298 88 221 219 826 287 309 174 330 1,100 397 460 111 252 337 1,160 470 699 1,169 511 162 673 359 

計 30,199 1,088 1,223 907 1,366 743 5,327 1,616 447 1,026 944 4,033 1,306 1,481 806 1,407 5,000 2,711 1,827 627 1,062 1,551 5,067 1,607 2,272 3,879 1,983 781 2,764 1,418 

乗合車合計 64,181 3,268 3,444 2,821 3,351 2,010 14,894 5,034 1,626 2,290 2,229 11,179 2,920 2,425 1,507 2,844 9,696 3,996 4,148 1,343 2,595 2,625 10,711 3,094 3,850 6,944 3,432 1,209 4,641 2,120 

乗
　
　
　
用

普　通　車

自 5,974,306 366,589 278,405 291,479 352,275 150,145 1,438,893 577,342 155,596 206,231 225,103 1,164,272 342,024 202,211 190,958 266,467 1,001,660 376,121 322,364 177,303 237,303 152,750 889,720 272,872 299,751 572,623 272,285 113,208 385,493 145,524 

営 27,226 5,740 8,071 5,734 1,105 198 20,848 2,043 452 259 301 3,055 241 79 70 177 567 231 801 143 412 111 1,467 251 267 518 322 77 399 141 

計 6,001,532 372,329 286,476 297,213 353,380 150,343 1,459,741 579,385 156,048 206,490 225,404 1,167,327 342,265 202,290 191,028 266,644 1,002,227 376,352 323,165 177,446 237,715 152,861 891,187 273,123 300,018 573,141 272,607 113,285 385,892 145,665 

小　型　車

自 6,886,433 200,844 239,788 219,375 377,336 181,190 1,218,533 589,808 144,200 264,771 283,287 1,282,066 395,489 288,799 237,363 345,634 1,267,285 520,090 417,636 217,766 265,481 218,300 1,119,183 356,545 407,754 764,299 365,611 157,021 522,632 192,345 

営 57,850 5,507 10,983 8,842 3,666 767 29,765 5,806 1,510 1,017 1,502 9,835 2,488 766 1,192 1,309 5,755 1,537 2,185 1,090 1,663 948 5,886 1,407 1,138 2,545 1,151 470 1,621 906 

計 6,944,283 206,351 250,771 228,217 381,002 181,957 1,248,298 595,614 145,710 265,788 284,789 1,291,901 397,977 289,565 238,555 346,943 1,273,040 521,627 419,821 218,856 267,144 219,248 1,125,069 357,952 408,892 766,844 366,762 157,491 524,253 193,251 

軽　自　動　車 4,038,151 42,301 73,015 51,447 142,172 114,245 423,180 203,388 40,547 153,150 173,650 570,735 200,392 243,102 151,439 219,883 814,816 426,799 265,855 112,635 116,185 194,694 689,369 273,521 274,694 548,215 247,212 122,953 370,165 194,872 

乗　用　車　計 16,983,966 620,981 610,262 576,877 876,554 446,545 3,131,219 1,378,387 342,305 625,428 683,843 3,029,963 940,634 734,957 581,022 833,470 3,090,083 1,324,778 1,008,841 508,937 621,044 566,803 2,705,625 904,596 983,604 1,888,200 886,581 393,729 1,280,310 533,788 

特
種
（
殊
）
用
途

普　通　車

自 212,356 9,091 13,452 7,903 9,812 5,795 46,053 16,150 4,727 6,637 7,006 34,520 10,673 7,387 6,926 9,493 34,479 15,684 14,454 5,279 7,043 7,430 34,206 11,567 12,089 23,656 11,325 4,440 15,765 7,993 

営 90,469 3,223 5,965 2,583 4,684 2,090 18,545 5,949 3,400 4,427 2,572 16,348 6,243 3,436 4,281 5,404 19,364 4,941 5,559 2,250 4,824 3,344 15,977 5,034 4,743 9,777 2,944 1,030 3,974 1,543 

計 302,825 12,314 19,417 10,486 14,496 7,885 64,598 22,099 8,127 11,064 9,578 50,868 16,916 10,823 11,207 14,897 53,843 20,625 20,013 7,529 11,867 10,774 50,183 16,601 16,832 33,433 14,269 5,470 19,739 9,536 

小　型　車

自 37,727 1,717 2,212 1,450 1,718 1,041 8,138 2,493 689 1,140 1,345 5,667 1,813 1,511 1,029 1,530 5,883 3,010 2,724 875 1,107 1,486 6,192 2,165 2,170 4,335 2,113 799 2,912 1,590 

営 4,537 409 1,046 241 245 74 2,015 395 48 93 109 645 241 83 71 92 487 229 298 63 62 71 494 173 141 314 200 51 251 102 

計 42,264 2,126 3,258 1,691 1,963 1,115 10,153 2,888 737 1,233 1,454 6,312 2,054 1,594 1,100 1,622 6,370 3,239 3,022 938 1,169 1,557 6,686 2,338 2,311 4,649 2,313 850 3,163 1,692 

大型特殊車

自 63,531 3,608 5,607 735 2,047 1,606 13,603 6,515 2,173 2,508 2,036 13,232 2,524 2,106 1,856 2,069 8,555 4,159 4,363 1,103 2,222 3,492 11,180 3,039 2,468 5,507 3,426 1,136 4,562 2,733 

営 695 1 98 2 6 6 113 15 9 7 3 34 19 26 5 13 63 26 84 8 120 35 247 51 74 125 51 28 79 8 

計 64,226 3,609 5,705 737 2,053 1,612 13,716 6,530 2,182 2,515 2,039 13,266 2,543 2,132 1,861 2,082 8,618 4,185 4,447 1,111 2,342 3,527 11,427 3,090 2,542 5,632 3,477 1,164 4,641 2,741 

軽　自　動　車 37,299 1,866 2,120 1,456 1,989 1,081 8,512 2,946 707 1,193 1,467 6,313 1,944 1,484 1,268 1,601 6,297 3,396 1,951 954 1,129 1,409 5,443 1,764 1,611 3,375 1,805 691 2,496 1,467 

特種（殊）用途車計 446,614 19,915 30,500 14,370 20,501 11,693 96,979 34,463 11,753 16,005 14,538 76,759 23,457 16,033 15,436 20,202 75,128 31,445 29,433 10,532 16,507 17,267 73,739 23,793 23,296 47,089 21,864 8,175 30,039 15,436 

二
輪
車

小型二輪車 595,938 41,359 34,564 40,288 38,007 18,164 172,382 61,723 16,714 22,095 23,893 124,425 30,162 19,943 16,179 26,651 92,935 33,674 27,959 14,794 20,543 12,290 75,586 21,638 26,106 47,744 26,036 9,932 35,968 13,224 

軽 二 輪 車 783,070 80,568 67,453 90,093 55,479 21,160 314,753 91,761 26,772 31,145 31,543 181,221 38,054 20,338 13,887 29,967 102,246 30,626 23,110 13,440 19,251 11,216 67,017 18,541 18,834 37,375 25,104 8,394 33,498 16,334 

二 輪 車 計 1,379,008 121,927 102,017 130,381 93,486 39,324 487,135 153,484 43,486 53,240 55,436 305,646 68,216 40,281 30,066 56,618 195,181 64,300 51,069 28,234 39,794 23,506 142,603 40,179 44,940 85,119 51,140 18,326 69,466 29,558 

総　 合　 計 22,617,361 909,617 940,959 850,513 1,137,646 581,824 4,420,559 1,803,568 464,214 822,809 882,123 3,972,714 1,212,289 958,490 745,195 1,065,422 3,981,396 1,757,983 1,341,801 632,388 783,359 775,322 3,532,870 1,215,350 1,312,689 2,528,039 1,175,702 508,075 1,683,777 740,023 

登録自動車数 15,209,828 687,734 700,663 613,611 824,300 380,320 3,206,628 1,337,545 352,416 552,883 578,316 2,821,160 864,818 571,292 508,587 708,539 2,653,236 1,062,766 893,883 448,591 579,520 454,933 2,376,927 761,555 850,956 1,612,511 755,399 318,703 1,074,102 402,498 

検査自動車数 15,805,766 729,093 735,227 653,899 862,307 398,484 3,379,010 1,399,268 369,130 574,978 602,209 2,945,585 894,980 591,235 524,766 735,190 2,746,171 1,096,440 921,842 463,385 600,063 467,223 2,452,513 783,193 877,062 1,660,255 781,435 328,635 1,110,070 415,722 

軽自動車数 6,811,595 180,524 205,732 196,614 275,339 183,340 1,041,549 404,300 95,084 247,831 279,914 1,027,129 317,309 367,255 220,429 330,232 1,235,225 661,543 419,959 169,003 183,296 308,099 1,080,357 432,157 435,627 867,784 394,267 179,440 573,707 324,301 

（平成25年３月末）
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4 ．自動車分解整備事業の認証申請等の提出書類
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5 ．自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔に関する整理表

（
別
表
３

）

３
ヵ
月

（
別
表
４

）

３
ヵ
月

（
別
表
５

）

６
ヵ
月

（
別
表
６

）

１
年

（
別
表
７

）

１
年

初
回

２
回
目
以
降

○ １年 ←

○ ２年 ←

○ １年 ←

○ １年 ←

○ ２年 １年

○ ２年 １年

● ２年 ←

● ３年 ２年

○ ２年 ←

○ １年 ←

○ １年 ←

○ １年 ←

○ ２年 １年

○ ２年 １年

○ ２年 ←

○ １年 ←

○ １年 ←

○ ２年 １年

○ ２年 ←

○ ２年 １年

○ ２年 １年

○ 無 ←

○ ２年 １年

ＧＶＷ８トン以上 ○ １年 ←
ＧＶＷ８トン以上トレーラ ○ １年 ←

ＧＶＷ８トン未満 ○ ２年 １年
ＧＶＷ８トン未満トレーラ ○ ２年 １年

○ ２年 ←

○ ２年 １年

○ ２年 １年

ＧＶＷ８トン以上 ○ １年 ←
ＧＶＷ８トン以上トレーラ ○ １年 ←

ＧＶＷ８トン未満 ○ ２年 １年
ＧＶＷ８トン未満トレーラ ○ ２年 １年

○ 無 ←

○ １年 ←

○ １年 ←

○ ２年 １年

○ ２年 １年

● ２年 ←

○ １年 ←

○ １年 ←

● ３年 ２年

● ３年 ２年

○ ２年 ←

● ３年 ２年

● 無 ←

○8t以上 ○８ｔ未満 ２年 ←

ＧＶＷ８トン以上 ○ １年 ←
ＧＶＷ８トン以上トレーラ ○ １年 ←

ＧＶＷ８トン未満 ○ ２年 １年
ＧＶＷ８トン未満トレーラ ○ ２年 １年

● ２年 ←

○ ２年 ←

○ ２年 ←

ＧＶＷ８トン以上 ○ １年 ←
ＧＶＷ８トン以上トレーラ ○ １年 ←

ＧＶＷ８トン未満 ○ ２年 １年
ＧＶＷ８トン未満トレーラ ○ ２年 １年

○ 無 ←

（注）

定員１１名以上

普通・小型

軽

ＧＶＷ８トン以上
ＧＶＷ８トン以上トレーラ

軽

三輪

乗
用

軽

二輪

通常タイプ

定員１１名以上

ＧＶＷ８トン以上

ＧＶＷ８トン未満トレーラ

軽

ＧＶＷ８トン以上トレーラ

ＧＶＷ８トン未満トレーラ

ＧＶＷ８トン以上

ＧＶＷ８トン未満

幼児専用車（定員１０人以下）

普通・小型

ＧＶＷ８トン未満

普通・小型

軽

貨
物

三輪

乗
用

二
輪

定員１１名以上

貨
物

軽

小型

検査対象外軽自動車

貨
物

二
輪

特
種

１２５ｃｃ超え２５０ｃｃ以下のバイク（三輪バイクを含む）

キャンピング車、教習車（乗用）、消防車

ＧＶＷ８トン以上

２．ＧＶＷ：車両総重量

検査対象外軽自動車

運
送
事
業
用

レ
ン
タ
カ
ー

自
家
用
自
動
車

大
特

特
種

旅
客

貨
物

霊
柩

貨
物

検査証の
有効期間

貨物運送事業者のトラック（三輪を含む）

福祉タクシー

バス、タクシー、ハイヤー

備考（主な車種等）

幼児専用車

定期点検の間隔

園児送迎車

ＧＶＷ８トン以上トレーラ

ＧＶＷ８トン未満

マイクロバス

トラック（三輪を含む）

マイカー型

タンク車、冷蔵冷凍車

２５０ｃｃを超えるバイク（三輪バイクを含む）

キャンピング車

１２５ｃｃ超え２５０ｃｃ以下のバイク（三輪バイクを含む）

そり付き、カタピラ付軽自動車

トラック（三輪を含む）

マイクロバス

園児送迎車　（※大人換算１０人）

ホイール・クレーン

フォーク・リフト

１．点検整備記録簿の保存期間は　　●印：２年　　○：１年

ストラドル・キャリヤ、ポール・トレーラ

タンク車、散水車、現金輸送車、ボート・トレーラ、
コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、活魚運搬
車､給水車

ホイール・クレーン

一般の乗用車（マイカー）

２５０ｃｃを超えるバイク（三輪バイクを含む）

フォーク・リフト

ストラドル・キャリヤ、ポール・トレーラ

そり付き、カタピラ付軽自動車

貨
物

貨
物

軽

ＧＶＷ８トン以上

点
検
区
分
等

対
象
車
種

霊柩車

霊柩車バス形状

大
特

検査対象外軽自動車

ＧＶＷ８トン未満トレーラ

ＧＶＷ８トン未満

ＧＶＷ８トン未満

小型

検査対象外軽自動車

普通・小型

普通・小型

軽

（平成24年 5 月現在）




